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平成２２年度各会計予算審査日程 

  

 月 日 曜日 種 別 審 査 内 容 場 所  

３．５ 金 委員会 
 正副委員長互選、理事会設置、 
 
 一般・特別・事業会計説明 

 
議 場 

１７ 水 〃 一般会計質疑 〃 

１８ 木 〃 一般会計質疑 〃 

１９ 金 〃  一般・特別・事業会計質疑、討論、 
 
 採決 

〃 
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議 案 の 審 査 結 果 表 

  
 
 

 
 議 案 番 号 

 
件 名 議 決 月 日  

審 査 結 果 
 
 議案第 ３号 

 
 平成２２年度深川市一般会計予算 ２ ２ ． ３ ． １ ９ 

原案可決すべきもの 
 
 議案第 ４号 

 
 平成２２年度深川市介護保険特別会計予算 〃 

〃 
 
 議案第 ５号 

 
 平成２２年度深川市国民健康保険特別会計予算 〃 

〃 
 
 議案第 ６号 

平成２２年度深川市後期高齢者医療特別会計予 
 
 算 

〃 
〃 

 
 議案第 ７号 

 
 平成２２年度深川市老人医療特別会計予算 〃 

〃 
 
 議案第 ８号 

 
 平成２２年度深川市簡易水道事業特別会計予算 〃 

〃 
 
 議案第 ９号 

 平成２２年度深川市農業集落排水事業特別会計 
 
 予算 

〃 
〃 

 
 議案第１０号 

 
 平成２２年度深川市地方卸売市場特別会計予算 〃 

〃 
 
 議案第１１号 

 
 平成２２年度深川市下水道事業特別会計予算 〃 

〃 
 
 議案第１２号 

 平成２２年度深川市土地区画整理事業特別会計 
 
 予算 

〃 
〃 

 
 議案第１３号 

 
 平成２２年度深川市駐車場事業特別会計予算 〃 

〃 
 
 議案第１４号 

 
 平成２２年度深川市水道事業会計予算 〃 

〃 
 
 議案第１５号 

 
 平成２２年度深川市病院事業会計予算 〃 

〃 
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出  席  名  簿 

  
 氏 名  ３． ５  ３．１７  ３．１８  ３．１９  

 宮 田 剛 暁 君     ○     ○     ○     ○ 
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予算審査特別委員会記録 （第１号） 
                                    午前１１時４３分 開議 
 平成２２年 ３月 ５日（金曜日） 
                                    午後 ２時５５分 散会 
                                                 

〇高田事務局次長 最初の予算審査特別委員会であ

りますので、議事に入ります前に本日の日程等につ

いて事務局からご説明申し上げます。 

 この後、臨時委員長のもと委員会を開催していた

だき、正副委員長の互選、理事会の設置、さらに理

事会理事の選任となります。その後、一旦委員会は

休憩していただきます。その間に第１委員会室で理

事会を開催し、正副理事長の互選等を行っていただ

きます。理事会が終了いたしましたら委員会を再開

いたしまして、平成22年度深川市各会計予算の説明

となります。なお、本日はこの予算説明までという

ことですので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、予算審査特別委員長が互選されるまで

の間、委員会条例第10条第２項の規定に基づき、年

長の委員であります山田委員に臨時の委員長をお願

いいたします。 

 山田委員よろしくお願いいたします。 

（午前１１時４３分 開 議） 

〇山田臨時委員長 ただいまから予算審査特別委員

会を開きます。 

 年長の故をもって臨時に委員長を務めます。よろ

しくお願いいたします。 

 初めに、委員長の互選を行います。どのような方

法により行いますか。 

〇北名委員 指名推選でお願いします。 

〇山田臨時委員長 ただいま北名委員から委員長互

選については指名推選で行う旨の発言がありました。 

 お諮りします。委員長の互選の方法については、

指名推選で行うことに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、委員長の互選の方法は指名推選

で行うことに決定をいたしました。 

 ご指名願います。 

〇北名委員 川中委員を指名します。 

〇山田臨時委員長 ただいま北名委員から委員長に

川中委員を指名したい旨の発言がありました。 

 お諮りします。委員長には、北名委員から指名の

ありました川中委員を当選人と定めることに異議あ

りませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、委員長には川中委員が当選され

ました。委員長の決定により臨時委員長の職務を終

わらせていただきます。 

（拍手） 

〇川中委員長 一言ごあいさつを申し上げます。た

だいま予算審査特別委員長にご指名をいただき、心

から恐縮しているところでございます。浅学菲才、

その器ではございませんけれども、後に選任されま

す副委員長ともども連携をとりながら、議事に当た

りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 なお、ご承知のとおり財政の逼迫する中で財政運

営につきましては、細心の注意が必要と考えてござ

います。これらにつきましては、皆さん方の特段な

る意見をもちまして、慎重なる審議を心から期待す

るところであります。 

 いずれにいたしましても、市長が掲げております

本予算につきましては、市長は自信を持って住民福

祉の充実とあわせまして地域経済の発展に寄与する

ものと、そういう予算編成がされていると理解をし

ますけれども、しかしながら議会は議会の立場とし

て、それぞれ皆さん方の貴重なる審議を心から期待

するところであります。 

 なお、審査日程につきましては、制限がございま

すので、委員各位の特段のご支援ご協力を心からお

願いを申し上げて簡単でありますけれども、就任に

当たってのごあいさつにいたします。よろしくお願

いいたします。 

（拍手） 

 それでは、次に副委員長の互選を行います。どの

ような方法で行いますか。 

〇北名委員 指名推選でお願いします。 

〇川中委員長 ただいま北名委員から副委員長互選

については指名推選で行う旨の発言がありました。 

 お諮りします。副委員長の互選の方法については、

指名推選で行うことに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、副委員長の互選の方法は指名推
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選で行うことに決定しました。 

 ご指名願います。 

〇北名委員 田中裕章委員を指名します。 

〇川中委員長 ただいま北名委員から副委員長に田

中裕章委員を指名したい旨の発言がありました。 

 お諮りします。副委員長には、北名委員から指名

のありました田中裕章委員を当選人と定めることに

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、副委員長には田中裕章委員が当

選人とされました。 

 田中裕章副委員長、自席でごあいさつ願います。 

〇田中裕章副委員長 一言ごあいさつを申し上げま

す。皆様からご推薦いただきまして、副委員長とい

う大任を任されることとなりました。大変光栄であ

りますし、身の引き締まる思いであります。 

 山下市長の方針であります自立、持続可能な健全

財政の確立、これを掲げてございますが、それに沿

った予算となっているのか、この特別委員会に課せ

られた責務は非常に重いものであり、活発な議論に

なりますことを願うものであります。 

 委員会の進行につきましては、スムーズな進行を

心がけまして、委員長の補佐に努めてまいりたいと

考えておりますので、皆様の特段のご理解とご協力

をお願い申し上げまして、簡単ではございますけれ

ども副委員長就任のあいさつとさせていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

（拍手） 

〇川中委員長 次に、予算審査特別委員会理事会の

設置についてを議題とします。 

 お諮りします。予算審査の円滑な運営を図るため

理事会を設置したいと思いますが、異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、よって予算審査特別委員会理事

会を設置することに決定しました。 

 次に、予算審査特別委員会理事会理事の選任につ

いてを議題とします。 

 お諮りします。理事の選任につきましては、委員

長が指名することにしたいと思いますが、異議あり

ませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、よって委員長が指名することに

決定しました。 

 予算審査特別委員会理事会理事に議会運営委員の

各位を指名します。また、議会運営委員である田中

裕章委員が予算審査特別委員会の副委員長となりま

したので、その後任として水上委員を指名します。 

 ただいま指名しました委員５人を予算審査特別委

員会理事会理事に選任することに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、よってただいま指名しました委

員５人が予算審査特別委員会理事会の理事に選任さ

れました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５０分 休 憩） 

                      

（午後 １時１４分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 議案第３号平成22年度深川市一般会計予算ないし

議案第15号平成22年度深川市病院事業会計予算の13

件を一括議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 初めに、議案第３号平成22年度深川市一般会計予

算について、平山財政課長。 

〇平山財政課長 議案第３号平成22年度深川市一般

会計予算について、ご説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお開きください。第１条で歳

入歳出予算の総額をそれぞれ152億8,200万円と定め

るものであります。 

 次に、第２条で債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額を定め、第３条で地方

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法を定め、第４条で一時借入金の借り入れの最高額

を30億円と定めるものであります。 

 次に、歳出予算についてご説明申し上げます。説

明につきましては、新規の事業など主なものについ

ての説明とさせていただきます。なお、あわせて説

明の中で関連する予算参考資料のページ数を申し上

げますので、ご確認願いたいと思います。 

 １款議会費につきましては、省略をさせていただ

き、42ページをごらんください。２款総務費、１項

６目市勢振興費、説明欄１、国際交流推進438万円

は、カナダ・アボツフォード市公式訪問団受け入れ

130万3,000円を含むものであります。説明欄８、深

川市総合計画策定70万7,000円は、第四次総合計画

が平成23年度で終了することから、新たなまちづく
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りの指針の策定に要する経費であります。 

 次に、44ページをごらんください。13目植林費、

説明欄３、市有林整備事業92万5,000円は、西共成

地区1.07ヘクタールの下刈りを行うもので、予算参

考資料14ページに資料を掲載しております。 

 次に、46ページをお開きください。16目情報化推

進費、説明欄６、ブロードバンド拡大整備事業555

万1,000円は、拡大整備した光幹線網の維持保守に

要する経費であります。 

 同じく、17目協働推進費１億285万2,000円の減は、

文西コミュニティセンター建設終了などに伴うもの

でございます。 

 48ページをごらんください。19目地域振興費、説

明欄４、移住・定住推進233万9,000円及び説明欄６、

地域振興224万4,000円は、頑張る地方応援プログラ

ムのプロジェクト期間が終了しましたが、事業の重

要性にかんがみ移住・定住推進及び中心市街地活性

化についてはこの科目で、また企業誘致については

７款商工費において引き続き予算計上を図り、継続

するものでございます。 

 64ページをごらんください。３款民生費、１項１

目社会福祉総務費、説明欄９の住宅手当緊急特別措

置事業454万4,000円は、過去２年以内に離職した方

で住宅を失った方、あるいはそのおそれのある方に

一定の条件により住宅手当を支給し、住宅及び就労

機会の確保に向けた支援を行う事業であります。 

 ２目障がい者福祉費、説明欄１、障がい者福祉事

務511万8,000円は、北海道障害者スポーツ大会開催

に伴う負担金など、463万1,000円を含むものであり

ます。次の説明欄２番目、特別障がい者手当等支給

1,037万1,000円は、延べ受給者数を540人と見込む

ものでありますが、制度の概要等につきましては、

予算参考資料16ページに掲載しております。また、

説明欄の６、自立支援介護給付費等３億7,567万

2,000円は、昨年度から障がい福祉サービスの報酬

が平均5.1％引き上げられるとともに、地域加算等

が新設されたことにより予算の増額を図っているも

のでございます。 

 66ページをお開きください。３目老人福祉費、説

明欄５、老人福祉施設入所措置費等4,597万2,000円

は、おおむね65歳以上の老人等で環境上の理由及び

経済的な理由により、居宅での生活が困難な方を対

象とするものであり、施設別措置人員等につきまし

ては、予算参考資料15ページに掲載しておりますが、

昨年度と比べ延べ人数に減少を生じたことから減額

となっているところでございます。説明欄17番目、

介護職員養成研修支援事業85万円は、商工会議所が

実施するホームヘルパー養成研修への支援を行うも

のであります。 

 次に、68ページをお開きください。２項１目児童

福祉総務費、説明欄14、子ども手当支給２億5,705

万6,000円は、次世代の社会を担う子供の育ちを社

会全体で応援する観点から新年度新たに創設された

子ども手当について、延べ支給児童生徒数１万

9,900人の４月から10カ月分を計上するものであり

ます。なお、平成22年２月分、３月分につきまして

は、説明欄１、児童手当として支給するもので、

2,049万1,000円、延べ支給児童数3,098人、２カ月

分を計上するものでございます。制度の概要等につ

きましては、予算参考資料18ページに掲載をしてお

ります。説明欄２、助産施設入所措置費及び説明欄

３、災害遺児手当支給につきましては、予算参考資

料19ページに制度の概要を掲載しております。説明

欄15、少子化対策出会い創出支援事業は、未婚の男

女の出会い創出のため支援を行うものであります。 

 同じく68ページ、２目母子福祉費、説明欄２番目、

児童扶養手当支給事業9,335万1,000円は、18歳未満

の児童を養育する母子家庭等に手当を支給する事業

でありますけれども、本年８月からさらに父子家庭

に支給を拡大するものであり、予算参考資料18ペー

ジに掲載しております。説明欄５、母子家庭自立支

援給付金支給事業667万7,000円は、母子家庭の就業

を効果的に支援し、自立を支援する給付金を支給す

る事業であり、昨年度から支給対象範囲の拡大が図

られたことにより増額を図っております。 

 同じページの３目保育園費7,557万9,000円につい

ては、予算参考資料の20ページ及び21ページに市立

保育園施設等の状況調べ及び保育料積算資料を説明

資料として載せております。なお、予算の増につき

ましては、退職者に係る臨時及び代替職員の配置に

よるものであります。 

 次に、72ページをお開きください。３項２目扶助

費７億9,000万円は、被保護世帯340世帯、被保護人

員445人、保護率18.6パーミルを見込むもので、予

算参考資料の17ページに資料を掲載しております。 

 次に、76ページをごらんください。５項１目総合

福祉センター費、説明欄１、総合福祉センター運営

事業1,121万6,000円は、老朽化などにより、老人福
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祉センター浴室の廃止を予定しておりますことから、

その代替として実施する機能回復事業の経費や経過

措置として、現在の浴室利用者が浴室を備える市内

の他の施設利用に対し、期間を設け、その負担軽減

を図るための助成を含むものであります。 

 80ページをごらんください。４款衛生費、１項２

目予防費、説明欄８番目、新型インフルエンザワク

チン接種事業は、低所得者等に対する軽減措置を図

るものであります。 

 ３目環境衛生費、説明欄５番目の北空知葬斎組合

負担金につきましては、予算参考資料45ページに負

担金の明細書を掲載しております。 

 次に、82ページをごらんください。４目保健事業

費、説明欄中の健康手帳作成、健康教育、さらに基

本診査、がん検診などの健康増進法による保健事業

につきましては、予算参考資料25ページに資料を掲

載しております。また、説明欄13番目、女性特有の

がん検診推進事業については、子宮頸がん、乳がん

の受診促進を図る取り組みであります。説明欄14番、

地域自殺対策緊急強化推進事業は、昨年から実施し

ている相談支援及び普及啓発に取り組むものであり

ます。 

 84ページをお開きください。８目後期高齢者医療

費は、北海道後期高齢者医療広域連合に対する負担

金及び特別会計への繰出金であり、資料につきまし

ては、予算参考資料22ページに掲載をしております。 

 86ページをごらんください。２項２目塵芥処理費、

説明欄２番目、塵芥収集7,260万6,000円は、収集運

搬委託料を含むもので、平成22年度ごみ収集計画は、

予算参考資料の27ページに、また説明欄５番目及び

３目し尿処理費、説明欄２番目の北空知衛生センタ

ー組合負担金については、予算参考資料44ページに

負担金明細書を載せております。説明欄６番目は、

本年２月２日に設立されました中・北空知廃棄物処

理広域連合に対する本市の負担金であります。 

 次に、94ページをお開きください。５款労働費、

１項１目労働諸費、説明欄４番目、雇用機会創出事

業8,172万2,000円は、ふるさと雇用再生特別対策推

進事業３事業及び緊急雇用創出推進事業８事業から

なる雇用対策の取り組みであります。 

 次に、96ページをごらんください。６款農林水産

業費、１項１目農業委員会費、説明欄６番目、農業

農村の活性化・農村環境保全650万円は、離農跡地

の整形工事等への助成を行うものであり、事業の内

容につきましては、予算参考資料の30ページに掲載

をしております。 

 ４目農業振興費、説明欄５番目の中山間地域等直

接支払事業については、前年度と同様の対象農用地

面積及び活動内容としております。次のページの説

明欄16番目、平成21年度冷湿害等農業経営維持資金

利子助成は、平成21年の冷湿害被害に対しての支援

措置でございます。 

 次に、98ページをお開きください。５目畜産業費、

説明欄２番目、家畜導入等事業２億7,000万円は、

肥育牛出荷に重点化した家畜導入経費及び受精卵移

植などに必要な経費について無利子資金の貸し付け

を行うものであります。説明欄５番目の死亡獣畜処

理支援事業434万7,000円は、死亡獣畜の処理経費に

係る農家負担を緩和する措置として、本年度につき

ましては処理経費の40％を補助するものであります。 

 ８目農業農村整備費、説明欄９、農地・水・環境

保全向上対策8,573万3,000円は、農業の持続的発展

と多面的機能の健全な発揮を図るため、資源保全の

共同活動を推進するとともに、減農薬、減化学肥料

などの先進的営農活動を支援するため、平成19年度

から５カ年で取り組むものであり、予算参考資料の

29ページに資料を掲載しております。また、説明欄

10番目、道営農道整備特別対策事業3,250万円は、

石狩地区及び向東２地区において、道路改良舗装工

事を行うものであり、予算参考資料28ページに資料

を掲載しております。 

 次に、102ページをお開きください。２項１目林

業振興費、説明欄７、21世紀北の森づくり推進事業

1,431万円は、公共造林事業の対象となった人工造

林について公共補助の補助残のうち26％を補助する

もので、90ヘクタールを予定しているものでありま

す。説明欄８番、森林整備地域活動支援交付金事業

2,300万円は、適切な森林整備の促進を図るため、

森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の

実施に不可欠な活動を確保するもので、森林面積

4,600ヘクタールを対象とするものであります。 

 次に、104ページをお開きください。７款商工費、

１項２目商工振興費、説明欄１番目、中小企業支援

事業には、中小企業保証融資預託金6,400万円、中

小企業振興資金預託金１億2,800万円などを含めて

のものであり、同じく説明欄４番目、企業誘致等に

ついては、これまでの特産品開発に係る取り組みを

継続するものを含んでいるものであります。 
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 ３目観光振興費、説明欄５番目、道の駅維持管理

3,396万5,000円については、太陽光発電パネル設置

工事1,400万円を含むものであります。 

 次に、106ページをお開きください。４目消費経

済費、説明欄２、消費者行政活性化事業130万円は、

消費者行政活性化基金を活用し、消費者センターの

機能の充実と活性化に取り組むものであります。 

 次に、110ページをお開きください。８款土木費、

２項１目道路橋梁総務費、説明欄２、道路橋梁管理

事務1,159万3,000円は、橋梁長寿命化修繕計画策定

のための点検委託料880万円を含めてのものであり

ます。 

 ３目道路新設改良費、説明欄１、国庫補助事業

2,470万円は、音29号線道路改良舗装工事でありま

す。説明欄２、地方道路等整備事業１億8,000万円

は、市道13路線の改良舗装等を行うものであります。

次のページの説明欄５番目、地域活力基盤創造交付

金事業１億2,390万円は、一已小西通線170メートル、

末広旭区線210メートル及び５号線390メートルの道

路改良舗装を実施するものであります。なお、これ

らの道路整備事業の位置図等につきましては、予算

参考資料の31ページから40ページにかけてそれぞれ

掲載をしております。 

 次に、114ページをごらんください。３項４目河

川改良費800万円は、菊丘川護岸改良工事に取り組

むものであります。 

 116ページをお開きください。４項２目街路事業

費、地域活力基盤創造交付金事業9,780万円は、山

１線道路改良舗装290メートルを実施するもので、

予算参考資料31ページ及び32ページに位置図等を掲

載しております。 

 次に、120ページをお開きください。５項３目住

宅建設費１億6,383万8,000円は、西町団地１棟８戸

の建設と旧建物２棟11戸の解体撤去を実施するもの

であり、予算参考資料42ページに位置図を掲載して

おります。 

 124ページをお開きください。９款消防費、１項

１目消防費は、深川地区消防組合負担金であり、予

算参考資料46ページに負担金明細書を掲載しており

ます。深川市関係では、特殊化学消防ポンプ自動車

ほか１台の更新を図り、消防力を強化しようとする

ものであります。 

 126ページをお開きください。10款教育費、１項

４目教育調査振興費、説明欄７、小学校社会科副読

本改訂96万6,000円は、社会科副読本の増刷を図る

ものであります。 

 128ページをお開きください。６目私立学校振興

費1,636万円は、私立幼稚園に就園する園児を持つ

家庭の経済的負担を軽減するため、就園に係る経費

の一部を助成するものであります。 

 130ページをお開きください。２項小学校費１目

学校管理費、説明欄10番、理科教育設備整備は、新

学習指導要領への移行において、新たな理科、算数

の教材を整備するものであります。 

 同じく、134ページの３項中学校費、１目学校管

理費、説明欄10番、理科教育設備整備についても小

学校費と同様に新たな理科、数学の教材を整備する

ものであります。 

 138ページをお開きください。５項３目給食セン

ター費、説明欄３、給食容器等購入188万6,000円は、

カレー皿の更新を図るもの、説明欄６、食育推進事

業182万2,000円は、学校給食において地場産物を取

り入れることで食育並びに地産地消の推進を図るも

のであります。 

 142ページをお開きください。６項１目就学援助

費、説明欄１番、要保護・準要保護児童生徒援助

2,260万円は、児童生徒の保護者に対し就学に必要

な助成を行うものであります。 

 144ページをお開きください。７項３目文化奨励

費、説明欄１、文化振興事業797万7,000円は、財団

法人地域創造の助成を受けて指定管理者が行う芸術

鑑賞事業への助成430万円及び文化総合芸術祭開催

などを含めてのものであります。 

 次に、148ページをお開きください。８目体育施

設費、説明欄６、総合運動公園体育施設維持管理

9,151万7,000円は、陸上競技場の公認申請に伴う機

器点検及び必要な備品の購入を含むものであります。 

 次に、156ページをお開きください。12款公債費、

１項１目元金23億1,955万7,000円は、前年度より３

億466万4,000円、率にして11.6％の減となっており

ます。 

 ２目利子４億2,292万5,000円は、前年度より

2,615万9,000円の減となっております。 

 次に、160ページをごらんください。14款職員費、

１項１目職員給与費20億9,543万円は、前年度より

１億3,959万円の増となっておりますが、退職手当

組合精算負担金１億4,561万1,000円を含むものであ

ります。 
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 次に、戻りまして、６ページでございます。第２

表、債務負担行為についてご説明申し上げます。１

行目、イントラネット用備品購入及び２行目、金銭

登録機リースは、新年度において導入し平成26年度

までの支払いを予定しているため、債務負担行為を

設定するものであります。３行目の粗大ごみ収集運

搬業務委託は、平成23年度当初からの業務委託を円

滑に進めるため、22年度中に契約を行う必要がある

ことから設定をするものであります。４行目の農業

経営基盤強化資金利子助成から６行目、中小企業者

等資金融資特別利子補給までは、それぞれ利子ある

いは事業費の助成等を記載されております期間にお

いて実施するために債務負担行為の設定を図るもの

であります。 

 次に、８ページをお開きください。第３表、地方

債についてご説明申し上げます。平成22年度の地方

債借り入れの限度額につきましては、農業基盤整備

事業債ほか７事業債により11億6,330万円と定める

ものであります。このうち臨時財政対策債６億

3,000万円につきましては、地方財政収支に係る地

方財源の不足に対処するものであります。 

 次に、12ページをお開きください。歳入予算につ

いてご説明申し上げます。１款市税につきましては、

22億2,073万1,000円と、前年度より5,010万1,000円

の減を見込むものであります。なお、市税につきま

しては、現年度分徴収率98.1％として計上しており、

滞納繰り越し分につきましては、それぞれの状況に

応じて計上しているものであります。 

 次に、16ページをお開きください。10款地方交付

税、１項１目地方交付税71億9,600万円は、説明欄

に記載のとおり、普通交付税で64億9,600万円、特

別交付税で７億円を計上しているものであります。 

 次に、30ページをお開きください。18款繰入金、

１項１目基金繰入金１億4,854万7,000円は、前年度

より３億2,796万1,000円の減となるもので、各基金

の目的に沿った事業への充当及び財源対策として、

各基金の繰り入れを計上するものであります。 

 次に、34ページをお開きください。21款市債につ

きましては、第３表地方債によりご説明いたしまし

たように、前年度より１億5,240万円の増の11億

6,330万円の計上としたところであります。 

 以上、平成22年度深川市一般会計予算につきまし

てご説明を申し上げましたが、ご審議の上、原案に

ご賛同賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

〇川中委員長 次に、議案第４号平成22年度深川市

介護保険特別会計予算について、川端介護福祉課長。

〇川端介護福祉課長 議案第４号平成22年度深川市

介護保険特別会計予算についてご説明申し上げます。 

 予算書の301ページをお開き願います。第１条で

歳入歳出予算の総額をそれぞれ21億8,697万円と定

めるものであります。 

 第２条で一時借入金の借り入れ最高額を１億

5,000万円と定めるものであります。 

 第３条の歳出予算の流用につきましては、保険給

付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合

における、同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用について定めるものであります。 

 初めに、歳出予算から主なものについてご説明申

し上げます。314ページをお開き願います。１款１

項１目一般管理費は、3,693万円であり、前年度と

比較して減額の主な理由は、配置職員の削減に伴う

職員給与費の減によるものであります。職員給与等

の詳細につきましては、340ページ以降に記載して

おります。 

 次に、318ページをお開き願います。１款３項２

目要介護認定事務費は、1,243万5,000円であり、増

額の主な理由は、介護認定を行う臨時的調査員の賃

金の増加によるものであります。 

 次に、320ページをお開き願います。２款１項介

護サービス等諸費は、要支援者や要介護者が居宅サ

ービスもしくは施設サービスを利用したときの給付

費用などであり、第四次介護保険事業計画における

サービス量の見込みや平成21年度の給付実績に基づ

き積算しております。 

 １目居宅介護等サービス給付費から８目審査支払

手数料までの保険給付費は、20億1,539万3,000円で

あり、前年度と比較して4,797万円の増は、高齢化

による利用対象者数の増加により対前年度比約

2.4％の増を見込んでいるものであります。 

 次に、324ページをお開き願います。２款２項１

目高額介護等サービス費は、介護サービスを利用し

たときに支払う１割の利用者負担が一定額を超えた

場合に利用者の負担軽減を図るために支給するもの

で、5,277万5,000円を見込んでいるものであります。 

 次に、326ページをお開き願います。３款１項介

護予防事業費1,339万5,000円は、特定高齢者や一般

高齢者を対象とした介護予防事業に要する経費であ

ります。 
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 次に、328ページをお開き願います。３款２項包

括的支援事業・任意事業費1,245万1,000円は、地域

包括支援センターが実施する支援事業や高齢者が安

心して在宅生活を維持できるようにするために実施

する任意事業に要する経費であります。 

 次に、330ページをお開き願います。４款１項１

目介護保険準備基金積立金は、第四次介護保険事業

計画の２年目となる平成22年度において、保険料に

3,001万6,000円の余剰などが見込まれますことから

介護保険準備基金に積み立てるものであります。 

 戻りまして、308ページをお開き願います。歳入

予算の主なものについてご説明申し上げます。１款

１項１目第１号被保険者保険料３億1,380万円は、

現年度分予定保険料収納率を99.1％と設定して求め

た保険料収納額であります。 

 ２款１項１目認定審査会負担金667万7,000円は、

介護認定審査会の共同設置に伴う北空知５町からの

負担金であります。 

 ３款１項１目介護給付費負担金３億4,921万5,000

円は、保険給付費に係る国庫負担金であります。 

 ２項１目調整交付金１億5,514万9,000円は、本市

が全国平均と比べ75歳以上の後期高齢者の加入割合

が高いこと、また市民税非課税世帯の割合が高いこ

となどから、一定の方式に基づき国から交付される

もので、保険給付費の7.5％を見込んでおります。 

 ４款１項１目介護給付費交付金６億2,060万1,000

円は、保険給付費の30％に当たる第２号被保険者の

保険料負担分であり、社会保険診療報酬支払基金か

ら交付されるものであります。 

 ５款１項１目介護給付費負担金３億2,310万2,000

円は、保険給付費に係る道負担金であります。 

 次に、310ページをお開き願います。７款１項１

目一般会計繰入金３億1,614万9,000円は、説明欄１

の保険給付費の12.5％に当たる市の負担金、説明欄

２の総務費等に対する一般会計からの繰入金、説明

欄３及び４の地域支援事業に対する一般会計からの

繰入金であります。 

 ２項１目介護保険準備基金繰入金7,631万1,000円

は、第１号被保険者の保険料の軽減を図るため、介

護保険準備基金を取り崩し、繰り入れするものであ

ります。 

 ２目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金560

万円は、平成21年度に実施された介護従事者の処遇

改善のためのプラス３％の介護報酬改定に伴う第１

号被保険者の保険料上昇を抑制するため、国から交

付された介護従事者処遇改善臨時特例基金を取り崩

し、繰り入れするものであります。 

 以上で平成22年度深川市介護保険特別会計予算の

説明を終わりますが、ご審議の上、原案にご賛同賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇川中委員長 次に、議案第５号平成22年度深川市

国民健康保険特別会計予算ないし議案第７号平成22

年度深川市老人医療特別会計予算の３件について、

瀬川市民課長。 

〇瀬川市民課長 議案第５号ないし議案第７号につ

いてご説明申し上げます。 

 予算書の346ページをお開き願います。議案第５

号平成22年度深川市国民健康保険特別会計予算につ

いてご説明申し上げます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ34億

5,800万円に定めようとするものであります。 

 次に、第２条で一時借入金の借り入れの最高額を

８億円に定めようとするものであります。 

 第３条の歳出予算の流用につきましては、保険給

付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合

における同一款内での流用について定めようとする

ものであります。 

 それでは、歳出から増減がある科目のうち主なも

のにつきましてご説明を申し上げます。361ページ

をお開きください。３、歳出、１款１項１目一般管

理費78万円の増は、平成23年度から実施されますレ

セプトオンライン化に伴う国保連合会の分担金の計

上によるものであります。 

 次に、369ページをお開きください。２款１項療

養諸費716万円の増は、一般被保険者及び退職被保

険者等にかかわる保険給付費の増減の差によるもの

であります。 

 次に、371ページをお開きください。２款２項高

額療養費584万7,000円の減は、退職被保険者等の高

額療養費の減を見込んだものであります。 

 次に、373ページをお開きください。２款３項出

産育児諸費80万5,000円の増は、出産育児一時金の

改正に伴う増であります。 

 次に、377ページをお開きください。３款１項１

目後期高齢者支援金1,316万7,000円の減は、後期高

齢者医療制度への支援に係るものであり、平成20年

度の精算調整額を踏まえ、減額を見込んだものであ

ります。 
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 次に、381ページをお開きください。５款１項老

人保健拠出金719万円は、老人保健制度の廃止に伴

う経過措置により計上するものであります。 

 次に、383ページをお開きください。６款１項介

護納付金577万1,000円の増は、介護保険給付費の増

によるものであります。 

 次に、385ページをお開きください。７款１項共

同事業拠出金379万4,000円の減は、一般被保険者に

かかわる１件30万円を超える高額レセプト件数等の

減を見込んだものでありまして、後ほど歳入におい

て述べます共同事業交付金に対応するものでありま

す。 

 次に、387ページをお開きください。８款保健事

業費85万8,000円の増は、特定健診等実施計画に基

づく特定健診及び特定保健指導の着実な実施を図る

ことによる増であります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。戻りま

して、353ページをお開き願いたいと思います。２、

歳入、１款１項国民健康保険税7,477万4,000円の減

は、平成20年の課税総所得金額をもとに、21年の所

得動向などを推計し見込んだものであります。 

 次に、２款国庫支出金559万6,000円の増は、療養

給付費等負担金及び次の355ページに記載のありま

す財政調整交付金について、国の予算編成留意事項

に基づき見込んだものであります。 

 次に、２款２項２目介護従事者処遇改善臨時特例

交付金107万4,000円は、介護従事者の報酬改善のた

め設けられた特例措置により交付されるものであり

ます。 

 次に、３款１項療養給付費交付金9,053万円の減

は、退職者医療制度の廃止によるものであり、経過

措置として64歳以下の退職被保険者等の保険給付費

の減額を見込んだものであります。 

 次に、４款１項前期高齢者交付金9,026万8,000円

の増は、前期高齢者の財政調整制度に基づく交付金

の増を見込んだものであります。 

 次に、５款道支出金826万6,000円の減は、道財政

調整交付金の減によるものであります。 

 次に、６款１項共同事業交付金356万7,000円の減

は、先ほど歳出の場面でご説明申し上げましたけれ

ども、同拠出金に対応するものであり、国保連合会

から通知に基づき計上したものであります。 

 次に、357ページをお開きください。８款１項１

目一般会計繰入金1,797万4,000円の増は、保険基盤

安定制度による繰り入れの増などが主な要因となっ

ているものであります。 

 次に、８款２項１目基金繰入金5,478万9,000円の

計上は、会計運営の必要性から基金より繰り入れを

計上するものであります。 

 以上で国民健康保険特別会計予算の説明を終わら

せていただきます。 

 引き続きまして、後期高齢者医療特別会計予算に

ついてご説明申し上げます。 

 予算書の408ページをお開き願います。議案第６

号平成22年度深川市後期高齢者医療特別会計予算に

ついてご説明申し上げます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億

3,870万円に定めようとするものであります。 

 次に、第２条で一時借入金の借り入れの最高額を

5,000万円に定めようとするものであります。 

 歳出からご説明申し上げます。419ページをお開

きください。３、歳出、１款総務費40万1,000円の

増は、事業運営に当たり必要となる事務費などの増

によるものであります。 

 次に、423ページをお開きください。２款１項後

期高齢者医療広域連合納付金３億1,632万1,000円は、

保険料負担金２億2,698万8,000円、均等割軽減措置

にかかわる保険基盤安定分の保険料負担分として

8,077万円、後期高齢者医療広域連合の共通経費負

担分856万3,000円からなるものであります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。戻りま

して、415ページをお開き願います。２、歳入、１

款１項後期高齢者医療保険料２億2,698万8,000円は、

被保険者数を4,259人と見込みまして、特別徴収に

かかわる保険料額１億1,452万2,000円、それから普

通徴収にかかわる保険料額１億1,246万6,000円を計

上したものであります。 

 次に、３款１項広域連合交付金22万円は、被保険

者に対する制度周知や広報及び保健事業等に要する

経費として、広域連合からの補助金を見込んだもの

であります。 

 次に、４款１項１目一般会計繰入金１億1,109万

7,000円は、広域連合及び会計運営にかかわる事務

費相当額3,032万7,000円、保険料均等割軽減措置に

かかわる保険基盤安定繰入金8,077万円からなるも

のであります。 

 以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わらせ

ていただきます。 
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 引き続きまして、老人医療特別会計予算について

ご説明申し上げます。 

 予算書の439ページをお開き願います。議案第７

号平成22年度深川市老人医療特別会計予算について

ご説明申し上げます。 

 平成19年度に老人保健制度が廃止となりまして、

20年度からは、後期高齢者医療制度に移行したわけ

でありますけれども、経過措置がありますことから、

22年度におきましても同会計予算を設けるものであ

ります。 

 それでは、予算についてご説明申し上げます。第

１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ430万円に定

めようとするものであります。 

 次に、第２条で一時借入金の借り入れの最高額を

100万円に定めようとするものであります。 

 歳出から増減がある科目のうち主なものにつきま

してご説明申し上げます。448ページをお開きくだ

さい。３、歳出、１款総務費18万8,000円の減は、

制度移行に伴う医療費適正化事業費等の減によるも

のであります。 

 次に、450ページをお開きください。２款１項医

療諸費551万円の減は、老人保健制度廃止により新

たな医療給付費が発生せず、過誤調整分のみである

ことから、医療給付費等の減を見込んだものであり

ます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。戻りま

して、446ページをお開きください。２、歳入、１

款支払基金交付金284万7,000円の減、２款国庫支出

金177万4,000円の減、３款道支出金44万4,000円の

減、４款繰入金63万円の減は、いずれも老人保健制

度廃止に伴う経過措置といたしまして、過誤調整分

のみとなりますことから減となるものであります。 

 以上、平成22年度におけます国民健康保険特別会

計予算、後期高齢者医療特別会計予算並びに老人医

療特別会計予算の三つの特別会計予算についての説

明を終わらせていただきますが、よろしくご審議の

上、原案に賛同賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

 暫時休憩します。 

（午後 ２時０６分 休 憩） 

                      

（午後 ２時１９分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 次に、議案第８号平成22年度深川市簡易水道事業

特別会計予算、議案第９号平成22年度深川市農業集

落排水事業特別会計予算、議案第11号平成22年度深

川市下水道事業特別会計予算及び議案第14号平成22

年度深川市水道事業会計予算の４件について、松浦

上下水道課長。 

〇松浦上下水道課長 議案第８号、議案第９号、議

案第11号及び議案第14号の合わせて４議案につきま

してご説明を申し上げます。 

 初めに、議案第８号をご説明申し上げますので、

458ページをお開き願います。議案第８号平成22年

度深川市簡易水道事業特別会計予算につきましてご

説明を申し上げます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ590万円

と定めるものでございます。 

 第２条、一時借入金につきましては、借り入れの

最高額を100万円と定めるものでございます。 

 歳出からご説明申し上げますので、467ページを

お開き願います。３、歳出、１款１項１目一般管理

費、前年比６万7,000円の減は、水質検査などの委

託料の減によるものでございます。 

 戻りまして、465ページをお開き願います。２、

歳入、３款１項１目一般会計繰入金、前年比２万

1,000円の増は、繰り出し基準に基づき、高料金対

策としての繰入金が増となるものでございます。 

 以上で簡易水道事業特別会計予算の説明を終わり

ます。 

 次に、478ページをお開き願います。議案第９号

平成22年度深川市農業集落排水事業特別会計予算に

つきましてご説明を申し上げます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億

5,300万円と定めるものでございます。 

 第２条の債務負担行為及び第３条の地方債につき

ましては、後ほどご説明を申し上げます。 

 第４条、一時借入金につきましては、借り入れの

最高額を5,000万円と定めるものでございます。 

 歳出からご説明申し上げますので、491ページを

お開き願います。３、歳出、２款１項１目農業集落

排水施設維持管理費、前年比220万2,000円の減は、

修繕料など維持管理経費の節減によるものでござい

ます。 

 493ページをお開き願います。３款１項３目個別

排水処理施設整備費につきましては、前年度と同じ

でございますが、合併処理浄化槽の設置基数につき
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ましては、前年度実績を勘案しまして前年度と同じ

15基としたことによるものでございます。 

 戻りまして、481ページをお開き願います。第２

表、債務負担行為につきましては、水洗便所改造等

資金融資によります金融機関に対する損失補償とし

て、農業集落排水施設は150万円を、個別排水処理

施設は300万円を限度として補償するものでござい

ます。 

 第３表、地方債につきましては、個別排水処理施

設整備事業債を1,610万円に、資本費平準化債の農

業集落排水施設では1,370万円、個別排水処理施設

では1,180万円をそれぞれ限度額とするものでござ

います。 

 485ページをお開き願います。２、歳入、２款１

項使用料、前年比110万円の減は、使用世帯数の減

少や節水等による使用水量の減少によるものでござ

います。 

 ３款１項１目一般会計繰入金は、前年比90万円減

の5,750万円を計上しております。 

 以上で農業集落排水事業特別会計予算の説明を終

わります。 

 次に、521ページをお開き願います。議案第11号

平成22年度深川市下水道事業特別会計予算につきま

してご説明を申し上げます。 

 第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億

1,800万円と定めるものでございます。 

 第２条、債務負担行為及び第３条の地方債につき

ましては、後ほどご説明を申し上げます。 

 第４条、一時借入金につきましては、借り入れの

最高額を２億円と定めるものでございます。 

 歳出からご説明申し上げますので、532ページを

お開き願います。３、歳出、１款１項２目施設維持

管理費、前年比399万円の減は、維持管理経費の節

減によるものでございます。 

 同じく、４目下水道建設費は、前年比2,024万

6,000円の減でありますが、事業費の内訳としまし

ては、補助事業が社会資本整備総合交付金事業に名

称変更となりますが、その事業費は9,766万4,000円、

起債単独事業が640万円、純単独事業が449万円、総

額１億855万4,000円により、下水道整備をしようと

するものでございます。また、下水道事業の施工箇

所等につきましては、予算参考資料の一番最後、47

ページをご参照願います。なお、事業の内訳としま

して、工事請負費は、すべて雨水と汚水の管渠布設

工事でございます。また、委託料の内訳としまして

は、処理場の機器更新の計画策定であります長寿命

化計画の策定業務及び下水道事業認可が平成22年度

末までとなっていますことから、認可期間の延長と

汚泥処理の方法を埋め立て処分から、緑農地還元へ

の変更申請などの業務委託を予定しております。 

 戻りまして、524ページをお開き願います。第２

表、債務負担行為につきましては、水洗便所改造等

資金融資によります金融機関に対する損失補償とし

て600万円を限度として補償するものでございます。 

 第３表、地方債につきましては、下水道事業債の

一般分は5,100万円を、特別措置分は3,910万円を、

下水道事業資本費平準化債は１億4,190万円をそれ

ぞれ限度額とするものであります。 

 528ページをお開き願います。２、歳入、１款１

項１目下水道事業費分担金、前年比493万2,000円の

減及び２項１目下水道事業費負担金、前年比151万

9,000円の減は、新規に賦課となります汚水管渠整

備の減少と分担金及び負担金は５年間の分割納付で

ありますが、５年が経過し賦課が終了してきている

ためでございます。 

 ２款１項１目下水道使用料、前年比998万3,000円

の減は、下水道使用世帯数の減少や世帯構成の変化

及び節水など処理水量の減少見込みによるものでご

ざいます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金は、前年比250万円

増の２億2,000万円を計上しております。 

 以上で下水道事業特別会計予算の説明を終わりま

す。 

 次に、別冊の水道事業会計予算につきましてご説

明を申し上げます。 

 別冊の１ページをお開き願います。議案第14号平

成22年度深川市水道事業会計予算につきましてご説

明を申し上げます。 

 第２条、業務の予定量は、給水戸数9,872戸、年

間総給水量260万立方メートルを予定しております。

主要な建設改良事業としましては、配水管布設工事

に1,265万円を予定しております。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額につきまし

ては、収入は６億1,300万円、支出は６億6,100万円

と定めるものでございます。 

 ２ページをお開き願います。第４条、資本的収入

及び支出の予定額につきましては、収入4,150万円、

支出１億6,130万円とし、不足する額１億1,980万円
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は当年度消費税など資本的収支調整額と過年度分損

益勘定留保資金で補てんするものでございます。 

 第５条、一時借入金は、限度額を5,000万円と定

めるものでございます。 

 第６条、議会の議決を経なければ流用することの

できない経費は、職員給与費7,385万1,000円でござ

います。 

 第７条、他会計からの補助金は、一般会計から

1,079万1,000円の補助を受けようとするものでござ

います。 

 ３ページをごらん願います。第８条、たな卸資産

の購入限度額は、187万2,000円と定めるものでござ

います。 

 次に、15ページをお開き願います。予算説明書の

収益的収入及び支出につきまして、初めに収入の主

なものを申し上げます。１款１項１目給水収益は、

５億4,565万5,000円で、内訳は備考欄に記載のとお

りでございます。 

 同じく、２目受託工事収益の給水工事収益1,042

万円は、新規給水工事の公道部分に要します負担金

収入でございます。 

 同じく、２目その他受託工事収益1,950万円は、

道路改良工事などに関連します配水管の移設工事に

伴う補償費でございます。 

 同じく、３目その他の営業収益2,414万9,000円は、

他会計が負担をします職員給与費が主なものでござ

います。 

 ２項２目他会計補助金のうち一般会計補助金

1,079万1,000円は、予算第７条で申し上げました一

般会計からの補助金でございます。 

 16ページをお開き願います。支出について主なも

のを申し上げます。１款１項１目原水及び浄水費の

受水費２億8,569万1,000円は、北空知広域水道企業

団から受水量260万立方メートルを予定し計上して

おります。 

 同じく、１項２目配水及び給水費の下から４行目、

修繕費4,633万5,000円は、メーター器の定期取りか

え及び配水管の修繕などに要する経費でございます。 

 次に、17ページをごらん願います。３目受託工事

費のうちその他受託工事費2,950万円は、道路改良

工事などに関連して配水管の移設工事に要する経費

でございます。 

 ４目総係費の委託料1,300万6,000円は、検針業務

などのほか、簡易水道の統合に伴う事業認可変更の

業務委託を計上しております。 

 ５目職員費につきましては、水道事業にかかわる

９人の職員給与費を計上しております。 

 次に、19ページをお開き願います。資本的収入及

び支出につきましてご説明を申し上げます。 

 初めに、収入について申し上げます。１款１項１

目出資金4,055万円は、繰り出し基準に基づき一般

会計から水道施設に係る元金償還に対する出資金で

ございます。 

 20ページをお開き願います。支出について申し上

げます。１款１項１目配水管布設費1,265万円は、

予算第２条で申し上げました配水管布設の工事請負

費を計上しております。 

 ２項１目企業債償還金は、元金償還として１億

4,617万9,000円を計上しております。 

 以上で４件の事業会計予算の説明を終わりますが、

ご審議の上、原案にご賛同賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

〇川中委員長 次に、議案第10号平成22年度深川市

地方卸売市場特別会計予算について、伊藤商工労働

観光課長。 

〇伊藤商工労働観光課長 議案第10号平成22年度深

川市地方卸売市場特別会計予算についてご説明を申

し上げます。 

 504ページをお開き願います。第１条で歳入歳出

予算の総額をそれぞれ850万円と定めるものでござ

います。 

 第２条で一時借入金の借り入れ最高額を500万円

と定めるものでございます。 

 歳出から説明をいたします。513ページをお開き

願います。３、歳出、１款１項１目市場管理費は、

前年度より52万1,000円減の666万3,000円でありま

す。主な内容を申し上げますと、11節需用費のうち

20万円は、施設維持にかかわる費用であります。 

 13節委託料81万5,000円は、施設保守点検などの

設備点検費用であります。 

 14節使用料及び賃借料539万8,000円は、土地、建

物や市場施設などの借上料であります。 

 515ページをお開き願います。２款１項１目元金

138万9,000円は、平成17年度に借り入れをいたしま

した市債の元金償還であります。 

 ２款１項２目利子32万7,000円は、同じく平成17

年度に借り入れをいたしました市債の利子償還29万

5,000円と一時借入金の利子３万2,000円の合計であ
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ります。 

 次に、歳入を説明いたします。戻りまして、511

ページをお開き願います。２、歳入、１款１項１目

市場使用料501万8,000円は、売り上げ額を８億

3,635万2,000円と見込み、使用料率1000分の６を乗

じたものであります。 

 ２款１項１目一般会計繰入金348万1,000円は、市

場会計の経営健全化を図るため国が定める繰り入れ

基準に基づき、市債元利償還額である168万4,000円

の50％、84万2,000円と市場管理費666万3,000円の

30％、199万8,000円及び収支不足分64万1,000円を

合計したものであります。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原案に

ご賛同賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

〇川中委員長 次に、議案第12号平成22年度深川市

土地区画整理事業特別会計予算及び議案第13号平成

22年度深川市駐車場事業特別会計予算について、堀

川都市建設課長。 

〇堀川都市建設課長 議案第12号、第13号の二つの

特別会計予算についてご説明申し上げます。 

 最初に、議案第12号平成22年度深川市土地区画整

理事業特別会計予算についてご説明申し上げます。 

 553ページをお開き願います。第１条、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１億3,520万円に定めるもの

であります。 

 第２条、地方債につきましては、後ほどご説明申

し上げます。 

 第３条、一時借入金の借り入れの最高額を7,900

万円と定めるものであります。 

 歳出からご説明申し上げます。562ページをお開

き願います。１款１項１目土地区画整理事業費は、

前年度より2,767万9,000円減の１億1,125万4,000円

であります。 

 主な内容を申し上げますと、13節委託料2,017万

4,000円は、境界杭設置測量及び換地設計委託業務

などであります。 

 15節工事請負費7,200万円は、駅北１条線ほか４

路線の道路改良舗装工事及び宅地造成工事などであ

ります。なお、計画位置図につきましては、予算参

考資料41ページに掲載しております。 

 戻りまして、556ページをお開き願います。第２

表、地方債につきましては、土地区画整理事業債の

限度額を5,700万円とするものであります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。560ペ

ージをお開き願います。１款１項１目土地区画整理

事業費補助金2,200万円は、国からの補助金であり

ます。 

 ３款１項１目一般会計繰入金5,619万7,000円は、

事業費と職員給与費及び公債費などについての繰入

金であります。 

 ５款１項１目土地区画整理事業債は、5,700万円

の計上であります。 

 以上、深川土地区画整理事業特別会計予算の説明

を終わります。 

 続きまして、議案第13号平成22年度深川市駐車場

事業特別会計予算についてご説明申し上げます。 

 577ページをお開き願います。第１条、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ270万円と定めるものであり

ます。 

 第２条、一時借入金の借り入れの最高額を200万

円と定めるものであります。 

 歳出からご説明申し上げます。586ページをお開

き願います。１款１項１目駐車場管理費は、前年度

より１万4,000円増の267万6,000円であります。歳

出の主な内容は、発券機の消耗品費及び管理委託費

となっております。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。戻りま

して、584ページをお開き願います。１款１項１目

駐車場使用料は、前年度と同額の174万円を見込む

ものであります。 

 ３款１項１目一般会計繰入金95万6,000円は、最

初の30分間が無料利用となる駐車料金相当額につい

て一般会計から繰り入れ計上するものであります。 

 以上、二つの特別会計の説明を終わりますが、ご

審議の上、原案にご賛同賜りますようよろしくお願

いいたします。 

〇川中委員長 次に、議案第15号平成22年度深川市

病院事業会計予算について、籔市立病院管理課長。 

〇籔市立病院管理課長 議案第15号平成22年度深川

市病院事業会計予算についてご説明申し上げます。 

 別冊予算書の１ページをお開き願います。初めに、

予算本文について申し上げます。第２条、業務の予

定量は、病床数270床、年間患者数は入院が６万

8,620人、外来は15万660人、１日平均患者数は入院

が188人、外来は620人を予定しております。主要な

建設改良事業は、超音波白内障装置ほか医療機器整

備に2,500万1,000円を予定するものであります。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、事業収
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益を44億3,570万円、事業費用を49億9,070万円と定

めるものであります。 

 ２ページをお開き願います。第４条、資本的収入

及び支出の予定額は、収入を３億750万円、支出を

５億1,260万円と定め、収支不足額２億510万円は、

当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額並び

に損益勘定留保資金で補てんしようとするものであ

ります。 

 第５条は、一時借入金の限度額を30億円と定める

ものであります。 

 第６条、議会の議決を経なければ流用することが

できない経費は、病院及び看護学院の職員給与費25

億2,557万1,000円並びに病院長及び看護学院長交際

費111万5,000円であります。 

 第７条、他会計からの補助金は、共済組合追加費

用などの経費に対し、一般会計から１億4,822万

9,000円の補助を受けようとするものであります。 

 次に、18ページをお開き願います。予算説明書の

収益的収入及び支出につきまして、初めに収入の主

なものについてご説明申し上げます。１款１項１目

入院収益は、収入単価を前年度より2,914円増の３

万3,914円を予定し、23億2,717万8,000円を見込ん

でおります。 

 ２目外来収益は、収入単価を前年度より50円減の

7,550円を予定し、11億3,748万3,000円を見込んで

おります。 

 ３目その他医業収益は、１億8,278万6,000円を計

上しております。 

 １款２項医業外収益は、一般会計からの補助金及

び負担金の増により４億172万8,000円を予定してお

ります。 

 19ページをお開き願います。１款３項看護学院収

益は、前年度より616万円増の8,617万1,000円を見

込んでおります。 

 １款４項３目その他特別利益は、経営改善に係る

支援として２億6,035万2,000円及び累積不良債務解

消に係る支援として4,000万円の合計３億35万2,000

円を一般会計から受けるものであります。 

 次に、支出について申し上げます。１款１項１目

給与費は、退職手当組合の負担率の増、職員数の減

などにより、前年度より3,300万円減の24億5,312万

7,000円を計上しております。 

 20ページをごらん願います。１款１項２目材料費

は、診療報酬改定などにより、前年度より9,651万

8,000円減の７億1,000万円であります。 

 ３目経費は、委託業務の見直しなどにより、前年

度より7,554万2,000円減の７億4,156万1,000円を計

上しております。なお、医師確保対策として、650

万円を計上しております。 

 21ページをお開き願います。下段のほうになりま

すが、１款１項４目減価償却費は、前年度より

4,049万2,000円減の７億5,136万8,000円であります。 

 22ページをごらん願います。１款３項看護学院費

用は、職員８人分の給与費及び看護学院運営経費と

して収入と同額の8,617万1,000円を計上しておりま

す。 

 次に、24ページをお開き願います。資本的収入及

び支出ですが、初めに収入からご説明申し上げます。

１款１項出資金２億9,740万1,000円は、備考欄記載

のとおり一般会計からの出資金であります。 

 25ページをお開き願います。支出について申し上

げます。１款１項建設改良費2,500万1,000円は、予

算書本文第２条の主要な建設改良事業でご説明申し

上げました、医療機器などの購入費用であります。 

 ２項企業債償還金４億6,395万9,000円は、病院施

設整備、医療機器整備に係る企業債元金償還金であ

ります。 

 ３項１目修学資金貸付金は、看護学院の学生50人

の利用を見込み、2,364万円を計上するものであり

ます。 

 以上で平成22年度深川市病院事業会計予算の説明

を終わらせていただきますが、ご審議の上、原案に

ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇川中委員長 これで平成22年度深川市各会計予算

13件の説明を終わります。 

 お諮りします。本日の委員会はこれで散会したい

と思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、よって本日の委員会はこれで散

会することに決定しました。 

 なお、次の委員会は、３月17日午前10時より開き

ます。 

（午後 ２時５５分 散 会） 
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予算審査特別委員会 （第２号） 
                                    午前 ９時５９分 開議 

 平成２２年３月１７日（水曜日） 
                                     午後 ５時５４分 散会 

                                                 

 

（午前 ９時５９分 開 議） 

〇川中委員長 ただいまから予算審査特別委員会を

開きます。 

 鍜治委員から本日の予算審査特別委員会を欠席す

る旨の届け出がありました。 

 議案第３号平成22年度深川市一般会計予算ないし

議案第15号平成22年度深川市病院事業会計予算の13

件を一括議題とします。 

 既に提出者の説明が終わっておりますので、これ

より質疑に入りますが、前段、当委員会の理事会で

確認されておりますことについて、これから申し上

げます。委員並びに理事者の皆さん方のご理解とご

協力をお願い申し上げます。 

 審査の方法についてでありますが、まず一般会計

は歳出の各款の項ごとに行います。基本的に、項が

数ページにわたる場合であっても一括して行います。

ただし、２款総務費、１項総務管理費については、

分量が多いためページごとに行います。次に、特別

会計及び事業会計は、全般を通じて行います。いず

れの場合も、質疑される方は必ずページを告げてか

ら発言願います。 

 質疑の仕方については、特に前年と変わりありま

せんが、確認の意味で若干申し上げます。質疑につ

いては、１項目ずつ行うことを基本としております。

具体的には、予算書の説明欄にある項目について、

１項目ずつ質疑していただき、その後答弁という形

になります。その際、項目の細部として複数の内容

がある場合は一括して行っていただき、答弁も同様

とすることでご理解ください。 

 なお、関連する質疑につきましては、従来どおり、

当該箇所で行うこととなりますので、よろしくお願

いします。 

 次に、円滑な委員会審査を行うため、委員長の議

事整理権により取り進める場合もありますので、ご

理解ください。また、予算審査が効率よく進められ

るよう質疑及び答弁につきましては、簡潔明瞭にお

願いいたします。 

 なお、審査時間につきましては、午前10時より午

後５時を基本としておりますので、よろしくご協力

のほどお願い申し上げます。 

 これより一般会計歳出の質疑を行います。 

 １款議会費は、既に議会運営委員会を通じてご理

解いただいておりますので、２款総務費から質疑を

始めます。なお、先ほど申し上げましたように、１

項総務管理費はページごとに質疑を行います。 

 それでは、２款総務費、１項総務管理費、40ペー

ジ、１目一般管理費から３目財産管理費まで。 

〇長野委員 予算審査特別委員会の質疑、一番最初

にご指名をいただきましたので、身の引き締まる思

いでございますけれども、私から40ページ、２款１

項１目一般管理費の説明欄、共用車両・車庫管理の

ところでお伺いいたしたいと思います。 

 庁用車の更新について考え方をお尋ねしたいと思

いますけれども、まず現状、どのような台数と管理

状態になっているのか。 

 また、財政状況が非常に厳しい中でございますけ

れども、職員の皆さん方が安全で安心して車両を使

用できる、そんな基本的な原点に立って、車両の更

新に当たっての基準、方針、またさらには、今日的

には環境に優しい車両への取り組みもうたわれてお

りますので、その辺の取り組みにつきましてもあわ

せてお尋ねいたしたいと思います。 

〇渡辺総務課長 車両の関係につきまして、数点質

疑いただきましたので、逐次、お答えをさせていた

だきたいと思います。 

 まず、車両の管理台数ですけれども、この点につ

きましては、市役所におきましては総務課が所管す

る部分、それと各所管課が所管する部分に大きく２

つに分かれております。まず、総務課で所管してい

る台数につきましては16台でございます。また、除

雪車両などの大型特殊車両につきましては除かせて

いただきますけれども、その以外の車両としまして

は、上下水道課４台、都市建設課３台、農政課２台、

介護福祉課３台、環境課１台、企画課１台、生涯学

習課３台、給食センター１台、合わせて18台であり

ます。総務課と合わせまして、34台の共用車を所有

しているところでございます。 

 公用車を購入する際の基準でございますけれども、
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私どものほうでは明確に基準は設けておりませんけ

れども、一定の基準として使用年数、走行距離、そ

の車にかかる単年度の修繕費や燃料費などを含めま

した維持経費、それと車検時の修繕等などを総合的

に判断いたしまして、更新を考えております。 

 また、車両の更新に当たりましては、事業所の一

つという考え方から、市役所におきましても温暖化

効果ガスＣＯ２削減プランという計画を策定してお

りますけれども、この中で具体的な取り組みといた

しまして、公用車につきましては、低公害車、低燃

費車、軽自動車の具体的な計画導入を検討するとい

う計画になっております。まことに申しわけありま

せんけれども、この年次計画につきましてはまだ定

まっておりませんけれども、このＣＯ２プランに基

づきまして、地球に優しい公用車の購入に努めてま

いりたいと考えているところであります。 

〇渡辺委員 40ページ、２款総務費の１項総務管理

費の３目財政管理費について伺うものであります。 

 この財政調整基金及び減債基金、さらには土地開

発基金等々がありますが、これについての３月の実

態状況、残高がどのぐらいになっているのかが一つ。 

 もう一つは、基金会計は16ございますが、いわゆ

る深川市の埋蔵金ということになろうかと思います

けれども、以前は相当ありました。しかし、今日、

大変な状況にありまして、これらについてもかなり

減ってきているということで、１けた台と。今まで

は２けた台であったのですけれども、大変な状況を

今迎えて、ことしの予算についても大変ご苦労され

たのではないかと考えますけれども、しかしながら、

基金がいよいよ底をついてきていると言えるのでは

ないかということも考え合わせますと、どんな現状

であるのか、それらについての状況を伺っておきた

いと存じます。 

〇平山財政課長 基金についての質疑にお答えいた

します。 

 まず、各基金の残高でございますけれども、財政

調整基金につきましては今年度末４億4,000万円、

減債基金は１億3,000万円、土地開発基金は現金部

分で４億1,000万円となっているところでございま

す。厳しい財政状況ということで、今ご指摘ありま

したように、会計ごとに16の基金が現在ございまし

て、それについての考え方でございますけれども、

基金につきましては、使途を指定されて本市に寄附

をいただいているものなど、施設の整備やまちづく

りなどの受け皿となっている場合などがございます

し、また中小企業保証融資代位弁済基金など、特殊

な役割を果たすように設けられた基金もございます。

そういった意味で、基金が数多く存在しているとい

うことで、中には金額的に大きな保有残高を持って

いるものもありますし、また少額になっているもの

もございますので、それらにつきましては、目的ご

とにきちんとそれぞれの所管において管理をしてい

るのが現状でございます。 

〇渡辺委員 今、答弁をいただきましたが、この財

調とか減債基金については、これは目的を持ってで

きるとしながらも、いわゆる指定というか、目的を

持った基金でありますけれども、こういう厳しい状

況になれば、この16ある基金の中でも、残高が大小

あります。 

 しかし、このことがあってはならないのですけれ

ども、どこかで引っ込んだ場合、あるいは今回の病

院の問題等も含めて考えたときに、あの計画が順調

にいけばいいけれども、もしそこで金がどうこうと

いうことになったときには、そういう部分のことも

引用していかなければならん、弾力的な運用をしな

ければならないと考えるときに、この16基金を１つ

か２つくらいに分けて、常にそういう形の中で非常

事態が生まれたときにはどうするかということと同

時に、目的を持っているわけでありますけれども、

条例を改正して、そういうことがあってはなりませ

んけれども、あった場合にということを考えたとき

に、私は、１つあるいは２つぐらいにまとめて、総

合トータル的な形を考えていく必要があると思いま

すけれども、そういう点についてはどのようにお考

えか伺っておきたいと存じます。 

〇平山財政課長 先ほど申し上げたとおり、基金に

はそれぞれの目的がございますけれども、本市の厳

しい財政状況の中で柔軟に基金を運用していくとい

うことも、これもまた重要な課題ではないかと考え

ております。 

 したがいまして、難しい問題はあるのですけれど

も、基金の統合につきましては、新年度においてそ

れぞれの基金の状況をきちんと見きわめた中で、統

合に向けた検討もこれは本格化していかなくてはな

らないと考えているところでございます。 

〇松沢委員 それでは、40ページ、２款１項１目一

般管理費、説明欄８の共用車両の部分でお尋ねした

いと思います。 
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 一部、予定しておりました質疑は、先ほどの長野

委員の質疑で了解いたしましたので、その残余の分

についてですが、市長車といいますか、今、共用車

両という形で使われておりますけれども、山下市長

がお使いになっている車は以前の車とは変わってい

ます。そして、運転手も臨時職員対応という形なの

かと思いますが、年間の運行の状況、そしてまた大

体このぐらいの経費がかかっていると押さえている

部分もお聞かせ願いたいと思います。 

 それからもう１点、前市長のときには、随分いろ

いろな形で夜間も市長専用車として使われていたよ

うですが、今の時代ですから市内の景気高揚のため

にも、営業車を使っていく場面も大いにあっていい

のではないかという質疑がこの場でされたこともご

ざいますが、昨年、そしてこれからについても、こ

の営業車の利活用についてどのような実態にあって、

これからどのようにやっていこうと考えているかを

お聞かせ願いたいと思います。 

〇渡辺総務課長 松沢委員から２点、質疑をいただ

きました。 

 １点目の共用車の利用状況でございますけれども、

この車につきましては、昨年、教育委員会から総務

課のほうに共用車として移行されたものでございま

す。利用状況につきましては、原則としてすべての

職員が利用できるという体制になっておりますけれ

ども、利用の頻度からいきますと市長が大体７割、

８割、それから一般職員が２割、３割という活用に

なっております。経費については、車検は別としま

して、ガソリン代で10万円ないし20万円の範囲でお

さまっている状況でございます。人件費については、

申しわけございませんが、今、手持ちに資料がござ

いませんので、後ほどお答えさせていただきたいと

思います。 

 それから２点目、営業車の利用状況でございます

けれども、平日の勤務時間における利用につきまし

ては、基本的に共用車を使っております。夜間ある

いは休日等の市長の公務につきまして、また遠方の

場合、夜間、休日等については基本的にタクシーを

使うということになっています。ただ、場所が遠方

の場合については公用車を使う場合もございますけ

れども、そのような利用状況になっているというこ

とでございます。 

〇北名委員 最初の発言ですので、一言だけ言って

始めます。 

 予算特別委員会、主たる答弁者は課長さんになる

と考えられます。課長さんの段階ですから、これま

での答弁と大きく違った形は出ないかと思いますけ

れども、ぜひ市民のために、あるいは深川市のため

にお互いに誠意というか、もちろん誠意は持ってい

らっしゃいますが、心のあるやりとりをしていきた

いということをまず申し上げておきます。 

 それで、市の庁舎に車いすトイレがないというこ

とは、私は随分言ってきました。全道的に市の段階

でまだついていないと思われるところも幾つかあり

ましたけれども、変化が出てきているというぐあい

に聞いておりますので、まずそのことを聞きたいと。 

 車いすのトイレと言いますけれども、結局、私も

ある方と話したら、車いす、車いすと言わないでも

お年寄りだとか、あるいは乳母車を押している人と

いうか、そういう人にも便利なので、本当に弱者に

優しいというか、そういうことになるわけです。そ

れについて、まずいかがですか。 

〇渡辺総務課長 車いすトイレについて、２点、質

疑をいただいたところでございます。 

 まず１点目に、道内の他市の状況はどのようにな

っているかということで、以前の一般質問等のお答

えの中で、設置していない市については紋別市と留

萌市というお答えをした経過がございます。この点

につきましては、２市に確認したところ、車いすト

イレについては設置されているというお答えをいた

だいたところでございます。 

 それと、車いすトイレの今後の考え方でございま

すけれども、今までの答弁の中で、車いすトイレに

つきましては、１階の給湯室部分について、この辺

で利活用できないかという検討をした経過は、過去

の答弁でも何回かさせていただいているところでご

ざいます。そこで、このスペースについては狭いと

いうこと、あるいは事務室から通路を隔てて非常に

近い距離にあると。それと設置にお金がかかるとい

うような点から、現在は設置に至っていない状況に

ございます。また、給湯室以外の他のスペースに設

置する場合も検討いたしましたけれども、水回り等

の関係から給湯室よりもかなり離れた距離になって、

この当初予定している給湯室周辺での費用よりもか

なり割高になるというようなことになっております。

そこで、今後の考え方でございますけれども、従前

から申し上げておりますけれども、スロープでつな

がっている健康福祉センターデ・アイに多目的用の

    線の部分についてＰ.３２で補足答弁あり 
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トイレが１階と２階にございます。これを利用して

いただくように考えております。ただ、この利用に

当たりましては、過去の質疑等でも、今の質疑の中

でありましたけれども、体に障がいのある方、ある

いは足のご不自由な高齢者の方、あるいは乳母車を

使っている方等がございまして、この点につきまし

ては、健康福祉センターデ・アイの多目的用トイレ、

あるいはエレベーターがどの場所に設置されている

のかがわかる図面を作成いたしまして、これと案内

書、裏表の書類をつくりまして、深川身体障害者福

祉協会の会員の皆様、車いすを使われている会員の

皆様、あるいは介護福祉課が窓口になっております

けれども、補装具として車いすを提供される方、あ

るいは市民課など庁舎に来られる窓口にこの案内書

を配布いたしまして、車いす利用者の方々にご不便

をかけないように努めてまいる考えでございます。 

〇北名委員 恐らくは、全道の市の中では、本庁舎

についていないのは深川だけになってしまったとい

うことを、今の答弁の中からも出ているわけですが、

非常に残念な思いがいたします。水回りだとか、あ

るいは少し費用がかさむという言い方をしています

けれども、私は随分、以前から見れば職員の数も減

ったり、庁舎の中にスペースも余裕が出てきたとそ

んな思いがします。少しかさむけれどもと言った、

だから深川だけが残っているという点についてはど

う考えるのか。少し費用がかさむと言ったけれども、

どのぐらいでできるのか。そういう前向きな姿勢を

持って今後に向かっていってほしいと思うのですが、

その辺はいかがでしょうか。 

〇渡辺総務課長 費用の点につきましては、都市建

設課で試算したところ、約300万円ということであ

ります。 

 先ほども申し上げましたとおり、私どもといたし

ましては、車いすを利用されている方々のために案

内書を作成いたしまして、これによりまして市役所

に来やすい環境をつくりたいと考えておりますので、

現在のところ車いすトイレの設置については当面考

えていないところでございます。 

〇田中（昌）委員 私から、まず職員の消防団への

参加について、お伺いしたいと思います。 

 昨年の予算審査特別委員会の場でも質疑をさせて

いただきましたが、消防行政に関しては、深川市の

場合は消防組合ということで一部事務組合を形成し

ておりますので、この場ではそういう消防行政に対

する議論はなかなかできない状態、しないことにな

っています。それだけに、職員の皆さんも消防に関

する知識というものもなかなか持ちづらいというか、

自分のまちなのですけれども、深川市のまちという

意識での消防行政への意識が持ちづらいのではない

かというところも感じている部分です。今の消防団

の皆さんは、農家の若い方を中心に消防団の団員に

なられているのですけれども、そういった方々から

も市の職員や農協の職員なども参加してくれたらい

いのにという意見が非常に強い部分でございます。

そういったところで、ぜひ消防行政へのいろいろな

知識を高める意味でも、非常に有効な部分だと考え

ております。そういったところで、やはり市の職員

が消防団に参加するというのは、地域のいろいろな

団員の皆さんとの交流もあり非常に有効だと考えて

いますので、ぜひご検討をということで昨年お願い

もしていた部分なのですけれども、その後、消防団

への参加についてどのような状況が、現在、流れて

いるのかお示しいただき、今後の考え方についてあ

わせてお伺いしたいと思います。 

〇渡辺総務課長 昨年の予算審査特別委員会で質疑

をいただきました。それを受けまして、市として検

討した状況につきましてご報告させていただきたい

と思います。 

 まず、国の動きでございます。総務省の消防庁の

方針でございますけれども、平成20年９月８日付の

消防庁長官通知で、委員ご指摘のとおり年々減少し

ている消防団員の確保に当たり、都道府県知事と市

町村長に対して、地域防災力向上のため、職員の消

防団加入に積極的に取り組んでもらいたいとの通知

があったところでございます。深川市の検討状況で

ございますけれども、深川市を除く道内34市に、職

員の消防団加入状況の調査を行いました。34市すべ

てから回答は得られず、32市からの回答でしたけれ

ども、32市中14市の職員が消防団に加入していると

いうお答えがございました。この消防団の活動の中

で、例えば災害あるいは演習時の勤務の取り扱いに

ついて尋ねたところ、14市中５市が職務専念義務免

除で対応しているという答えでございました。この

５市以外では、年次有給休暇を使ってもらいたい、

あるいは勤務時間内の活動については認めないとい

う市もございました。そこで、深川市の方針という

ことで、これは理事者協議もしたところでございま

すけれども、市としましては、職員が加入しやすい
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環境づくりを考えて、職員が消防団に加入し災害や

演習に出動する場合には、職務専念義務免除で対応

するという方針を決定したところでございます。こ

れを受けまして、昨年の10月27日の定例庁内会議、

同じく同日付で掲示板で職員周知を図ったところで

ございます。その後、11月６日に消防団参加を検討

している職員に対しまして、消防署から職員に来て

いただきまして、消防団活動等の説明を行ったとこ

ろでございます。今、委員さんからお話がありまし

たとおり、消防についての知識を高めるという意味

合いからも、今後とも消防署と連携を密にし、さら

に職員の消防団へ加入しやすい環境づくりをつくっ

てまいりたいと考えております。 

〇東出委員 きょうから３日間の予算審査でござい

ますけれども、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 ２款１項１目一般管理費、説明欄にあるところか

ら質疑をさせていただきたいと思いますけれども、

人事給与のところで対前年比1,000万円増額という

形になっていますけれども、内容については理解す

るのですが、こういう形で1,000万円増額をする。

そこには、やはり背景があると思うのです。全体の

職員だとか給与だとか、そういうところの中で、

1,000万円をここで増額をしなければいけない背景

も含めて、増額の理由についてお伺いしたいと思い

ます。 

〇渡辺総務課長 人事給与の増額の要因についてお

答えいたします。 

 人事給与につきましては、2,962万8,000円を予算

計上しておりますが、これは主に臨時的任用職員の

配置に必要な予算措置であります。このことにつき

ましては、前年度より984万1,000円増額となってい

るものであります。 

 増額の要因につきましては、平成20年度の財政収

支改善計画に基づき、臨時的任用職員の配置を見直

し配置しないことになった箇所につきましては、繁

忙期での対応として総務課で臨時職員の給与を計上

しているものでございます。 

 平成21年度でございますけれども、この予算を受

けまして、臨時的任用職員の見直し箇所への対応の

ほか、20年度末の退職者が定年退職者と勧奨退職者

などを含めまして14人おり、また21年度には職員採

用を行わなかったため、退職者の不補充分について

もこの臨時的任用職員で対応しているのが今年度の

状況でございます。 

 新年度におきましては、退職者と新規採用者の差

により、さらに正規職員が減少すること及び例年年

度途中で退職される方なども想定されるために、臨

時職員の予算をこの分増額で計上したものでござい

ます。 

〇田中（裕）委員 総務管理費の２款１項５目財産

管理費の入札制度についてお伺いしたいと思います。 

 まずは、入札の状況をお知らせいただきたいと思

います。 

 加えて、入札参加資格についてでありますが、市

が定めた要綱に基づいて入札ができると認識をいた

しておりますが、市内業者が参加しやすくなる地元

優先というような対策について何か考えがあるのか。 

 さらには、行政が入札参加を認めるということは、

例えば落札者に契約の不履行があれば、これは違約

金などを行政に支払うことになると思います。入札

参加を認めた行政の責任も出てくると考えますが、

入札参加業者の参加資格の考え方と落札者の行政と

しての指導についてお伺いしたいと思います。 

〇大西財政課主幹 入札制度についてお答えを申し

上げます。 

 初めに入札状況についてでございますが、今年度

の入札状況につきましては、２月末現在で申し上げ

ますと、全体の件数では205件となっておりまして、

建設工事につきましては件数で93件、契約金額で約

11億4,400万円。それから、契約金額の合計を予定

価格の合計で割りました平均落札率でございますけ

れども、94.6％となってございます。それから、工

事に係る業務委託でございますが、件数につきまし

ては18件、契約金額約8,200万円、平均落札率は

88.8％。工事以外の業務委託につきましては件数で

49件、契約金額は単価契約を除きますが、約１億

5,400万円。それから、物品につきましては件数45

件で、契約金額はこれも単価契約を除きまして約１

億円となってございます。なお、工事に係らない業

務委託と物品につきましては予定価格を公表してお

りませんので、落札率も公表しない、あるいは非公

表となるものでございます。 

 次に、入札参加資格についてでございます。市内

業者が入札に参加しやすくなる対策についてでござ

いますが、本市におきましては、地域経済や地元企

業育成のために、工事と工事に係る業務委託並びに

工事に係らない業務委託につきましては、市内限定
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一般競争入札という区分を設けまして、一定の金額

基準までは資格登録をしている市内業者であればだ

れでも参加できる仕組みとなってございます。また、

物品につきましては、市内に資格登録をしている業

者が複数ある場合については、原則、市内限定一般

競争入札で行ってございます。以上のとおりでござ

いまして、基本的には市内業者による一般競争入札

を第一と考えてございますので、特にこれ以上の市

内業者に対する優先ということについては、現状で

は考えていないものでございます。 

 次に、入札参加業者の参加資格の考え方と落札者

の行政指導についてでございます。工事の品質や契

約の履行を確保することにつきましては、非常に重

要なことと考えているところでございます。このた

め、入札参加資格につきましては、要綱等におきま

して基本的な参加資格のほかに工事や業務の履行の

難易度によりまして、例えば建設工事につきまして

は設計金額が1,000万円以上の工事の入札参加資格

には過去10年間で、おおむね同種とおおむね同規模

の施工実績を有していることを要件とするなど、履

行の確保に努める対応を行っているところでござい

ます。質疑の中で、参加者に行政としての指導とい

うことでございましたが、過度に厳しく制限という

か要件をつけるということになりますと、参加する

業者さんの範囲が狭まってくるということでござい

ますので、そういうことも必要なことだと思います

けれども、現状におきましては、円滑にその制度が

働いていると考えておりますので、当面は現行の制

度の中で対応してまいりたいと考えております。 

〇北名委員 次は、同じ款項目のところですが、喫

煙の話で聞かせていただきたいと思います。庁舎内

喫煙、あるいは禁煙の関係であります。 

 何度も私、ここで聞いてきていますので、長々話

す必要はないのですけれども、これまでの議会答弁

では、市役所の中にある職員安全衛生委員会で私が

言ったことなども検討しますという答えが出されて

います。去年の12月も出されました。ことしの、つ

いこの間のときも出されました。この委員会がどの

ような構成で、そしてこれまでどういう形でこの問

題を議論してきたのか。 

 直近の開催等についてもいつだったのか、教えて

いただきたい。 

〇渡辺総務課長 今、質疑のありました職員の安全

衛生委員会でございますけれども、メンバーといた

しましては、総括安全衛生管理者として企画総務部

長がなっております。それと、健康管理ということ

で市立病院の医師、それと総務課長、衛生管理者と

いうことで保健師、それと組合推薦で４人の方に委

員になっていただいています。会議そのものについ

ては、市立病院の医師には特別な事情がない限り来

ていただいておりませんので、通常は７人構成で会

議を行っているところでございます。 

 この会議の開催状況でございますけれども、直近

開催いたしましたのは平成21年11月13日、これにつ

いてはメンタルヘルスの関係、セクシュアルハラス

メントの関係、休憩室の関係、庁舎内禁煙の関係、

庁舎内の空気環境測定の関係、それと職場巡回とい

うことで、６項目について協議を行っているもので

ございます。なお、今後につきましては、３月24日

に安全衛生委員会を開催し、この喫煙について論議

をしていく予定になっているところであります。 

〇北名委員 それで、12月の議会で質問したとき、

坂本部長は、この委員会で検討しますと言ったわけ

です。ところが、12月から今日まで一度も開かれて

いないわけです。そして、今度もまた同じようなこ

とを答えているわけ。素直に謝ってもらうよりない

です。謝るだけで済むかどうかという問題はあるけ

れども、本当に議会の答弁をどう考えているのか。

私は、この問題というのはリーダーの姿勢に問題が

あると言ってきたわけです。本当は課長の答弁がこ

の予算委員会だろうけれども、これは部長が答える

以外にないでしょう。どういう答えをするのか聞か

せてください。 

〇渡辺総務課長 職員の安全衛生委員会につきまし

ては、事務局が総務課ということになっております。

開催に当たりましては、事務局といたしまして鋭意

努めたところでございますけれども、開催に至らな

かったということに対しましては、事務局を預かる

総務課長としておわびをしなければいけないと考え

ております。しかしながら、今回の一般質問で答弁

をさせていただきましたとおり、国から通知が示さ

れたことを受けまして、これについては鋭意取り組

んでいく考えでございますので、先ほど申し上げま

したとおり３月24日に会議を開催いたしまして、早

急に検討を進めていく考えでございます。 

〇北名委員 課長が今、開催には至らなかったと。

謝ったのかどうかわからないけれども、私は、やっ

ぱり議会の一般質問は大したことないことを言って
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いると思って聞いているという気がするけれども、

それぞれがやはり深川市をよくしようと言ってやっ

ているわけです。そうしたら、12月議会で答弁した

わけでしょう、この委員会でやると。私もこれ聞い

てびっくりした。 

 ほかのことでもこんなことをやっているのですか。

この場合はかくかくしかじかの委員会で今の意見も

受けとめて検討させていただきますと言って、終わ

ってしまえばもうほったらかして、このようなこと

をほかでもいろいろやっているのかと私は聞きたい

です。少しでもよくしようとお互いにやるわけでし

ょう、しょっぱなに言ったように。どうなのですか。

厚生労働省から通知が出たから今度一生懸命やるっ

て、本当に情けないと思わないのですか。私、前に

も言いましたが、行政の悪いところは素直に謝らな

いことです。これはもう謝る以外ないではないです

か。どうですか。 

〇渡辺総務課長 ただいまご指摘いただきましたこ

とにつきましては、事実関係としまして開催してい

ないのは事実でございますので、この辺につきまし

ては素直に謝らないといけないと考えています。 

 また、一般質問等でのお答えに当たりまして、こ

のような対応をほかのところがしているかというこ

とに対しましては、総務課段階の状況しかわかりま

せんけれども、総務課といたしましては、この組織

については運営していないのは事実でございます。

ほかの課については適切に行われていると考えてお

ります。その辺につきましては、今後、気を引き締

めて対応してまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

〇田中（昌）委員 １目一般管理費の説明欄６番の

庁舎管理のところでお伺いしたいと思います。 

 国の１次補正の関係で、庁舎のＦＦストーブ化が

既に工事も発注されていると思うのですけれども、

議場については温水暖房ということで火気の心配も

余りない状態なのですけれども、庁舎の中全体をＦ

Ｆストーブ化ということになりますと、先週札幌の

福祉施設で起きた火災についても、ストーブの上で

物を干していたりして、それが引火の原因になった

ということでございますので、やはりＦＦストーブ、

非常に安全だと言われても火がある、温度も当然高

熱になるというところは、やはり炎が出ていなくて

も発火点になってしまうケースが多々あると思いま

すし、その辺については非常に重要な書類が山ほど

ある市の庁舎ですから、その中で防火管理というの

はさらに重要になってくるのではないかと思います。 

 意外と庁舎の中、議会の会派の控室も既にＦＦス

トーブ化されていますけれども、平気で物がポンと

置かれたりというのがよくある話なのです。だから、

そういうところもやはり気をつけなければいけない

と思いながらも、こういう機器の過信というか、安

心感を少し過大に思いながらやってしまうところが

多々あると思います。 

 あと、やはり内部の清掃とかが行き届かなければ、

中でほこりや何かがたまって、それが発火の原因に

なるケースもいろいろなところで報告されています

から、そういったところの管理もしっかりと進めて

いかなければいけないと思いますので、今回、ＦＦ

ストーブ化にする際に、総務課として庁舎管理の一

環としてどういうふうに考えているのか。あと、職

員の皆さんについて、あるいは当直等の方について

どのような指導をしていくのかお伺いしたいと思い

ます。 

〇渡辺総務課長 ＦＦ暖房化について、質疑がござ

いましたけれども、ＦＦ暖房、ＦＦストーブと言っ

たほうがわかりやすいと思いますけれども、このス

トーブにつきましては、現在設置されております蒸

気ボイラーの放熱機と同じ場所に基本的に設置する

という考えでございます。このことにつきましては、

去る１月の定例庁内会議で、各フロアーのＦＦスト

ーブの配置箇所図を示し、放熱機の前には書棚です

とか書類などを置かないように指示しているところ

でございます。また、繰越明許の関係がございます

けれども、新年度早々に本庁舎部分の暖房工事が行

われます。この時点で、また庁内会議あるいは掲示

板を活用して、職員周知を図っていきたいと思って

おります。さらに、実際にＦＦストーブが使われる

11月ごろになると思いますけれども、この時点でも

改めて庁内会議や掲示板を活用して、職員周知を図

っていくと考えております。 

 さらに、総務課といたしましては、庁舎各課にお

けるＦＦストーブ周辺の書類等の整理状況につきま

しても適宜点検を行っていきたいと考えております。 

 また、ＦＦストーブの設置に伴いまして、事前に

消防署と協議を行っておりまして、消防署のほうか

らは、現行の防火設備体制で問題はないという回答

をいただいておりますが、今、委員さんがおっしゃ

ったとおり、火事はどのようなタイミング、どのよ
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うな状況で起こるかわかりませんので、火災予防に

向けては防火管理業務を適切に行っていきたいと考

えております。 

〇松沢委員 ３目財政管理費でお尋ねします。 

 このわかりやすい予算説明書については、随分長

い間、出してくれ、出してくれと言って対応し切れ

ないという、そんなやりとりをしてまいりましたが、

一昨年から出してもらっています。ただ、出るのが、

今までの２回の私の記憶では連休明けて５月の中旬

ぐらいにならないとなかなかこれが来ないというよ

うなことでございまして、もう少し早めてもらいた

いと。この予算審査が終わって議決がされた後、こ

れが本決定という手順になるわけですけれども、せ

めて４月20日ぐらいまでに印刷を終わらせて配布に

かかってもらう。連休前には完全に配布が終わるよ

うな、このぐらいのテンポで出してほしいというの

が私の希望でございます。対応できるかどうか、お

尋ねしたいと思います。 

 それと、もう１点は、昨年出されたこの予算説明

書ですが、何部つくって、配布したのは何部で、後

で市民の皆さんから希望があったのはこのぐらいと

いう、その辺の数字もあわせてお答えください。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇田中（昌）委員 関連で質疑させていただきたい

と思います。 

 わかりやすい予算説明書ということでございます

けれども、昨年も提言を含めてお話しさせていただ

いたのですけれども、予算編成のときに必ずそうい

う予算の説明書というのは必要なわけですから、予

算審査特別委員会のところでゲラ状態で提案してく

れれば、非常に議案審議もやりやすいのではないか

と。それができて可決されれば、それをそのまま使

うこともできますから、非常に有効ではないかと思

います。そういった意味で、わかりやすい予算説明

書についてはこういう場に出せないかと思っており

ますので、その点についてお伺いしたいと思います。 

 あわせて、他の自治体などでは、予算編成段階、

見積もり段階からある程度公開して、市民の皆さん

あるいは議会のところでそういうものの内容をよく

理解できるような形に取り組んでいる自治体が、結

構ふえてきています。それについてもあわせて、今

後深川市が税金の使い方を広く皆さんに周知すると

いうこと、それから、今、市長を先頭に行政が税を

どのように使いたいということを示す意味でも、そ

ういったことの公開というのは非常に有効性がある

と思いますけれども、その点についてお伺いしたい

と思います。 

〇平山財政課長 初めに、わかりやすい予算説明書

についてお答えをいたします。 

 平成20年から発行しておりまして、発行部数は庁

内印刷によりまして500部を印刷しております。配

布先としては、町内会に２部ずつ配布するとともに、

議会等への関係機関に送付いたしております。さら

に、プラザ深川ですとか、公民館、支所などの公共

施設に、市民の皆さんの閲覧に供するために置いて

いるところでございます。 

 発行時期につきましてでございますけれども、平

成22年度の予算に関しては、作成の準備を今、行っ

ているという段階でございまして、新年度に入りま

したらできるだけ早く配布したいと考えておりまし

て、松沢委員がおっしゃられました４月末、連休前

には何とか作成をして発行していきたいと考えてい

るところでございます。 

 次に、田中昌幸委員からのご提言を含めての質疑

でございます。 

 予算審査の段階で、わかりやすい予算説明書のゲ

ラ段階での利用もということでございますけれども、

この作成に当たっては、各関係所管ができるだけわ

かりやすいという文章表現、あるいは表を使ったり、

そうした準備を整えた上で発行していくということ

で、かなり日数がかかる状況にございます。したが

って、予算審査特別委員会の審査段階でこの準備を

終えてご提出するということについては、かなり難

しいのではないかと考えております。予算審査の段

階では、各委員から多くの資料要求もございまして、

それについての作成も進めているというようなこと

もございますし、そうしたことの対応のためにかな

り時間を要しているようなこともございますので、

説明資料のほうと並行して準備することについては

かなり難しいと考えております。 

 また、見積もりの段階で、予算審査のそういった

資料としての利用、ひいては市民の皆さんにという

ようなことでございますけれども、計画段階でさま

ざまな施策を私どものほうで、行政の中で委員さん

として、あるいは公募委員さんとして参画していた

だいたり、そういう形で市民の皆さんの参加をいた

だいたり、あるいは議会についてもあらかじめそう

した資料についてのご提出をさせていただくという
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ようなことも取り組んでございます。そうした意味

で、それを予算編成の段階でさらに、複数の行政課

題を限られた財源の中でどのように実現していくの

かということで取捨選択をして、行政が総合的に判

断した上で予算を作成していくという具体化の作業

がございます。こうした質疑の趣旨の中には、編成

過程の透明性の確保と審査内容の充実といった両方

の側面があろうかと思います。そうしたことで、見

積もり段階でのことというご指摘がございましたけ

れども、ご存じのとおり予算見積書の段階になりま

すと要求書自体が非常に膨大になります。1,000枚

ほど入るボックスで８個ぐらいになります。そうし

たことで、また財政のシステムを使った要求書の段

階、見積書の段階ということになりますと、委員さ

んあるいは一般の方がごらんいただいても、なかな

か理解しづらい部分が多々あると考えておりますの

で、そうしたものをご提出することについては難し

いと考えてございます。少し否定的な言い方という

印象を受けられるかもしれませんけれども、こうし

た予算編成過程の議会の関与、あるいは市民の皆さ

んの参画というものについては、いろいろな自治体

で、今、議論が始まっているという段階にございま

す。そうした意味では、今後において、そうした私

どもも含めた各自治体での取り組みや成果が少しず

つ蓄積する中で、だれもが納得し得るような参加の

道が開かれるということが徐々に進んでいくと考え

られております。したがいまして、そうしたことを

含めて、今後参加のあり方を踏まえながら検討を進

めていきたいと考えております。 

〇田中（昌）委員 再質疑をさせていただきたいと

思います。 

 予算説明書をゲラの段階でという話は、予算編成

をするときにそういうプレゼンテーションというか、

当然庁内でもわかりやすく説明するためには、その

説明の内容というのは市民の皆さんが見てもわかり

やすい内容になるべきで、そうなっているはずなの

です。そう考えれば、それがこの形がそのままわか

りやすい予算説明書になるのですと予算編成の段階

からつくっていけば、そのまま使えるのではないで

すか。それを、予算が決まってから、よそ行きにま

た別につくり直すというのは、予算の編成の考え方

について何か違う、内部は内部だ、よそ向きはよそ

向きだという発想ではないほうが、もともと市民の

皆さんから集めた税を使うわけですから、それを透

明化するというのは当たり前のことだと思うのです。

だから、考え方を少し変えていけば、別につくるの

ではなくて、それをつくることを前提に予算編成を

していくという発想になれば、そんなに難しい話で

はないと思うのです。そういうところで、今の答弁

だと、全く別につくらなければいけないので、非常

に忙しい時期だから無理だという、だから忙しくな

いときに最初からつくっておけばいいのではないか

ということの発想ですので、それについてぜひもう

１回答弁いただきたいと思います。 

〇平山財政課長 決して面倒をいとうわけではござ

いませんので、見積書がその段階でもう既にわかり

やすくて、市民の皆さんに供してもそれらを理解し

やすいという形が理想であることはご指摘のとおり

と思うのですけれども、お手元にある予算書を見て

いただくとわかりますけれども、款項目に分かれて

おりまして、これは制度的にそのような形で調製さ

れることになっております。我々が用意しようとし

ている予算説明書というのは、できるだけ目的に沿

った形で、市民の皆さんに身近なもの、あるいは産

業の育成に必要なもの、あるいは安全安心にかかわ

るもの、福祉にかかわるものということで、できる

だけ多くの方が一覧してわかりやすくという思いで

作成しているところでございます。したがいまして、

それらは最初からそのようにというご意見もあろう

かと思いますけれども、やはり制度的な制約もござ

いますし、なかなかそこにたどり着いていないとい

うのが現状でございますので、すぐにそういうとこ

ろに行くということにはまだならないと思っており

ます。それに向けての努力というのはこれからもし

ていく必要があろうかと思いますけれども、現状そ

のような状況でございますので、理解をいただきた

いと思います。 

〇北名委員 臨時職員の退職金のことを聞きます。 

 長年、臨時職員として働いている人が、深川の中

には病院も含めればたくさんいますし、長い人は20

年以上という方もいるようです。ですが、地公法で

この臨時職員の退職金を出せないのだということで、

出しているところは退職慰労金だとか、何か表現を

変えて出しているかと思います。 

 それから、もう一つは、国や道は出していると思

うのです。そういう状況の中で、出せない根拠条例

と、それからその条例、法令でなくても、その気が

あれば形を変えて出せるということで理解をするわ
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けですけれども、その辺のことも聞きたいし、何と

いっても同じ職場で何十年も、何十年でなくてもい

いのですけれども、働いている人がそばにいて１円

の退職金もないということは、この世の中にあって

いいことではないと思うのです。その辺のことを含

めて、まずお聞きします。 

〇渡辺総務課長 現在、臨時的任用職員の方に対す

る退職されたときの退職金につきましては、退職金

という形ではなくて、報償金を支給しているという

のは、今、委員さんがおっしゃったとおりでござい

ます。この報償金の支給につきましては、当然委員

さんもご承知のことと存じますけれども、平成17年

の市立病院の改築に伴い、長期に任用していた臨時

的任用職員の方々が退職されるに当たり、病院の特

殊事情を考慮して、長期の目安を10年として、長期

に勤続いただいた方への報償的配慮として支給する

ということから、報償金という形で初めて17年６月

に支給したものでございます。 

 その後、数回にわたる議会論議を経る中で、勤続

報償的配慮として報償金を支給する基準について、

10年以上勤務して退職する臨時的任用職員を対象に、

支給する報償金の額はこの臨時的任用職員の日額賃

金単価、それと実勤務年数を掛けました金額で支給

しているところでございます。本来的な臨時職員に

つきましては、半年、さらに半年というような雇用

形態がございまして、退職金の支給については規定

のないところでございます。ただ、この長期任用職

員につきましては、市立病院にとらわれず、市役所

においても適用しているのが現状でございますので、

今後ともこの取り扱いに即して対応してまいりたい

と考えております。 

〇北名委員 職員の皆さん方はずっといらっしゃる

けれども、そばに働いている人が臨時職員として何

年もいて、手当や何かも少し出るけれども、退職金

が１円もないということをどう考えるでしょうか。

それで、例えば中退共と言えばわかると思うけれど

も、中小企業退職金共済制度、これは１年勤めれば

退職金があるのです。建退共というのも皆さんわか

ると思うけれども、建設労働者退職金共済制度、こ

れは２年で15万円なのです。５年40万円、10年102

万円、15年180万円、20年265万円が出るのです。だ

けれども、ここでは二十何年働いても１円も出ない

と。世の中と全然違うのです。今、民主党政権にな

って、労働法制についても非常に大きく変わって、

雇用保険なども変わってきています。期間が短くな

っても保険の適用を受けるとか。この間、皆さん知

っていると思いますけれども、亀井大臣が郵政職場

で働く非正規雇用の人たち、希望すれば正職員にす

ると、正規雇用にすると。12万人を正職員にすると。

本当に亀井さんという人は、私はすごいと思うけれ

ども、当たり前のことが今までやられてこなかった

のです。使い捨てにしてきたのです。だから、私は

そういう意味で、予算委員会で答えは出ないけれど

も、私は前向きに検討していくテーマだと思うので

す。６月議会には山下市長さんに聞くことになるけ

れども、どうですか。そういう考えは、研究の余地

はどうですか。 

〇渡辺総務課長 今、委員から数々の事例を示しな

がらお話があったところでございます。根本的にこ

ういう問題につきましては、私どもは法のもとに動

いているところでございます。国の法の整備がどの

ような状況になるか、その辺を見据えていく必要が

あるのかと思います。また、当然、気持ちだけで動

けるものではございませんので、法的な整備がどの

ような状況になるかを見きわめながら対応してまい

りたいと考えております。 

〇東出委員 それでは、一般管理費のところで説明

欄にはありませんけれども、あえて入れるとすれば、

秘書事務か何かになると思います。 

 かつて一般質問で質問させていただいているので、

極めて端的にお伺いしたいと思いますけれども、一

水会という、それはかつて呼ばれていた名称ですか

らどういう名前がいいのかわかりませんけれども、

いろいろな団体の方と月に１度顔を合わせながら情

報交換を図るというような集まりがあったのですけ

れども、先般の一般質問などで聞いていても、行政

推進上、非常に連携をとるのに大事な団体等々と、

少しパイプが詰まっていたり、動脈硬化が起きてい

たりみたいな指摘もあったと思っていますので、そ

んなことも含めて、前回の一般質問では、かなり前

向きな形で山下市長からも答弁いただいていると思

っていますので、この辺のところがどのような方向

に向いているのかについて改めてお伺いしたいと思

います。 

〇渡辺総務課長 一水会という名称は別にしまして、

一水会的な組織の立ち上げの検討状況についてお答

えをさせていただきたいと思います。 

 まず、市といたしましては、一般質問で質問をい
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ただきましたので、この会がどのような趣旨に沿っ

て運営されればいいのか、あるいはどのような方々

を参加団体とすべきかということで、内部検討した

ところでございます。私どもといたしましては、今、

委員さんからお話のありましたとおり、いろいろな

方々との意見交換の場と考えております。この会と

いたしましては、まず国、それから市内にあります

北海道の出先機関の所長さんとお会いいたしまして、

情報交換や意見交換を行うこと、そのことにより深

川市の発展につなげていきたいというような気持ち

を伝えまして、昨年の９月から10月にかけまして、

国と北海道の出先機関に出向いて、会の趣旨と参加

の意向を確認したところでございます。回答といた

しましては、国の出先機関、市内には７機関ござい

ますけれども、ここすべてにおいて、意向確認の時

期がちょうど政権がかわった直後であって、趣旨は

理解するけれどもすぐに参加することにはならない

と。上部団体といいますか、上のほうともう少し話

し合いをさせていただきたいということで回答がご

ざいました。北海道の出先機関、これは市内に８団

体ございますけれども、北海道につきましては趣旨

をご理解いただいて、参加をしてもよろしいという

お答えをいただいているところでございます。今後

の対応でございますけれども、先ほども答弁させて

いただきましたけれども、会の目的を達成するため

には、国の出先機関の参加が不可欠と考えておりま

すので新年度に入りまして、改めて参加の要請をし

ていく考えでございます。あわせまして、市内の公

共的機関につきましても、対象機関、団体をどのよ

うにするのか、またその団体の参加意向についても

伺ってまいりたいと考えております。なお、本件の

予算措置でございますけれども、参加団体の参加負

担金で会を運営する考えでおりますので、会ができ

た段階におきましても市としての予算措置は行わな

いという考えでおります。 

〇北名委員 ２項目あるのですが、答弁者も同じで

すので、まとめて質疑したいと思います。 

 一つは、備品の購入に関してです。土木工事の契

約などは、予定価格の事前公表をしたりいろいろし

ていますけれども、備品については、予定価格は事

後の公表もしていないのです。その辺の理由はある

と思うのですけれども、しかし、結果は公表される

ことから、こんな金額で落札したのかという出来事

も当然起こるわけです。私が推測するところでは、

極端に言えば40％台、50％台で落札するケースもあ

るわけです。いろいろなケースがあると思いますが、

私はぜひ事後の予定価格公表はやはり透明性という

意味で必要であろうと思います。 

 もう一つ、あわせて最低制限価格というのをつく

らないと、べらぼうに安い落札価格になると。私は、

業者は泣いているのではないかという気がするよう

なことも感じられるわけです。それが目的ではない

と思いますけれども、そういう意味で、この２つを

聞きたいのが一つです。 

 もう一つは、公契約についてです。公契約条例と

いうのが千葉県の野田市で、全国初ということで制

定されました。これは質のいいというか、当然、契

約金額に見合ったような質の仕事をしてもらうとい

うことが一つありますし、あわせて当然労働者の賃

金についても、それに見合ったような賃金をやって

もらわなければいけないということで全部公表する

ような仕組みだと思うのですが、労賃の積算単価は

その契約の中に入っているわけだけれども、それが

行った先でどうなっているのかと。最低賃金ぎりぎ

りで労働者が受け取るというか、働くような状況で

あればいいということではないと思うのです。まさ

に労賃の積算単価の六十数％というか、その程度の

ケースも見受けられるという点では、私はそういう

調査もして、どういうのが一番いいのかということ

をやる必要があるかと思うのです。その点いかがで

すか。 

〇大西財政課主幹 お答えいたします。 

 まず初めに、備品の購入についてでございます。

備品購入における予定価格の事後公表についてでご

ざいますが、備品などの物品につきましては、定価

ですとか、あるいはメーカー希望小売価格、あるい

は市場価格などで、いわゆる価格が公表されており

ます。その価格が公表されているものにつきまして、

予定価格を事後公表とすることにつきましては、事

後公表にした以降に、当然同品目あるいは同種の入

札が行われる可能性がございますことから、結果と

してその予定価格が類推されるということ、適切な

見積もりや競争が阻害されるおそれがあるというこ

とが考えられます。具体的に申し上げますと、ある

種類の物品を購入しまして、それの予定価格を事後

公表するということなりますと、事後公表したこと

によって定価に対して、あるいは市場価格に対して

何割引きということで予定価格が設定されたかが、
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１度は出るわけでございます。それが、何回も同品

目あるいは同種類のものに対して、繰り返して公表

されることによって、結果として予定価格が、例え

ばその物品に対してはおおむね何％前後ということ

がデータとして積み上がっていくという可能性があ

ると考えるわけであります。そうしたことによって、

結果としては予定価格が最終的には類推されるとい

う可能性がありますことから、そのことによってそ

の後の適正な競争の確保がされなくなるというおそ

れがありますので、物品については予定価格を事後

公表するということについての考えはないものでご

ざいます。 

 それから、最低制限価格についてでございます。

地方自治法施行令におきまして、最低制限価格が設

定できるものにつきましては、工事または製造その

他についての請負の契約を締結しようとする場合と

定められております。つまりその対象が請負の契約

に限定されておりますことから、備品購入につきま

しては最低制限価格が設定できないということにな

っているものでございます。 

 それから、次に公契約についてでございます。公

契約につきましては、市が発注する工事あるいは業

務などに従事する方の賃金あるいは労働条件、いわ

ゆる待遇でございますけれども、それらにつきまし

ては、市からの発注に当たっての契約書等で、労働

関係法令を遵守するようにということで規定をして

ございます。その契約を受けた事業所におきまして

は、当然、従業員の方と労働契約を結ばれているわ

けでございますけれども、その受注した企業が従業

員の方に支払う賃金だとか労働条件につきましては、

その企業の使用者の方と労働者の方において、協議

をして、当然経験年数だとか技術力なども含めて、

適切に設定されている、決められているということ

で認識しているものでございます。したがいまして、

そのように決定されているものにつきましては、現

状におきましては、賃金の実態調査などについて行

うと考えているものではないということで、お答え

を申し上げます。 

〇北名委員 あなた方は市民のお金を預かって仕事

をするわけだけれども、それがどうなっているか調

査もしないという姿勢は極めて遺憾でありますし、

また別の機会に言っていきたいと思います。 

 備品の購入についてですが、予定価格の事後公表

をしてはならないということがあるのかどうか、あ

るいはしているところはないのかどうか、その辺の

ことを聞きたい。 

 それから、最低制限価格については、そういう工

事契約ではないからできないことになっていると言

うけれども、したら違反になるのでしょうか。それ

をもう１回答えてください。 

〇大西財政課主幹 前段の、備品の予定価格の事後

公表については、してはいけないということではあ

りません。ほかの自治体でやっているかということ

については、手元に資料がございませんので、その

辺はわかりません。後でお答えをいたします。 

 それから、最低制限価格を設定することについて

は、法律で請負の契約に限定をされているというこ

とでございますので、法律上では設定できないと。

ただ、罰則規定があるかどうかというのは、恐らく

してはならないということなので、罰則規定という

ことではないと思います。 

〇川中委員長 ここで、先ほどの松沢委員の質疑に

対する答弁保留がありますので、答弁願います。 

〇渡辺総務課長 先ほど答弁を保留させていただき

ました。申しわけございませんでした。 

 先ほど、車両運転手の人件費について幾らかとい

うお尋ねがございました。保険料を含めまして、約

340万円でございます。 

〇川中委員長 40ページを終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１６分 休 憩） 

                                       

（午前１１時２４分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 初めに、先ほど北名委員の再質疑で答弁保留にな

っておりました部分について、答弁を願います。 

〇大西財政課主幹 先ほど、備品購入につきまして、

予定価格の事後公表をしているところの調査という

ことで、インターネットで調べたところ、静岡県の

島田市で物品についての事後公表をしてございまし

た。 

〇川中委員長 40ページを終わります。 

 次に、42ページ、４目会計管理費から７目納内支

所費まで。 

〇楠委員 42ページの６目市勢振興費の説明欄２番

目、地域づくり担い手育成のところについてですが、

予算を見ますと160万円から140万円ということで、

    線の部分について同ページで補足答弁あり 
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前年より20万円減らされているのですが、その減ら

されたことについての影響については、例えば前年

度の実績見合いで予算を組んだのであれば、意外と

周知とかで内容が知られていないということで、こ

の事業に対して利用する人が少ないのではないかと

いう気もしますので、この内容等についての周知、

ＰＲはどのようにされているのか、お伺いいたしま

す。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇水上委員 楠委員の質疑に関連してさせていただ

きますが、これは例年、私も質疑させていただいて

いる項目なのですけれども、あわせまして平成21年

度の実績がわかりましたら教えていただきたいと思

います。 

〇早川企画課長 お答えいたします。 

 地域づくり担い手育成の関係でございますけれど

も、地域づくり担い手育成につきましては、予算参

考資料の13ページに事業内容について記載をさせて

いただいております。人材育成事業として地域づく

り人材育成事業助成金で構成しておりまして、海外

研修、国内研修に分かれているものでございます。

その運用につきましては、それぞれの事業ごとに予

算枠を設けているところであり、過去５年間の活用

状況といたしましては100万円以内と、このような

状況で推移をしております。平成22年度につきまし

ては、委員がおっしゃいましたように、21年度より

20万円減の140万円の予算となっておりますけれど

も、多くの方にこの事業を活用していただきたいと

の考えで、今までにつきましては、事業ごとに細か

く予算枠を設けまして対応していたわけでございま

すけれども、その部分を取り払いまして、事業全体

で柔軟に予算が執行できますように、運用面の幅を

広げたという内容になっているものでございます。

また、ご指摘がございました周知の関係でございま

すけれども、多くの皆様に活用していただきたいと

いうことでございますので、広報ふかがわ、あるい

はホームページなどで周知に努めているところでご

ざいますし、関係する団体等にもお話をしていると

いう状況になっております。 

 次に、水上委員からのご指摘、質疑の部分でござ

いますけれども、平成21年度の実績でございます。

まず、地域づくり海外研修派遣交流事業でございま

すけれども、これはきたそらち農協青年部に対しま

して60万円。次に、地域づくり調査研修交流事業、

これは国内での調査交流事業でございますけれども、

深川市農業コミュニティ大学と高校生の劇団Ｆ．Ａ

－ｍｕｓｅの公演の実行委員会に対しまして、それ

ぞれ20万円、合わせて40万円、平成21年度につきま

しては、合計100万円の助成をさせていただいてお

ります。 

〇水上委員 再度、お伺いしますが、ただいま具体

的な実績を聞きましたが、例年、答弁を伺っていま

すと、せっかくある事業でありながら予算枠を使わ

れていないというか、達していないようであります

けれども、今ほど楠委員への答弁にもありましたよ

うに、たくさんの方に活用していただきたいという

考えを持っているのであれば、この事業というもの

をなお一層ＰＲすべきと思いますが、その点に関し

ましてどのようにお考えか、再度お伺いしたいと思

います。 

〇早川企画課長 再質疑に対して、答弁申し上げた

いと存じます。 

 委員もご指摘のように、せっかくの事業で多くの

方に活用していただきたいと、私どもも考えており

ますので、平成22年度の応募状況を見ながら、主た

る団体等に対しても個別の周知をさらに行っていき

たいと考えております。 

〇渡辺委員 42ページ、２款１項５目財産管理費に

ついて伺っておきたいと思います。 

 前段申し上げましたように、深川の財政は極めて

厳しい状況にあることは間違いないと考えておるわ

けでありますが、財産管理の中で五百四十数万円と

いう維持費がかかるということにかんがみまして、

市有財産の売却の促進状況を伺うと同時に、最低価

格の売却の価格がどうも高いと言われがちでありま

して、なかなか処分が思うようになっていないので

はないかと考えるわけでありますけれども、この売

却の算定基準というのですか、そういう部分はどの

ような算定基準で公売をかけているのか。 

 加えて財産の未処分が相当あります。そういうこ

とを考えますと、何とかして有効に効果を上げるよ

うな手法について、この際伺っておきたいと存じま

す。 

〇大西財政課主幹 財産管理についてお答えを申し

上げます。 

 初めに、市有財産の売却促進状況につきましては、

市では質疑のとおり財源確保のために将来的に利用

計画がない普通財産の土地につきまして、そのうち

エフ・ ア 

ミューズ 



- 34 -

住宅用地だとか事業用の用地として利用が可能なも

のにつきましては、毎年公売を行って売却に努めて

いるところでございます。平成21年度におきまして

は、４月に新たな物件として山林２件を、また９月

と11月に従来から公売しております宅地などの物件

を公売したところでございます。この２月末までの

現状としましては、山林と宅地を合わせて４件につ

いて売却することができ、面積では約２万2,500平

米、売却金額では約690万円となってございます。

なお、公売後におきまして売却できなかった財産に

つきまして、ホームページなどに記載して随時売り

渡しを行って、さらに売却ができるよう努めている

ところであります。次に、最低売却価格の算定でご

ざいますが、これまでなかなか売却が進まなかった

ということがございまして、平成20年度の公売にお

きまして算定方法を見直しし、それまでの価格に比

べて30％ほど引き下げて、結果、固定資産評価額相

当額と同額で売却を進めていたところでございます。

その金額につきましては、ことしの９月の公売まで

同じ積算方法で売却をしてございましたが、質疑の

とおり、なかなかその売却が進まないという状況が

ございましたので、11月に再度公売を行いました。

その際には、最低売却価格を引き下げて行ったとこ

ろでありますが、その価格につきましては、購入希

望者が市が示した価格でそれを判断するのではなく

て、買われる方が適正と認めた金額で入札をしても

らうということで考えまして、価格については非公

表として公売を行ったところでございます。結果と

しましては、先ほど申し上げましたように９月に宅

地１件と11月にまた宅地１件の売却が進んだところ

でございます。次に、財政課で所管して処分、売却

ができる市有地の状況でございますが、実際に宅地

などで住宅だとか事業所用地などで利用が見込まれ

るものということで売却可能な土地としましては、

現在15件の物件がございまして、面積で約２万

2,600平米でございます。 

 今後の取り組みといたしましては、今年度におき

ましては市のホームページのトップページに見出し

を設けて、その内容としまして現地の写真ですとか

土地の情報をまとめた物件調書を掲載し、わかりや

すい情報提供に努めたところでございます。今後、

さらに公売が進むようにＰＲにつきましては、11月

の公売の際に新聞折り込みも行いましたけれども、

そのような方法も使いながら売却促進に努めてまい

りたいと考えております。 

〇北名委員 ２款１項５目財産管理費で、市有地に

ある神社仏閣の施設についてお尋ねします。 

 砂川の市民が起こした裁判が最高裁で判決が出さ

れて、政教分離のことについて大きく報道されまし

た。あの方たちは私も顔見知りといいますか、クリ

スチャンで平和遺族会をやっていらっしゃっている

方だったり、あるいは戦争体験をされた方で、とに

かく政教分離ということでやられてきたわけです。

それで、深川において、資料を見れば鷹泊神社の件

が出ていますけれども、ほかも抵触することがない

のかどうか、お尋ねしたい。 

〇大西財政課主幹 市有地内の神社仏閣施設につい

て、お答えを申し上げます。 

 まず、本市の状況は、ただいま質疑の中にありま

した鷹泊神社の件でございますが、これは財政課が

所管する物件でございまして、鷹泊神社の敷地約

7,200平米につきまして、昭和54年から有償で貸借

契約を締結し現在に至っているところでございます。

また、そのほかの市有地の中の状況でございますが、

それぞれ所管で所有をして管理しているところでご

ざいますけれども、各所管に確認をしましたところ、

本件以外で有償無償を問わず貸借契約を結んでいる

施設はございませんでした。ただ、現地的にそうい

うものがあるかないかということについては掌握が

なされてございませんので、雪解け後に現地の調査

を行ってまいりたいと考えております。 

〇東出委員 ２款１項６目市勢振興費の説明欄１番、

国際交流推進についてお伺いをいたします。 

 国際交流、とりわけカナダのアボツフォード市と

の姉妹都市提携の関係については、これまでもいろ

いろな形で質疑をさせていただいています。２年前

に山下市長を中心とする公式訪問団がアボツフォー

ド市を訪れるときにも、やはりきちんと明確な目的

を持って訪問すべきだと。加えて、今後の交流のあ

り方についてもきちんと協議をしてくるべきだとい

うようなお話もさせていただきました。あのときの

段階の話ですけれども、今まで２年ごとの相互の公

式訪問団の派遣ということだったけれども、３年と

いうようなスパンで考えていきたいというようなお

話もありました。公式訪問団がアボツフォード市を

訪れて２年目ですけれども、新年度は向こうから公

式訪問団が来るというようなことでございます。ま

ず、そのことについての見解をお聞かせいただきた
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い。 

 それから、さきの宮田議員の経済交流についての

一般質問の中で、昨年の４月に深川からアボツフォ

ード市に対して、交流のあり方等々について何項目

か確認のメールを送ったという話もありましたので、

どんな内容について確認をされたのか。向こうから

はほとんど返事についてはナシのつぶてのような話

もありましたけれども、ネットですとかメールです

とかいろいろな形でこれほど情報の早い時代におい

て、去年の４月に確認を求めたものについて今日ま

で放置がされているというようなことについては、

私にとっては信じられない感じがしますけれども、

そこら辺のことがどうなっているのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから、話は変わりますけれども、先月、カナ

ダのバンクーバーでオリンピックが開催をされた。

深川に本校があるクラーク高校の卒業生が３人、バ

ンクーバーのスノーモービルの競技に参加をした。

アボツフォード市は、バンクーバーから車で１時間

です。人口10万人以上あるわけですから、恐らく隣

の町でオリンピックがある、見に行こうと言われる

方も少なからずおられる。そういうことをぱっと考

えたときにアボツフォード市にメールを送る、姉妹

都市提携を結んでいる深川に本校のある高校の卒業

生が３人、バンクーバーでオリンピックに出ますと。

市民の皆さんがバンクーバーのオリンピックの応援

に出かけるときには、そんなことも気にしながら応

援してほしい。そのような交流が起きてこなければ

いけないと私は思うのです。だれもそういうところ

に気が行かないようです。何のために姉妹都市提携

を結んでいるのですか。でも、そうやって３人行か

れる。せめて深川市役所の前に懸垂幕ぐらい垂らし

たらいいという話をしていたら、これは見事に地域

振興課の皆さんは、気がついたら下がっていました。

そういうところが大事なのだと思います。こういう

ことに思いがあったかなかったかです。気がついた

か、気がつかないか、そういうことも含めてお答え

ください。 

〇早川企画課長 お答えを申し上げます。 

 前段の部分、若干順序が逆になるような部分もあ

ろうかと思いますけれども、お許しをいただいてお

答えをさせていただきたいと存じます。 

 平成21年４月に、本市からアボツフォード市へ連

絡した内容でございます。これは、平成20年８月に、

委員もおっしゃっておりましたように公式訪問団が

アボツフォード市を訪問させていただきまして、協

議を行ってまいりました。その後、選挙等がござい

まして、当時の協議内容について内容の確認のため

ということで、メールで行わせていただいたもので

ございます。この内容につきましては、相互の交流

を２年ごとから３年ごとにするという確認。それか

ら、経済交流の話し合いに関する成果の確認。それ

から、中学生の交流派遣事業に高校生も加えるとい

うような内容の確認。さらに、高校生の交換留学制

度事業に対しますアボツフォード市の考え方、これ

らについて連絡を入れたということでございます。

アボツフォード市からの回答といたしましては、

2010年に深川市を訪問する場合、いつごろがいいの

か。あるいは、経済交流に対するこちらの動きがあ

ればお知らせをするということ。それから、３番目、

４番目で、交換事業について、深川の学生に対して

歓迎しますというようなお返事をいただいていると

ころでございます。公式訪問団の相互交流の期間の

関係でございます。これは平成20年の訪問の折に、

22年ですからことしでございますけれども、アボツ

フォード市から深川市に来ていただいて、その後は

２年ごとから３年ごとに訪問するのが望ましいので

はないかという提案をさせていただいたところでご

ざいます。アボツフォード市からも異論がない旨の

回答をいただいたところでございますけれども、前

段若干申し上げましたが、当時の協議がアボツフォ

ード市におかれては前市長のもとでの協議というこ

とでございましたので、平成22年にアボツフォード

市からの公式訪問団が本市にいらっしゃる予定にな

っておりますので、そのときに改めて３年ごとの相

互交流について確認したいという考え方を持ってお

ります。 

 オリンピックのこともお話に出たわけでございま

すけれども、クラーク高校の卒業生というか、深川

にゆかりのある方が参加されたわけでございます。

情報の発信につきましては、残念ながら特にその情

報をアボツフォード市へは送ってはいないという状

況になっているわけでございます。今回、ご指摘を

いただきましたので、今後このような機会があった

場合には情報の発信に意を用いてまいりたいと考え

ているところでございます。 

 ことし、アボツフォード市のほうからいらっしゃ

いますので、その中でいろいろ協議をして、歓迎を
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させていただきたいということでございます。 

 また、経済交流に関しましては、市長から宮田議

員さんへの一般質問でお答えしているとおりでござ

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

〇東出委員 今の答弁の中で、ことしアボツフォー

ド市から公式訪問団が来られる形で進んでいるとい

うことが明らかになったのですけれども、最終的に

は日程的なものも余り詰まっていないのかもしれま

せんけれども、何日間かの間に市の予算が先日の説

明では130万3,000円使われるということでございま

す。これは有効な形での使い方をしていただきたい

し、今後の交流にきちんとつながるような交流もし

ていただきたい。 

 そんなことも申し上げながら、ことし向こうから

来られたときにどういう形の交流をしようとしてい

るのか、向こうが求めているのか、こちらが求めて

いくのか、そこら辺のところについての考えがあれ

ばお聞かせいただきたいと思いますし、私自身は、

最初からこのことに警鐘を鳴らし続けているのだけ

れども、姉妹都市提携というのは儀礼的な交流にな

りがちだと。12年間経過して、いまだに儀礼的な形

のものにしか成果が上がっていない。成果が上がっ

ていないところに、その公式訪問を３年ごとにする

と。儀礼的なものがさらに儀礼的になっていくだけ

ではないかというような懸念も抱きますので、そこ

のところは提言にとどめておきますけれども、今後

の交流のあり方を今回訪問いただく中で十分ご議論

いただきたいと思います。前段は答弁をいただきた

いと思います。 

〇早川企画課長 お答えを申し上げたいと存じます。 

 公式訪問団の受け入れに当たってのテーマという

ことでございますけれども、定例会の一般質問でも

お話がございましたように、平成22年度に派遣をす

ることは向こうの議会の承認を得ているということ

でございますが、残念ながら現在の状況では、その

訪問の時期と人数等について、こちらから連絡は入

れているのでありますが、まだお返事をいただいて

いないということでございます。ということで、受

け入れに当たりましては、今、委員がおっしゃって

いたことも含めさせていただきまして、本市といた

しましては、アボツフォード市側の目的を尊重させ

ていただいて対応させていただきたいと考えており

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

〇田中（昌）委員 今の同じ項目のところで、国際

交流推進のところで、中高生の派遣ということで、

青少年カナダ交流訪問団についてお伺いしたいと思

います。 

 これまでずっと継続をしてやっておりまして、昨

年は先日の補正予算で、新型インフルエンザの影響

で中止になったため減額補正となっております。で

あれば、こういう事業については、やはりそこに行

きたいという子供たちの機会を保障するために、１

年度中止になった分は翌年度に繰り越して実施する

という発想はなかったのかどうか。５人というもの

を、例えば新年度は10人にするという募集の枠を広

げて、去年の分もことし受け入れますというような

考え方がなかったのかどうか、まずお伺いしたいと

思います。 

〇早川企画課長 お答え申し上げます。 

 お尋ねがございました青少年カナダ交流訪問団に

つきましては、これは中学生と高校生を対象といた

しまして、夏休みを利用いたしまして２週間程度ア

ボツフォード市に派遣する事業ということになって

おります。市からは派遣費用の一部について人材育

成基金を活用いたしまして、主催団体であります深

川国際交流協会に助成をしているという事業になっ

ております。平成21年度につきましては５人の応募

枠がございましたが、それを上回る応募をいただい

たところでございますが、残念ながら新型インフル

エンザの影響をかんがみて、主催団体の国際交流協

会の判断により中止をさせていただいたという経過

になっております。平成21年度の分を22年度にとい

うお話が今ございました。本事業に対します助成は、

今ほど申し上げましたように、人材育成基金を活用

いたしました事業ということでございます。高校生

の交換留学制度事業を初め、各種事業の執行を行っ

ているわけでございますけれども、これらは持続的

に継続していくということで、単年度ごとの予算措

置というのが今まででございます。平成15年にはＳ

ＡＲＳの発生によりまして同事業を中止したという、

このときも取りやめたわけでございますけれども、

そういう経過もございました。このときも繰り越す

ことなく、翌年度またその予算計上の人数で募集を

かけたということがございます。そういうことから

いたしましても、平成22年度におきましては、今回

予算計上いたしました内容でこの事業に対して助成

をしていきたいと考えております。 

〇田中（昌）委員 ＳＡＲＳのときの話も出たので
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すけれども、その部分は存じておりませんが、当時

は募集人員も多かったのではないかと思っておりま

す。今現在５人というところで、５人を上回る応募

が、去年実際にあったわけです。その方が例えば今

年度やるときに、みんな応募して来たら、優先順位

とかそういうのをつける場合、ことしの分として考

えていた人たちはだれも行けなくなってしまうわけ

です。そういう枠というのは、やはり世代間の不公

平感をなくするためにも、一定程度、枠を昨年の分

を上乗せできますというところは、構えとしては必

要ではないかと思いますし、そういう配慮というの

はぜひ、子供たちに対しての配慮なのですし、先ほ

ど答弁のあったとおり人材育成基金という基金を活

用しての予算措置ですから、財政が厳しいと言いな

がらも、基金を活用しての、これは安定的に人材育

成をしようというお金があるわけですから、その部

分についてはやはり配慮していくべきだと思います

し、所管としても深川国際交流協会にゆだねきりに

なるのではなくて、こういうことはどうでしょうか

という投げかけもしておくべきだったのではないか

と思いますので、ぜひ、今後募集をかけたときにど

のような応募状況になるかはわからないですけれど

も、やはり大量な応募、あるいは去年の人たちがこ

とし行きたいと来たときには、それなりの配慮とい

うのは必要ではないかと思いますので、ぜひその点

についてお考えを言っていただきたいと思います。 

〇早川企画課長 お答え申し上げたいと存じます。 

 人材育成基金を充当している事業でございます。

大切な基金であると私も考えております。繰り返し

になりますけれども、この事業が国際交流協会の主

催事業ということでございます。人材育成事業の継

続を図っていくという観点、それで今まで助成をし

てきたということでございます。多くの子供たちに

行ってほしいという気持ちは、それは私どもも協会

も持っているものだと考えておりますけれども、人

数の関係は、これは協会のほうとも打ち合わせとい

いますか、協会の内部でも、協会の事業をいろいろ

と論議されているということもございますし、また

そうなった場合は、中高生５人に対して引率者１人

というような中身にもなっておりますので、委員か

ら今ご指摘があった点は国際交流協会のほうにもお

伝えしたいと考えております。 

〇楠委員 42ページの２款１項６目市勢振興費、説

明欄の男女共同参画推進事業のところでお伺いいた

します。 

 現在、平成16年度より計画策定されました深川市

男女共同参画計画は、23年度で終了を迎えるという

ことで、24年度の策定に向けて、今、次期の計画に

向けて準備を進めているということですので、その

内容、進行状況をお伺いしたいと思います。 

 あわせて、前回でも質問しましたが、やはり男女

共同、平等を実効あるものにするためには、条例の

制定が大切ではないかと思いますので、その辺もお

伺いいたします。 

〇早川企画課長 お答え申し上げます。 

 男女共同参画の次期計画の策定予定についてでご

ざいますけれども、平成16年度に策定しております

この計画期間は23年度までということでございます。

次期計画の策定に当たりましては、深川市男女平等

参画推進協議会などの方からもご意見などをお伺い

しているという状況になっております。現計画が男

女共同参画社会基本法の理念に沿いまして策定され

ているということでございますので、次期の総合計

画を初めとするいろいろな計画との整合性を図ると

いうことも必要になっておりますし、今ある計画の

踏襲でよいのではないかというご意見もございます

し、また策定に係る検討委員会の設置、検討機関な

どについても、それぞれ意見を今伺っているところ

でございます。私どもといたしましては、具体的な

策定作業につきましては、平成23年度を基本として

考えているもので、22年度につきましては、これの

円滑な作業が行えますように、事前の資料収集等に

努めさせていただきたいと考えております。現計画

の進捗状況は、市ではこの参画計画に基づきまして、

毎年４月、所管ごとに前年度の事業内容ですとか結

果をまとめ、推進本部に報告するとともに、現年度

の事業に反映させるように計画の進行管理を行って

いるところでございます。ホームページでも公表さ

せていただいておりますし、計画で目標としており

ます審議会等への女性の登用率40％というものがご

ざいますけれども、現在これは34.4％という状況に

なっているところでございます。 

 条例の制定についてというお尋ねもございました

けれども、条例の制定につきましては、市民や事業

所の方にも一定の責務を課すということにもなるこ

ともございますので、市民の皆様の理解も必要と考

えておりますので、各種事業ですとか啓発活動を通

じて、市民意識は現に高まりつつあると考えている
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ところでございますけれども、先ほどの計画の目標

に達しない部分などもございますので、今後とも男

女平等参画推進協議会と連携いたしまして、広報活

動あるいは啓発事業を推進し、計画の着実な推進を

図る中で条例制定に向けての意識の醸成に今後もさ

らに努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

〇楠委員 今の男女共同参画計画につきましては、

作成に当たりましては策定委員会を設置して計画を

つくってきたということを聞いておりますが、次期

計画に向けても、より実効あるものにするためには、

策定委員会も必要でないかと思いますが、策定委員

会の設置の計画はありますか。 

〇早川企画課長 お答え申し上げます。 

 今ほど申し上げました具体的な策定作業は、私ど

もとしては平成23年度からと考えております。それ

で、引き続き男女平等参画推進協議会などの関係の

皆様からご意見をお伺いして、委員会の設置などの

策定体制についても検討させていただいて、円滑な

策定作業が行えますように努めてまいりたいと考え

ておりまして、現在では平成22年度の設置というこ

とは考えておりませんが、いずれにしてもこちらの

推進協議会のほうと、十分意見の調整なりご意見を

伺ってまいりたいと考えております。 

〇東出委員 ６目同じ市勢振興費の説明欄８番、深

川市総合計画策定のところでお伺いしたいと思いま

す。 

 これも一般質問で取り上げられたところでござい

ます。今、楠委員が男女共同参画のほうのお話をさ

れましたけれども、聞くところは同じようなことに

なると思います。70万円の予算がつけられている。

先般の答弁の中でも法的な策定義務はなくなるけれ

ども、何らかの形で第四次総合計画の次の総合計画

的なものは必要だという答弁もされていますし、こ

こにこういう形で予算づけもされている。であると

するならば、どういう形でこの総合計画的なものを

策定していくのか、スケジュール的なもの、あるい

は従前のように策定委員会を設置して計画を立てて

いくのか。だとするならば、策定委員会の委員の選

任をどのように考えておられるのか、規模的なもの

も含めてお伺いしたいと思います。 

〇早川企画課長 お答え申し上げます。 

 次期の計画の関係でございますけれども、これは

委員がおっしゃいましたように、策定体制ですとか

スケジュールにつきましては、さきの一般質問にお

きまして市長が答弁させていただいたとおりという

ことで考えております。予算の内容でございますけ

れども、これには委員の報酬などの費用として35万

5,000円、研修会あるいは調査経費などの経費とい

たしまして、旅費なども入っておりますけれども、

これらで25万2,000円、それから事務的な経費とし

て10万円ということで、平成22年度の予算につきま

しては合計70万7,000円の予算の計上をさせていた

だいてございます。予算計上の委員の人数は、一応

30人分ということで積算をさせていただいておりま

すが、先ほど質疑の中にもございましたように、自

治法の改正という部分がございます。これは閣議決

定されたという状況になっておりまして、今後これ

がどのようになるのか見据えていかなければいけな

いと考えております。一応、私どもの今の考えとい

たしましては、平成22年度と23年度の２年間、24年

度からの次期の計画ということになりますので、計

画期間ですとか、それらも含めてこの２年間で検討

するということになっております。委員会の設置で

すが、つまるところは、次期の自治法が改正された

後の総合計画的なものをどのような計画にしていく

かということによって、策定委員会等は必要になっ

てくるのではないかと考えておりますが、その人員

の構成ですとかご審議いただく中身なども少し変わ

ってくると考えております。予算特別委員会の中で、

抽象的なご説明で申しわけないのですが、法律がか

わる間際というような状況もございますので、そう

いったことを見据えながら適正に対応してまいりた

いと考えております。 

〇山田委員 ６目の市勢振興費、説明欄４の北空知

圏振興協議会について、予算は87万5,000円であり

ますが、この協議会は北空知のさまざまな広域連携

事業にかかわる重要な役割を担う協議会と認識して

おります。特に合併論議よりも広域連携の方向でご

ざいますので、大変重要だと思いますが、以下、何

点か端的に伺います。 

 まず１点は、協議会設置の経過、構成メンバー。 

 ２点目は、議会代表としての議長が参加する機会

があるかどうか。 

 ３つ目に、どのような組織になっているのか。 

 それから４つ目には、事業としてどのようなこと

に取り組んでおられるか。 

 ５つ目は、計上している予算87万5,000円は協議
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会の本市の負担金と認識しておりますけれども、協

議会自体の予算はどのようになっているか。 

 ６点目には、北空知を対象とした定住自立圏、今、

道内でも何カ所かありますけれども、この構想につ

いての取り組みが可能かどうかお尋ねをいたします。 

〇早川企画課長 お答え申し上げます。 

 北空知圏振興協議会の関係でございますが、この

協議会は昭和46年８月に深川市、妹背牛町、秩父別

町、北竜町、沼田町、幌加内町の１市５町で組織さ

れまして、以降、圏域の振興、発展のための各種事

業、協議を行っているものでございます。 

 次に、議会とのかかわりにつきましては、この組

織の中では審議会の委員ということを各市町の議長

さんに委嘱させていただいております。ただ、この

審議会は、この協議会の規約の中で会長の諮問に応

じ振興協議会の事務に関し答申をするという定めで

ございます。私ども、今、確認できる範囲の中では、

この審議会が開催されたという経緯はないと考えて

いるところでございます。 

 協議会の体制といたしましては、各市町の首長の

皆さんで協議をする場でございます協議会がござい

まして、先ほど申し上げました各市町の議会議長に

委嘱しております審議会というものが１つございま

す。副市町長で構成する副市町長会というものがご

ざいまして、その下にまた企画担当課長で構成する

企画調整部会、それと各担当課長で構成する専門部

会というのがございまして、専門部会につきまして

は、総務、民生、教育、経済、建設、これのほかに

各市町の温泉施設で構成する事業部会というものも

ございます。また、平成19年度には、広域連携研究

推進部会が新設されているという状況になっていま

す。 

 この協議会の予算でございますが、一般的な部分

では236万円ということになっております。これは、

各１市５町が負担金を出し合ってということになっ

ております。 

 それと、主な事業内容といたしましては、各専門

部会によります広域的な行政課題の検討、あるいは

広域連携実現に向けました協議、温泉施設の事業部

会によります北空知元気村スタンプラリー事業です

とか、温泉共通券の発行事業といったものにも取り

組んでいます。 

 最後に質疑がございました定住自立圏の構想の関

係でございますけれども、この定住自立圏構想につ

きましては、本市を初めとする北空知圏域につきま

しては国が示しております要件というのがございま

すので、これは中心市の人口規模４万人以上という

ようなことがございますので、現状では満たしてい

ないため、広域連携にかかわります国の支援を受け

ることができませんので、中心市の要件緩和などに

ついて空知総合開発期成会などを通じて国に要望し

てまいりたいと考えております。 

 また、北海道におきましては、道内版の定住自立

圏構想の創設に取り組むというような方針が固めら

れているということでございます。これは平成22年

度中にその制度設計を進め、23年度からの実施を北

海道では目指していると伺っておりますので、今後、

これらの情報収集にも努めるとともに新制度の活用

も図りながら、圏域一帯の振興を図る必要があると

考えております。 

〇川中委員長 暫時休憩します。 

（午後 ０時０８分 休 憩） 

                                       

（午後 １時１３分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 質疑を続けます。 

〇北畑委員 42ページ、２款１項総務管理費の全般

にわたってかと思うのですけれども、行政評価につ

いてお伺いしたいと思います。 

 認識しているところによりますと、約10年間にわ

たる試行錯誤、そして平成17年度から本格運用とい

うことで、21年度の事務事業も無事終了したという

ことでございます。制度そのものに対してかなり試

行錯誤といいますか、どういう制度がいいのかとい

うことで、かなり人とお金をかけてこの制度をつく

り上げてきたわけでございますけれども、今の認識

としては、議会論議も踏まえまして、外部評価委員

をいつ導入するのかというところまでは認識してお

りますけれども、今現在の状況とその運用について

状況をお知らせください。 

〇早川企画課長 行政評価についてお答えを申し上

げたいと存じます。 

 委員も今、質疑の中でおっしゃられましたとおり、

平成17年度から本市は行政評価に取り組みまして、

一応21年度で事務事業の評価が一巡したということ

でございます。この間、事業手法等の改善ですとか

職員の意識の向上、さらには内部評価における客観
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性の向上など、一定の効果があったということは一

般質問等でも今まで申し上げたところでございます。

また、一方で行政評価の結果と予算措置などが必ず

しも一致してこなかった、あるいは時間を要してタ

イムリーにその結果が事業等に反映されなかった、

あるいは職員に対する評価事務というものもござい

ましたので、それらの負担などという課題点も明ら

かになったところでございます。現状、本市といた

しましては、財政収支の改善案の論議の過程におき

まして、多くの事務事業について見直しが行われま

した結果、現在やっております行政評価を用いての、

対象として検討すべき事務事業が大幅に狭まってい

るのではないかという考えを持っているところでご

ざいます。つまりは、これ以上の見直しあるいは改

善を図る可能性の枠といいますか、そういう部分が

非常に少なくなっていると思います。このようなこ

とから、第４回定例会で太田議員から一般質問をい

ただいて、答弁させていただいているわけでござい

ますけれども、11人で構成しております行政評価検

討委員会という内部の委員会がございます。これに

おいていろいろ検討いたしました結果、今後も行政

情報の適切な開示とその周知に努めると、これは大

変重要なことであります。関係団体や行政連絡員会

議など、あらゆる機会をとらえて市民の皆さんがお

考えになっていること、ご意見、ご要望などを伺う

ということも、これは市政にかかわる見直し、事務

事業の見直しを進めていくことは当然のことでござ

いますので、現在までの取り組みの成果を踏まえつ

つ、現行の非常に厳しい行財政状況下ということも

ございまして、この行政評価はこれまでに一定の効

果をもたらしたという事実をもちろん踏まえた上で、

実質的な効果を今後も生むためには、どのような方

法でこの行政評価なるものを行っていくことが最適

であるかを検証するための時間が若干必要ではない

かということで、先ほど申し上げましたその検討委

員会の中で、一たん休止と。休止という意味は、先

ほど申し上げた部分でございますけれども、そうい

うことをして、少し時間をかけてそのものについて

論議をしたいということで、実は過日の庁議にもそ

の旨、委員会からの報告ということでさせていただ

いて決定をさせていただいたところでございます。

ですから、その外部評価の関係につきましては、現

在、平成22年度において設置するまでは至っており

ませんで、前段申し上げた今までの経過を踏まえ、

少し時間をかけてどういう方法が一番いいのかとい

うことを検討したいと考えているところでございま

す。 

〇北畑委員 今、一時休止、お休みということでお

話がございましたけれども、答弁にありましたよう

に、大変厳しき財政状況があるがゆえに、かなりの

労力と時間をかけてつくられてきたわけでございま

す。 

 若干話がそれますけれども、３年前の市長選挙で

山下市長が、この財政健全化に向けてということで、

２番目にこれをきちんと公約としてうたわれて、そ

の中でやはり財政健全化に向けて、この厳しい財政

状況の折、行政評価を使いながら重点化、配分化と

いうものを、効率化を進めていきたいという公約ど

おりに３年前は進んできたという認識でございます。

そんな意味で、休止に至った理由等々、今ありまし

たけれども、あえてお聞きしますけれども、平成17

年以前、どういうさまざまなケースをまず試行錯誤

されたのかが１点。 

 それから、休止に至った経緯に関してでございま

すけれども、今４点ばかり挙げておりましたけれど

も、本格運用を平成17年から、そして外部の評価委

員の導入によって一応の完成を見るという前々回ぐ

らいの答弁がございましたけれども、その間の論議

の経過をお知らせ願いたいと思います。 

〇早川企画課長 お答え申し上げたいと存じます。 

 行政評価、実態上は、例えば市長が就任した後の

ゼロベースの事務事業の見直し、あるいは財政収支

改善案の過程の中での見直し、それからもっと申し

上げれば、単年度単年度の予算編成の査定時におけ

る事業の見直し、あるいは改善というものが、内容

としては行政評価に相通ずるところがあるというよ

うな認識を持っているところでございます。それで、

くどいようでございますが、行政評価そのものはそ

のものとして、平成17年の試行から始まって現在ま

でやっておりますし、その精神としては生かされて

おりますし、それをどうこうということではござい

ません。やり方といいますか、方法といいますか、

そういうものについて少し時間をいただいて検討す

べきではないのかと、先ほど申し上げました反省点

もございますので、そのように考えたところでござ

います。平成17年度以前の話につきましては、私も

今ここですべてをご説明できる状況にはございませ

んが、やはり先ほど、繰り返しになりますが、年度
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年度の予算編成という部分、あるいは重要課題につ

いては、当然として理事者協議なり議会の皆さんと

の論議というものはございますから、そういったも

のすべての精神が行政評価というものに結びついて

いるのではないかと。これは私個人の考えかもしれ

ませんが、そのように考えているところでございま

す。 

 休止ということは、これも少しくどい説明で大変

申しわけないのでございますが、意義は意義といた

しまして、クリアしなければいけない。太田議員さ

んへの一般質問で答弁させていただいたところもあ

るものですから、その辺も踏まえて少しお時間をい

ただいて、どういった方法でやることが一番よくて

タイムリーなものになっていくのかと。そういった

ことを少し内部の検討委員会の中で検討させていた

だく時間が欲しいということで、今、休止という言

葉を使わせていただきましたけれども、精神として

はそういうものを引き続き持って行政運営に当たっ

ていくという考え方でございます。 

〇北畑委員 当初、財政規模の大きい県単位とか政

令指定都市あたりが口火を切りまして、今現在に至

っては、やはり全国1,800余りの50％以上がこの評

価を通して議論もありましたいわゆる事業仕分け、

そういった原資に使われているという状況もござい

ます。そんな意味で、休止に至った理由等々、今述

べられましたけれども、では逆に聞きますけれども、

いつまで休止をされて、いつごろきちんと結論を出

されて、成果品として出されるのか、そのことをま

ずお聞きをしてこの評価を、現実的には事務事業評

価と。本来であれば、事業評価も含めてやはり投資

と効果という部分でしっかりその次の予算への反映

という部分で、最も有効な手段と考えるがゆえに、

市長も公約の中にわざわざ行政評価というものを入

れたと思うのです。そのような意味で、その点につ

いても伺います。 

〇早川企画課長 お答えいたします。 

 期間のお話でございます。これからの検討という

ことでございますので、いついつまでにと申し上げ

るのが一番適切な答弁であるとは思いますが、申し

わけございませんが、私といたしましてはなるべく

早くという考えでおります。今、委員がおっしゃい

ました事業評価が有効な手段であると、それは私ど

ももそのように考えております。繰り返しになって

恐縮なのでございますが、年度年度のこともござい

ますので、そういう精神は持った上で、なるべく早

くそういう検討を進めていきたいと考えております

ので、よろしくお願い申し上げます。 

〇北名委員 私は、６目市勢振興費で、市民要望の

ある深川駅のプラットホームにエレベーターの設置

についてお尋ねします。去年も聞いたのですけれど

も、要望をどのように受けとめていらっしゃるか。

そして、この間、滝川の話ですけれども、議会で市

長がことし中にめどつけるという答弁をしています

が、その中身がわかれば教えていただきたいと。 

 それから、率直に言って、私はＪＲ北海道の本社

と話したことがあるけれども、ランクから言えばず

っと後になっていて、とても待っていられる状況で

はないのです。これもやるとしたら、市以外にない

という気がするのですが、その辺の様子なども含め

て、まずお答えいただきたい。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇北畑委員 今、駅のエレベーターについての質疑

がございましたので関連して、私が以前一般質問で

したときに、やはりランクづけ、それから乗降客の

数という部分でかなり困難性があるという答弁がご

ざいました。そこで、エレベーターではなくて、今

度はエスカレーターと。エレベーターより少し安く

なるという思いも、現実的に深川の乗降客、これも

かなり前にお聞きしましたら、半数以上が高齢者の

方と。札幌に行くにしても、おりるにしても、いず

れか向こうのプラットホームを使うということで、

エスカレーターでもいいけれどもというお話も多々

出ておりますので、その辺の対応についてもお伺い

します。 

〇早川企画課長 お答え申し上げたいと存じます。 

 先に、北名委員から質疑がございました、駅のエ

レベーターの関係でございます。全般的なお話をさ

せていただく中でお答えをさせていただきたいと存

じますけれども、ＪＲ駅構内のエレベーターの設置

につきましては、バリアフリー法がございまして、

鉄道駅においては、平成22年を目標年として１日当

たりの平均利用者数が5,000人以上という場合はバ

リアフリー化の義務づけ、既存駅の場合はエレベー

ターまたはエスカレーターの設置など、基準に適合

するように努力義務というものがございます。平成

19年の深川駅の乗降者数が1,080人でございますの

で、この基準に合致しないのが現状でございます。

一般的に申しますと、受けとめということでござい
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ますが、高齢化社会の中ですからあったほうがいい

というのは、基本的にはどなたもお考えになるので

はないかと私は思います。 

 次に、３月11日の北海道新聞の関係の滝川市議会

の関係だと思います。私は記事しか見ておりません

ので、道新さんの記事の書き方は、設置について新

年度中にめどをつけるというような滝川市長さんの

答弁であったと考えています。中身といたしまして

は、この記事を見るだけでございますので、一般的

に言えば、これは私の推測でございますけれども、

普通は事業着手などのめどといいますか目標なのか

と、その記事を読みながら感じたところでございま

す。全くの私の推測でございます。 

 北畑委員から質疑のあったエスカレーターも、ま

さしくそのバリアフリー法の中では、エレベーター

またはエスカレーターというようなお話になってお

ります。実は私も昨年４月に深川駅にお邪魔いたし

まして、駅長さんとお話をさせていただきました。

そのとき、こういったことのお話もさせていただい

たのですが、ＪＲさんとしては、非常に難しいと。

深川市からそういう確認があったことは本社のほう

に伝えるけれども、ＪＲさん側のほうにも優先順位

と申しますか、そういうものがあるようでございま

して、現状ではなかなか難しいというようなお話を

させていただいた経緯がございます。 

〇北名委員 ヨーロッパに比べて日本が障がい者だ

とかバリアフリーだとか、非常に100年とか何十年

もおくれているというのは、きっとこういうことで

ないかという気がするのです。あったほうがいいで

はなくて、あるべきなのです。この高齢化社会、あ

るいは障がい者もいる。みんな年をとるわけだから。

それが本当に、あの階段があるからここを使わない

という、冬こそＪＲとかいろいろ言っているけれど

も、あの公共交通機関が使えないという人がいるの

です。私、この間たまたま聞いて、えっと思ったの

は、足の悪い人なのだけれども、札幌から深川へ来

るときにどうしているかといったら、ＪＲで旭川ま

で行く。旭川は多分エレベーターか何かあるのでし

ょう。それで今度、上りに乗って深川でおりるとい

うのです。そうしているという人の話を聞いて、い

やあ、なるほど、そこまで苦労しているのだという

ことも知りました。 

 最初に私が言ったのは、要望がどこまであるか、

つかんでいるかと聞いたのだけれども、つかんでい

るとは思うのですが、バリアフリー法というのが出

ましたし、別にエレベーターでなければだめだと、

エスカレーターはだめだという気持ちは全然ないわ

けで、どのぐらい費用がかかるのか。恐らくすぐで

きないでしょうけれども、やっぱりこれは向かって

いかなければならないテーマなのです。国的な問題

でもあるけれども、お尋ねします。 

〇早川企画課長 お答えを申し上げます。 

 エレベーターの費用というお尋ねでございます。

私どもは積算したことはございません。ですから、

これは、ただ耳で聞いただけの話でございます。そ

の中身といたしましては、エレベーターはその仕様

ですとか施工の方法というのでしょうか、その条件

によって相当に変動があると。新設の場合、あるい

は既設の建物に設置する場合ですとか、そういうも

のがあるとは伺っておりますけれども、１基１億円

以上かかるのではないかという、これも推測に近い

金額でございますけれども、そういうお話を伺った

ことがございます。ですから、３基あればそれの３

倍というようなことかと考えております。 

 エスカレーターにつきましては、残念ながらそち

らのほうの金額を積算したことはございません。 

〇北名委員 １億円というのは見当がつかないし、

違うのではないかという気がするし、いろいろある

とは思うのです。それで、いずれにしても、今後と

もテーマとして国に要請するとか、ＪＲに要請、い

ろいろなっていくので調査をお願いしたいと思いま

すがどうですか。 

〇早川企画課長 お答えを申し上げます。 

 先ほど、深川駅にお邪魔したという経緯のことも

お話をさせていただいたわけでございますけれども、

このエレベーターあるいはエスカレーターのことに

関しましては、第一義的にはもちろんＪＲ北海道が

設置の権限をお持ちなわけでございますから、今後

とも機会をとらえて、さまざまな状況などについて

は確認してまいりたいと考えております。 

〇東出委員 同じく６目市勢振興費のところでお聞

きしたいと思います。 

 説明欄にはございませんけれども、旧深川スキー

場跡地についてお伺いいたします。 

 深川スキー場が撤退して２シーズン目が終わろう

としています。今の地球温暖化であるとか、ＣＯ２

の削減だとか、いろいろな環境問題もささやかれて

いますけれども、そういうことから当初言われてい
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たとおり、あそこのスキー場も原状回復、原状復帰

ということが望まれますし、そういうことが賃貸の

約束であったと当初から言われたようですけれども、

これも２年ぐらい前に撤退が決まったときに質問し

ていると思うのですけれども、スキー場跡の原状回

復の状況が今日どのような状況になっているのか、

その点についてお伺いしたいと思います。 

〇早川企画課長 お答えを申し上げます。 

 旧深川スキー場用地の原状回復の方法などにつき

ましては、平成19年よりプリンスホテルと６度の協

議、あるいは用地の状況の確認を行わせていただい

たということでございます。諸条件については合意

いたしまして、その主な内容といたしましては、上

屋部分、リフト支柱、電柱についてはすべて撤去。

駅舎、リフトの基礎及び地中に埋設している電線に

ついては撤去を行うと。危険性があるという場所を

除いて、地表面から50センチ下までは撤去し、埋め

戻しを行うということ。植林につきましては、地権

者の意向を確認した上で、生産林による復元を希望

する方を除いては天然更新を基本に、天然更新で生

えてこない部分については補植を行うということ。

それから、平成20年10月25日で契約満了となりまし

た土地の賃貸借契約終了後につきましては、今申し

上げました施設等の撤去、植林などの原状回復の義

務を担保する内容や土地使用料契約、基礎の一部を

残置することの補償などを盛り込むなど、今後の取

り組み内容を定める新たな協定書を交わすというこ

と。それから、原状回復に係る費用はプリンスホテ

ルが負担ということでございます。以上の合意内容

につきましては、市が土地をお借りしております５

人の地権者の方がいらっしゃいまして、この方々の

もとに出向いて２度にわたりご説明をさせていただ

きました。ご了解をいただきましたので、平成20年

12月８日に市と５人の地権者が原状復旧に関する協

定を締結させていただいたということ、それから12

月12日には市とプリンスホテルが協定を締結したと

いうことでございます。なお、原状復帰の作業につ

きましては、平成20年中におおむね施設の撤去は完

了しているところでございますが、昨年の融雪後、

現地確認を行いまして、植林が必要な箇所を地権者

とプリンスホテルの立ち会いのもとに確認しながら

植林を行いまして、昨年11月18日に現地を再度確認

いたしまして、同日付で用地はプリンスホテルから

各地権者に返還されているという状況になってござ

います。なお、返還日の翌日から３年間につきまし

ては、瑕疵担保期間が設定されております。植林終

了後３年間は樹木の生育状況を観察いたしまして、

その間に発生いたしました成育不良な箇所がある場

合は、プリンスホテルが植林等の対応をしていただ

けるという状況になっております。 

〇川中委員長 42ページを終わります。 

 次に44ページ、８目多度志支所費から13目職員費

まで。 

〇田中（裕）委員 44ページ、２款１項11目職員厚

生費の職員研修、あとは19節に自主研究グループと

いうのが載ってございます。そのことについてお伺

いいたします。 

 職員の研修については、できる限り予算をつけて

勉強してもらいながらいいものはどんどん吸収して

いただいて、深川市の政策や環境づくりに取り入れ

ていただきたいと考えますし、職員個人のスキルア

ップにもつなげていただきたいと思います。まずは、

職員研修の状況と内容、自主研究グループの内容、

職員研修、自主研究グループの今後の方向性につい

てお聞かせください。 

 加えて、職員研修に参加しやすい環境づくりはど

のようになっているのか、お伺いします。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇宮田委員 44ページの同じところで、説明欄の１、

職員研修費及び表彰について伺います。 

 民間の大企業などと比べて相変わらず少ないと感

じる職員研修費ですが、私はこれまでこのような少

ない研修コストでも十分行うことが可能なＱＣサー

クルや業務改善サークル活動、そしてＯＪＴ、Ｏｆ

ｆＪＴ制度の導入について、一般質問、そして社会

民生常任委員会、また委員外議員ではありましたけ

れども、委員長の許可をいただきまして行財政改革

調査特別委員会の中で何度か伺ってまいりました。

これらについて、平成21年度ではどのような研究や

検討が行われてきたのか。また、平成22年度におけ

る職員研修の方針についても伺いたいと思います。 

〇渡辺総務課長 ただいまお二人の委員さんから質

疑をいただきましたので、逐次お答えをさせていた

だきたいと思います。 

 まず初めに、田中裕章委員の質疑にお答えをさせ

ていただきます。職員研修の内容、自主研究グルー

プの内容でございますけれども、平成22年度の研修

内容につきましては、体系的に派遣研修によります
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職場外研修、職場研修並びに自主研修によります自

己啓発、この３種類を計画しております。職員の派

遣研修によります職場外研修につきましては、研修

施設といたしまして市町村職員研修センターに派遣

して研修を受けていただく考えでおります。これに

つきましては、採用後４年以上の職員を対象とする

一般職員研修、係長職を対象とする監督者研修、管

理職によります管理者研修、採用後４年以上の一般

職員、係長職、課長補佐によります専門実務研修、

この４種類に派遣し、研修を受けさせるように計画

しております。また、係長職以下４人に対しまして

は、市町村アカデミーへの派遣を予定いたしており、

専門実務研修、政策課題研修に参加させ、研修を受

けさせる予定であります。職場研修といたしまして

は、新規採用者に対しまして新規採用者職員研修及

び係長職以上によります指導者研修を行う予定にな

っております。また、自主研究の自己啓発につきま

しては、職員がみずから市の行政事務の各般につい

て研究調査するものであり、申請によりまして自主

研究グループと認められたものについて、１グルー

プ２万5,000円を限度として助成を行っているもの

でございます。今後につきましては、この自主研究

グループにつきましては広く庁舎内に公募し、グル

ープの取りまとめをしたいと考えております。 

 加えまして、職員の参加しやすい環境づくりであ

りますけれども、新年度におきましては、市町村ア

カデミーにつきましては従来９日間、２週間ほどの

研修になりますけれども、実績を見ますと９日間席

を離れるということは非常に難しいということで、

研修そのものの回数は変わりませんけれども、４日

程度の研修を計画いたしまして、それに参加してい

ただくという参加しやすい環境づくりに努めている

ところでございます。 

 次に、宮田委員の質疑についてお答えをさせてい

ただきたいと思います。初めに、平成21年度におけ

る検討状況ですけれども、宮田委員のおっしゃって

いる資質を高めるＱＣサークル活動あるいは業務改

善サークル活動については、市役所内の既存の制度、

職員提案制度や自主的に結成された先ほどの自主研

究グループにおいて、職務遂行能力の向上や事務改

善に関する調査研究を実施しておりますけれども、

これらの既存の制度では必ずしも宮田委員のご提言

の趣旨と合致していない部分があると受けとめてお

ります。この点を踏まえまして、平成22年度におき

ましては、ＱＣサークル活動や業務改善サークル活

動については先ほどもお話しいたしましたけれども、

市町村職員研修センターなどが実施する研修内容に

照らし合わせ、職員の研修派遣を検討してまいりま

す。また、委員がご提言されている、現在の部署か

ら他の部署に一時的に異動し研修するＯＪＴや民間

企業に出向き研修するＯｆｆＪＴ制度の導入につい

ては、年々減少している職員数の中では実効性が難

しい面がありますことから、このご提言の趣旨を踏

まえ、先ほどご説明いたしました市町村職員研修セ

ンターなどが実施する研修内容に照らし合わせ、職

員の研修派遣を検討してまいります。 

〇田中（裕）委員 それでは、再度お聞かせいただ

きたいと思いますが、職員研修については大変重要

なものと考えておりますので、今後もしっかりやっ

ていただきたいと思います。 

 自主研究グループについてお聞かせいただきたい

と思いますが、この研究した内容についてどのよう

に報告して発表しているのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇宮田委員 ＱＣサークル活動について、再度お伺

いしたいと思います。 

 平成22年度は、職員を研修に派遣していただける

というお話でしたが、ＱＣサークル活動は最終的に

発表会というものがあります。そこで評価するのは、

市役所で言いますと大体幹部職員以上の方になると

思うのですが、その内容を把握するために研修には

ぜひ部長以上の方も含めて参加していただきたいと

思うのですが、例えば坂本部長だとか渡辺課長だと

か、いかがでしょうか。 

〇渡辺総務課長 再質疑をいただきましたので、逐

次お答えをさせていただきます。 

 自己啓発の自主研究グループ、田中裕章委員の再

質疑でございますけれども、これにつきましては、

現在、平成21年度においては２つのグループ、メタ

ボリックシンドローム研究会、それとノルディック

ウオーキング研究会、この２種類に対しまして助成

をしているところでございます。実績報告に対しま

して、報告書の提出をいただいているところでござ

いますけれども、今後におきましては、この取りま

とめた提言について職員に広く周知するような方法

を考えていきたいと考えております。 

 次に、宮田委員の質疑でございますけれども、Ｑ
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Ｃサークルの活動内容、研修に当たりまして、参加

した場合には部長職以上ということでございますけ

れども、先ほどもお話しいたしましたとおり、市町

村職員研修センターで実施する内容に照らし合わせ

まして、職員に対する周知が必要な場合には、部長

職に限らず一般職に対しても何らかの形で周知する

ことを考えていきたいと思っております。 

〇水上委員 11目の職員厚生費に当たるかと思いま

すが、職員の市民対応についてということでお伺い

したいと思います。 

 この件に関しましては、私のほうに市民の方々よ

りたびたびご相談をいただきましたので、接遇面と

いいましょうか、特に窓口での市民に対する職員の

対応についてお伺いしたいと思います。市民の方々

は用事があって市役所を訪れるわけですが、受付と

いいますか窓口で何か尋ねた際に、職員が２度、３

度と入れかわり、同じ用件をそのたびに説明しなけ

ればならなくて、その方にとってみればたらい回し

にされたような対応に映ったようで、そのようなち

ょっとしたことなのですが、それで心を大変痛めた

ようであります。そのような話を１度でなく幾度と

なく聞いたもので、私も気になっております。市役

所といいますと、ただでさえ市民にとっては少し難

しい場所というのが第一印象で、市民の皆さんは非

常に緊張されて来庁されているのではないかと思う

のですが、職員と市民との距離を縮めるという意味

合いでも、接遇教育というものは大変重要であると

考えております。某ファーストフード店のスマイル

ゼロ円というのがありますが、ちょっとしたことで

お客様が和むというか、そこまでの完璧さは求めて

おりませんが、接遇の改善で市民の皆様にとって市

役所が身近な存在になると思います。この際ですか

ら、市立病院も含めまして全庁挙げてイメージアッ

プということで、山下市長を先頭に市職員一丸とな

って取り組んでみてはいかがでしょうか。お考えを

お伺いしたいと思います。 

〇渡辺総務課長 ただいま、職員の市民の皆さんに

対する対応ということで質疑をいただきました。 

 市民の皆さんにご不快な思いをさせたのであれば、

これはもう本当に率直におわびしなければいけない

ことだと思っております。現状の対応についてお話

をさせていただきたいと思います。市民の皆さんか

らの苦情といいますか、トラブルにつきましては、

一般的にはどこどこの課でこういうことがありまし

たというような内容を明らかにされて、お手紙や電

話あるいはメールで寄せられてくることがあります。

この場合におきましては、一般的に企画課か総務課

にこの手紙等が来ますので、私のほうから所属長、

課長ですけれども、そこに苦情内容とその対応につ

いて指示、連絡をしているところでございます。特

に、名前を明らかにして苦情等を申し立ててこられ

る方については、必ずその方に内容を確認して対応

するように指示をしているところでございます。今

ほど水上委員から、市役所というのはなかなか難し

いところだというお話がありますけれども、私ども

にとりましては、例えば国や北海道の仕事、あるい

は民間の仕事であっても、最初に市役所に聞こうと

いうことで、たくさんの問い合わせがまず市役所に

入ります。逆に言えば、それだけ身近な役所だとい

うことで、私どもは受けとめております。過去の職

員の接遇の研修におきましても、過去３カ年でござ

いますけれども、延べで８人、接遇の研修に参加さ

せております。主に窓口対応のある場の職員でござ

いますけれども、この接遇に際しまして研修を受け

た後には、またその課の中でそれを広めていただき

たいというお話をさせていただいております。この

ようなことから、直近の事例といたしましては、新

規採用職員に対しまして、職員研修を受けた者が接

遇の説明をするということで活用を図っているとこ

ろでございます。いずれにいたしましても、市民か

ら信頼される市役所となるように、これは窓口業務

の職員だけでなく、今委員さんがおっしゃったとお

り、病院の職員も含めまして、職員全員で市民の皆

さんに接していきたいと考えております。 

〇楠委員 ２款１項11目職員厚生費、２番の職員健

康管理のところで、特にメンタルヘルスについてお

伺いいたします。 

 体だけではなくて、心の健康管理も重要だと思い

ますので、今のメンタルヘルス面についての取り組

み状況だとか、どのようなことをやっているのかと

いうことと、あわせてこれは健康診断のときでもい

いのですが、全員にメンタルヘルスの問診票を使っ

て、全員の予防とか、それから早期発見という工夫

をされてみてはいいのではないかと思いますが、そ

の辺のところをお伺いいたします。 

〇渡辺総務課長 メンタルヘルスの関係につきまし

てお答えをさせていただきます。 

 現在、市が取り組んでおりますメンタルヘルスの
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対応につきましては、大きく分けまして３種類ござ

います。１つといたしましては、心と体の健康相談

という相談体制をとっております。これは、平成20

年４月から毎月２回、１回につき３時間程度であり

ますけれども、保健所での相談経験がある保健師さ

んを相談員として市役所に来ていただいて、職員が

少しでも気になる心や体の変調について気軽に相談

してもらい、保健師さんの経験上のアドバイスを受

けることができる体制をとっているものであります。

本年１月からは、この制度を広く市民の方にも開放

しまして、これは市民課が主催している事業ですけ

れども、市民の方々の健康相談もあわせて行ってい

るところでございます。２点目としまして、深川市

職場リハビリテーション実施要綱による職場復帰を

行っております。これは、平成16年10月に厚生労働

省が取りまとめいたしました心の健康問題により休

業した労働者の職場復帰の支援の手引について、あ

るいは他の自治体の先進的な取り組み、職場復帰支

援プログラムを参考にさせていただき、深川市とい

たしまして平成20年12月１日から実施要綱に基づき

体制づくりを進めているものでございます。３点目

といたしまして、メンタルヘルスに関する講演会を

開催しております。平成21年度におきましては、10

月23日に心の健康講演会、演題は睡眠障害とこころ

の健康という形で講演会を行いましたが、深川保健

所と北空知障がい支援センターあっぷる、それと深

川市が共催して実施したものでございます。新年度

におきましても研修会を計画してまいりたいと思っ

ております。 

 続きまして、人間ドックの健康診断の項目にメン

タルヘルスの項目を含めてはどうかという質疑でご

ざいます。人間ドックの健康診断の項目には、人間

ドックの健診に当たりましては市の職員として、先

ほども水上委員の接遇のところでもお話しいたしま

したけれども、市立病院に対しまして支援の一環と

して職員の人間ドックは市立病院を優先的に受けて

いただくという取り組みを進めております。市立病

院に確認いたしましたところメンタルヘルスの担当

の専門医がいないため、現時点では市立病院でのメ

ンタルヘルスの検査は難しい、メンタルヘルスを人

間ドックのときに行うのは難しいという回答をいた

だいているところであります。しかしながら、この

点につきましても、先ほど問診票的なものという、

ある意味で簡易といいますか、軽微といいますか、

そういうような取り組みを考えてはどうかというの

がありますので、どのような取り組みができるか今

後検討させていただきたいと思っております。 

〇楠委員 特に問診票的なという部分では、本人が

頑張っている人、まじめな人ほどその自覚がないと

いう面もあるのではないかと思いますので、そうい

う面でも問診票とか、そういう面での全体的な把握

ということも必要ではないかと思いますので、今後

ぜひ取り組みについて検討していただきたいと思い

ます。 

〇渡辺総務課長 その点につきましては、少し時間

をいただきまして検討させていただきたいと思いま

す。 

〇川中委員長 44ページを終わります。 

 次に、46ページ、14目水源林分収造林費から17目

協働推進費まで。 

〇松沢委員 46ページの16目情報化推進費でお尋ね

したいと思います。 

 一つは、昨年発注になりましたブロードバンド事

業の拡大整備についてどのような状況になっている

かをお尋ねしたいと思います。総額でたしか１億円

近い工事費の発注だったと思うのですが、深川市内

の地元業者の仕事もあるやに聞いておりますけれど

も、受注状況はどのようになっているかお尋ねした

いと思います。 

 もう１点は、平成21年の繰り越しの事業の見通し

なのですけれども、この辺の事業展開はどのように

なっているかもお尋ねしておきたいと思います。 

〇小杉情報化推進室長 ブロードバンド拡大整備に

つきまして、２点質疑をいただきました。 

 まず初めに、平成20年度の繰越事業分はあけぼの

方面、そして広里工業団地、多度志市街地の整備分

でございますが、これにつきましては、契約額の総

額で9,565万5,000円でございます。これに対しまし

て市内の事業者の皆さんの受注状況でございますが、

まず内容といたしましては、作業中の交通誘導を含

みます電気設備工事が２社ございます。それから、

光ケーブルなどの資材調達で１社、それから多度志

に設置いたしましたＩＰ－ＢＯＸの基礎工事で１社、

さらに監督員などの市内宿泊で１社、合わせまして

５社の受注がございました。受注額の合計が2,178

万7,000円となっております。 

 次に、２点目の平成21年度の繰越事業分について

の質疑でございますが、これも地元の受注に対する
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考え方ということで受けとめさせていただきますが、

これにつきましては２月12日に業者選定のためのプ

ロポーザル審査を実施いたしまして、その際に選定

委員の質問に答える形で提案のありましたＮＴＴ東

日本が説明をしておりまして、内容といたしまして

は、前年度の事業の実績といたしまして、道路占用

許可等の許可申請に思ったよりも時間がかかり十分

な工事期間がとれなかったというようなことで、そ

のために思うような受注をしていただけなかったと

いうことでございます。このような経験から、新年

度、平成21年度の繰越事業分につきましては、認可

の手続を早めるとともに、市内業者の皆さんにあら

かじめ事業の内容やスケジュールについてご説明を

いたしまして、受注可能量がどれだけあるかといっ

たところを事前に把握する作業を前段で進めていき

たいと考えているようでございます。そのために、

現時点でどれだけの発注ができるかという金額的な

ところについては、残念ながらお示しはできないと

いうことでございました。しかしながら、ＮＴＴ東

日本の考え方といたしましては、前年度同様に最大

限の地域貢献を行う用意があるということでござい

ますので、私どもといたしましては、今後の具体的

な協議の中で事業費規模に応じた最大限の貢献がな

されるように強く要請してまいりたいと考えており

ます。 

〇松沢委員 最大限の地元貢献ができるようにとい

う言葉が１つ挟まっておりましたけれども、今の答

弁で、平成20年度の繰り越し分でいきますと9,500

万円の発注をして地元の受注分は2,000万円と。光

ケーブルとか、そういう資材の部分は恐らくほとん

ど大手の本社のほうがやったという気がしますけれ

ども、もともとこれは地域経済の浮揚をねらって出

してきた事業だと思っているのです。私も多少は土

木関係の仕事に携わったこともございますけれども、

一般的に、ある程度の元請あるいは下請のピンはね

があったにしても、この地元の業者の受注分が５分

の１、４分の１よりはまだ少ないぐらいまでしか受

注されていないということは、果たして本来の地域

の景気浮揚策に対してどうだったのかと思って見て

いるわけですが、聞くところによると孫請なんだと。

人件費ぐらいが出れば手いっぱいいいところだった

という話も聞こえてきたりしているものですから伺

うわけです。この辺は、あなた方の言葉をかりて言

えば民間同士の発注、受注の関係で口を挟めないと

いう考えかもしれませんけれども、地元の景気対策、

浮揚対策としては、あなた方の認識としては十分だ

と思って見ているかどうか、その辺をお聞かせいた

だきたいです。 

〇小杉情報化推進室長 地元の地域貢献といいます

か経済効果につきましては、以前から議会答弁の中

でも、全体事業費のおよそ２割程度を想定している

ということでお示しさせていただいております。先

ほど申し上げました2,178万7,000円という金額は、

契約額に対しまして２割を超えているような状況で

ございますので、当初私どもが想定していた金額は

達成できたと考えておりますが、委員がおっしゃい

ますようにもっと多く、できるだけ地元で調達ある

いは作業が発生するような形を、今後業者に向かっ

て求めてまいりたいと考えておりますので、ご理解

をお願いいたします。 

〇北畑委員 16目情報化推進費にかかわりまして、

市役所内の情報セキュリティーとシステム運用につ

いて、何点かお伺いします。 

 最初に、ニュース等々で、いわゆるオフィスソフ

トの違法コピーという問題が、道を初め各自治体で

も去年からことしにかけてさまざま後から後から、

そしてわざわざ補正予算を組んでそのライセンス料

を払うというようなことが報道されております。本

市におかれては、そういうコンプライアンスの低い

職員はいないと認識しております。そこで、いわゆ

るオフィスソフトの違法コピーの調査をされたと思

うのですけれども、その調査内容、そして結果、そ

の後の対応についてお伺いします。 

 次に、情報漏えいについて伺います。外部からは

セキュリティー上、システム内になかなか入れない

ようになっていると認識をしておりますけれども、

自分の職場の端末を使ってやるわけですけれども、

やはり仕事の関係上、そこから家に持ち帰る。いわ

ゆるメモリーを差し込んで持ち帰ってやって、自衛

隊ではございませんけれども、大変な重要な情報が、

たまたまその隊員のパソコンにいわゆるＷｉｎｎｙ

というファイル交換ソフトがあって、そこから漏え

いしたという報道もされております。そんな意味で

は、自分の仕事の情報の持ち出しに関してどのよう

な現状と対応をされているのかというのが２点目で

ございます。 

 次に、行政サービスというのはほとんど、今、情

報システム上のネットワークで行われているわけで
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ございます。だんだんそのシステムは複雑になり、

そして重くもなり、ハードの面、いわゆる機器にお

いても市役所内ではほとんど32ビットを使われて、

現実的には今64ビットのスペックまで上がってきて

いるわけです。そういう意味では、今のこの制度改

正、更新期が迫っているとも聞いております。こう

いう基幹システムの更新に関して、大変お金がかか

る問題でございますけれども、どのような課題をお

持ちになっているのか、そしてその課題に対する対

応について、お聞きしたいと思います。 

〇小杉情報化推進室長 ３点、質疑いただきました。 

 まず１点目、職員端末によりますオフィスソフト

のライセンスの状況の調査でございますが、これに

つきましては、平成20年度に稼働しておりますおよ

そ400台を対象に調査を行っております。このとき

の調査では、一部の端末にライセンス証書や取扱説

明書、それから外箱といったようなライセンスの保

有を証明する部材を紛失しているケースがございま

した。そういったケースがございましたが、調査の

結果、職員が不正にコピーし、業務に使用している

という実態はございませんでした。なお、紛失して

おりました部材など不明なものにつきましては、情

報化推進室が予備として保有しておりますボリュー

ムライセンス、これは契約数分だけコピーして使用

することができるライセンスでございますが、この

ライセンスを割り当てするなどの整理を行いまして

適正な運用を行っておりますし、また外箱などのラ

イセンスを証明するための部材を回収いたしまして、

現在は情報化推進室で一括管理を行っている状況で

ございます。 

 それから、２点目、情報の持ち出しに対する対応

についてでございます。情報の持ち出しに対する対

応、対策につきましては、紙、電子データともに持

ち出す際には所属長の許可を得るなど情報の取り扱

いには細心の注意を払うよう指導を行っております

が、質疑にもありました電子的なデータを複写して

持ち出すといったようなケースで用いられますＵＳ

Ｂメモリーなどの電子的記録媒体の取り扱いにつき

ましては、現在は極力使用しないように指導するに

とどめております。したがいまして、現在のところ

全く禁止するといったような措置はとってございま

せん。これにつきまして今後の対策でございますが、

ＵＳＢメモリーにつきましては、業務上やむを得な

い場合を除き使用禁止にするという考え方を持って

おります。なお、現在導入を進めております情報資

産管理用ソフトでございますが、これによりまして、

許可のないＵＳＢメモリーの端末接続を不能にする

という措置をとらせていただきたいと考えておりま

して、これによりまして不正な情報の持ち出しやウ

イルスの持ち込みに対する対策を強化してまいりた

いと思いますし、先ほどお答えいたしました端末の

ソフトのライセンス保有状況の管理につきましても、

この情報資産管理ソフトで行ってまいる考えでござ

います。 

 それから、３点目の情報管理全般の今後の課題と

いうことで受けとめさせていただきますが、質疑に

もありましたように、情報システム、またネットワ

ークにつきましては、制度改正などに伴います改修

や老朽化した機器やシステムの更新などに毎年多額

の経費を要するということで、さらにはウイルス対

策など新たな技術の確保といったようなところも非

常に難しくなってきている状況でございます。こう

したコスト面、技術面の課題は、深川市のように小

規模団体では特に深刻な問題となってきている状況

でございます。そこで、本市の当面の課題でござい

ますが、国が進める制度改正の対応とあわせまして、

質疑にもありましたように、住民情報や税情報とい

った基幹業務システムの更新を今後いかにコストを

抑えて取り組むかといったことが課題になろうかと

存じております。対応につきましては、特に制度改

正につきましては運用におくれが生じないよう、原

課とともに取り進めを万全に行ってまいりたいと考

えております。さらに、基幹業務システムの更新に

つきましては、可能な限り延命を図るよう取り進め

をしていきたいと考えております。しかし、必ずこ

れにも限界がございますので、その時期をしっかり

と見きわめ対応してまいりたいと思いますが、また

この対応の際には、これまで同様に自己導入で行う

のか、あるいは新たな共同処理の仕組みを利用する

といったようなことも検討を進めてまいりたいと考

えております。いずれにいたしましても、財政負担

を抑えつつ市民サービスの安全で安定した提供が図

られるように取り進めを行ってまいります。 

〇山田委員 46ページ、17目協働推進費について伺

います。 

 説明欄10でありますが、49ページ、コミュニティ

センター等維持管理費3,350万2,000円について伺い

ます。昨年の12月、地域が待望しておりました文西
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コミュニティセンターが完成いたしまして、現在、

毎日空き日がないような状態での利用がございまし

て、地域福祉活動の拠点としても重要な役割を担う

施設として大変意義深いものであり、財政が大変厳

しい折、建設の決断をくださいました市長に対し地

域の感謝の声をお届けし、何点かお尋ねいたします。 

 本市コミュニティセンターの施設数と各施設のそ

れぞれの維持管理費。 

 ２点目は、葬儀に利用されるコミュニティセンタ

ー名とその回数。 

 ３点目は、財政収支改善に伴う維持管理費及び利

用料等の見直しがあると聞いていますが、その内容

についてお尋ねいたします。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇東出委員 ただいま山田委員の質疑の中の３点目、

財政収支改善のところの質疑がございましたけれど

も、このコミュニティセンターの維持管理費のとこ

ろは、平成22年度以降ということで持ち越された項

目の一つでございます。 

 時間をかけたというか、ほかの項目から見ると拙

速さがなかったということもあるのかもしれません

けれども、そういう意味では、余りこのことの財政

収支改善にかかわる問題で、市民の皆さん方だとか

コミュニティセンター関係者から喧騒のようなもの

は聞こえてこないのですけれども、この間どういう

形でそれぞれのコミュニティセンターの振興会の皆

さん方々と協議をしながらこのことに当たってこら

れたのか、改めてお聞かせいただきたいと思います。 

〇早川企画課長 お答え申し上げます。 

 コミュニティセンターの関係でございます。コミ

ュニティセンターにつきましては、今ほど山田委員

の質疑の中にございますように、文西コミュニティ

センターを含めまして15の施設がございます。コミ

ュニティセンターに要する維持管理費につきまして

は、総額で3,350万2,000円でございますけれども、

数字を申し上げますが、納内が475万5,000円、多度

志が446万4,000円、菊水が196万9,000円、菊丘が

133万5,000円、あけぼのが160万4,000円、吉住・更

進が246万2,000円、入志別が165万2,000円、稲田が

167万7,000円、幌成が261万8,000円、鷹泊が313万

7,000円、広里が182万8,000円、内園が98万8,000円、

豊泉が96万3,000円、それで文西コミュニティセン

ターが175万8,000円となっております。 

 次に、コミュニティセンターにおける葬儀の使用

の状況でございます。平成21年度は３月16日現在で

お答え申し上げたいと思いますが、納内、多度志、

あけぼの、吉住・更進、稲田、鷹泊、広里の７つの

施設で葬儀でのご使用があったということでござい

まして、合計で23回、これに係る使用料収入は98万

3,389円という状況になっております。 

 平成22年度におけるコミュニティセンター維持管

理費の見直し内容ということで、山田委員、それと

東出委員のお二人から質疑がございましたので、恐

れ入りますがあわせてということでお答えをさせて

いただきます。平成22年度におけるコミュニティセ

ンター維持管理費の見直し内容につきましては、今

質疑がございましたように、財政収支改善案で22年

度に向けて検討を行うと、このように書かせていた

だいたもので、コミュニティセンター管理運営の抜

本的な見直しという記載になっております。この内

容につきましては、大きく４項目について見直しを

行ったものでございます。まず第１点は、光熱水費

の地域の負担と申しますか５％のご負担をというこ

とで、これは基本的には節約をしていただけないか

ということで金額的に大体５％分をということでご

ざいます。ただ、使用の状況あるいは設備の状況等

もございまして、多度志とぬくもりの里は除いてお

ります。それから、次が保守管理委託料の削減であ

り、13節でお支払いをしておりました管理委託料の

削減についてお願いをしたということでございます。

施設によって若干のばらつきはございますけれども、

これも大体５％程度ということでお願いを申し上げ

ました。続きまして、消耗品の関係でございます。

今まで消耗品につきましては、企画課のほうにお電

話いただいて、うちのほうで買ったり、買っていた

だいて支払ったりということがあったものですから、

平成22年度からは委託料に含めまして、定額をそれ

ぞれの管理協会といいますか、運営協議会へお支払

いをする中で買っていただくということにしており

ます。若干、節減に努めていただきたいということ

で、定額ですから、削減といいますか、少し減じた

部分もございます。あと、最後に使用料収入の交付

ということがございまして、先ほど葬儀の件数など

もお話し申し上げたところでございますが、これは

前年度の使用料収入ですけれども、今まではすべて

市の収入としておりましたが、平成22年度から、こ

の50％をそれぞれの振興会に交付をするとさせてい

ただいております。ですから、平成21年度に仮にで
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ございますが40万円の使用料収入があった施設につ

きましては、翌年度ですから22年度にその50％分を

新たに交付金でそれぞれの振興会のほうにお渡しを

するということで、予算計上額は55万円でございま

すけれども、そういう制度とさせていただきました。 

 なお、これらの説明の経緯でございますけれども、

各コミュニティ振興会に対しましては、例年４月１

日前後ぐらいに委託契約の関係がございますので、

そういうことを考えて今後説明をさせていただきた

いという頭出しと申しますか、そういうことを一度

申し上げまして、７月29日に第１回の説明会を開催

させていただきました。その後、９月17日に第２回

目の説明会を開催いたしまして、このときに私ども

の基本的な考え方を申し上げて、ご了承いただいた

ということでございます。なお、この第２回目の説

明会にはご都合で欠席の振興会がございましたので、

このとき欠席されました納内、幌成、稲田、入志別

の各振興会に対しましては、個別に私どものほうが

出向きまして、その内容をご説明申し上げまして、

ご了承いただいたということになっております。さ

らに、２月４日から16日にかけまして、各振興会、

これは一部、多度志と文西とぬくもりの里は除いて

おりますけれども、こちらのほうに直接、私どもの

担当の職員が出向きまして、個別に見直しに伴いま

す事務の変更手続等、あるいはそれにかかわりまし

て今回の見直し内容等もあわせて説明をさせていた

だいたところでございます。各振興会におかれまし

てはそれぞれご負担が増すというようなところもご

ざいますが、ただ本市の財政状況などもご理解いた

だきまして、ご了承をいただいたと考えております。

コミュニティセンターを担当する企画課といたしま

しては、今後とも地域コミュニティの振興と各施設

の適切な維持管理に努めたいと考えているところで

ございます。 

〇北名委員 17目の協働推進費で、非核平和にかか

わることをお尋ねします。毎年、いろいろな取り組

みがされてきて大変いいことだと思いますし、ます

ます核兵器廃絶に向けての盛り上がりがあるわけで、

ことしの取り組みの様子について去年と変化があれ

ば、そのことも含めてお尋ねします。 

〇早川企画課長 お答え申し上げます。 

 平成22年度の事業の内容でございますが、基本的

には21年度と同様に実施をしたいという考えでござ

います。原爆パネル展、それから非核平和都市宣言

の記念式典、またこれは８月でございますけれども、

長崎の平和祈念式、青少年ピースフォーラムへの参

加、それから平和のつどい、これはピースフォーラ

ムに参加された方の報告会などが行われるわけでご

ざいますけれども、それとピースコンサート、これ

は生きがい文化センターでということになりますが、

ピースコンサートにつきましては、予算は教育委員

会のほうの計上となっております。たしか11万円だ

と思います。それと、かがやきによります平和朗読

会などを予定しているところでございますけれども、

平和運動推進協議会と十分協議を行いまして、多く

の市民の皆さんに参加いただけるように広報活動に

努めたりポスターを張るなどして、適切な事業実施

を図っていきたいと考えております。 

〇田中（昌）委員 48ページ17目協働推進費、交通

安全についてお伺いしたいと思います。一般交通、

学童交通、啓蒙普及、それから施設整備といろいろ

ございますけれども、交通安全ということでまとめ

てお伺いしたいと思います。 

 昨年の予特のときにも、いわゆる人的配置の予算

を削っているではないかと。財政が厳しいのでご理

解をということだったのですけれども、昨年残念な

がら、ここにいる皆さんご承知のとおり、死亡事故

が市内、域内に非常に多発したということで、こう

いう交通安全という取り組みというのは、ふだんか

らみんなが意識を持ってやらないといけないのでは

ないかということで、そういうところで人的配置と

いうのは非常に有効だし効果があるので、予算を削

ったとき本当に大丈夫かという話を去年もさせても

らっているのです。それは何とか対応しますという

ことだったのですけれども、実際としてそうでない

という非常に残念でならないと思います。市の予算

だけがそれではないということは、これまでのいろ

いろな一般質問等での答弁からもいただいています

けれども、とはいえその中でそういう人的配置をし

ていくというのは意識として非常に大事だと思いま

すし、特に子供の人身事故というのもちょくちょく

あると思います。死亡事故に至っているのは、ここ

何年かはありませんけれども、音江でも以前小学校

５年生の男の子でしたか、死亡事故が遭ったという

ことで、そういうことがだんだん風化してしまうと

いうことがあります。ぜひ人的配置ということを基

本とした交通安全の予算の実現をしてほしいと思っ

ていたのですけれども、ことしも残念ながら学童交
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通安全指導員設置費では、昨年よりも３万7,000円

ほどの予算の減額がされています。これは聞くとこ

ろによると共済費か何かの義務的経費の削減という

ことも伺っていますけれども、いずれにしても拡大

すべきというところに反していると思います。ぜひ、

今年度について、そういったことについての配慮に

ついてどう考えているのか。 

 あと、今後、来年度どのような交通安全対策を予

定しているのか、お伺いしたいと思います。 

〇早川企画課長 交通安全関係で質疑いただきまし

たので、お答えしたいと思います。 

 まさしく委員が今おっしゃいましたように事故の

ことにつきましては、死亡事故がふえたということ

で、私どももこれの交通安全運動の推進に向けてさ

らに頑張っていかなくてはいけないと、関係機関と

一緒になってそう感じているところでございます。

本市といたしましては、引き続き当然ながら交通安

全の推進に取り組むということで、深川警察署など

関係団体と連携いたしまして、毎回申し上げている

わけでございますけれども、各期４回の交通安全運

動がなされているということ、それから６月とか10

月の行楽期あるいは輸送繁忙期の運動、活動、それ

から街頭啓発なども行っておりますし、町内会等の

協力を得てこの４期の運動期間中の早朝啓発も実施

しております。また、運動期間以外にも４月から11

月の間でございますけれども、交通安全指導員によ

る各地区の週２日、交通安全協会から週１日、早朝

児童生徒への交通安全指導を行っていただく予定と

なっておりまして、通学時の交通安全確保も図って

いきたいと考えております。学童交通安全指導員も

平成21年度と同様でございますけれども、学校が休

みの日以外は市内の小学校を巡回し、通学時あるい

は下校時の交通安全指導を行っているということで

ございます。これとあわせまして、市におきまして

もことしの１月からでございますけれども、公用車

に交通安全ステッカー、マグネットの物でございま

すけれども、それを張って意識の啓発に努めるとい

うこと。 

 それから来年度につきましては、総務課とも協力

いたしまして職員の交通安全講習を実施し、またそ

れに合わせた啓発活動なども行っていきたいという

ことを、今総務課長と相談させていただいていると

ころでございます。それと、平成22年度の予算にお

いては、交通安全指導員用の赤色の回転灯、これは

夜間、国道12号ですとか、そういうところで指導員

さんですとかいろいろな方にお願いをして車につけ

て意識啓発しているわけですけれども、赤色回転灯

を20個、あるいは指導員が使う誘導棒の配備も進め

ますし、視線誘導標というのでしょうか、デリネー

ターの設置にも努めていきたいと考えているところ

でございます。人的配置が基本という質疑もござい

ましたけれども、私どもは課一丸となって、職員対

応でなるべくこれらの啓発活動に取り組んで、今ま

でから活動が減じないように一生懸命頑張っていこ

うと考えているところでございます。 

〇田中（昌）委員 再質疑をさせていただきたいと

思います。 

 いろいろ整備費については昨年より30万円の増額

ということで、そういう赤色回転灯をふやすことで

の予算措置というのも、これは確かに１つの効果は

あると思うのですけれども、前段話しているとおり

でございます。また、課を挙げてという話だったの

ですけれども、やっぱり市役所を挙げてという意識

を、市長を先頭に持っていただくのが一番いいので

はないかと思いますし、当然持っていらっしゃると

は思うのですけれども、例えば市長、副市長あるい

は教育長などが動くときにセットカーというのです

か、白と黒に塗られたワゴンタイプの車に乗って現

地まで行くとか、そういう工夫もぜひ率先してやっ

ていただければ、そういう車が動いていてそこから

市長がおりてきて市長どうしたのというような話に

もなれば、交通安全のために頑張っていますという

アピールにもなるのではないかと思いますので、ぜ

ひそのような工夫も企画課という市長の秘書を授か

っている部分としてもやっていけば、効果が上がる

のではないかと思いますので、そんな工夫もぜひ考

えていただければと思いますけれども、それについ

てお答え願いたいと思います。 

〇早川企画課長 お答え申し上げます。 

 今ほど委員からのご指摘があったとおりでござい

ます。市役所を挙げて交通安全運動に取り組むとい

う気持ちは、全職員一丸となって持って仕事に当た

りたいと考えております。セットカーのお話もいろ

いろございましたが、私ども、課で移動するときに

はなるべくセットカーを使って、啓発用のテープが

ございますのでそれを流して活動しているところで

ございます。交通安全対策は、委員もご承知のよう

にさまざまな活動があり、それぞれの立場で必要な
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会議ですとか啓発運動、もろもろに主体的に実施し

ているものもございますし、関係機関と一緒になっ

て参加しているというのもございますので、今後も

その方針で活動してまいりたいと思いますし、市長

を先頭に一丸となって交通安全対策に取り組むとい

う気持ちで仕事に当たりたいと考えております。 

〇松沢委員 17目協働推進費、街路灯の維持管理に

ついてお尋ねしたいと思います。 

 市内の街路灯には、開発局がつけた国道の分、あ

るいは道道についている分、そしてまた深川市が幹

線道路につけた市道の分、そして町内会が希望した、

そういうものもあります。それで、町内の方々から

今、いろいろな不満の声が出ているのですが、昨年

行財政改革と称して、この街路灯の維持の助成が５

割から４割に減ったという中で、町内会が頼んでい

ないのだけれども、市が幹線道路だといってつけた

部分も含めて全部町内に持たせてくるというのはい

かがなものかという声が噴き出しておりますけれど

も、この辺の考え方についてお聞かせいただきたい

と思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇宮田委員 説明欄の９、街路灯設置事業のところ

で関連して伺います。 

 現在、本市では、水銀灯から蛍光灯というのもあ

るのかもしれませんが、私の知る範囲ではナトリウ

ム灯への交換が進められていると思います。しかし

最近では、最新の半導体技術であり世界的にも注目

されていますＬＥＤ街路灯が既に製品化されており

ます。このＬＥＤというのは発光ダイオードのこと

ですが、このＬＥＤ灯は消費電力が非常に少なく、

寿命が長いという特徴がありますが、二酸化炭素排

出量や器具更新に伴う廃棄物の削減だとか、あと保

守費や電気料金の節約ができるなどまさに時代にか

なった街路灯であると思います。このような地球環

境への負荷が少ない省エネ、省資源のＬＥＤ防犯灯

の設置について、札幌市を初め、札幌市では今月ま

で実証実験が行われていると思いますが、札幌市を

初め多くの自治体が推進する報道を見ております。

本市における基本的な考えについて伺いたいと思い

ます。 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇松沢委員 別な質疑だと思うので、委員長の手元

で整理してほしいと思うし、宮田委員の質疑には、

私も一言関連して質疑したいことがあるので、この

まま進められたらそれができなくなるので、整理し

てください。 

〇川中委員長 とりあえず松沢委員の質疑に対して

答弁願います。 

〇早川企画課長 それでは、松沢委員さんの質疑に

お答えさせていただきたいと思います。 

 街路灯のお尋ねでございましたので、全般的なこ

とをまずお話を申し上げたいと思います。今、委員

の質疑にありましたように、財政収支改善案で平成

22年度に向けて検討すると言った中に、街路灯設置

事業に係る維持費補助金の見直しという項目がござ

いました。私どもといたしましては、町内会で設置

されております街路灯にかかる、これは電灯料金の

補助率でございます。この補助率を現行の50％から

40％に見直しということで話を進めさせていただい

たわけでございます。つまり、10％補助率が下がる

ということでございます。この件につきましては経

過を説明させていただきますが、６月下旬から始ま

りまして、まず５地区の連合町内会長、それから６

丁目、銀座、共栄、日の出商店街のそれぞれの理事

長さん、それと丸山観光協会の会長さんにご説明に

伺っております。８月には、納内は地元要望がござ

いまして、地区の説明会をさせていただきました。

９月30日の行政連絡員の代表者会議で、この内容に

ついてご説明を申し上げまして、基本的な了承をい

ただきました後、10月と11月に開催されました各地

区、５地区ございますが、行政連絡員の会議の席上

でご説明を申し上げ、ご了承をいただいたというこ

とでございまして、12月３日の広報の発送時にこの

補助率の見直しに係ります内容につきまして、それ

ぞれの町内会長さん並びに商店街の理事長さん方に

文書を差し上げたところでございます。ご町内にお

きましても、財政状況は厳しいということでござい

ますから、補助率の削減ということにご理解とご協

力いただき大変感謝を申し上げているところでござ

います。なお、街路灯には町内会が設置されるもの

と道路照明の部分がございますが、町内会が設置さ

れているものにつきましては、今ほど申し上げまし

たように補助率を10％下げさせていただいておりま

すけれども、それ以外の道路に係るものについては

今までどおりでございまして、町内会のご負担は月

額で白熱球の２分の１と思います。電気料は多少月

で動きますけれども、216円程度のご負担は今まで

とは全く変わっておりません。 



- 53 -

〇松沢委員 最後のところで一部分、配慮したとい

うことが表明された答弁かと思って聞いていました

が、もともと開発関係、国道のやつはそちらでもっ

て、道道については相当間引きもされておりますけ

れども、依然として道のほうで持っているという実

態にあるわけです。町内の会長さん方の言い分を聞

きますと、説明会で説明してご理解ください、ご理

解くださいと言うけれども、理解できないと言って

も強引にご理解を求めて押し切っていったという表

現をしております。それが実態なのではないかと思

うのです。必ずしもこれは理解されていません。そ

れで、幹線道路の市道の部分は依然として５割だと

いうことです。全部持っていないで町内が持たなけ

ればならないところに、補助率が下げられたところ

から、またさらにその町内からそこへ不満が噴き出

しているわけです。ですから、決してそうでなかっ

たら私のところへ、この問題について不満があるか

ら議会で取り上げてくれ、予算委員会で取り上げて

くれという話にならないです。理解されていないと

いうことで、あなた方は、そういう理解でわかって

もらわないとうまくないと思います。 

〇早川企画課長 お答え申し上げたいと思います。 

 強引にというお話がございました。決して私は強

引に言ったつもりはないわけでございますけれども、

各地区の行政連絡員会議においてももちろん説明を

させていただくということは、若干の時間をいただ

いて、なるべく聞こえやすいようにということで大

きな声で申し上げた点はございます。そこで皆さん、

まあしようがないというような顔はされましたけれ

ども、基本的に最後は理解をしていただいたと。こ

れは多くの皆さんがご出席いただいた会議ですべか

らくご説明させていただいたことでございますので、

今後とも説明が足りないという部分が出てくれば、

またきちんとご説明をさせていただきたいと考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

 それと、１点、道路の関係でございますけれども、

道路の関係は、担当は私どもではないのですけれど

も、以前からきちんと協定というのですか、そうい

うのを結んでいる制度になっておりますので、それ

で道路照明についてもごく一部分については町内会

でご負担をということで来ているものでございます。

これについては、今回の改正では全くいじっており

ません。 

〇松沢委員 今の課長の説明ですと、強引に理解を

求めたわけでないということであれば、これからも

再考の余地があると今聞いていたのですけれども、

そういう解釈でよろしいですか。 

〇早川企画課長 少し説明の仕方がまずかったのか

もしれませんけれども、前段申し上げましたように

この案件につきましては、財政収支改善案で平成22

年度に向けて検討するということを表明いたしまし

て導入したものでございますから、この制度につい

ては今後もこの方向で進めさせていただくと、この

ように考えております。 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇田中（昌）委員 進行整理のために休憩をとって

いただけませんか。さっきの松沢委員と宮田委員の

関係のところ、理事会の確認では、最初の質疑…… 

〇川中委員長 その件に関しては、私のほうから申

し上げます。 

 松沢委員に申し上げますけれども、松沢委員に関

連して宮田委員が質疑したのですけれども、その関

連した宮田委員にまた関連ということにはなりませ

んので……（｢１つ聞きたいです。一問一答という

方式だと思うから、これ１つしか聞かなかったけれ

ども」と呼ぶ者あり）街路灯の関係では、質疑する

ことがあれば全部、最初に言っていただければよか

ったのだけれども……（｢それが先でないから今の

現象が起きるので、その整理のために１回休憩をと

って……」｢ちょうどいい時間ではないか」｢休憩を

とって整理して、もう１回やったらどうでしょう

か」と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩します。 

（午後 ２時４４分 休 憩） 

                                       

（午後 ２時５５分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 宮田委員の質疑は終わっておりますが、松沢委員

からの関連がございますので、特別に許可します。 

〇松沢委員 どうも私の解釈のほうが違うようだっ

たのですけれども、バッテンとまではいかないで三

角ぐらいかと思いますが、関連して質疑させてほし

いと思います。 

 ナトリウム灯との関係ですが、もと水銀灯がつい

ていて、これは納内の公住ですけれども、ガがたく

さん寄ってきて苦情が舞い込んできまして、深川市
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の担当のほうに言ってかなり無理をしておととしの

秋ナトリウム灯に切りかえてもらったところがある

のです。そうしたら、びったりとガが寄らなくなっ

たというので非常に喜んでいました。ＬＥＤは青い

光で、発光ダイオードの光というとまさに誘ガ灯の

光みたいな光なので、またぞろ電気を使わなくなっ

たが、ガが寄ってきたというようなことになりはし

ないかと思って心配なものですから、もしつけて問

題ないのであればよいのですが、データだけでなく

て現地に実際につけてもらって虫の集まり状況もし

っかり検査した上での作業を進めてもらいたいと思

います。そういう立場で答弁願いたいと思います。 

〇早川企画課長 お答え申し上げます。 

 初めに、宮田委員からの質疑の関係でございます

けれども、発光ダイオードを用いましたＬＥＤの照

明につきましては、東京都でありますとか札幌市を

初め、多くの自治体で取り組みが進められていると

いうところでございます。現実は、多数のメーカー

がさまざまな機種の開発を本格化しているという状

況になっております。本市におきましても、実際に

その性能について確認したいと考えておりましたと

ころから、稲穂町のご町内にご協力いただきまして、

稲穂町２丁目６番のところに１基、このＬＥＤの防

犯灯を設置いたしております。ナトリウム灯ですと

か水銀灯に比べ設置費が割高になるということがご

ざいますけれども、電気料が削減されるということ、

それから光源の寿命が相当延びるということもござ

いますので平成22年度におきましては、本市の深川

市街路灯補助金交付条例に基づきましてＬＥＤの照

明に変えたいというご町内があれば助成の対象にし

ていきたいと考えております。４月に入ってから行

政連絡員の全体会議の中でもそのようなお話もさせ

ていただきたいと考えております。 

 次に、松沢委員からのお話でございます。そのＬ

ＥＤの関係の光源でございます。私がいただいた資

料では、飛来する害虫の好む波長が専門的なお話で

すと360ナノメートル付近ということだそうでござ

います。それで、このＬＥＤの波長は、三菱の資料

によりますと大体450ナノメートルぐらいとなって

おります。ただ、これだけでは違うといっても実情

はわかりませんので、先ほどお話し申し上げました

稲穂町に１基設置されておりますので、それらの状

況も見ながら必要であれば情報なども町内会の皆さ

んに提供させていただきたいと思います。 

〇宮田委員 稲穂町の町内会にご協力をいただいた

ということで、それはそれで結構だと思うのですが、

実際のその性能について確認したいということで実

証実験だと思うのですけれども、それであればもう

少し市役所から直接見えるようなところにつけられ

ないものかと思ったのですけれども、いかがでしょ

うか。 

〇早川企画課長 今後も、稲穂町でも役所に近いと

思っているのですけれども、おっしゃるようにより

近くにそういうものがあれば検証も可能かというこ

とがございます。横に総務課長がおりますので、総

務課長ともまた相談させていただきたいと思います。 

〇川中委員長 46ページ、ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 次に移ります。48ページ、18目ぬくもりの里費か

ら19目地域振興費まで。 

〇水上委員 19目の地域振興費のところで、元気会

議についてお伺いしたいと思いますが、一部商工振

興費のほうにもかかわるとは思うのですけれども、

ここであわせてお伺いしたいと思います。 

 頑張る地方応援プログラムによって元気会議とい

うものが設けられ、三つの部会を持って今まで活動

されてきたわけですが、このプロジェクトが平成21

年度で終わるということで、今後その内容というか、

どのように継承されるのかというところでお伺いし

たいのですけれども、この件に関しましては、私も

一般質問の際などに質問させていただいております

が、何とか継承したいという答弁をいただいており

ますので、次年度は新たに名称を変更してこの部会

が引き継がれるようでありますが、この元気会議の

今後ということで移行後の活動をどのようにお考え

なのかと、また各部会の構成等をどのように考えて

いるかお伺いしたいと思います。 

 それと、二つ目には財源に関してですが、この３

年間は交付税ということで対応していたと思うので

すけれども、今後はどのような対応になるのか。 

 また、３年計画の最終年度ということで、このプ

ログラムのそれぞれの活動、いろいろ目標設定等し

て活動してきたわけですが、その総括はどのように

されているのかお伺いしたいと思います。 

〇平地域振興課長 それでは、ふかがわ元気会議に

ついてということで、私のほうから答弁させていた

だきます。 

 まず、経過でございますが、ふかがわ元気会議は、
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市民レベルで産業振興に寄与することを目的に、平

成19年８月に設立、市内の事業所あるいは農業者の

方、各種団体、機関など、業種を超えて広く市民の

参画を得て、知恵とアイデアに富んだ地域経済や産

業の振興につながる事業の企画、運営を進めてきた

ところであります。元気会議の設置後、会議の構成

員から選任された委員で組織する運営委員会の中で、

事業の柱となります中心市街地の活性化、移住・定

住の促進、既存企業者の育成、新産業の創出及び企

業事業所誘致促進の大枠づくりを検討の後、より具

体的な事業展開を図るため中心市街地活性化部会、

移住・定住促進部会及び地域産業活性化部会の３つ

の部会を中心に活動を進めてまいりました。次に、

活動状況でありますが、個々の部会の活動状況を簡

単に申し上げますと、中心市街地活性化部会では、

まちの中ににぎわいの場を創出することを目的に、

空き店舗フェスタや火防線フェスタなどを開催し、

多くの来場者でにぎわったところであります。移

住・定住促進部会では、市が実施している移住促進

事業への協力や、部会の独自事業としてホームペー

ジを立ち上げて、移住希望者へ向けての情報発信や、

あるいは移住された方たちとの交流会を実施するな

ど、きめ細かなサポート体制をとっていただいてお

ります。地域産業活性化部会では、特産品開発を中

心に、シードルあるいはクレープのほか、拓殖大学

北海道短期大学の石村教授が開発しました黒米きた

のむらさきを活用した商品開発の可能性などを進め

ており、その関連商品については、21社、56品目ま

でふえたところであります。これら３部会にありま

しては、今後も引き続き事業を行っていくことで各

部会の中で確認をいただいており、今回必要な予算

を計上させていただいたところであります。各部会、

これは仮称でありますが、それぞれの取り組みにつ

いてご説明申し上げますと、新たな移住者や市民の

参加を求めて、市民視点の独自の移住サポートを充

実させることを目的に設置される、移住推進会議移

る夢深川に70万円。空き店舗の継続的事業展開を目

指し、先進地の視察も行いながら商店街との連携を

深めることを目的に設置される、中心市街地活性化

市民会議に110万円。黒米、シードル、山そばなど、

これまで開発した資源のさらなる普及と新たな地域

資源の掘り起こしを行うことを目的に設置される、

地域資源活用会議に225万円をそれぞれ予算化して

おります。これまでのふかがわ元気会議という組織

の形態は、今月末で活動を一応終了するわけですが、

果たした役割は大変大きなものと思っております。

各部会においても、今後も３部会の連携を図る仕組

みを残したいという点では一致しているところであ

り、新年度の早い時期に、新たな組織の立ち上げに

向け努力していくところであります。 

 次に、予算措置でありますが、平成21年度までの

取り組みに対する予算措置につきましては、国の支

援制度であります頑張る地方応援プログラムを活用

し、地方交付税措置を受け３年間実施してきたとこ

ろでありますが、22年度にあってはこの支援がなく

なることから市の単独での予算を予算化しておりま

す。今後、国や北海道など関係機関の補助メニュー

で対象となるものにあっては、補助採択を受けられ

るようにしたいと考えております。 

 次に、頑張る地方応援プログラムについてであり

ますが、地域経済の活性化の取り組みとして３つの

プロジェクトを実施するため、この制度を活用した

ところであります。このプロジェクトの概要であり

ますが、コンパクトなまちづくりを模索するため、

商業者や市民の意向を把握するとともに空洞化する

中心市街へ人の流れを導き出し、まちのにぎわいを

創出することを目的に、まちの活性化に向け総合的

な取り組みを展開する、にぎわいの街創出プロジェ

クト。二つ目でございますが、移住・定住の促進を

進め地域経営の充実や暮らしやすい生活環境づくり

を目指す、来てみて暮らすプロジェクト。三つ目と

しまして、異業種進出や新たな取り組みへの展開を

可能とする産官学連携体制の構築、企業、事業所誘

致などを進める地域経済の活性化を図ることを目的

に、総合地域経済活性化計画となっております。そ

れぞれの成果目標と結果についてでございますが、

にぎわいの街創出プロジェクトでは、中心市街地へ

の誘導の指標となる道の駅コンシェルジュの応対あ

るいは案内件数について年間2,000件と定め、実績

については、平成19年は2,840件、20年は2,079件、

21年は2,234件であります。来てみて暮らすプロジ

ェクトでは、３年間で15件、30人の移住者の増加と

いうことで設定いたしましたことに対して24件、58

人。総合地域経済活性化計画では、３年間で２件の

企業立地に対して２件、それぞれ目標を達成してい

るところでございます。これら３つのプロジェクト

が目指したものは、市政の最重要課題の一つである

地域経済の活性化の取り組みと同じものであり、今

い 

るむ 
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後も引き続き地域の活性化に向け努力していく考え

であります。 

〇田中（昌）委員 18目ぬくもりの里費でお伺いし

たいと思います。 

 まあぶ'sキッチンという、昨年の秋から振興公社

に委託というか、自主的にやっていただくというよ

うな形で入っておるということです。このことにつ

いては、12月の補正予算の際にいわゆる負担金使用

料みたいなものを納めていただくということについ

て、これはやっぱりこれまでのもとのそば屋さんの

ときのような対応について検討していくということ

は、今後、しっかりとこの経営状況に応じてやって

いかなければといけないということで一定理解はし

ますので、その点についてはぜひ進めていただきた

いと思います。 

 今回の質疑につきましては、このぬくもりの里の

いわゆるファーマーズマーケットというか、そこで

農産物の販売をしていましたが、農産物の販売は、

今どういう状況になっているのか。従前は手前側に

農産物がどんとあって、奥のほうにレストランとい

う形で販売をしていたのですけれども、かなりの販

売量もあったり、いろいろな手芸品や何かもあった

という時期を記憶しているものですから、そこから

比べると今現在、どのような販売方法でどのように

なっているのか、売り上げ等も含めてどういう対応

をしているのかお伺いしたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇北畑委員 ぬくもりの里費のまあぶ'sキッチンに

ついて、関連がございますので１点だけお伺いした

いと思います。 

 昨年の７月ですか、レストランが開業しまして、

言うなればその前の状況と同じような状況にありま

して、さまざまな議論、経過の結果、近くに道の駅

もあるということで、大変な状況の中で前の経営者

の方は撤退されて、新たに今ありましたように振興

公社でレストラン業務を始められたと。まだ１年た

っておりませんが、このレストラン、冬の間はなか

なか厳しい状況かとは思うのですけれども、今まで

の経費も含めた経営状況と、あと心配されるのが道

の駅が近くにあるいうことで、振興公社といえども

収支がきちんととれるのか、その見通しみたいなも

のがあればお知らせ願いたいと思います。 

〇早川企画課長 お答えを申し上げます。 

 まず初めに、田中昌幸委員から質疑がございまし

た農産物の販売状況の関係でございます。 

 調査いたしましたところ、販売の品目は、リンゴ、

大根、ニンジン、ニンニク、豆類など大体52品目を

販売している状況でございます。売上額につきまし

ては、これは昨年の７月25日のオープンから本年２

月までの合計で約40万円と伺っております。農産物

の仕入れにつきましては、地元の向陽地区の生産者

の方からも仕入れをしているようですし、そのほか

にも深川市内の生産者から仕入れを行っているとい

う状況でございます。販売方法は委託販売という形

になっておりまして、売上額の20％を手数料として

振興公社でいただいているというような状況でござ

います。農産物の販売場所が、レストラン側でとな

っている関係についてですが、振興公社の場合は、

現状限られた人数でまあぶ'sキッチンを運営してお

りますので、今までありましたファーマーズマーケ

ット側に農産物を置いて販売するとなると、人の目

がそこまで行き届かないということで、人的な関係

で難しい状況にあるため、レストラン側のほうでの

販売となっております。昔ありました、その販売し

ていた部分は、逆にレストランのほうが出まして、

テーブルとかいすを置いてそちらでも食事ができる

ようになっております。今後ともさらに工夫して、

来館した方が農作物を購入しやすいような方法など

について、運営協議会の皆さんや振興公社の皆さん

とも検討していきたいと考えているところでござい

ます。 

 続きまして、北畑委員からの質疑の点でございま

す。７月25日に開業ということでございますから、

まだ日が浅うございます。１年間を通してというこ

とでございますが、今までが冬季間はお休みをして

いたということもございまして、やはり年間あいて

いるのだということを多くの皆様に知っていただか

ないと、なかなか経営的には厳しいのではないかと

考えております。振興公社のほうで、初期投資のほ

うにもある程度力を入れていただいたということで

ございますので、経営状況としては、今のところは

なかなか大変な状況かと。ただ、夏は結構お客様が

いらっしゃるのですけれども、冬はおっしゃったよ

うに若干下がりぎみといいますか、ですからこれが

通年営業しているのだということを多くの方にわか

っていただければ、この後、経営のほうはうまくい

くのではないかと期待をしております。担当でござ

いますので、先ほどのお話もございましたように、
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運営協議会の皆さんや振興公社の皆さんともいろい

ろご相談をさせていただいて、このようにうまくい

く体制を今回つくらせていただきましたので、先ほ

ど田中昌幸委員からの前段でお触れになった部分も

含めて、もう少しお時間をいただいてその経営状況

を見させていただいて、工夫を重ねてうまくいくよ

うに努めていきたいと考えております。 

〇北畑委員 まだ１年もたっておりませんし、冬の

間もあいているという認識もございません。 

 ところが、何かレストランだけではなくて、私も

注文いたしましたが、弁当の出前のように積極的な

営業展開もされているという状況も伺っております。

そんな意味では、やはり黙ってあそこに座しても、

なかなか今言われる目標が成就できないのではない

かと思いますので、多角的な、外に出ることも含め

て考えていかれたほうがいいと思いますので、その

辺もし見解があれば。 

〇早川企画課長 そういう幅広いご支援をいただい

ているということは、振興公社の皆さんにとっても

大きな励みになりますし、結果といたしましては運

営協議会の皆様にとっても大変いいことだと思いま

すので、ぜひ応援をしていただければと思うところ

でございます。 

〇東出委員 私も18目ぬくもりの里費のところで質

疑をさせていただきます。 

 なぜここだけぬくもりの里ということで残ってい

るのかと。もとをただせばライスランド構想という

ものがあって、４つの里づくり、いざないの里はい

ざないの里と言わないのです。皆さん、道の駅と言

うのです。ふれあいの里はふれあいの里と言わない

のです。まあぶと言ってみたり、交流センターと言

ってみたり、まあぶキャンプ場と言うのです。それ

から、はぐくみの里は、ＪＡを中心とした米の施設

で、ああいうカントリーエレベーターですとかいろ

いろな施設が建っている。ここだけぬくもりの里と

いう表現が残っている。では、ぬくもりの里という

のは、向陽館を含めてぬくもりの里かと思ったら、

向陽館は教育委員会のほうにいっているのです。と

なると、ここでいうぬくもりの里は、ほっと館ふぁ

ーむのことなのかと。必ずしもそうでないのかと。

しかし、このほっと館ふぁーむも中にコミセンの部

分があってみたり、今、議論のあったファーマーズ

マーケットがあったり、レストランが入ったりとい

うようなことになっているのです。さっきコミュニ

ティセンターの部分について、コミュニティセンタ

ーごとに維持管理費の話がありましたけれども、維

持管理費の５％削減等々というようなことからすれ

ば、対前年比マイナスということになっているので

すけれども、ここはぬくもりの里という感じになっ

て、通年、レストランが営業するからということも

含めて、前年比増額になっているのです。そういう

意味では非常にわかりづらい。ぬくもりの里のとこ

ろはいいです。前市長のことを連想させるという意

味も含めて、私はもう何らかの里というのはやめる

べきだと思うのです。ほかのところでそういう里み

たいな呼び方をしているところはないわけだから、

これは答弁はいいです。 

 ただ、今言うところのほっと館ふぁーむのところ

の持ち分が明確になっていないのです。わかりづら

いというか。管理も含めて。先日から何回か足を運

んでいますけれども、トイレットペーパーをどっち

が買うのだと。まあぶが買うのか、あそこの振興会

のほうが買うのか、市が買うのかみたいな話という

のが結構ありまして、そういうことも含めて、非常

に持ち分がわかりづらい。いろいろなところが入り

過ぎているのです。コミセンの推進協議会みたいの

が入っていたり、まあぶ'sキッチンが入ることによ

って、まあぶ'sキッチンの皆さん方、さらには振興

公社と市でしょう、本当にどこのところをだれに聞

いていいのか、今回も質疑するのに非常に迷うぐら

い、所管も含めて、どこからどこまでということも

含めて、非常にわかりづらいのですけれども、この

全体の五百何十万円の予算の割り振り、どこの部分

に何ぼ何ぼというのをまず示してほしいのと、増額

になったところも教えていただきたい。 

 それから、今、前段、かつての穂波と違って、今

度のまあぶ'sキッチンは通年で営業するということ

になっている。私、よくあそこを通るのですけれど

も、旭川側から行くと少しカーブになって信号にな

っていて、少しわかりづらいと言えばわかりづらい

のです。前から出入り口という話があって、これも

公安委員会でいろいろなことがあって、なかなか実

現しづらいというのはわかるけれども、やっぱり粘

り強くそういう要請もしていくということも必要だ

と思う。今度、逆に札幌から来る。さっき早川課長、

通年で冬もやっているのだということをＰＲしてい

かなければいかんと。札幌側から車で来たら、除雪

した雪がどんと積まれていて見えないのです。一つ
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も見えない。やっているという雰囲気が何もないの

です。そういうことからすると、普通の商売的感覚

からいくと、ああいう除雪の仕方は考えられないの

です。だから、そういう責任がどこにあって、だれ

がどこに物を言ったりということも含めて、恐らく

気がつかない人がそういうところをやっていれば、

レストランをやっている人たちにすれば気がつくの

かもしれないし、そういう気がつかない人たちが気

がつかないところで一生懸命、駐車場の除雪をして

いるのだからいいだろうというのではなくて、それ

はせっかくやっていることを見えなくしていいとい

うことにはならないので、そういうことも含めてい

ろいろなことを言いましたけれども、答弁してくだ

さい。 

〇早川企画課長 お答えを申し上げたいと思います。 

 ぬくもりの里予算の増額の内訳でございますけれ

ども、平成21年７月25日から振興公社が運営協議会

の委任を受けてファーマーズマーケット事業、食材

提供事業、物販等を担うということで、通年営業と

いうことでございますから、このことに伴いまして

経費が増となるもので、燃料費で18万4,000円増の

69万2,000円、光熱水費も44万1,000円増の192万円、

駐車場の除雪の委託料も５万円増の65万円を計上さ

せていただいているところでございます。504万

3,000円ということでございますので、この中に細

かな原材料費ですとか、あるいは先ほど申し上げま

したコミュニティセンターに係る部分の管理委託料

というようなものも含まっての話でございます。 

 除雪の関係でございますけれども、委員が今おっ

しゃられたように、札幌方面から来ると見えないと

いうことでございます。交流促進施設の状況が、奥

側のほうに向陽館があるということ。左側のほうに

進みますと、国道から建物が見えなくなる。いろい

ろ考えた結果なのですが、建物の正面に雪を押した

と。押したところが、今、委員がご指摘になったこ

とが生まれてきた。経費を抑えるというところがあ

ったものですから、排雪の回数なども削減するとい

うことで、そのようなことになったわけでございま

す。平成22年度におきましては可能な範囲で排雪の

回数などのことも考慮しなければいけないと思いま

すし、そこはご商売といいますか、運営をやってい

る振興公社の希望なども聞きながら、全体的に検討

をさせていただいて、視界のほうもなるべく見える

ような形で進めさせていただきたいと思います。 

 それと、前段あった、いろいろ地域の方も通年で

新たに振興公社が入ってきてということもございま

すから、多少混乱するという部分もあろうかと思い

ますので、私どもは積極的に出かけて行って、きち

んとご説明申し上げて、不満が残らないような形に

努めさせていただきたいと思います。 

〇水上委員 19目地域振興費の中の拓大の振興とい

うことで、助成金の関係をお伺いしたいと思います。 

 拓大に対する支援ということで、助成金の出し方

というか、形が見直されたところでありますが、こ

の各種助成金の内容がどうであったか、一つお伺い

しておきたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇東出委員 私も拓大のところでお聞きしたいと思

います。 

 一つには、水上委員からありましたけれども、こ

れまでも社会人学生のいわゆる学費の部分の全額助

成です。入学金のところは少し変わったようですけ

れども、そういう指摘をしてきましたけれども、そ

の際に今後ともこれらのことについては拓大と協議

を続けていくのだというような形のお話になってご

ざいますので、そこのところがどういう状況になっ

ているかお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、現在の拓大の学生の募集状況。 

 それからことしの卒業生の動向等もお聞かせいた

だきたいと思います。新聞にも出ていましたけれど

も、以上３点についてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

〇平地域振興課長 拓殖大学の振興についてという

ことで、お二方から質疑がありましたので、逐次答

弁申し上げたいと思います。若干、順不同となるこ

とをお許しいただきたいと思います。 

 最初に、拓殖大学の入学状況でございますが、学

生の確保に向け、一般の入学試験、あるいは社会人

の入学試験、高等学校のほうの推薦、ＡＯ入学、さ

らには外国人留学生、自己推薦入学試験など、それ

ぞれ実施し、受験機会の増加をそれぞれやって現在

入学者の募集を行っている最中でございます。３学

科の入学定員は280人ですが、過去５年間の状況を

お話しいたしますと、平成17年度が231人、18年度

が200人、19年度が211人、20年度が201人、21年度

が190人となっております。このうち、平成21年度

の190人の科ごとの内訳を申し上げますと、環境農

学科、定員70人に対し61人、経営経済科が定員150
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人に対して82人、保育科、定員60人に対し47人とい

う状況になっております。なお、今年度につきまし

ては、最終合格発表が３月25日ということで、15日

現在の数字でございますが、160人の入学と伺って

おります。 

 次に、予算の内訳でございますが、今回予算書に

記載されております3,829万3,000円、このうち補助

交付金にかかわるものが3,815万円ですので、この

部分について説明させていただきます。大学の振興

助成金として、深川市内に在住する子弟及び北空知

管内高等学校卒業者を対象とした奨学金制度を短大

側で平成21年度に創設いたしましたので、１学年当

たり各学科５人で合計15人分の奨学金の助成、それ

を市の助成対象としたものでございます。なお、入

学金については、今回助成対象外とさせていただい

ております。大学の奨学金制度全体を見ますと、１

億円程度と伺っているところでありますが、そのう

ち3,200万円、およそ３分の１を助成するという内

容でございます。さらに、学生確保の対策について

は、高校訪問をしたり、オープンキャンパスあるい

は進学相談会などの経費に1,600万円がかかってい

るところでありますが、市はこのうち100万円の支

援、さらにミュージカルの助成で20万円、市民公開

講座等開催助成金で15万円という内容で、短大に対

する助成、これらすべてを加えますと3,335万円に

なります。次に、後援会の助成として、短大生の自

動車免許取得に対する助成ということで、お一人に

つき４万円で、40人分で160万円を計上していると

ころであります。さらに、市内に転入し居住した方

を対象に自立生活助成要綱を平成21年度に定め、１

人２万円で160人分、320万円を計上し、補助交付金

合計で3,815万円になるものであります。 

 次に、卒業者の進路状況でございますが、平成22

年２月現在でございますが、190人の卒業生のうち、

就職希望者91人がおられまして、そのうち77人の方

が今現在決定しているという状況でございます。 

〇松沢委員 私は、同じ拓大でも研修所の関係を伺

いたいと思います。 

 旧深川農高で拓大本校から夏期研修という形で、

おととしから来ていろいろなことをやっているよう

です。それで、まず昨年の入り込みも結構あったよ

うに聞いていますが、夏の二、三カ月のことですけ

れども、あの深川農高があいた後を使ってもらって、

子供たちも入ってくるということでありますから、

それなりに一定の期待をしているところです。平成

21年度の入り込み状況、そして来年度はどのような

入り込み状況を計画しているか。 

 あわせて、地域に与える経済効果というのがどん

なぐあいに押さえているか、これもお聞かせ願えれ

ばと思います。 

〇平地域振興課長 拓殖大学北海道研修所について

お答えいたします。 

 本施設は、北海道が拓殖大学に対し施設の貸し付

けを行う中で、平成20年８月に開設したものであり、

本校や短期大学の学生のためのゼミナールや運動部

の合宿、さらには施設の特徴を生かした農業体験の

拠点施設として活用しているところであります。開

設以来、大変多くの方が利用されていると伺ってお

り、具体的な内容を申し上げますと、この１年間で

は、本校のゼミでの利用のほか夏季の北海道遠征で

深川を訪れた拓殖大学女子バスケット部、あるいは

姉妹校であります拓殖大学紅陵高校の研修や市内で

開催された全道大会出場チームの宿泊に利用された

ところであります。また、新たな取り組みとしまし

て、高大連携で旭川、岩見沢の農業高校の研修でも

ご利用があったと伺っております。数字でございま

すが、平成21年度にあっては件数で10件、221人の

利用人数となっております。 

 市内の経済波及効果でありますが、具体的にお幾

らというようなお話は伺っておりませんが、こうい

った宿泊者が３日からあるいは１カ月、３カ月と長

きにわたり宿泊していただけるものと思っておりま

すので、経済効果は大変大きいものと考えていると

ころであります。 

〇田中（昌）委員 10目地域振興費の２番のクラー

ク記念国際高等学校振興でお伺いしたいと思います。 

 ４万9,000円という予算額の中身は何だったか聞

き忘れましたが、この辺どのような内容なのかお示

しいただきながら、あとこの予算にもあらわれてい

るのかどうかわからないのですけれども、先ほど東

出委員のバンクーバーオリンピックの際の経過も含

めて、もうかなりクラーク高校、長く深川を本校と

して運営されているのですけれども、若干の市民の

皆さんには、元気の泉キャンパスとか、本校のある

納内の方には、それなりにいろいろなかかわりがあ

るとは思うのですけれども、市内全体というところ

になると、なかなかそうではないと思っております。

ぜひ、この際ですから、スクーリングが主だと思う
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のですが、スクーリングでどれぐらいの生徒さんた

ちが深川のほうに来ていろいろな活動をされている

のか、お示しいただきたいと思いますし、あわせて

こういう活動をしているということをもっと市民の

皆さんにも知らせる機会みたいなもの、広報で取り

上げられたことも何回かあるかと思うのですが、そ

の辺の取り組みについてどのようなお考えか、お伺

いしたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇東出委員 同じ私学助成という形の中で、私もク

ラークのところで聞きますけれども、拓大に対する

助成からするとクラーク高校に対するこの金額はい

かがかという感じをしながら見ています。先ほども

バンクーバーの話をしました。地域振興課の皆さん

はそういう形で懸垂幕をかけてというようなお話も

させていただきましたけれども、一部、私もいろい

ろな形でかかわり合いがあるものですから、議長と

ご案内をいただいて、クラーク高校で実施をされた

バンクーバーオリンピックの応援、深夜でしたけれ

ども、市の地域振興課の皆さんと副市長さんですと

か、クラーク高校の生徒の皆さん方と皆さんととも

に、夜中、応援をさせていただいたという経過もご

ざいます。そんな経過の中で、納内の町内会の連合

会では、寄附等々を募ったりそういう活動もされて

支援をされたと聞いている。私は誇りだと思うので

す。地元の高校の卒業生が３人もオリンピックに行

く。応援しながら、冗談で運動会で１等取るのも大

変なのにオリンピックへ出ている子供が３人もいる。

そういうところに、恐らく納内の町内会会長さんあ

たりの発案でそういうことになったのでしょうけれ

ども、市内全体として懸垂幕をかける、それ以外の

支援で何かできることはないかみたいなところは、

やっぱりもう少し全体的に盛り上げてあげる。応援

する態勢。８年前に竹内智香さんがソルトレークの

オリンピックに出場したときは、深川市の市民だっ

たのです。住所が深川にあったのです。あのときは、

だから深川市で壮行会をしてあげたという経過もあ

るけれども、今回についてももっといろいろな形で

の支援があったのではないかという感じがしますの

で、そのことも含めた形でのクラーク高校の支援と

いうところでお答えをいただきたいと思います。 

〇平地域振興課長 まず、予算の内訳からご説明申

し上げたいと思います。 

 予算４万9,000円の内訳でございます。先ほど来、

いろいろお話の出ております懸垂幕の修繕費に１万

2,000円、食糧費に１万1,000円です。同じく修繕費

のほかに、手数料として同じく懸垂幕に２万6,000

円で、４万9,000円でございます。以上が予算の内

訳でございます。 

 続きまして、田中昌幸委員から質疑のありました

スクーリングの状況でございます。クラーク記念国

際高等学校にありましては、納内に本校があるほか、

旧北海道青少年スポーツセンターを活用し、元気の

泉キャンパスとして設置され、自然体験や環境教育

などさまざまなスクーリングを実施しております。

スクーリングの参加人数の状況でございますが、過

去３年間で申し上げますと、平成19年度では2,230

人、20年度では2,010人、21年度では、これは２月

末現在の数字でございますが、1,884人となってお

ります。この中には、全国のキャンパスに通学され

ている生徒のほかにも、創志学園グループ内の愛媛

女子短期大学や、あるいは環太平洋大学の学生の方

たちも利用されていると伺っております。 

 次に、活動状況でございますが、クラーク記念国

際高校ではさまざまな活動を行っており、例えば

2004年に開設されましたネパール小学校への支援活

動や、あるいは東出委員がおっしゃられました納内

地域での清掃活動なども行っております。それ以外

にも、市内で実施されているイベント、しゃんしゃ

ん祭りあるいはふかがわ氷雪まつりなどにも積極的

に参加をいただいているところであります。このよ

うな活動やさまざまな取り組みをいただいているク

ラーク高校が、本市に本校やあるいは元気の泉キャ

ンパスを設置いただいていることは大変ありがたい

ことと認識しているところでありますので、今後も

引き続き学校との連携を密にし、でき得る限りの対

応をさせていただきたいと考えております。 

〇田中（昌）委員 スクーリングだけをとって見ま

しても、年間2,000人前後、この方は延べではなく

て、そういう人数の方が１週間なり５日なりという

スクーリングだと判断すれば、よほど陸上とか、そ

ういう方たちの市内の入り込みよりも、延べ人数で

いくと大きくなってしまうぐらいの方が深川に来て

いる。深川を中心としたこの地域の中でいろいろな

ことを、いわゆる若い世代が体験されているという

ことに関しては、こういう深川のよさというものを

ぜひとも知っていただいた上で、将来、深川という

ところを意識していただくということも非常に重要
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なきっかけになるのではないかと思います。同じ高

校生ということでいくと、市内の子供たちが深川市

内の高校でなくてほかの高校に行ってしまうのに比

べると、クラークの場合は、ほとんどが市外から来

ていただけるという非常にありがたい部分だと思い

ますので、その点についてもっと工夫を凝らす部分

を行政としても持つべきではないかと改めて感じる

次第でございますので、今後のアピールとか、そう

いう広報的な部分についての答弁が、余り具体的に

なかったものですから、それについて改めてお伺い

したいと思います。 

〇平地域振興課長 私ども地域振興課職員もあわせ、

市の職員一致団結といいますか、全面的に協力でき

るものは協力しているつもりでございます。例えば、

元気の泉キャンパスでの新たなる取り組みについて

も十二分に対応させていただいて、今のような状況

になっているという部分もございますので、今後も

いろいろ高校からもご要望いただくかと思いますが、

その辺の意を酌んで対応していきたいと思います。 

〇川中委員長 48ページを終わります。 

 １項総務管理費を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ３時４６分 休 憩） 

                      

（午後 ３時５９分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 次からは項ごとの質疑といたします。 

 ２項徴税費、52ページ。 

〇北畑委員 ２項徴税費にかかわって、全般的な平

成22年度のことについてお聞きしたいと思います。 

 衆議院で子ども手当が可決されました。そして、

そのかわりに住民税も15歳以下の年少扶養控除33万

円も廃止になり、それから、16歳から22歳が対象の

特定扶養控除も、いわゆる高校無償化の恩恵を受け

る16歳から18歳に限って、その上乗せ分12万円です

けれども、縮小するということが恐らく決定される

と思います。それに伴い、住民税、そしてそれに連

動した国保税というものも負担増というのが避けら

れない状況かと思います。そこで、地方税の扶養控

除等の廃止に伴う影響額及びもしわかればどの程度

の年収、所得に応じて負担増になるのか、お知らせ

を願いたいと思います。 

〇宮田税務課長 突然の質疑をいただきまして、質

疑と答弁が合致するか心配をしておりますが、答弁

を申し上げたいと思います。先日の山田議員の一般

質問の答弁と重複するかもしれませんが、お答えを

申し上げます。 

 今回の税制改正による個人住民税の適用は平成24

年度以降でございますが、一定の社会保険料控除、

生命保険料控除などのもとで、現行税率で試算した

場合、年収400万円の夫婦と16歳未満の子供２人の

家族では、約７万1,000円の増額となるものでござ

います。また、夫婦と16歳以上19歳未満の子供１人、

16歳未満の子供１人の家族の場合で、約４万3,000

円の増額と見込まれます。今回の見直しでは、16歳

未満の年少扶養控除や、16歳以上19歳未満の特定扶

養控除の上乗せ分が廃止されることから、課税標準

額、税を算定する上で基準となる額でございますが、

これが増加いたします。このことによって、住民税

の所得税割が新たに課税される方や、従前の額から

増額となるという方が出てくることになると予測さ

れておりますが、そのトータルでの数値については

把握をしておりません。 

〇川中委員長 ２項徴税費を終わります。 

 ３項戸籍住民基本台帳費、54ページ。 

〇山田委員 ２目の住居表示整備費、説明欄１です

が、住居表示整備事業にかかわってお尋ねしたいと

思います。 

 住所というのは大変重要でございまして、国民で

あったり市民であったりするその根拠の一つとなっ

ているわけですが、さらに仕事につくためにネット

カフェを住所にするなどの社会問題にもなっている

こともご承知のとおりでございまして、こんな異常

な現実ということもありますが、実は私の住んでい

る文光町にも、同じ住所の家が11軒もあると。すな

わち、何番何号というのが同じだということです。

しかも、同姓の方が隣り合っているおまけつきとい

いますか、そんな状況にありまして、多分このよう

な状況については、恐らく市内の新興住宅地といい

ますか、特に住居表示整備後に分譲したり区画割り

をしたり、そんなところに建築されますとこんな地

域ができると思いますが、多分、数多く見られると

思います。それで、住所の基本というのは、建物１

戸あるいは１棟につき１つの住所だと認識をしてお

りまして、住居表示が整備された地域に同一住所の

家屋が10軒以上あるというのは、どうも不自然と思

います。実は地元の班長さんから、何とかならない
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のかというお話がございましたので質疑させていた

だきますが、１点は、まずこのような現象が生じた

原因。 

 ２つ目に、市営住宅などの住宅は戸番を付して扱

っていますが、そんなことで、戸番を付すなどの解

決策、そんなことでの解決の方法がないか、お尋ね

いたします。 

〇瀬川市民課長 住居表示についての質疑をいただ

きましたので、答弁させていただきたいと思います。 

 最初に、これまで市における住居表示や街区の拡

大につきましては、住居表示に関する法律に基づき

まして、市民生活の利便性の確保、あるいはその該

当する地域につきましては住宅の連檐性、この連檐

性というのは、住宅が次々に建てられてつながって

いくというような表現を意味するのですが、さらに

はまちの成熟度、そして街区の形成、街区の形成と

いうのは、南北に広がっていくのか、あるいは東西

に広がっていくのか。こういったような状況を総合

的に判断しながら、住居表示が必要と判断された場

合には、深川市住居表示の審議会に諮問し答申をい

ただく中で最大限尊重しながら住居表示を行ってき

ました。具体的に申しますと、昭和46年度から55年

度にかけては、市の中心の市街地域とあけぼの町の

住居表示の関係と、それから街区の拡大を行ってき

ました。さらに、平成６年度から15年度にかけまし

ては開西町、さらには音江町、納内町の住居表示と、

それから街区の拡大をやってきたという経過がござ

います。当然、住民の皆様のご協力と理解を求めな

がら、法に基づいてやってきたという経過がござい

ます。 

 そこで、１点目の住居番号が同一のものがついて

いるということについてでありますけれども、深川

市の住居表示につきましては、先ほども申しました

とおり、法に基づいて実施しているわけですけれど

も、法において街区方式と道路方式というこの２つ

がありまして、深川市においては街区方式という方

式を採用させていただいております。これは、住居

表示の実施基準に基づきまして住居番号をつけてい

く。これは具体的に申しますと、１つの街区があっ

て、これを街区の角を基点としまして、原則右回り、

時計回りに番号を付していく。番号を付していく上

におきましては、街区の境界線にあらかじめ一定区

間で区切りをつけて、その区切りに住居番号の基礎

となる番号を付していくということになります。委

員の質疑の中にもありましたけれども、住居表示整

備ができた後に新たなその街区の中に道路ができま

すと、その後建築された住宅につきましては、道路

の入り口の直近に付されていました当初の住居番号

が付されるということになるものですから、今の方

式からすると同じ番号がどうしても重なっていくと

いう現象が起きてくることになります。それが何軒

も重なる理由ということになります。 

 それから、２点目に、この解消方法として、戸番

をつけるなどの方法でもって対応はとれないのかと

いう質疑でありますけれども、現在深川市が採用し

ている街区方式、これ以外に法が認めている住居表

示の方法としては、先ほども申しましたように道路

方式というのがありますけれども、この街区方式、

道路方式、いずれにおきましても、戸番をつけると

いうことは法律上認められていないという現状にあ

ります。ただ、これも質疑にありましたけれども、

今、その一定の地域の中でやはり生活にいろいろと

支障を来しているという面もございますようにお聞

きしましたので、深川市が今とっている街区方式と

同じような住居表示をとっている市町村において同

じような問題も生じているとも思われますことから、

少し時間をいただきまして、法に即しての解決方法

としてどういうものがあるのか、もしあるとしたら

どういう方法があるのかということを研究課題とさ

せていただきたいと考えております。 

〇川中委員長 ３項戸籍住民基本台帳費を終わりま

す。 

 ４項選挙費、56ページから58ページまで。 

〇渡辺委員 56ページの２款総務費、４項の選挙管

理にかかわるところでお尋ねいたしておきたいと存

じます。 

 一つは政治と金、費用と金が、どちらかというと

現政権で大きな問題となって半年が過ぎました。し

かも、総理や幹事長が先頭に立っているということ

は、政治の低迷と言わざるを得ない。そこにおける

人気も下がってきたという状況ではないでしょうか。

さらに総理は、ごめんなさい、知らなかった、した

がって責任はとらないという、これが定番のような

感じさえするということでありますが、今年は参議

院選挙が７月、そして12月ころには市長の選挙が行

われるのではないかという年になっていると判断を

いたしているわけでありますが、いずれにいたしま

しても違法の起きない選挙を願うものでありますと
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同時に、本市の選挙啓発推進方針について、ひとつ

伺っておきたいと存じます。 

 もう一つは、公務員の選挙活動はできないわけで

ありますけれども、北教組等の選挙活動に金が動い

たことはざんきにたえないところであります。学校

の教員服務監督権は、市町村の教育委員会でありま

す。この種の問題点を教育委員会はどのように認識

しているのか、今後の対策等についても伺うと同時

に、道議会では教育長は調査をして父兄からのいろ

いろな話もあるということで、そういう答弁がなさ

れているわけでありますけれども、市町村の教育委

員会としてどのような判断になっているのか、２点

伺っておきたいと存じます。 

〇渡辺選挙管理委員会事務局長 １点目の選挙啓発

の推進について、お答えを申し上げます。 

 選挙が公明かつ適正に行われるために、選挙管理

委員会では、青年団体や婦人団体、一般有識者など

で組織をしております明るい選挙推進協議会により

まして、有権者の政治意識の向上と選挙違反のない

きれいな選挙の実施、投票参加の呼びかけなどを、

氷雪まつりの会場や選挙時においてポスター、チラ

シなどを用いて明るい選挙の推進のために啓発活動

を行っているところでございます。また、会合など

が多くなる年末年始にかけましては、送らない、求

めない、受け取らないとして、寄附禁止を呼びかけ

る啓発を広報ふかがわや市のホームページに掲載い

たしまして、周知を図っているところでございます。

今後におきましても、関係団体や関係機関と連携を

とりながら、これらの啓発を継続していく考えでご

ざいます。 

〇沢田教育部長 ただいまの質疑にありました２点

目について、お答えを申し上げます。 

 先般、政治資金規正法違反の疑いで北教組幹部役

員が逮捕された件につきましては、深川市教育委員

会といたしましても極めて遺憾であると受けとめて

おります。深川市立小中学校に勤務する教職員につ

きましては、深川市教育委員会ではこれまでもその

都度、公職選挙法、地方公務員法など関係法令の遵

守はもとより、教育の政治的中立性を疑わしめる行

為により学校教育に対する信頼を損なうことのない

よう、各学校長に対し、教職員への内容周知と適切

な指導を指示してきたところであります。今後とも

適時、北海道教育委員会とともに深川市教育委員会

としましても適切な指導を行ってまいりたいと思い

ます。 

〇東出委員 私も４項選挙費のところでお伺いした

いと思います。 

 新年度は、今もありましたけれども７月には参議

院選、12月には市長選、特に市長選は、前回は１月

の実施で、１月の実施はどうなのかと思っていまし

たけれども、私も経験した一人ですけれども、12月

に前倒しして実施される。非常に望ましいことかと

思っています。そこで、選挙といえば投票率等々と

いうことが話題になりますけれども、今後の選挙の

実施に当たって仄聞すると、音江地区で何カ所か、

あるいは多度志地区で何カ所か、投票所の統合とい

うような方向で考えておられるようでございます。

前段申し上げた投票率のアップということから考え

ると、逆行した取り組みにはなると思いますけれど

も、投票所の統合の関係と、その分どういう形で投

票率を上げるために啓発、啓蒙を行っていくのかと

いう部分について、選挙管理委員会の考え方をお聞

かせいただきたいと思います。 

〇渡辺選挙管理委員会事務局長 投票所の統廃合に

ついてお答えいたします。 

 投票所につきましては、深川市が５カ町村の合併

市であることや、行政区域も広いために従来からの

投票所を引き継ぐ形で、投票所が多く配置されてき

たところであります。一部では町内会の合併などに

より統合がなされてきてはおりますが、現在は22カ

所の投票所があるという状況でございます。近年、

人口の減少に伴いまして、選挙人名簿登録者数も減

少いたしておりまして、22投票区における３月の名

簿登録者数は２万546人で、昨年の３月と比べまし

て305人減少いたしております。投票所によっては

50人を切るというところもある状況になってござい

ます。選挙管理委員会では、昨年の10月及び11月の

委員会で投票所の統合について検討を重ねました結

果、農村部地域を中心に車で投票に来られる方が多

く、投票所までの距離感が薄らいできていること、

市職員数の減少により投票所における事務従事者の

確保が年々難しくなってきていること、期日前投票

の利用者の増加に伴って当日の投票所における投票

者数が減少していることなどの理由によりまして、

投票区、投票所の現状を見直さざるを得ないとの結

論に至ってございます。委員会では、統合に関する

基本方針を定めまして、投票所の名簿登録者数がお

おむね100人未満の投票所におきまして、地理的要
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因や地域の事情をしんしゃくしながら、関係町内会

の意見を十分尊重いたしまして、合意のもとで投票

所の統合を進めるものとしたものでございます。そ

の結果、内園コミセン、菊丘コミセン、ぬくもりの

里向陽館、中央公民館湯内分館、宇摩会館の５つの

投票所について隣接の投票所への統合を図ることと

し、昨年の11月末に関係する９つの町内会の会長さ

んにご説明をいたしまして、町内会の中で十分話し

合っていただくよう申し上げたところでございます。

その結果、年が明けてから各町内会とも統合につい

て了解するということで、ご理解をいただいたとこ

ろでございます。今後、委員会で投票区の変更を決

定した後、次回の選挙から統合後の体制で選挙を執

行する予定でございます。 

 ２点目の、投票率の低下についてでございますが、

投票所の統合によりまして投票率の低下を来すこと

のないよう、広報ふかがわやホームページでの周知

のほか、該当する町内会には、投票所の変更に係る

チラシの配布や、投票入場券への記載を行うことと

してございます。また、当日投票所に行くことが困

難な場合には、投票期間の長い期日前投票を利用し

ていただくなど、選挙制度の周知を含め、適切な対

応に努めてまいります。 

〇川中委員長 ４項選挙費を終わります。 

 ５項統計調査費、60ページ。 

〇長野委員 ５項統計調査費、統計調査事務のとこ

ろで、１点お伺いしたいと思います。 

 ことしは５年に１回の国勢調査の年と伺っており

ます。昨今、個人情報の保護あるいはプライバシー

の保護により、守秘義務があり、各種統計調査の調

査に当たられます統計調査員におかれましては非常

に厳しい環境にあると、私も伺っているところでご

ざいます。そんな中で、非常に予算も厳しくなって

きたのか、年々受け持ちの調査区域も広くなってき

たという背景もございまして、統計調査員におかれ

ては非常に悩みの多い調査が日々続けられているの

が実態でありますけれども、やはり見知らぬ地域を

担当される調査員のスムーズな調査を遂行するため

に、行政として調査への協力だとか、周知、ＰＲ、

そういったものを市民の皆さんに大いに取り組んで

いかなければ、調査員の皆さんのご苦労というのは

なかなか解決できないと思われますので、どのよう

に取り組まれているのか、また問題点などがありま

したらお聞かせいただきたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇田中（昌）委員 関連で質疑をさせていただきた

いと思います。 

 国勢調査ということで５年に１度、国勢調査の結

果というのは地方交付税の算定の一番重大な市内人

口ということの基準になる数字でございますので、

ぜひ正確を期して一人でも多くの深川市民がいると

いう調査を調査結果としていただきたいというのが

期待されるところなのですけれども、長野委員が話

されたとおり、プライバシーの問題が非常に厳しい

状態になっており、５年前の調査のときにもかなり

調査員の方、臨時で調査員になられる方も数多くお

られますけれども、非常に大変だったという話も伺

っております。そういった中で、プライバシーに対

する対策、やはり国勢調査はきちんと調査の内容を

皆さんに提出していただかなければならないという

ことの啓発はもとより、きちんと安全にプライバシ

ー保護をやっていますということもアピールしなけ

ればいけないだろうと思います。ぜひそういったと

ころでの対応についてお伺いしたいと思いますし、

逆にこういった機会を利用して、成り済まし等の犯

罪行為をもくろむ人が出てきかねないということが

ありますので、そういったことの対策についても具

体的にどのような内容が内閣府から示されているの

か、お伺いしたいと思います。 

〇渡辺総務課長 ただいまお二人の委員から質疑を

いただきましたので、お答えをさせていただきたい

と思います。関連がございますので、先に長野委員、

その次に田中昌幸委員とお答えいたしますけれども、

重複する部分が出てくるかもしれませんので、その

辺はご勘弁いただきたいと思います。 

 まず初めに、長野委員から調査員さんの仕事の大

変さ、これに対して市民周知をどのようにするのか

というような概要のお話がありました。一般的な統

計調査、ことしはお話のありましたように国勢調査

という非常に大きな調査を控えておりますけれども、

一般的な統計調査の概要からお話ししますと、まず

統計調査員におかれましては、自分の担当区内の調

査対象者の把握、それからその対象者に対する調査

票の記入の依頼、そして記入の方法の説明と回収、

それとその場での回収の修正等の指導、あるいは自

宅での修正、そして市役所のほうに提出をいただく

というような形になっています。プライバシーある

いは調査員さんの範囲が広いということでございま
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すけれども、私どもにおきましては、調査ごとにそ

の都度その都度、ことしはどういう調査があります

ということで広報等でお知らせしておりますけれど

も、この辺につきましてはもう少し十分な周知を図

っていきたいと考えております。 

 また、田中昌幸委員からお話のありましたプライ

バシーの関係でございますけれども、先ほど一般的

な統計調査の仕事の流れをお話しさせていただきま

した。その中で、調査員さんが調査票を回収すると

いうようなお話をさせていただきましたけれども、

国勢調査につきましてお話しさせていただきますと、

ことしの国勢調査におきましては、前回、５年前の

調査の実施状況を踏まえて調査方法が変わっており

ます。それは何かといいますと、調査票の回収であ

ります。今まで、先ほどの一般的な回収では、調査

員さんがお邪魔して調査票を回収するというような

ことになっておりましたけれども、国勢調査におき

ましては２種類の回収方法が示されております。一

つは、これは従来どおり統計調査員さんが回収する

ものですけれども、そのときに封筒で回収させてい

ただくと。これでプライバシーの保護に努めるとい

うことで、これは平成17年のときにも行った方法で

ございます。もう一つは、調査対象世帯の方が、統

計調査員さんの手を経ないで直接市町村に、郵送提

出方式という名前を使っておりますけれども、直接

こちらに送っていただくと。この２種類の提出方法

に変わったということございます。この２種類につ

きましては、調査対象者の方の意思でどちらかを選

択できるということになっております。これに伴い

まして、プライベートな事柄につきましては、調査

員さんの目に触れることなく市役所のほうに届くと

いうことになっております。このことによりまして、

調査員さんの手を煩わせることなく国勢調査の調査

票の回収ということもありまして、多少かもしれま

せんけれども調査員さんのお手を煩わす時間帯が少

なくなると思っております。ただ、従来から言われ

ておりますように、国勢調査に当たりましては、行

っても会えない、何回お邪魔しても会えないという

苦労がありますので、これにつきましては周知しな

がら調査にご協力をいただくような形で対応を考え

ていきたいと思っています。 

 それと、田中昌幸委員からの成り済まし対策とい

うことでございますけれども、このことにつきまし

ては、私どもといたしましては顔の見える国勢調査

ということを考えまして、できる限り地元の調査員

さんがその周辺の調査を行っていただくというよう

なことを考えておりますし、写真入りの身分証明書

を携帯していただいて調査に当たっていただいてい

るところでございます。悪く言えば、それを利用し

てそのようなことで調査から情報を得るというよう

なこともあるかもしれませんけれども、これにつき

ましては、平成19年に改正されました統計法で調査

対象者の秘密保護の強化ということで、国勢調査な

どの基幹統計調査においてその調査と煩わしい表示

や説明をして情報を得る行為、いわゆるかたり調査

を禁じておりまして、これに違反した者は未遂も含

めまして２年以下の懲役または100万円以下の罰金

に処すという形になっております。先ほどの統計調

査員さんの仕事のご労苦のＰＲとあわせまして、こ

の辺の防止対策につきましても、市の広報紙あるい

はホームページなどを活用いたしまして周知に努め

てまいりたいと考えております。 

〇川中委員長 ５項統計調査費を終わります。 

 ６項監査委員費、62ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 ６項監査委員費を終わります。 

 ２款総務費を終わります。 

 皆さん方にあらかじめお願いしておきます。きょ

うの予定でありますけれども、３款民生費の１項社

会福祉費まで、できれば終わらせていただきたいと

思いますので、ご協力方よろしくお願い申し上げま

す。 

 それでは、３款民生費、１項社会福祉費、64ペー

ジから66ページまで。 

〇水上委員 66ページの３目老人福祉費のところで、

説明欄にあります17の介護職員養成研修支援事業に

ついてお伺いしたいと思います。 

 この事業は商工会議所が独自で行った事業と思わ

れますが、雇用の対策ですとか介護職員の不足に対

応してだとか、また在宅の介護にも役立つというこ

とで始められた事業と聞いております。受講料を低

く設定し、運営面でもさまざまな工夫をして第１回

目を終了したと聞いておりますが、新年度、この事

業に対して会議所への支援をするということで85万

円の予算がついておりますが、こちらの根拠をお伺

いしたいと思います。 

 また、１回目の事業に対しましては、講師として

市の職員が人的支援をしていると聞いておりますが、
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新年度はその面ではどのように考えているか、お伺

いしたいと思います。 

 また、将来的な部分でも、これは１回、２回で終

わるのではなく継続性も考えていかなければいけな

いと思うのですが、その点についてもお伺いしたい

と思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇北畑委員 介護職員養成研修事業について、関連

質疑をさせていただきます。 

 この事業は、平成22年度深川市の予算概要の資料

を見ますと、高齢者対策、雇用対策のための深川商

工会議所が行うホームヘルパー２級養成研修に対す

る助成と認識しております。そこで、市内における

介護職員の確保の現状、いわゆる足りているのかい

ないのか及びこの事業の内容、そして期待される効

果などを伺うものであります。 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇東出委員 どういう形で整理されているかわかり

ませんけれども、やはり一定のルールのもとに質疑

をさせていただいているので、そこら辺のところを

いま一度、休憩をとっていただいて、整理していた

だけませんか。 

〇川中委員長 暫時休憩します。 

（午後 ４時３５分 休 憩） 

                      

（午後 ４時５５分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇東出委員 関連で質疑させていただきたいと思い

ますけれども、この事業については、研修もさるこ

とながら、いわゆる雇用、就労というところに結び

ついていかなければ意味がないと判断しますので、

そこの部分のところをどのようにお考えか、お聞か

せいただきたいと思います。 

〇川端介護福祉課長 介護職員養成研修支援事業に

つきまして、３人の委員さんから質疑をいただきま

したので、答弁をさせていただきますが、順不同と

なりますことをあらかじめご理解いただきたいと思

います。 

 初めに、北畑委員からの市内における介護職員の

確保の現状について答弁をいたします。介護にかか

わる職員は、労働が過酷で、それに見合う報酬が十

分ではないなどのため、全国的に介護職員になりた

がらない、また在職していても離職するケースが多

く、介護職員の養成確保が課題となっています。本

市にあっては、ホームヘルパーを派遣している事業

所では、ヘルパーの資格を有する農家の主婦の方も

多く勤めており、農繁期のヘルパー確保に苦慮して

おり、パートのヘルパーを常時募集している実態に

あります。また、一部の介護保険施設にあっては、

ヘルパーまたは介護福祉士の募集や現在勤務してい

る無資格者の職員に資格を取得させたいとの希望も

聞いております。今後とも高齢化がますます進行し、

介護を必要とする方も増加することが予測される状

況にありますことから、介護職員の養成確保は、本

市にとっても重要な課題となっております。 

 次に、北畑委員からの事業内容についであります

けれども、市内におけるこれら介護をめぐる環境や

今日的な厳しい雇用状況となっている現状も踏まえ、

深川商工会議所は、平成21年度に引き続き22年度に

おいても雇用対策、高齢者対策の両面からホームヘ

ルパー２級養成研修を行うこととしているため、市

としましても同様の視点に立ちながら当該研修の実

施に伴う商工会議所の負担軽減を図るため支援を行

おうとするものであります。 

 次に、北畑委員からの事業の効果、また東出委員

の実際の就労への結びつきにつきまして、一括して

答弁をさせていただきます。この研修は、不足して

いる介護職員の育成確保と失業されている方の就労

の場の確保という両方をマッチングさせることにつ

ながるもので、平成21年度の実施において、商工会

議所では失業されている方の意向もお聞きしながら、

また介護事業所など双方に情報を提供しながら就労

に結びつくよう努めているところであります。平成

22年度の実施に当たりましても、商工会議所と連携

しながら実際の就労に結びつくよう最大限努めてま

いりたいと考えております。さらに、この研修の効

果としましては、既に介護施設などに勤めている方

も対象としていることから、参加いただき資格を取

得することによって、より専門的な知識や技術など

を取得することにより介護の質の向上が図られるも

のであります。 

 次に、水上委員の補助金85万円の根拠についてで

ありますが、商工会議所が予定している研修に要す

る経費286万円から受講料を除く170万円の２分の１

の85万円を市が補助しようとするものであります。 

 次に、水上委員の２点目、市における人的支援の
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考え方でありますが、平成21年度も商工会議所が同

様の研修を行っておりますが、これに対し市として

財政的な支援まではしませんでしたが、講師の人選

についてアドバイスを行うとともに、一部の講義に

おいて講師を務めるなどの支援を行ったところであ

ります。平成22年度においては、業務的また日程的

なものなどとのかかわりも出てくるものと思います

が、可能な範囲で人的支援もしていきたいと考えて

おります。 

 次に、水上委員の３点目の今後における支援の考

え方でありますが、その時々の環境、市内の介護職

員の需要と供給ですとか雇用の状況なども勘案しな

がら検討していきたいと考えております。 

〇宮田委員 66ページ、３款１項３目老人福祉費の

説明欄の２、緊急通報システム整備について伺いま

す。 

 このシステムですが、これまで実際にどのような

予防やリクエストにこたえることができたのか、そ

の実態や現状について伺いたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇松沢委員 同じく緊急通報システムですが、たし

か２年か３年前から自己負担が入りまして、１万

5,000円ぐらいの取りつけ料の負担があったように

記憶しておりますが、昨年度の緊急通報システムの

新規の取りつけ状況、そしてトータルの数字、そし

て待機台数、これらについて昨年と次年度に向けて

の数値なども含めてお知らせいただきたいと思いま

す。 

〇川端介護福祉課長 緊急通報システム整備にかか

わりまして、初めに、宮田委員から質疑のありまし

た、どのような予防、リクエストにこたえることが

できたのか、その実態と現状についてであります。

設置申し込みに対する対応状況といたしましては、

緊急通報システムの新規設置に当たりましては、毎

年度、民生児童委員さんに申し込みの取りまとめを

お願いし、訪問調査を実施した上で必要と判断され

た場合設置しているもので、平成21年度も途中で申

し込みを取り下げた方などを除き、申し込みのあっ

た13人全員の方について設置いたしております。 

 次に、予防の実態でありますけれども、緊急通報

システムを設置したことによる予防や通報の実態な

どとしましては、間違ってボタンを押したもの、停

電やその復旧など緊急以外の通報件数を除き、平成

20年１月から12月までの１年間で火災による出動が

４件、救急による出動が20件、その他消防による調

査や協力員に確認をお願いしたものなどが30件、21

年１月から12月までの１年間では火災による出動が

７件、救急による出動が15件、その他消防による調

査や協力員に確認をお願いしたものなどが22件とな

っております。いずれにいたしましても、このシス

テムを活用いただくことで、病弱なひとり暮らしの

高齢者や重度身体障がい者の皆さんに安心して在宅

生活を送っていただいているところでございます。 

 次に、松沢委員から質疑のありました待機台数、

また次年度に向けた数値の関係でございますけれど

も、今ほど宮田委員の質疑に対し答弁させていただ

きましたとおり、希望のあった方につきましては全

員の方に設置しているということで、現在待機され

ている方はございません。 

 次に、トータル的な設置台数につきましては、現

在246世帯に設置してございます。また、このほか

市で50台を保有しているところでございます。次年

度に向けましては、平成21年度の地域活性化・経済

危機対策臨時交付金を活用し旧機器の更新を図ると

ともに、新規設置を見越して既に10台の購入をして

おりますことから22年度については新規の購入は予

定しておりません。なお、申し込みのあったものに

ついては、先ほど申し上げました待機台数の中で対

応していく考えでございます。 

 また、先ほど利用者の負担の関係で質疑がござい

ましたけれども、利用者の皆さんの負担につきまし

ては、取りつけ費用の実費として１万6,800円を負

担していただいておりまして、生活保護受給者の方

にはその半分の8,400円の負担をいただいていると

ころでございます。 

〇宮田委員 再質疑いたしますけれども、動作確認

試験の状況などがわかれば教えていただきたいと思

うのですけれども。例えば、年間１回行っていると

か。 

〇川端介護福祉課長 緊急通報システムの通報件数

という形で答弁をさせていただきますと、平成20年

１月から12月で、先ほど申し上げました誤報、また

正常感知を含めまして1,091回の通報がございます。

また、平成21年１月から12月においては、同様に正

常感知、また誤報を含めまして967件の通報がござ

います。 

〇松沢委員 １目社会福祉総務費の説明欄９の住宅

手当緊急特別措置事業454万4,000円についてお伺い
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したいと思います。 

 これは国の事業として昨年から発足した事業だと

思っていますが、昨年の利活用の状況と来年度に向

けた取り組み周知について考えをお答えください。 

〇小林社会福祉課長 住宅手当緊急特別措置事業に

ついてお答えを申し上げます。 

 この事業は、離職により住まいを失った方や住ま

いを失うおそれのある方が、安心して就職活動がで

きるように賃貸住宅の家賃に充てるための費用とし

て住宅手当を支給するものです。国の実施要領に基

づき実施するもので、かかる費用は全額国庫補助で

あります。本市における平成21年度の実績としまし

ては、この制度が昨年10月から実施されることにな

りましたことから、平成21年第３回市議会定例会に

おいて、事業予算としまして対象者12人分に係る補

正予算を提出し、議決をいただいたところでござい

ます。その後、広報紙やポスター、ホームページな

どにより周知を図ったところであります。これまで

５件の相談がありましたが、いずれも離職日、収入

について基準を超えているため該当にならなかった

ことから、平成21年度の実績としてはございません

でした。平成22年度は、事業予算としまして対象者

12人、１人当たり12カ月分の支給を見込みまして住

宅手当として446万4,000円を、事務費を含めまして

454万4,000円を予算計上しているところであります。

今後におきましても、引き続き広報等を通じ、周知

を図る考えでございます。 

〇松沢委員 大体わかったのですが、現在入ってい

る住宅の家賃の上限だとか、いろいろなそういう制

約があるのかと思ったのですが、その辺どうなので

しょうか。 

 それと、収入要件により該当にならなかったとあ

りましたけれども、せっかくのこういう国の事業で

すから、該当者昨年ゼロ、１年といっても何カ月か

の実施期間だったので、そういうこともあったと思

いますけれども、その家賃の上限とかその辺も該当

条件があるのでしょうか。 

〇小林社会福祉課長 住宅手当を受けられる要件に

ついてご説明させていただきます。 

 何点かありますが、申請時点で２年以内に離職を

された方。離職前にみずからの労働により賃金を得

ていて、主として世帯の生計を維持されていた方。

３点目として、就労能力、常用就職の意欲があり、

公共職業安定所へ求職申し込みを行われる方。４点

目として、住宅を喪失している方、または喪失する

おそれのある方。５点目として、原則として収入の

ない方。ただし、一時的な収入がある場合というこ

とで、生計を同一とする親族の収入の合計が、単身

者の場合８万4,000円、複数世帯の場合17万2,000円

以下。６点目として、生活を同一とする同居の親族

の預貯金の金額が、単身の場合50万円、複数世帯の

場合は100万円を上限とする。７つ目は、国の住宅

喪失離職者に対する各種施策での貸付、または給付

を受けておられない方。これらすべてに該当する方

ということになります。なお、住宅の家賃の要件と

しては、新規の場合にはその地域の生活保護の住宅

扶助基準ということになりますので、本市の場合に

あっては、単身世帯の場合は２万4,000円、複数世

帯の場合にあっては３万1,000円以下の住宅に入ら

れるということになろうかと思います。なお、これ

まで５件の方から相談がございましたが、それぞれ

預貯金がオーバーをされる方、また収入がある方、

離職から２年以上たっておられる方、それぞれの状

況がございましてこの事業の対象にならなかったと

いうことでございます。今後とも周知を図ってまい

りたいと考えております。 

〇田中（裕）委員 64ページ、３款１項２目障がい

者福祉費の説明欄の１番目、障がい者福祉事務につ

いてお伺いしたいと思います。 

 511万8,000円が計上されておりまして、予算の提

案の説明で、これが障がい者のスポーツ大会への負

担金であるという説明がありました。まずはこのス

ポーツ大会の詳細と、当市で行われる競技について、

宿泊予定の誘致の対策と受け入れ環境についてお伺

いします。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇東出委員 ただいまの全道障害者スポーツ大会に

関連して、質疑をさせていただきたいと思います。 

 私のほうも、今回、深川市を含む北空知圏域で開

催されることになった経過、全道持ち回り開催のよ

うなことがあるとすれば、そこら辺の状況について

お知らせをいただきたいのと、それぞれの開催の負

担の分がどのようになっているのか、そこら辺も明

らかにしていただきたい。 

 加えて、宿泊される方がおられるとすれば、そこ

ら辺の対応をどのようにされるのか。バリアフリー

だとかユニバーサルデザインの宿泊施設だとか、そ

ういうものがそうそう数多くあると思えないので、
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そこら辺の対応がどうなるのかという感じがしてい

ます。 

 それから、せっかく深川市を中心とするこの地域

でそういう大会が開催されるということであれば、

いろいろな形で市民の皆さんを含めて歓迎なり支援

体制というようなことも必要だろうと思うのですけ

れども、地元のボランティアだとか、そういう協力

体制みたいなものがどのようにとられていくのか、

そこら辺についても、現時点でわかっている部分に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

〇川端介護福祉課長 北海道障害者スポーツ大会に

つきましては、身体障がい者及び知的障がい者がス

ポーツを通じて健康の維持増進、自立と社会参加の

促進を図るとともに、道民の障がい者に対する理解

を深め、本道における障がい者のスポーツをより発

展させることを目的に毎年実施されており、ことし

が48回目の大会となります。 

 初めに、東出委員からの開催に至った経緯につい

て答弁させていただきますが、この大会は、当初、

道内の単独市町村で開催していましたが、競技数、

予算額の増加により平成10年度の大会より複数の市

町村による支庁管内持ち回りの広域開催となり今日

に至っております。広域開催方法となって以降、大

会を開催していない支庁管内が空知を含む３支庁で

ありましたが、他の２支庁は、宿泊施設の不足や陸

上競技場が完備されていないこと、また空知の中に

あっても南中空知の５市では単独で開催した経過も

あることから、大会を主催する北海道や北海道障害

者スポーツ振興会から北空知１市５町に対し、深川

市を中心とした北空知での開催を要請されました。

この大会を引き受けるとなると地元開催市としての

負担も伴いますが、地元障がい者団体から、障がい

者スポーツの振興や障がい者に対する理解をより一

層深めるためにも、この大会を引き受けてもらいた

いとの要請や関係団体より協力いただけることのお

話もいただいたことから、北空知の各町とも協議し

北空知での開催を引き受けたところでございます。 

 続きまして、田中裕章委員からのスポーツ大会の

詳細、また当市で行われる競技についてであります

が、大会はことしの７月11日の開催とし、実施する

８種目の競技のうち北空知１市５町のスポーツ施設

の整備状況に応じ、深川市では陸上競技、サッカー、

車いすバスケットボールの３競技を、また秩父別町

ではバレーボール、フロアバレーボールの２競技を、

妹背牛町ではバスケットボールを、北竜町ではソフ

トボールを、沼田町ではフットベースボールを開催

することとしております。参加者数は、過去の大会

の例などから、選手約800人、役員、ボランティア

など約800人の合わせて約1,600人規模の大会になる

ものと考えております。 

 次に、東出委員から質疑のありました負担の関係

について、答弁をさせていただきます。大会経費に

つきましては、平成13年度の大会以降、運営面の簡

素化、効率化、また競技種目も縮減していますが、

予算額は道補助金800万円、市町村の負担も道と同

額の800万円、参加料80万円の合わせて1,680万円を

予定しております。市町村負担800万円のうち約１

割弱の73万円について、中南空知の市町に負担をい

ただけることから、残り727万円を幌加内町を含む

１市５町で、人口割、財政割、均等割の要素で案分

し、深川はそのうち371万9,000円の負担となったも

のであります。なお、決算において余剰金が生じた

場合は、その分市町村負担を減額することとしてい

ますので、経費の節減などに努め、市町村負担の軽

減を図っていきたいと考えております。 

 次に、田中裕章委員からの宿泊自治体への誘致対

策と受け入れ環境及び東出委員からの宿泊の対応な

どについて、一括して答弁をさせていただきます。

今後、参加チームの取りまとめを行うとともに宿泊

については、依頼している市内旅行代理店が取りま

とめいたしますが、北空知は道内のほぼ中央に位置

し交通の便がよいことから、宿泊されるチームもあ

る程度限られるものとは思われますが、できるだけ

地元への宿泊や、あわせて観光もいただけるよう大

会の案内にそのことの働きかけをするパンフレット

なども同封していきたいと考えております。また、

本市を含む北空知を中心に、近隣の各宿泊施設のバ

リアフリー化の状況を把握するとともに、参加チー

ムからの希望もいただきながら受け入れ態勢を整え

ていきたいと考えております。 

 次に、東出委員からの地元ボランティア等の協力

体制についてお答えをさせていただきます。大会の

開催に当たりましては、北空知地区の体育協会や競

技団体、障がい者団体、社会福祉協議会などに実行

委員会に加わっていただいており、また関係団体を

初め市民ボランティアを呼びかけするなどしながら、

大会運営にご協力をいただけるよう働きかけをして

いきたいと考えているところでございます。 
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〇松沢委員 障がい者のグループホームについて、

２目障がい者福祉費のところになろうかと思います

が、お尋ねします。 

 以前、市民の方から相談を受けまして、市内にぜ

ひグループホームをつくってほしいということを言

われて、石狩のはまなす園を見せてもらったりして

いろいろ動いた覚えがございます。その後、あかと

き学園がバックアップ施設になってくれるというこ

とで、市内何カ所かこのグループホームが発足した

というぐあいに記憶しておりますが、現在の市内の

グループホームの状況、何カ所で何人対応されてい

るかということを、まずお尋ねしたいと思います。 

 それから、あかとき学園の改築が、これから議題

に上ろうとしていますけれども、入所者の数は現状

よりそんなにふえない、むしろ若干、一、二名減る

という説明を受けた記憶ですが、このグループホー

ムの需要というのは恐らくまだあるのでないかとい

う気がしますけれども、希望が出ているのか、需要

があるのか、その辺も一緒にお答えいただきたいと

思います。 

 あと、支援体制ですが、先日、火事が起きて亡く

なった高齢者の認知症の方々のグループホームは24

時間体制ですけれども、たしか障がい者のグループ

ホームは自活が中心で、寮母さんみたいな方が掃除、

洗濯の応援に行ったりというぐあいな程度でやって

いると思いますけれども、この支援体制について、

深川市内の現状はどのようになっているか、聞かせ

てください。 

〇川端介護福祉課長 障がい者グループホームは、

共同生活を営みながら、必要に応じて、食事の世話

や日常生活における相談、指導などの援助を行う施

設ですが、現在、深川市内には、社会福祉法人が運

営する８施設があり、その定員は合計42人で現在の

利用者は39人となっています。さらに、そのうち13

人が深川市内の方の利用で、障がい別では、知的障

がいのある方が35人、精神障がいのある方が４人の

利用となっております。また、グループホームで生

活する方には、日中の活動として、自立生活訓練、

就労移行支援などの訓練等給付サービスを受ける方

と北空知障がい者支援センターの地域活動支援事業

を利用している方がいらっしゃいます。 

 グループホームの今後の利用見込みでありますが、

平成18年の障害者自立支援法施行後、入所施設から

地域生活への移行や退院可能な精神障がいのある方

の病院からの退院が進められている中にあって、ひ

とり暮らしに不安がある方や支援を必要とする障が

いのある方がグループホームを利用されており、今

後も各施設などから地域生活への移行が進むのに合

わせ、グループホームを利用する方もふえていくも

のと思われます。このことから、今後においても障

がい者グループホームの開設が予定されているとこ

ろでもございます。 

 次に、グループホームへの支援体制でありますが、

現在開設している法人のグループホーム全体で、外

出の支援などを行う生活支援員４人のほか、食事の

提供などを行う世話人の方十数名で支援に当たって

いるところでございます。また、夜間は本部となる

事務所に職員が待機し、緊急時には電話連絡などに

より逐次対応できる体制をとっているとお聞きいた

しております。 

〇北名委員 私は、３目老人福祉費の、ここで社協

の貸付金についてお尋ねします。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・ 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇田中（昌）委員 今の北名委員からの質疑なので

すけれども、社会福祉協議会の運営の内容につい

て、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・この貸し付けに対し

て、深川市が資金を提供しているなり、そういうこ

とがあるのであればこの予算審議の議論にはなりま

すけれども、社会福祉協議会自体が善意のもとでや

っていることに対してこの審議の場にそぐうのかど

うか、内容について精査いただきたいと思います。 

〇川中委員長 暫時休憩します。 

（午後 ５時３０分 休 憩） 

                                       

（午後 ５時４７分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 先ほどの北名委員の質疑に対し、本人より発言の

申し出がありますので、これを許可します。 

〇北名委員 先ほどの質疑を取り下げます。 

〇川中委員長 ただいま北名委員より、質疑を取り

消す発言がございましたが、これを許可することに

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、先ほどの質疑については取り消

すことになりました。 

〇松沢委員 66、67ページの５目国民年金事務費、

国民年金事務についてお尋ねします。 

 昨年もここで質疑をした覚えがございますが、国

民年金の事務全般が変更になりまして、社会保険事

務所で今後取り扱うというような方向が、昨年答弁

されたように記憶しておりますが、これからここの

ところが深川市役所の窓口業務として全くなくなる

のか。もし全くなくなるなら非常に不便なことにな

りかねないという心配を１つ持っているわけですけ

れども、このあたりはどのようになるか、お答えい

ただきたいと思います。 

〇瀬川市民課長 ただいま、社会保険庁の廃止後の

市民に対する年金相談あるいは年金給付に対してい

ろいろな申請が出てくるわけですけれども、この対

応について機構改革がなされた後の対応についてと

いうことでお尋ねがありました。 

 一連の年金問題に端を発しまして、厚生労働省は、

年金に対する国民の信頼を得ようということで、今

回、組織改革を行いまして社会保険庁を廃止し本年

１月１日から日本年金機構というものを立ち上げま

した。このことによって業務がどのように変わった

かということでありますけれども、公的年金の財政

責任だとかあるいは運営責任につきましては国の厚

生労働省に移りまして、お尋ねのあった公的年金に

係る具体的な業務につきましてはこれまでどおりの

対応となっております。具体的には、名称が少し変

わりましたけれども、深川市を含む旧社会保険事務

所管轄の中身につきましては、砂川年金事務所と名

前を改めまして今までどおり年金相談について行っ

ていくということであります。あわせて、委員の質

疑にありましたとおり、変更によって深川市の窓口

はどうなるのかということなのですが、これもこれ

までどおり市民課医療年金係で年金相談について対

応いたしますし、あるいは給付にかかわる申請業務

等、これは事実上の審査に終わりますけれども、こ

れを受けまして今度は北海道の事務センターのほう

にそれを送らせていただいて手続を進めるという形

で、中身については一切変わっておりません。それ

で、この中身につきましても混乱がないようにとい

うことで、昨年の11月に広報に載せまして市民周知

を図ったところであります。これまでどおり、我々

としては、高齢化が進む中で対象者がふえてくると

思いますので、懇切丁寧な窓口業務に対応してまい

りたいと考えております。 

〇松沢委員 大体いいのですけれども、もう一つ少

し気になっている部分では、かつては紙台帳をもと

にして全部手繰っていたのですが、それが去年のた
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しか８月で全部なくなるということだったと思うの

ですが、この辺の昔の台帳を調べたいという希望が

あった場合は、すべてもうパソコンに入力されてい

て紙台帳はなくても全部検索できるという気がしま

すけれども、その辺の業務内容はどのようになりま

すか。 

〇瀬川市民課長 本市がこれまで保管しておりまし

た年金業務にかかわる記録、紙ベースのものですけ

れども、昨年もこの予算審査特別委員会でお答えを

させていただいておりますけれども、昨年の４月の

段階で、まだ旧砂川社会保険事務所でありましたけ

れども、ここと調整をとりまして、紙ベースにつき

ましては、私も少し記憶が薄れていますけれども、

すべて深川市が保管していたその中身については、

砂川年金事務所のほうに引き継ぎが完了している状

況になっています。 

〇川中委員長 １項社会福祉費を終わります。 

 お諮りします。本日の委員会はこれで散会したい

と思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、よって本日の委員会はこれで散

会することに決定いたしました。 

 なお、あすの委員会は午前10時から開きます。 

（午後 ５時５４分 散 会） 
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予算審査特別委員会記録 （第３号） 
                                    午前 ９時５８分 開議 
 平成２２年３月１８日（木曜日） 
                                    午後 ７時２４分 散会 

                                                 

 

（午前 ９時５８分 開 議） 

〇田中（裕）副委員長 ただいまから予算審査特別

委員会を開きます。 

 鍜治委員から本日の予算審査特別委員会を欠席す

る旨の届け出がありました。 

 議案３号平成22年度深川市一般会計予算ないし議

案第15号平成22年度深川市病院事業会計予算の13件

を一括議題とします。 

 質疑を続けます。 

 ２項児童福祉費、68ページから70ページまで。 

〇宮田委員 68ページ、３款２項１目児童福祉総務

費、説明欄の15、少子化対策出会い創出支援事業に

ついて伺います。 

 この事業は、未婚の男女のための支援を目的とし

たものとのことですが、この種の事業者は、２時間

程度のパーティーを企画して開催する事業者や、Ｉ

Ｔ技術を利用したタイプの第２種電気通信事業、例

えば一時問題になりました携帯電話を使うタイプで

すとか、あと本市でもブロードバンドの光ケーブル

が整備されつつありますけれども、そのような高速

通信網に対応したタイプですとか、ともかく多種多

様な事業者が存在し、需要も供給もかなり多いもの

と思われます。しかし、参加者間でのトラブルや犯

罪の発生がないとは言えないですし、また応募者や

参加者は、どの市も男性よりも女性が少ないため、

この問題を解決するために、いわゆるサクラを雇い

人数を合わせるといった悪徳業者も決して少なくな

いようです。 

このような犯罪や悪徳業者に対する対策はどのよ

うになっているのか伺いたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇東出委員 ただいまの少子化対策出会い創出支援

事業に関連してお聞かせいただきたいと思います。 

 市内の婚姻状況を見るときに、ここ平成19年、20

年、婚姻の組数が70組台に対して離婚が40組台、単

年度で見ると５割を超えているような状況でござい

ます。少子化対策という観点からいくと、婚姻対策

も必要なのかと思うけれども、離婚対策のほうが必

要なのではないかと思うぐらい、単年度にして６割

近い方が離婚されているような状況もある。しかし、

少子化対策の一環としてこういう事業を立ち上げた

ということは、私は評価させていただきたいと思い

ます。 

 そこで、所管の想定するこの支援制度、どういう

団体、取り組みを想定しているのか、例示的なもの

があればお示しいただきたいと思います。 

〇小林社会福祉課長 少子化対策出会い創出支援事

業につきまして、宮田委員、東出委員から質疑をい

ただきました。お許しいただきまして、順不同とな

りますが、一括して答弁させていただきます。 

 初めに、本事業の概要、イメージについてという

ことで答弁をさせていただいた後に、問題等もご指

摘されましたので、その辺について答弁させていた

だきたいと考えております。本事業実施の考え方で

ありますが、少子化の進行によるさまざまな影響が

懸念される中、少子化対策として本事業を実施する

ことにより、独身男女の出会いが創出されまして、

少子化の要因の一つであります未婚化、晩婚化の対

策を図ろうとするものです。事業概要でありますが、

独身男女の出会いを創出する事業を実施する団体に

交付金を交付しようとするものです。団体としまし

ては、市民２人以上の複数による任意団体というこ

とで、お一人を超えておられればこの事業の実施団

体とみなし、要件は余り厳しくしないことを考えて

おりますが、ただし事業者には次の五つの要件を満

たす団体ということで考えております。第一に、独

身の男女が出会うための交流会等を企画し実施する

こと。二つに、交流会等の企画内容が前段申し上げ

ました事業の趣旨に合っていること。三つ目に、交

流会の参加者がおおむね20人以上であること。四つ

に、事業の実施に必要な物資等は市内の事業者から

調達していただくこと。第五に、政治活動や宗教活

動、営利目的でないということで、この条件を満た

す団体が実施する事業を考えておりまして、結婚を

望む者同士が自然な形で交流できる創意工夫ある出

会いの場や機会の創出、また結婚のイメージアップ

を図る事業に要する経費に交付金を支出することを

考えているところでございます。 
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児童福祉費に100万円を予算計上しており内訳と

しましては、市民団体の募集によるもの５件、１団

体10万円を上限として５団体で50万円、実行委員会

形式による取り組みとして１件50万円を限度として

おり、募集団体、実行委員会、合わせて100万円を

予算化しているところでございます。事業がイメー

ジできるようなというお話でありましたので、幾つ

か申し上げますが、出会いの機会となるパーティー

の開催、あるいは文化、スポーツイベントの開催、

また出会い創出を支援する講座の開設、あるいは各

種行事への参加と交流会の開催などが一例として挙

げられますが、団体による創意工夫ある出会いの場

や機会の創出、結婚のイメージアップを図る事業が

計画されることを期待しているところでございます。

実施に当たりまして、トラブルや犯罪についてのご

心配をいただきました。この種の事業を営業として

いる方は対象外とさせていただく考えであります。

また、実施される団体においては、参加者関係での

トラブルが発生することがないよう、取り組みには

十分配慮いただく必要があると考えておりまして、

所管としましては応募された事業の内容をよく確認

させていただきまして、実施団体には事業実施に際

してトラブルが生じることのないような取り組みを

お願いしていきたいと考えております。一方、参加

者は成人の男女ですので、自己責任ということにつ

いてもご理解いただく中、参加をお願いしていきた

いと考えております。 

〇水上委員 １目児童福祉総務費の学童保育につい

てお伺いしたいと思います。この学童保育につきま

しては、同僚であります田中裕章委員が常々取り上

げておりますが、このたびは私のほうから質疑させ

ていただきたいと思います。 

 まず、この学童保育について、現状の利用者数の

推移についてお伺いいたしたいと思います。 

加えまして、子供たちの夏休みとか冬休みの長期

休暇中の利用についてでありますが、その時期とい

うものは非常に混雑しており、場所が狭くなって利

用しにくいことも仄聞いたしておりますが、学校な

どの空き教室を利用するなど、どこか広い場所を学

童保育の場所として提供できるような形はとれない

ものか、ご見解をお聞かせください。 

〇小林社会福祉課長 学童保育について、お答え申

し上げます。 

 初めに、学童保育の利用者数について、登録児童

数で申し上げます。昨年とことしの３月１日現在で

比較しますと、学童保育を実施している７施設、そ

れぞれ増減はございますが、学童保育全体としては

増加しておりまして、昨年134人の登録がことしは

165人で31人増加しております。 

 現在の学童保育の実施場所としましては、学校の

余裕教室での実施が２カ所、保育園での実施が４カ

所、専用施設での実施が１カ所という状況です。学

童保育は放課後の児童の居場所、生活の場となりま

すので、そのスペースは一定の規模の面積が必要と

考えております。質疑にありました長期休暇中につ

きましては、平日の利用に比べると利用時間も長く

なりますので、ある程度余裕を持ったスペースの確

保が望ましいことでもありますので、今後、学童保

育所の状況をお伺いしながら、子供たちの生活スペ

ースが確保されるよう検討していきたいと考えてお

ります。なお、その際、学校の多目的ホールなどを

お借りすることも対応策の一つと考えられますので、

教育委員会とも十分連携してまいりたいと考えてお

ります。 

〇田中（昌）委員 ３目保育園費についてお伺いし

ます。若干、歳入にもかかわりますので、本来であ

れば歳入のほうで議論するところもあるのですが、

ここであわせて一括質疑させていただくことをお許

し願いたいと思います。 

 保育料の軽減措置25％を、いわゆる財政収支改善

の見直しの中では12.5％にすることを前提に、昨年

は17％ということで、８％分の軽減措置の縮減をし

てしまったということです。この少子化対策の重要

な時期に保育料を改めて値上げするというのは、政

策的には間違っているのではないか、おかしいので

はないかということを言わせていただきました。昨

年も財政が非常に厳しいという理由をもって25％か

ら17％軽減に変えているということで、今年度につ

いては17％を維持するということの提案で、この軽

減措置を宿減するという表現を市政方針の中でも言

っていますけれども、昨年から比べれば25％から

17％に軽減措置を改悪しているわけですから、そう

いうふうに表現していいのかと非常に疑問に思うと

ころでございます。一般から見れば確かに軽減して

いることについては、一つの政策的な余地はあるの

かもしれませんけれども、これは財政的な厳しさと

いうものが軽減されていくのであれば、また最優先

課題として軽減措置を拡充するのが本来の筋かと思
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いますので、まずその点についてお考えをお伺いし

たいと思います。 

 あわせまして、これまでも何回かはお話しさせて

いただいたのですが、もし仮に軽減措置を市の側で

言うと緩和する、少し戻していくということになる

のであれば、園に通う親御さんにとっては負担が大

きくなる。であれば、サービスの拡充というものを

バーターで何らかの形で出てくるべきではないかと

考えるのが当たり前だと思うのです。となれば、例

えば市内の保育園、市立、法人立を含めても、かな

り老朽化が進んでいるということで、保育園の施設

費の部分についての拡充を考えていかなければいけ

ない時期だと思います。保育料の値上げをすれば、

これは市の保育園全部に影響するわけですから、そ

ういったところに対して適切に支援をするなり、補

助の拡充をすることが必要だと思いますが、そうい

った保育施設の充実という意味合いを持ったところ

でどのようなお考えを持っているかお伺いしたいと

思います。 

〇小林社会福祉課長 保育料の関係、あわせて保育

所の施設整備にかかわって質疑をいただきました。

順次答弁させていただきます。 

 初めに、保育料の関係でありますが、新年度の保

育料につきましては、今ほど委員の質疑の中でも触

れておられましたが、国の保育料徴収基準額から各

階層、一定割合を軽減する保育料軽減措置を継続し

たところでございます。軽減率は平成21年度と同じ

17％の軽減でございます。また、軽減ということか

ら申し上げれば、平成20年度に創設した本市独自の

第２子及び第３子以降の多子世帯向けの保育料軽減

措置も継続することとしておりまして、これら軽減

措置を講じることにより、保護者の負担軽減、子育

て支援とともに少子化対策に努めたところでござい

ます。この17％軽減の考え方でありますが、本市の

保育料は平成20年度まで国の徴収基準額から25％を

軽減した保育料としてきたところですが、本市の厳

しい財政状況のもと、20年度において、財政収支改

善に向けた歳入歳出全般の見直しによりまして、財

政収支改善の見地から保育料の軽減を12.5％にする

財政収支改善案としたところでありますが、この案

について関係団体、関係者からの陳情や要望、そし

て議論をいただく中、議会として保育料軽減の削減

は単年度での引き下げを避け、２年間は激変緩和を

講じることとする決議が行われたことなどを踏まえ

まして、２年間の激変緩和を講じることとしまして、

21年度は軽減率を17％とし、22年度につきましても

軽減率を継続し、17％軽減とする保育料としたとこ

ろでございます。今後の保育料におきましては、財

政収支改善に向けた検討において、保育料軽減率の

見直しを行い、12.5％の軽減をお示しする中で、平

成21年度と22年度、２年間の激変緩和措置をするこ

ととしてきたところであり、22年度でその期間を終

えることから、23年度については、保護者の経済的

負担軽減のため一定割合の保育料軽減を考慮しつつ

も、財政収支改善案に沿った保育料に設定すること

とし、歳入の確保に努めることが基本になるものと

考えております。また、多子世帯の軽減策につきま

しては、財政状況などを踏まえつつ、継続に向けた

検討が必要と考えているところでございます。 

 施設整備についてでありますが、市内には社会福

祉法人立保育所６園と市立保育所３園の９園が設置

されていますが、いずれの保育所も建設からかなり

の年数を経過しております。このような中にあって、

社会福祉法人立保育所の施設整備については、これ

までも保育所運営法人の施設整備費に対して市費助

成を行った経緯もございますが、今後、施設の現状

などをお伺いし、必要と見込まれる施設整備につい

ての把握に努めてまいりたいと考えております。 

〇田中（昌）委員 再質疑をいたします。 

来年は12.5％にすると宣言されたらまた困るので

すけれども、財政収支改善というところでは、今年

度も特別交付税の内示額が、12月と３月分で７億

7,000万円以上となっているようですし、先日の補

正と合わせれば、ほぼ基金の繰り入れがなくても財

政運営ができるような状況が平成21年度の決算でも

起き得る可能性があるということで、そういう財政

収支改善が図られているのであれば、その辺の措置

は最優先でやるべきではないかと考えます。一度つ

くった計画ではありますけれども、その状況に応じ

たところは柔軟に構えるべきですし、少子化対策と

いう観点から、先ほどの100万円で少子化対策出会

い創出をやっているということであれば、子育ての

しやすさ、これはぜひ実現すべきだと思っておりま

す。実は、第２子、第３子の軽減措置、これまでは

逆に、２人以上いれば安いほうの保育料の方が半額

になるという減免措置はありましたけれども、新し

い措置は、第２子、第３子、後のほうが減免措置半

額ということで、これは保育園に預ける親御さんか
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らすれば、３歳未満の子供たちを預ける場合に非常

に大きなメリットのある政策として、親御さんから

も本当に助かる、ありがたいという言葉が聞こえて

いるのです。保育料の軽減措置は、働く保護者の皆

さんからとても価値ある政策だと認められているわ

けですから、そういうところでやった反面、逆に保

育料全体を上げるというのは、どうも全体の動きと

しては効果が逆になってしまうのではないかと思い

ます。そういった点もぜひ考慮して、これから子供

を産み育てようという保護者の皆さんの声を反映し

た政策をとっていただきたいと思いますので、改め

てお伺いします。 

 それともう１点、施設整備のほうも、これから調

査をするというのでは少し遅いと。先日の２次補正、

きめ細かな臨時交付金で深川保育園の補正予算も上

がっていましたけれども、あれは外周りなのです。

内部も、深川保育園なども床の傷みというのはかな

りひどいと私も保育園に行くたびに思っているとこ

ろでございますので、そういう部分、いつもいる方

から見れば、それが当たり前になっているかもしれ

ませんけれども、外部の方の目をもう少し入れるよ

うな形で、市内の保育園全体の調査など実施すべき

と思いますので、その点についてお答え願いたい。 

〇小林社会福祉課長 初めに、保育料の軽減につい

てでありますが、保育料については平成22年度、国

においても保育料設定の仕組みについての見直し、

検討が行われるということも仄聞しております。国

の保育料の設定の仕組みが今後どのようになってい

くか、またこれが本市の保育料設定にどう影響する

のか。国の保育料見直しの動向も注視をしていかな

ければなりませんし、またこれまでの本市の保育料

見直しについての経緯もありますので、それらも踏

まえながら、今後本市の保育料について検討してま

いりたいと考えております。 

 施設整備の部分につきましては、こちらも国の社

会保障審議会において、施設整備補助のあり方につ

いて検討されていると聞いております。これについ

ても、どのような影響が出てくるのかはわかりませ

んが、そこら辺の動向なども見ながら、本市の保育

施設整備について、今後いかにあるべきかについて

も市内保育所のあり方の検討と含めて検討してまい

りたいと考えております。市立保育所、また法人立

保育所という二つの様式があるわけですが、それぞ

れ施設の状況をよくわかっておられる現場の方もお

られますので、それらの方々のお話なども聞かせて

いただきながら、状況把握に努めてまいりたいと考

えております。 

〇北畑委員 １目児童福祉総務費にかかわって、児

童虐待について何点かお伺いします。 

 最近、本当に見るに耐えない、聞くに無残な話が

るる報道されているところでございますけれども、

２年前、2008年４月に改正児童虐待防止法が施行に

なって、児童相談所の家庭の立ち入りだとか、警察

が同行する場合も、かなり前よりは同行しやすくな

ったという法律的には進んでいる状況でございます

けれども、そこで何点かお伺いしたいと思います。 

 １点目に、報道のたびに指摘されておりますけれ

ども、行政はもちろんでございますが、警察、医療

機関、幼稚園、保育園、小学校、地域、それから民

生委員児童委員などの連携で発見できるという部分

があり、毎回毎回指摘されております。その部分で

の連携について、今どのような現況と取り組みをさ

れているのか。 

 それから、一番先に察知というか、見つけるとい

う部分では、近隣に住んでいる地域の人たちの目と

いうものが必要になってくると思います。そういっ

た虐待をうかがわせるような事態を見かけ、そして

通報するという体制も必要と思います。そんな意味

では、市として今言ったような内容の対処法につい

てどのように取り組まれているのかお聞きします。 

〇小林社会福祉課長 児童虐待に関しまして、発見、

予防、対策にかかわっての連携の必要性、あわせて

地域の人たちの協力ということで質疑がございまし

た。 

 一括して答弁させていただきたいと思いますが、

本市では、平成17年に虐待を受けている児童など、

保護者に監護させることが適当でない児童の早期発

見や、児童や家庭への適切な支援を行うこと、また

問題の未然防止を図ることなどを目的として、深川

市要保護児童対策協議会を設置しております。この

協議会は、要保護児童に関する専門機関である児童

相談所や保健所のほか、地域の組織として警察署や

医師会、歯科医師会、また小中学校や保育所、幼稚

園代表者の方々に参画をいただくほか、地域住民と

しても日々児童の福祉に関する業務に携わり、活動

されている人権擁護委員や民生委員など、幅広い地

域の方々のネットワーク組織として機能していると

ころでございます。 
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質疑にありました連携ということでありますが、

要保護児童対策協議会では年に一度、各組織の代表

者にお集まりいただき、支援が必要なケースが発生

した場合の連携した対応や、虐待が疑われるケース

が発見された場合の通告や相談などについて協力を

お願いしているところでありますが、具体的な事例

が発生した場合には、随時関係する機関の担当者等

が集まりまして、その対応について検討するなど、

それぞれのかかわりの中で問題を有する児童や家庭

への支援に当たっているところでもございます。こ

の早期発見、通報といった部分には、市民の皆さん

からの貴重な連絡、通報ということも受けていると

ころでございます。虐待通告や相談窓口としまして

は、社会福祉課に専門員を配置する家庭児童相談室

を設けておりまして、児童相談所の助言などもいた

だきながら必要な対応に努めており、今後におきま

しても、この家庭児童相談室と関係者で構成する要

保護児童対策協議会が連携しまして、本市における

児童虐待の早期発見や適切な対応に努めてまいりた

いと考えております。 

〇水上委員 ２目母子福祉費の児童扶養手当支給事

業についてお伺いしたいと思います。 

 新たに父子家庭も支給の対象になるということで

すけれども、対象者をどの程度想定しているのか、

まず一つお伺いしたいと思います。 

あわせまして、この制度の周知方法についてもお

聞きしておきたいと思います。 

 また、最近の社会情勢を反映してか、先ほども話

題に上っておりましたが、事情はさまざまですが、

ひとり親家庭となるケースが多いように感じており

ますけれども、この手当の受給者の推移を伺ってお

きます。 

〇小林社会福祉課長 児童扶養手当支給事業につい

て、３点お答えさせていただきます。 

 初めに、このたびの父子家庭への児童扶養手当の

支給につきましては、ひとり親家庭に対する自立を

支援するため、児童と生計を同じくする父子家庭の

父に児童扶養手当の支給対象が拡大されるものです。

所要の法案は、本年８月施行の予定でありまして、

児童扶養手当は４月、８月、12月を支払い期日とさ

れておりますので、新年度、新たに対象となる父子

家庭の支給は８月から11月までの４カ月分を本年12

月に支給することとなります。新年度予算で見込む

父子家庭の支給人数ですが、対象者を正確に見込む

のは難しいものがありますが、現在、市が実施して

います児童を扶養する母や父など、ひとり親家庭を

対象とする医療費の助成制度における父子家庭の数

を参考に、14人と見込んでいるところでございます。 

 なお、父子家庭への児童扶養手当支給に係る周知

につきましては、広報紙や市ホームページでの周知

はもとより、対象となる方々からの申請が受けられ

るよう、制度の周知に十分意を用いてまいりたいと

考えております。 

 最後に、児童扶養手当受給者の推移でありますが、

過去３年間で申し上げます。各年８月末現在の受給

資格者数でありますが、平成19年210人、20年214人、

21年で219人と、ほぼ同数で推移しているものでご

ざいます。 

〇田中（裕）副委員長 ２項児童福祉費を終わりま

す。 

 ３項生活保護費、72ページ。 

〇長野委員 それでは72ページ、生活保護費の総務

費のところで、生活保護対象者の審査につきまして

お尋ねしたいと思います。 

 最近の経済状況を考えますと、生活保護の対象者

も減少する環境にはないと認識しておりますけれど

も、資料を拝見しますと、保護率が１月分で18.2パ

ーミル、類似市に比べますと、同じような農村都市

ですと高目の数字と判断しております。 

 そこで、現状の審査のあり方について、また審査

後、いろいろな原因がおありなのだろうと思います

けれども、自立、自活に向けた指導だとか対応につ

いてもどうなっているのかお尋ねしたいと思います。 

 また、市内には大きな療養施設だとか病院等もあ

ります。そこで長期療養されている中にこれらの対

象者がおられるのかどうか、現状どうなっているの

かお尋ねしたいと思いますし、また他町からの入院

の場合、財源の問題が若干絡むかと思いますので、

深川市として財源負担が生じているのかどうか、あ

るいは退院後の患者さんの傾向をお知らせいただき

たいと思います。 

〇小林社会福祉課長 生活保護世帯の審査、指導、

援助、あわせて長期入院患者の関係で質疑をいただ

きましたので、順次答弁させていただきます。 

 初めに、現状でありますが、長野委員も触れられ

ておりました本年１月の生活保護速報では、本市の

保護率は18.2パーミルということで、昨年１月に比

べまして1.1ポイント上昇しておりまして、平成20
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年後半から上昇傾向となっております。全国、全道

的に見ましても保護率は上昇傾向にあり、景気低迷

が大きな要因と受けとめているところでございます。

このような中、本市の保護率は、全道35市の中では

中間に位置しているという現状にございます。 

 次に、生活保護対象者の審査についてであります

が、生活保護は生活に困窮する方が、利用し得る資

産、能力、その他あらゆるものを最低限度の生活維

持のために活用することを要件として行われます。

このため、生活保護の申請があった場合には、病気

で働けないのかどうか、扶養義務者からの援助は受

けられないのか、資産などで活用できるものはない

のか、あるいは他の法律、制度を活用できる場合は

そちらを優先していただくということで、他法、他

施策の活用などについて助言をさせていただき、あ

るいは調査、確認を行いまして決定することとなり

ます。調査によりまして、保護を受けなくても最低

限度の生活を維持できることが可能となれば、保護

を受けずに生活していただくことになりますし、ま

た難しいという状況になれば保護を受けられるとい

う状況になるものです。生活保護では、働くことの

できる人は就労することが基本ですから、65歳未満

の稼働年齢層の方で稼働していない場合にあっては、

主治医訪問を行うなど調査しまして対応させていた

だいているわけですが、稼働が可能であっても、前

段の中でもお話ししましたが、不景気の中ではなか

なか就職先が見つからないといったことも現実でご

ざいまして、このような場合は求職活動についての

助言をしたり、ケースワーカーによる職安への同行

訪問を行ったり、また職安と連携を図るなどして保

護の適正実施に努めているところであります。また、

保護開始後において、日常生活における世帯の自立

に向けた支援も大変大事なことでありまして、経済

的な自立ばかりでなく日常生活の自立、社会生活の

自立といったこともありますので、定期訪問などを

通じ、援助、指導に努めているところであります。

生活保護は国民生活の最後のセーフティーネットと

なる制度でありまして、その運用に当たっては、保

護を受けるべき人が保護を受け、保護を受けてはな

らない人は受けず、保護を受けている人もその能力

に応じた自立を図ることが求められているというこ

とでありますので、今後ともそういった適正な実施

に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、入院患者でありますが、市内には幾つもの

病院があるということで、多くの入院患者の中には

保護を受けられている方もいらっしゃいます。特に

費用とのかかわりで保護世帯のことに絞ってお答え

させていただきたいと思います。生活保護費は、基

本としては国が扶助費の４分の３を負担し、市が４

分の１を負担するということで、北海道の負担はご

ざいません。しかし、入院患者の中には、長期に及

ぶ患者がおられますが、そうした中には、もう既に

住居を処分して入院されて帰来先がないといった方

も多くおられまして、そうした人の中には扶助費の

４分の１、市が負担する部分を都道府県が負担する

という制度もございます。また、これらの人が医療

機関から直接施設のほうに入所された場合において

も都道府県が負担するというものでありまして、本

市では現在、50人ほどの入院患者、施設入所者がこ

の制度の対象となっているところでございます。 

〇長野委員 １点だけ再質疑を申し上げたいと思い

ますが、実態として今答弁いただきましたので十分

理解しましたけれども、審査後の自立というところ

で要望も含めて、市民の皆さんの声も常日ごろ拝聴

するものですから、指導のあり方についてお尋ねし

たいと思います。 

 私の友達もいろいろな方がおられまして、特に冬

期間は市内の娯楽施設に大いに出入りしている。決

してそこが悪いという意味ではございません。ただ、

１万円札を何枚も投入して遊技施設で１日過ごされ

ている姿、お若い方で、自慢げにそれが生活保護の

対象者だということになりますと、市民の目線から

見ても、審査後の生活実態のあり方にどういったチ

ェックがかかっているのかというものが市民の皆さ

んから非常に問われております。その辺の指導のあ

り方について、今後取り組み等の考えがあればお聞

かせいただきたいと思います。 

〇小林社会福祉課長 保護世帯の生活状況について

の指導のあり方ということかと思いますが、当然、

保護世帯については、自立した生活に向けて毎日を

過ごしていただく、また限られた中での生活費とい

うことですので、それを目的でないものに圧迫され

るような生活をしていくということになりますと、

また生活が乱れていくということもありますので、

そうならないような形で、私どもも定期の訪問なり、

また住民の皆さんから直接ご意見等をいただいたと

きには、そういう部分での指導、対応はしていると

ころでございます。 
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 委員のおっしゃる内容についても十分理解できる

ものでありますので、今後におきましても、生活保

護の適正実施の取り組みの中で十分対応してまいり

たいと思います。 

〇北名委員 生活保護について私もお尋ねいたしま

す。 

 まず聞く前に少しだけ話をしますけれども、最後

のセーフティーネット、長い間苦労して働いたり、

子育てしたり、地域をつくってきたお年寄りが仕事

を終えて、そういう状況の中で、もう働く状況には

ない。ぐあいが悪いとか、いろいろな状況で生活保

護を受けている方もいらっしゃいますし、また年金

を受けているけれども、年金が少ないから、それに

プラスして生活保護を受ける。あるいは今若い人た

ちに全国的に見られているのは働きたいけれども仕

事がない。こういう状況の中で生活保護を受けてい

るとか、さまざまな方がいると思います。まさに生

活保護は憲法で保障された権利であって、そのこと

を踏まえて、国民がこのことをしっかり押さえてい

く必要がある。ところが、なかなか憲法の理念とい

いますか、生活保護の理念というか、精神も含めた

制度について、非常に不十分な理解があって受けづ

らくなっている。受けても肩身が狭いとか、いろい

ろな問題がある。私はその辺は非常に大きな問題が

あると思っております。 

 そこで第一に、今少し出てしまったのですけれど

も、出してもらいました資料の中で全道の様子が出

ております。千分率でパーミルというのですけれど

も、釧路が全道の中で非常に高くて、ついこの間、

北海道新聞に５回にわたって釧路の中身が出ました。

釧路は人口の20人に１人が生活保護を受けていると

いう状況があります。全道平均は、市段階では29.7

パーミルです。深川はそれよりも低い18.2。これも

いろいろな見方があるのですけれども、これに対し

て簡単に、どういう受けとめをしているか聞きたい。 

 ２点目は、私もケースワーカーさんを知っていま

すし、いろいろなことで仕事ぶりも見ていますけれ

ども、非常に激務だと感じています。また、微細に

わたった指導の場合もあるだろうし、援助の場合も

あるだろうし、いろいろなことがあると思いますが、

そういう意味で当市におけるケースワーカーさんの

仕事が、一定の基準を国では設けていますから、基

準との関係でどうなのか、その辺のことについて聞

きたい。 

 ３点目は、私は、何人も生活保護を受けている人

とのつき合いはかなり深くありますので、その中で

よく言われるのは病院への通院移送費のことなので

す。滝川事件というのがあって、とんでもない出来

事が発生して全国的に紹介さて以来、かなり慎重に

なってきているというのはよくわかりますし、でた

らめはやってはいけないことであることはわかりま

す。そういう中で、深川の通院移送費についてお尋

ねします。さまざまな事情で認めているのでしょう

けれども、市外の病院に行っている方が64人いて、

そのうち19人には通院移送費を支給しているという

ことですから、引き算すれば、45人の方は恐らく旭

川、札幌、もしかしたら滝川とか、いろいろあると

思いますが、通院移送費が出ていないのです。その

辺の状況、さまざまあると思うので説明をいただき

たい。 

〇小林社会福祉課長 生活保護について３点質疑を

いただきました。 

 初めに、本市の保護率に対する受けとめ方といい

ましょうか、考え方ということで、他市の比較の中

でのお話をいただきました。保護率については、各

市の産業構造であるとか雇用情勢、地域状況や人口

構成など、さまざまな要因があり、一概に比較でき

るものではないと受けとめております。そのような

中にあって、本市にあっては近年、特に最近は生活

に不安を持つ方からの生活相談などもふえておりま

すし、これに伴っての保護の申請件数、新規の保護

世帯も増加しておりますので、これは厳しい経済状

況などの影響かと考えたときに、今後も本市の保護

率は上昇傾向で推移することもあると受けとめてい

るところでございます。 

 ２点目のケースワーカーの配置基準についてであ

ります。配置基準は、受け持つ被保護世帯をもとに

算定され、ケースワーカー１人につき被保護世帯は

おおむね80世帯とされていますので、現在の本市の

４人のケースワーカー配置は適正な配置状況と考え

ております。ケースワーカーの業務は多岐にわたり、

業務の特殊性から面接員であり、また調査員であり、

そして生活を支える支援者でもあるといったように

多くの側面を持っています。また、法律や制度が改

正され、相談内容が複雑、多様化する中、適切な対

応が求められるなど、委員がおっしゃられたように

激務、難しい業務であると受けとめております。こ

のような中、ケースワーカーには、相談者や被保護
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世帯との対応の仕方や各種制度の理解や活用能力な

ど、職員としての資質の向上が求められるところで

ありまして、今後とも研さんに励みつつ、生活保護

の適正な実施と温かみのある対応に努めてまいりた

いと考えているところでございます。 

 最後に、通院移送費でありますが、平成20年度に

移送費の給付に関する基準、審査等が明確化されま

した。その基準審査に基づいて通院移送費を支給し

ているものでありますが、基準としては最寄りの医

療機関か、最寄りでない場合は真に必要やむを得な

いものか、医療機関の妥当性。二つには、ハイヤー

の利用については一般交通機関の利用が可能かどう

かの交通機関の妥当性。３点目は、主治医の意見な

どをもとにした適切な通院日数かどうかの通院日数

の妥当性。最後に、合理的、経済的な経路となって

いるか、費用の妥当性。この４点について審査し、

妥当な場合に通院移送費を支給することとされてお

ります。このうち、質疑にありました市外の医療機

関の受診を希望される場合でありますが、この基準

のうち医療機関の妥当性の部分で審査が必要になっ

てまいります。市内には多くの医療機関がある中、

市内の医療機関で治療ができないものなのか。市内

の医療機関での治療が難しく、主治医が市外での受

診を勧める場合には、これはもちろん市外の通院移

送費を支給することになりますが、市内の医療機関

で治療が可能にもかかわらず、本人の希望で市外の

医療機関を受診するような場合には支給できないも

のであります。このような中、平成21年度において

は、委員の質疑の中にもありましたが、64人の方が

市外の医療機関を受診されました。この中には通院

回数の少ない方も多いかとは思われますが、これら

の方々について、医療機関の妥当性の審査により19

人には通院移送費を支給しましたが、45人の受診者

については本人都合の市外通院であることから、通

院移送費については支給していないものであります。

今後におきましても、被保護世帯の病院受診に際し

ましては、最寄りの医療機関である市内医療機関を

基本としつつ、市内に診療科目がない場合や、市内

の医療機関での対応は困難との主治医の判断がある

場合にあっては、市外の通院についても通院移送費

の支給が可能ですので、世帯からの相談があった場

合には、これまでもそうでありますが、よく制度に

ついて説明し理解をいただくとともに、適正な通院

移送費の支給に努めてまいりたいと思います。なお、

国では通院移送費の取り扱いについての見直しが行

われておりまして、取り扱いの緩和を含めて検討さ

れているようです。今後その取り扱いについて内容

をよく確認した上で、取り扱いの方針を定め、その

場面には世帯への周知も含め適切な対応に努めてま

いりたいと考えております。 

〇北名委員 先ほど北海道新聞の話をしましたけれ

ども、この連載は、私は出色のものだと思っており

ます、ルポルタージュというか。５回目の最後にこ

う結んでいるのです。釧路のことを書きながら、

「受給者を排除せずに地域で受け入れる。支え、支

えられて、人も地域も元気になる。そこに釧路市が

模索する生活保護問題の出口が見えてくる」。通り

一遍のことではなくて、かなり中身が詰まっていま

すので、深川だけではなくて、参考になることがあ

りまして、全国かどうかはわからないけれども、全

道的にはこの釧路方式というのは注目されて、視察

も相当行っている。インターネットを見ると、釧路

の様子が詳しく出ております。 

 それで私が聞きたいのは、生活保護世帯が333世

帯であり、ケースワーカーさんの数が４人で80世帯

ですから、おおむねいいでしょうと。その点では世

帯オーバーしているし、ふえるとすれば、どこかの

時点で検討しなければならないという気がしますの

で、もし何かあれば一言。 

 それから、通院移送費も何か最後に国の基準緩和

のことが出ていたので、あっと思ったのですけれど

も、平成20年の滝川事件の後いろいろ出て、あの段

階から件数や金額、詳細はいいのですけれども、か

なり激減したのではないかと記憶しているのですけ

れども、当市でもそういう状況があったというぐあ

いに押さえていいのか。 

〇小林社会福祉課長 ケースワーカーの基準であり

ますが、基準にほぼ妥当性があるということでお話

をしながら、なおかつ80世帯という部分についても、

それぞれのまちの保護世帯の状況によって異なるか

と思います。単身の方、あるいは病院施設等で、そ

こそこでケースワーカーがおられる場合、連携を図

りながら対応させていただくという部分で考えたと

きに、深川市はそういうような部類に入る方も一定

程度いるということで、大変激務でありますが、そ

ういった部分も含めて妥当な配置になっていると受

けとめております。 

 通院移送費の部分については、平成20年のときに、
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滝川の問題を機にこういった中での取り組みになっ

てきましたけれども、その時点での見直しにより支

給が実態としてどうなったかというのは今押さえて

はいないのですけれども、多少の影響はあろうかと

思います。 

〇田中（裕）副委員長 ３項生活保護費を終わりま

す。 

 ４項災害救助費、74ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 ４項災害救助費を終わります。 

 ５項総合福祉センター費、76ページ。 

〇宮田委員 76ページ、３款５項１目総合福祉セン

ター費、説明欄の２、総合福祉センター施設維持管

理費について伺います。 

 以前、私を含めた社会民生常任委員会の委員は、

所管事務調査において総合福祉センターを視察調査

したことがありました。その後、浴室が故障して改

修費が相当必要なこと、また利用者がかなり少ない

状況のもと廃止したい旨のお話は伺っておりました

し、了承もしてきました。 

 しかし、北名議員の一般質問の答弁にあった代替

案については一切お話を伺っておりませんでした。

代替案の中身については私からは聞きませんが、委

員会への報告がなかったことについて、今後のこと

もありますので、なぜこのようなことになったのか

ご説明願いたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇田中（裕）副委員長 山田委員。 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇田中（裕）副委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時５６分 休 憩） 

                      

（午前１１時１９分 再 開） 

〇田中（裕）副委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開します。 

 山田委員の発言許可を取り消します。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇長野委員 関連質疑で、ただいまの総合福祉セン

ター費の浴室につきまして、何点かお尋ねしたいと

思います。 

 今の大きな観点で宮田委員からお話がございまし

たけれども、若干関連しますので、私も社会民生常

任委員会の一員として、昨年、所管事務調査で総合

福祉センターの建物の中におふろがあることを初め

て知ったという恥ずかしい認識でございますけれど

も、実は私と同じく、仲間の委員も初めて知ったと

いう方がたくさんおられました。それぐらい非常に

周知されていない施設だったと改めて感じたところ

であります。先般、北名議員の一般質問の中で、昭

和59年からこの浴場が開設されていたということで

ありましたので、非常に勉強不足ということを改め

て反省するものでありますけれども、ただ調査の中

で明らかになったことを思い返しますと、高齢に伴

う機能回復が目的という浴場でありましたけれども、

実は人的配置も何もされていない。何が機能回復に

効果があるのだとお尋ねすると、おふろに入ること

が機能回復だと。これは何なのだろうと。かつて、

緊急プログラムあるいは財政収支改善の中で、お年

寄りへの入浴券の配付が廃止されました。ここのお

ふろは週２回と言いながらも無料。特に特定の資格

条件を持った方でなくても、どなたでもある一定の

年齢を超えれば利用ができる。さらに市民周知も十

分にされていない。私も初めて聞いたものですから、

老人クラブの方々に聞きますと、そんなものがあっ

たのですかと。ほとんどの方がそういうふうに申さ

れました。愕然といたしました。そんな中で利用実

態をお尋ねすると、まさにこの施設の近隣の方が中

心になってご利用されている。利用されていたこと

についてとやかく言うつもりはありません。特に石

油高騰のときには行列ができるほど込み合っていた

ということであります。今回、予算計上にこの廃止

に伴っての割引券なるものが予算化されております。

委員会の議論の中では、無料で、しかも機能回復に

かかわって人的配置もない。何の対策もないものに、

無料でご利用された方にはそれなりに有益な、まさ

に恩恵のあった施設であった。ただ、今日的な深川

市の全市民的な立場から言うと、同じお年寄りに対

しても不公平な施設であり、周知も十分されていな

い。そして、無料であるということからすると、も

っとＰＲすべきであったと思いながらも、３月で施

設の老朽化も含めて廃止されるということもお聞き

した中で、了としていたわけでありますけれども、

委員会に報告があるとかないとかということを私は

申し上げるつもりはありません。ただ、議論の経過

からすると、十分に恩恵に浴した方にさらなる割引

券の交付が必要なのかどうかというのは、私は異を

唱えるものであります。 

 お尋ねすることにつきましては、今回この施設の
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廃止に伴って割引券が予算化されておりますけれど

も、この該当する年齢の方、今まで特に医者の証明

書だとか、手帳だとか、そういったものがあって利

用されていたのではないわけでありますから、当然

ある一定の方の全市民を対象に公平にこの割引券は

配付されるものと思われますので、その辺の考え方

をお尋ねしたいと思います。当然、今回のこの割引

券の配付に関しては、かつて温泉施設等の入浴券に

ついては、その券の廃止ということが過去にござい

ました。財政収支改善の目的で廃止されたわけであ

りますけれども、ここにかかわっても、こういった

お年寄りに対する入浴券を復活されたのかどうか、

その考え方についてもお尋ねいたしたい。 

 さらには、今回おふろのない方もある方も、それ

ぞれ枚数は違いますけれども、割引券が出される。

全市民的に一定の年齢の方で、おふろがある方、な

い方、どのような形で調査をされたのか、その事実

確認をされたのかお尋ねしたいと思います。 

〇川端介護福祉課長 老人福祉センターの浴室廃止

に伴います宮田委員、長野委員の質疑に一括してお

答えさせていただきます。 

 今回、老人福祉センター浴室の老朽化による廃止

に伴います経過措置の検討に当たりましては、利用

者や高齢者団体の皆さんから浴室の存続や他の施設

利用に対する助成が求められたことを踏まえながら

も、一方では、老人福祉センターの浴室を利用しな

いで他の入浴施設を利用している方も多くいらっし

ゃることや、老人福祉センター浴室利用者の中にあ

っても、自宅におふろのある方もない方もいらっし

ゃいますので、これらを総合的に判断し、経過措置

として市内の他の入浴施設の利用に伴う負担軽減の

ため、４月から９月までの６カ月間使用可能な200

円の助成券を、自宅におふろのない方に30枚、自宅

におふろのある方に15枚をお渡ししようとするもの

でございます。なお、この施設の利用につきまして

は、60歳以上の高齢者の方ということが対象になっ

ているところでございます。 

 また、全市的な観点の中で、従来行っておりまし

たふろ券の復活ということでございますけれども、

今回の老人福祉センターの廃止に伴います考え方と

いたしましては、あくまでも現に老人福祉センター

の浴室を利用されている方に対する経過措置という

形で予算提案させていただいているような内容とさ

せていただいたところでございます。 

 また、全市的に家庭におふろのあるなしの調査を

行ったのかどうなのかということにつきましては、

調査はいたしておりません。 

〇長野委員 再質疑させていただきます。 

 全く理解できる答弁ではないと認識いたします。

今まで利用されていた方だけという認識のようであ

りますけれども、どんな根拠を持ってこの割引券の

人選をされたのか。その利用されていた方、特に手

帳を持っているとか、障がいがあるとか、何らかの

規定があって、きちんと把握をされて利用していた

だいたのであれば、私も理解します。まして、おふ

ろのある方まで対応される。まさに全市民的には不

公平かつ、ゆゆしき対策だと私は思います。これは

ほかの60歳以上の方、この議場にも何人かおられま

すけれども、該当する方が欲しいと言っているわけ

ではありませんけれども、やはりこういったことを

やられるというのは慎重かつ公平でなければいけな

い。税金を使ってやることですから、特定の方の特

定な施設であってはいけない。利用実態からいって

も、やはりこの周辺の方が特に集中してご利用され

ているのです。そうしたら、遠くにお住まいの方は

全くその恩恵に浴しないわけです。この辺の周知、

理解というのはどのようにされるつもりかお尋ねし

たいと思います。 

〇川端介護福祉課長 老人福祉センター利用に伴い

ます何らかの規定等があるのかにつきましては、60

歳以上の規定しかございません。なお、利用に当た

りましては、それぞれの方に利用登録をしていただ

き、また利用時には受付簿に記載して利用いただい

ているところでございます。また、自宅におふろの

ある人にまで助成するのかということでございます

けれども、今回の経過措置の検討に当たりましては、

そういう経過措置として助成すること自体がどうな

のか、また助成するにしても、対象者やその方法と

してどうすることがいいのか、市としてもいろいろ

な観点から検討したところでございます。そういう

検討の中で、今ほど申し上げましたように、他の入

浴施設を利用している人とのかかわりもございます

ので、無料ではなくて200円の助成とさせていただ

く中で、お渡しする助成券の枚数は異なりますが、

自宅におふろのある方も含めた経過措置とさせてい

ただいたところでございます。 

〇長野委員 大変恐縮ですが、再々質疑させていた

だきます。 
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 まさに不公平な助成券の対策だと思います。私は

再検討を求めたいと思います。今はどなたも200円

といえども、いろいろな施設を利用する方は、60歳

以上のお年寄り、あっちが痛い、こっちが痛いと言

いながら、お金を出して皆さん利用されているので

す。財政収支改善で、ほかの施設が500円、600円と

料金を値上げしたにもかかわらず、すっぽり穴のあ

いたように無料化で残されていた施設です。十分恩

恵に浴していたと私は理解しております。その上、

さらにこのような対策を打つ。どのような考えでそ

んなことをされるのか、私は全く理解できない。そ

んなことで答弁いただきたい。いわゆる公平確保に

ついての考え方を聞かせていただきたいと思います。 

〇通市民福祉部長 再々質疑に対しまして、私のほ

うからお答えいたします。 

 ただいまの長野委員のご指摘については、私ども

も大変ごもっともな部分ということで十分理解する

ところでございます。本当にこの問題について半年

ぐらいかけて部内協議、また理事者協議を踏まえま

して、最終的なご提案をさせていただいているとこ

ろでございます。財政収支改善の取り組みに当たり

まして、各種事業の見直し、特に廃止等に当たって

は拙速であってはならない、それから利用者の意見

を十分聞くべきであるという議会の厳しいご意見も

いただいたところであります。所管としては、その

ようなことを踏まえまして、慎重かつ、また現在利

用されている方々の声も踏まえまして、確かにそれ

ぞれの見方によっては委員ご指摘のことも十分所管

としても考えたところでございますけれども、前段、

課長が答弁申し上げましたように、総合的な判断の

もとでこのようなご提案をさせていただいておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇長野委員 もう３回終わりましたので質疑はでき

ませんけれども、ご利用されている方からご意見を

聞いたというのは十分わかります。特定の方の意見

だけで、かつて温泉施設の利用券を廃止したときに

皆さんから意見を聞いたのですか。そんなことはな

かったでしょう。そんな議論はなかったはずです。

今回は慎重にやったという意味ですけれども、それ

なら今までの政策を全部見直したらいいのです。私

は整合性がなさ過ぎると思いますので、そんな意味

で議事進行をかけさせていただきたいと思います。 

〇田中（裕）副委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時３４分 休 憩） 

                      

（午前１１時５３分 再 開） 

〇田中（裕）副委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開します。 

 ただいまの議事進行については、なお精査が必要

となりますので、暫時休憩いたします。 

（午前１１時５４分 休 憩） 

                      

（午後 １時１３分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 先ほどの長野委員の議事進行につきましては、た

だいま協議中でありますので、精査され次第、報告

をさせていただきます。そのように進めさせていた

だきますが、よろしいですか。 

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 質疑を続けます。 

 ６項国民健康保険費、78ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

６項国民健康保険費を終わります。 

 ３款民生費を終わります。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、80ページから84ペ

ージまで。 

〇太田委員 80ページの１目保健衛生総務費、説明

欄の在宅当番医制事業委託で質疑します。 

 特にこの当番医の中でも歯科医の関係であります

けれども、以前にもこの件については質疑させてい

ただいているのですが、既に広報ふかがわ等では当

番医のことにつきましては市民周知が図られている。

しかしながら、歯科医の部分については、芦別です

とか、滝川ですとか、そこら辺が残念ながらいまだ

に入っているわけです。お伺いしますと、この当番

医制、１人体制から今２人体制に改善されているの

だということで、あと市からの予算措置というのは

医師会のほうにはあるけれども、歯科医師会のほう

には実はないということも伺っておりまして、した

がってこの件については、自治体の側としては歯科

医師会の善意にお願いをする形であるのだと理解し

ますけれども、ここのところは、できましたら、せ

っかく２カ所の体制で滝川近辺と北空知の関係をや

っているというのであれば、お願いする立場であり

ますけれども、滝川近辺のところと北空知近辺のと

ころを分けていただくようなことをお願いしてはど

    線の部分についてＰ.１４３で補足答弁あり 
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うかという提案を含めての質疑でありますが、よろ

しくお願いします。 

〇川端介護福祉課長 歯科医の休日当番医制につき

ましては、深川市を含む北空知及び中空知の歯科医

で組織する空知歯科医師会の自主的な事業として会

員間で当番を決め、日曜日や祝日の午前中に診療を

行っていただいているものでございます。このこと

から、休日の当番医は現状、質疑のように必ずしも

市内の歯科医とはなっていないことから、いずれの

休日も市内の歯科医が当番となるよう、空知歯科医

師会の役員となっている市内の歯科医にお願いに行

った経過がございます。この中で、以前、北・中空

知で１カ所の当番医だったものを、地域が広範であ

ることから２カ所にふやしていること、１日平均１

人に満たない患者数であることから、当番医の負担

も大きいことなどから、いずれの休日も市内の歯科

医が当番となるようにすることは難しいものがある

との回答をいただいた経緯がございます。このこと

から、当面は現状での推移を見きわめていきたいと

考えております。 

〇太田委員 そういうことはおおよそお聞きしてい

るわけですけれども、できれば深川市内で限定して

いただければありがたいのですけれども、そこまで

いかないでも、例えば隣の妹背牛町、沼田町にも歯

医者さんはいますし、深川市内の納内にも歯科医が

ある。せめてそこら辺のところぐらいにはくくれな

いものかという中身なのですが、いかがでしょうか。 

〇川端介護福祉課長 深川市内、また近隣のところ

での当番医という質疑でございます。今後の状況の

変化なども見きわめた中で対応してまいりたいと考

えております。 

〇渡辺委員 80ページ、４款１項１目保健衛生総務

費、２番の在宅医療制度の委託528万4,000円につい

て伺っておきたいと存じます。 

 在宅当番医制度は、深川医師会に委託し、日曜当

番医制度や夜間、深夜における緊急テレフォンへの

連絡に対するところであり、これらの医療について

深川市立病院を中核として担っていると認識いたし

ているところでもございます。しかし、市立病院の

医師が減少している実態を見るときに、現行の体制

で本市の緊急医療体制が維持、確保できるものか危

惧をいたすところでもございます。 

 そこで、在宅当番医事業を含めて、緊急医療体制

の現状とその課題について伺い、さらにはその課題

に向けてどのように対応していくのか伺っておきた

いと存じます。 

〇川端介護福祉課長 本市における救急医療体制は、

質疑にもありましたように、深川医師会の協力をい

ただき、内科系と外科系の日曜当番医制や、夜間、

深夜に消防署の急病テレフォンセンターに連絡が入

った場合、受け入れしていただける病院等を確認し

ながら対応する夜間、深夜救急医療事業などの初期

救急医療体制をとっているところであります。また、

深川市立病院では、他の医療機関とともに日曜当番

医を担当するとともに、二次救急医療の救急告示病

院として指定されており、24時間365日にわたり、

救急患者の受け入れ体制を組んでおります。これら

の取り組みによって、深川市を含む北空知圏域の初

期、二次救急医療体制が構築されているところであ

り、重篤救急患者に対する三次救急医療については

隣接する圏域に所在する高次医療機関により、その

受け入れ体制が確保されております。この現状にお

ける課題でありますけれども、深川市立病院は北空

知の圏域の初期、二次救急医療体制の中核を担って

いますが、常勤医師数が減少しており、救急患者の

受け入れやその対応が医師の大きな負担となってお

ります。また、いわゆるコンビニ受診への対応と相

まって、医師の疲弊が顕著となっております。医師

の確保が難しい環境下にあっては、深川市立病院に

おける救急医療体制を維持していくことが困難にな

りつつありますことから、関係機関の一層の協力を

いただきながら、北空知圏域の初期、二次救急医療

体制を維持、確保していくための新たな方策を構築

していく必要が生じております。 

このことから、今後の対応といたしましては、地

域の救急医療体制をどのようにしていくのか、既に

市長部局、市立病院、医師会と検討を進めていると

ころでありますので、この検討結果を踏まえながら、

地域の皆さんに安心して暮らし続けていただける救

急医療体制づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。 

〇渡辺委員 危機意識を持ち、本市の救急医療の維

持、確保に向けて市立病院や医師会と検討されてい

るという答弁がありましたけれども、思った以上に

市立病院の医師が減少する状況にあっては、早急な

対応をされるところではないかと考えておるわけで

ありますけれども、おおむねいつごろのめどを考え、

そして結論を出そうという考えであるのか、その点
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について伺っておきたいと存じます。 

〇川端介護福祉課長 現状の深川市立病院を見ます

と、質疑にもありましたとおり、早急な対応を要す

るものと考えておりますので、ことしの秋ごろまで

には一定の形づくりをしてまいりたいという思いで

はありますけれども、現在行っている検討状況にも

よるものと考えているところでございます。 

〇北畑委員 ４目保健事業費にかかわって、子宮頸

がんのワクチンの公的助成について伺いたいと思い

ます。 

 長くなりますので前ぶれは省きますけれども、今、

女性特有のがん検診の無料クーポンが発行されて、

もう既に利用されている方もいらっしゃると思うの

ですけれども、一般質問等々でもこの公的助成の問

題が出ておりました。子宮頸がんワクチンは、１回

が１万円以上で、都合３回接種をしなければならな

いということから、本来であればがん検診を受診し

ワクチンを接種することによって、予防できる唯一

のがんと言われております。そんな意味では、全額

とは言いませんけれども、この３回のうち金額か回

数かはお任せしますけれども、何らかの公的助成を

がん検診とともにするべきかと思いますが、見解を

伺います。 

〇瀬川市民課長 子宮頸がんのワクチン接種に対す

る市の助成について質疑をいただきました。 

 委員ご承知のとおり、昨年12月22日から子宮頸が

ん、いわゆるヒトパピローマウイルスを予防するワ

クチンの接種が始まりまして、まだ予防接種法に規

定されていないことから任意接種となりまして、そ

して接種するとすれば10歳前後の方に３回の接種と

なり、したがって１万5,000円から２万円で試算す

ると相当な経費になるということです。そこで、本

市における助成制度ということで試算をしてみまし

たが、最高額の２万円で12歳の女性に対して全員３

回の接種をするということで、平成22年度の対象者

97人で試算してみますと600万円前後の多額な費用

がかかるということが出てきました。委員の質疑の

中にも半額助成、あるいは対象者の一部という方法

でもって接種をしたらいいのではないかという推進

の提案もいただきましたけれども、子宮頸がんワク

チン以外にも任意接種として、これまでにおたふく

風邪、インフルエンザ、さらには水ぼうそうなど、

以前から助成を求められているものがあり、これら

接種との助成する上での優先性という財政の問題が

出てくるのかと考えております。 

 二つ目として、先ほど申しましたように、子宮頸

がんワクチンが昨年12月22日から接種開始というこ

とで日本でも認められたわけでありますけれども、

市内においてもどのぐらいの接種になってくるかと

いうことがまだつかめておりません。したがいまし

て、こういった市内での接種の状況もつかむ必要が

あるのかと。つまり今後の深川市内におけるそうい

ったような接種の状況も把握する必要があるだろう

と。 

 それから３点目として、これはさきに行われた一

般質問の中でも答弁をさせていただきましたけれど

も、厚生労働省の資料の中で、子宮頸がんワクチン

の任意接種促進に関する今後の進め方の中で、予算

措置も含めてどのような方策が効果的なのか総合的

に検討していくということが出てきております。こ

ういったことから、委員がおっしゃった内容は十分

念頭に置きながら、まずは市内の状況を把握し、そ

してどういう状況なのかをつかんだ中で、次の一歩

を踏んでいくほうがよいと考えています。したがい

まして、全体を見きわめる中で現時点においては予

算化できないという状況をご理解いただきたいと思

います。 

〇北畑委員 任意接種ということで、今後予算化さ

れればいいのですけれども、今の答弁の中で、ある

状況の推移を見ながらということで、ただ１年も３

年も見るというわけにもいきませんので、一定の期

間を設定して、そして決めていただきたいと思いま

すけれども、その辺の時間的なスケジュールはどう

でしょうか。 

〇瀬川市民課長 例えば３カ月、６カ月後というこ

とにはなりませんけれども、昨年12月22日から始ま

っており、したがって１年ほどの期間を置きながら、

その中にどういうような状況で、接種者がどうなっ

ていくのかということを把握したいと思います。 

 それから、ほかの自治体においても、調べた限り

では新潟県の魚沼市だとか、あるいは空知管内では

幌加内町がことし４月から始めるということも聞い

ております。ですから、日本全国でどういう形で広

がっていくのか、少し時間をいただきまして、その

辺の情報を収集しながら対応してまいりたいと考え

ております。 

〇水上委員 82ページ、４目保健事業費、女性特有

のがん検診推進事業についてお伺いしたいと思いま
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す。 

 がん検診の受診に対しては、市民の意識も年々上

がっているようで、受診者も増加していると聞いて

おります。しかしながら、女性特有のがん検診は、

ほかの検診に比べると全国的にも受診率が低いとい

うことで、国が受診率50％を目指すというキャンペ

ーンのもと無料クーポンを発行したと認識しており

ます。この無料クーポンの配付の対象者も含めて、

対象とならなかった方もいらっしゃると思いますの

で、全体的に女性特有のがん検診を受診した方がど

のぐらいいるのかお伺いしたいと思います。クーポ

ンを使用した受診者はいただいた資料のほうで一応

把握させていただいておりますので、その部分は結

構です。 

 次に、前回の無料クーポンは国の補正予算という

ことで発行されたものですけれども、新年度の事業

内容はどのようになっているかお伺いしたいのと、

国も受診率50％を目指すということで、この目標を

達成する努力も必要かと思うのですが、どのように

取り組むのかお考えをお伺いしたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇楠委員 水上委員の質疑に関連しまして、この資

料の中で見ますと、20歳から５年ごとの節目で子宮

頸がん検診のクーポン券を発行しているわけですが、

受診率が大変悪い状況だと思うのです。それで今、

一般的には大体40歳からがん検診の義務づけという

のがほかのがんに対してもあると思うのですが、若

い年齢の人はそういう検診を受けるという意識が薄

いと思うのです。この子宮頸がん検診は、特に必要

な部分ですので、受診率を上げる取り組みというの

をどのようにされたのか、これからどうしていくの

かお伺いしたいと思います。 

〇瀬川市民課長 水上委員、楠委員から女性特有の

がん検診推進事業について、あわせて答弁させてい

ただきたいと思います。 

 答弁の内容が順不同になるかもしれませんが、最

初に本年度の子宮頸がん検診と乳がん検診の受診状

況について申し上げます。３月１日付で申し上げま

すと、子宮頸がん検診が672人、うちクーポン券に

よる受診者数が123人であります。乳がん検診につ

きましては809人の受診をいただきまして、うちク

ーポン券を使用して受診した方が272人です。いず

れも３月末におきましては昨年度の受診数を上回る

状況になっております。これは無料クーポン券の効

果があったと所管では思っています。なお、この結

果について、届いている中では今のところがんの発

見はなかったということで非常に喜んでいます。 

 次に、女性特有のがん検診推進事業として発行さ

れたクーポン券の数ですが、事業当初で申し上げま

すけれども、子宮頸がん検診で599枚、それから乳

がん検診で845枚となっております。財源について

でありますけれども、委員ご指摘のとおり、平成21

年度におきましては、国の100％の補助事業でござ

いましたが、残念ながら22年度においては２分の１

の補助になることが決まりつつあります。 

 次に、新年度の事業内容についてでございますけ

れども、まだ厚生労働省から具体的な実施要綱は届

いておりません。しかし、保健所との情報交換の中

では、ほぼ平成21年度と同じような状況でなされる

のではないかと押さえております。そこで、平成22

年度の予算額についてでありますが、21年度の実績

を踏まえまして、受診率を30％に設定しまして事業

費406万5,000円を計上したところであります。しか

し、頭の中では我々担当、保健師も含めて、やはり

達成すべき目標は50％ということに照準を置いて、

ただ予算上では30％の計上とさせていだきました。 

 それから、新年度におきましては、さらに受診率

を高めたいということで、多くの方に受診していた

だこうと。しかも若い方が早いうちから継続して受

診していただくような意識を芽生えていただこうと

いうことで、健康相談だとか健康教室といった場を

活用しながら、検診の必要性と重要性を訴えまして、

特に平成21年度におきましては、来ていない方に対

して電話をかけました。未受診者対策に対する電話

の勧奨が非常に効果を持ったということで、電話に

よる勧奨は続けていきたいと考えております。こう

いったようなことを行いながら、同時に新規受診者

の取り込みを行いまして、受診率の向上に努めてま

いりたいと考えております。 

そこで、この資料により平成20年度と21年度の節

目検診の年齢で比較した子宮がん検診では、20歳で

申し上げますと、20年度におきましてはゼロ人であ

ったのが、21年度では８人受診されています。それ

から、25歳の節目の方では、平成20年度では２人だ

ったのが21年度では13人。30歳においては平成20年

度で１人だったのが21年度では25人受診されている。

また、乳がん検診の50歳では、平成20年度で７人が

21年度で46人受診している。やはり無料クーポン券
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の効果があったこと、そして受診していただきたい

ということで、11月にかけてもう一度電話連絡をし

たというのが大きかったと。あわせて今回の事業で

は、クーポン券のほかに検診手帳、この中には子宮

頸がんや乳がんがどうしてなるのか、予防というこ

とが書かれてありまして、こういったことも検診受

診率を上げる一つの策だったと思っております。新

年度におきましても、今申しました内容を踏襲しな

がら、また新たな方法はないのか保健師と検討を重

ねているところでありまして、50％に近づけるよう

に努力をしてまいりたいと考えております。 

〇楠委員 今予算計上は対象者の30％で見ていると

言われたのですが、クーポン券を出すことで受診率

は低いのですけれども、前年度から見れば格段に受

診率は上がったということです。受診率の目標は、

50％ということですが、30％を超えた部分について

も受診した方には保障していくということなのか。 

〇瀬川市民課長 この事業は実績に応じていただけ

るということになっておりますので、ですから私ど

もは今、予算計上は30％なのですけれども、うれし

い悲鳴で、どんどん上がってきたということになっ

ても、実績で申請いたしますので、そういった方に

無料で対応することになります。 

〇松沢委員 ７目乳幼児医療費、乳幼児の医療費無

料化についてお尋ねしたいと思います。 

 先日、国会でも我が党の穀田恵二議員が質問しま

して、鳩山首相が、この無料化については国レベル

でやっていく必要があると考えているので、財源を

探してみたいというような答弁をした。ちょうど私

もそれを見ていまして、国においてもそういう動き

になってきていると思っていますが、深川市におい

てはまだ完全無料化にはなっておりませんので、こ

れからの取り組み、国に対する働きかけなども含め

て深川市の考えをお聞かせください。 

〇瀬川市民課長 乳幼児医療費無料化に関しての取

り組み状況、財源確保も含めての質疑をいただきま

した。 

 これまで深川市におきましては、少子化対策の一

貫として、乳幼児の医療費の無料化につきましては、

庁内で設置しました少子化対策推進委員会でもって

いろいろと議論を深めてきたところでありますけれ

ども、平成21年度においては特に目立った議論はし

ておりません。しかし、所管といたしまして、今委

員の質疑にもありましたとおり、市の厳しい財政状

況の中でこれをお示ししていくということになれば、

実際に700万円という大きなお金がかかります。し

たがいまして、私どもとしては、財源をどこかに求

めていくこともあわせて考えていく必要があると考

えておりまして、この１年いろいろと調査した経過

を申し上げます。まず一つとして、今国会で審議さ

れております、国が新年度予算に新たに過疎地域等

自立活性化推進交付金を計上しております。これは

予算案で、３億2,000万円の少額なのですけれども、

この中身について国は今までハード事業を対象にし

ていたわけですが、自治体が取り組むソフト事業に

対しても広げていきたいということで、国を通じて

北海道から市町村への要望提案というものが来まし

た。そこで、我々担当といたしましては、国の全体

の事業の中に乳幼児医療費支給事業を組み入れてい

ただきたいということで、このものを一応提出して

おります。ただ、全国区で集まってくる中身の中で

精査されますので、これがどうなるかは注視してい

く必要があると思いますけれども、こういった形で

財源を確保するための動きを進めております。 

 それから２点目ですけれども、今後の対応、市と

してどうするかということにもかかわりますので、

余り深く申し上げるわけにはいかない部分もありま

すけれども、国が平成21年度から推進している事業

の中に定住自立圏構想がございます。これは新たな

広域連携によって広域行政を進めていこうというこ

とで、市町村合併がうまくいかなかったことに対す

るものではないかと思うのですけれども、これに認

定されれば、個別分野の中で一定の財政措置がなさ

れるというものです。ところが要件が非常に厳しく、

北海道でもこれに手を挙げたところが13しかないと

いう状況。しかし、北海道は、今後はこの中身をさ

らに推し進めたいということで、小規模自治体の広

域連携を支援する施策を平成23年度から始めること

を決めました。空知支庁に確認しましたところ、ま

だ整理されていないということを伺いましたので、

私どもとしては北空知圏という大きな中で、既に５

町については乳幼児の医療費無料化は進んでおりま

すから、そういった全体の中で進めることを考えて

いくのも一つの課題かと。また、今回の市政方針の

重要施策の中にも定住自立圏構想という言葉が出て

きております。ですから、そういったことも活用し

ながら、所管は企画課になりますけれども、北空知

圏振興協議会の専門部会にもこういったものを乗せ
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て、どういった方法ができるのか検討したいと考え

ております。 

 それから三つ目ですけれども、地方単独事業の実

施に伴う国庫負担金減額措置の撤廃というものがあ

ります。これは昨年６月に国保連合会を通じて国に

予算要望を上げさせていただきましたけれども、国

保事業の中に国からいただく支出金があります。こ

の中に地方単独事業といいまして、乳幼児医療費の

ように、普通３割なのですが、これを１割などに減

額している市町村は減額するということになってい

るのです。つまり市町村が一生懸命、乳幼児の医療

費の無料化をやろうとしているのに、一方ではこの

単独事業に対して国庫支出金を削るというような状

況にありますことから、我々も国保事業の財源をき

ちんともらい、しかも乳幼児はしっかりやりたいと

いうことから、こういったような削減は撤廃してい

ただきたいという要望を上げました。ことし３月、

新聞でもありましたけれども、先ほどの委員の話に

もつながるのですが、国では、この地方単独事業の

カットについては前向きに進めていきたいというこ

とも国会の中で出されておりますので、直接的な乳

幼児医療費の無料化にはつながりませんけれども、

一方で支えるようなものになるのではないかという

ことで、ことし平成21年度においては、この三つの

財源で対策について検討してきたということで答弁

にかえさせていただきます。 

〇松沢委員 先日、鳩山首相は、国の施策としても

やる必要があると言っている一方で、まだ今まであ

ったペナルティーという部分が、自治体が単独でこ

れを組むと国保会計の支援金が減らされる仕組みに

ついて今答弁がされました。その辺、非常にけしか

らんと思うのですけれども、今言った定住圏の北空

知圏域での取り組み、恐らく幌加内は別枠になるの

かと思いますけれども、町の段階では中学生までの

無料化などもどんどん取り組んでいるところ、実施

しているところがありますから、そこらのレベルま

で引き上げるような方向で、ぜひ圏域での話し合い

も含めて取り組んでほしいと思いますし、その辺に

ついてもう少し具体的な取り組みに対する考えを聞

かせてもらえればと思います。 

〇川中委員長 簡潔に答弁願います。 

〇瀬川市民課長 申しわけありません。先ほど１回

目の答弁でお答えさせていただいたとおり、市全体

の考え方もありますことから、毎年、北空知圏の研

究課題として専門部会へどういうものを上げるかと

いうことで要望が来ますので、そういったものに今

言ったような内容ものせて、全体でもって検討して

まいりたいと考えております。 

〇長野委員 ２目予防費のところでお尋ねしたいと

思います。私も簡潔に、できれば一度で終わらせた

いと思いますけれども、新型インフルエンザの予防

接種の状況についてお尋ねしたいと思います。 

 まさに昨年、マスクをしていない人のほうが少な

いぐらい本当にほとんどの人が、世界じゅうの大流

行ということで危機感を持って、接種にも希望者が

順番待ち、それもいろいろ交通整理をされて医療従

事者を初め、順位を決めての、ワクチンの在庫もな

かなか潤沢にいかないという中で１年が過ぎ、若干

鎮静化を迎えているわけでありますけれども、平成

21年度の予防接種の状況について、その実態をお知

らせいただきたいと思います。 

 あわせて、ことしの秋以降、本当に流行しないこ

とを願うわけでありますけれども、このワクチンに

ついては季節性のワクチンと同じで、一度受けたら

それでずっと免疫がつくわけではなくて、毎年接種

しなければいけないという性格のもののようでござ

いますので、秋以降の体制だとか、ワクチンの確保

だとか、そういったものの情報があればお知らせい

ただきたいと思います。 

〇瀬川市民課長 新型インフルエンザ予防接種につ

いての平成21年度の実施予定、あわせて22年度の国

の対応について質疑をいただきましたので、お答え

します。 

 平成21年度の新型インフルエンザ予防接種につき

ましては、国の基本方針に基づき重症化、死亡者の

発生を減らすことを目的に、リスクの高い方を優先

接種者としまして、昨年10月23日から段階的に接種

を開始しております。ところが、その後、同インフ

ルエンザワクチンの接種に関して年齢的な見直しが

行われ、それから輸入ワクチンの使用の特例承認、

さらには国の第２次補正予算の成立などもありまし

て、健康成人への接種もできるだろうということで

見通しが立ったことから、実施要綱を改正しまして、

その中で優先接種対象者以外の健康成人のうちの低

所得者層に対しても負担の軽減措置を行うことにな

りました。このような見直しによって深川市も実施

を進めてきました実績数は、３月12日現在、受託医

療機関からの報告では4,829人。このうち低所得者
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層が643人で、この方に対して費用の助成を行った

ということであります。なお、4,829人の中には他

町から来て接種されている方もおりますので、純粋

な深川市民の接種者ではないことはご了承願いたい

と思います。それから、平成22年度の実施内容につ

いてでございますけれども、まだ国からの要綱は来

ておりません。したがって、詳しいことを述べるこ

とはできないのですが、引き続き市町村民税非課税

世帯に対しての軽減措置を行うことで進めているよ

うで、私どももこれを踏まえまして、対象者6,300

人に対して３割の方が受けることで711万5,000円を

計上しております。 

それで、秋に向けての情報についてですけれども、

今言えることはまだ国からは来ておりませんので、

見込みということで３点だけ申し上げます。一つは、

今申しました低所得者層に対しての軽減措置を平成

22年度においても継続して行うだろうということ。

２点目は、一昨日に報道がされておりましたけれど

も、これも保健所に確認したのですが、まだ通知は

来ていないということですけれども、新年度におけ

るインフルエンザにおいては季節性のものと、それ

から新型の豚インフルエンザを一緒にしまして、そ

して一種類のワクチンにまとめて接種するという方

向で方針は決まりました。ただ、詳細な内容はまだ

来ておりませんが、負担の軽減にもなりますし、２

回接種する苦痛も和らげられるのではないかと思っ

ています。３点目は、インフルエンザワクチンの供

給量の問題ですけれども、国産だけでも十分である

と国は見ているようであります。国の第２次補正予

算についても研究開発費が計上されておりまして、

国産で増産していこうという動きになっております

から、恐らくワクチンについても足りる。したがっ

て、優先接種はなくなるのではないかということも

想像されますけれども、いずれにしても、きちんと

した通知が来てから、また市民の皆様にお知らせを

しながら周知に努めて、しっかりとした感染症対策

に取り組んでいきたいと考えております。 

〇水上委員 80ページの２目予防費、妊婦健康診査

事業についてお伺いしたいと思います。 

 このたび、妊婦さんに対して必要とされる14回ま

での健診に助成がされるという制度に変わりまして、

これによって母子ともにより一層安心して出産を迎

えられるということで、そういう点では大変ありが

たい制度であると評価しておりますが、そこで何点

かお伺いしたいと思います。 

この事業に対しまして、受診の状況というのを一

つお伺いしたいと思います。あわせまして、受診し

た機関をお聞かせください。また、参考に出生数を

教えていただきたいと思います。 

 次に、この事業は平成22年度までの時限となって

おりますが、公費負担の部分では昨年度と同様なの

か、この点も伺っておきます。 

次に、新年度はどのような想定で事業内容を考え

ていますでしょうか。妊婦さんの健康管理、経済的

負担の軽減を図るという意味合いでは重要性、必要

性の高い事業であると考えておりますが、この事業

の継続性も含めて考えをお聞かせください。 

〇瀬川市民課長 妊婦健康診査事業についてお答え

します。 

最初に、平成21年度の妊婦健診の受診者数ですが、

当初予算では妊婦数を140人と見込みまして、現在、

実績見込みで128人となっております。受診医療機

関についてですが、やはり深川市立病院がトップで

あり、その後に旭川市内の医療機関、そして岩見沢

という形で続く状況となっております。それから、

事業としましては、妊娠届けをしていただいたほと

んどの方が適切な時期に必要な健診を受けることが

できたということです。したがいまして、当初の目

的であります胎児と母体の健康確保による安全な妊

娠、出産の支援ができたこと、あわせて経済的負担

の軽減を図れたと思っております。その中で、出生

者数は、暦年でありますが、平成21年１月から12月

の出生者数は122人、１年前は119人で、３人ふえた

という状況です。 

 それから、新年度の事業内容についてであります

けれども、やはり平成21年度と同様に、適切な時期

に必要な健診をしっかりと受けていただくというこ

とで、妊婦数を130人と見込みまして、北海道の基

準単価14回分の５万1,030円を委託料として総額で

601万7,000円を計上したところでございます。委員

ご指摘のとおり、健康診査14回分のうち５回は既に

地方財政措置をされておりまして、９回分が平成21

年度と20年度の時限措置ということであります。平

成22年度の９回分は、公費負担で国が２分の１、市

が２分の１、その２分の１は地方財政措置というこ

となのですが、23年度以降については国のほうでど

ういう形になるかまだ示されておりません。しかし、

この妊婦健診を14回受けて初めて、先ほどから申し
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ている母体と胎児の健康確保ができて安全な妊娠、

出産の支援ができて、経済的負担を軽減できるもの

であり、これをもとに戻すことはできないのではな

いかと。したがいまして、私どもとしては、できる

限り国庫補助事業が継続されるように、国に対して

今後要請をしていきたいと考えております。 

〇東出委員 ４款１項２目予防費の不妊治療につい

てお伺いしたいと思います。 

 前段、少子化対策ということで、出会い創出支援

という新たな取り組みも始まるようでございますけ

れども、結婚されて、しかしいろいろな状況の中で

子供さんを授かることができない夫婦の方が相当数

おられるように思うのです。それぞれ原因がはっき

りしてあきらめる方もおられるし、一方では何とか

治療の中でその可能性を求めて、子供が欲しいとい

うことで不妊治療を続けておられる方も結構いるの

だろうと思います。治療のケースにより、費用も大

きく変わると思いますけれども、人工授精という治

療になってくると、七十、八十万円と非常に大きな

お金がかかる。しかも、それによって妊娠できる可

能性は決して高い確率ではないということからする

と、何回も挑戦して治療されている方もおられると

思いますし、私の知っている方でも何組かそういう

方も実際におられます。そのようなことを踏まえて、

４点にわたってお聞きしたいと思います。 

 １点目、保険の適用となるものについてはどのよ

うな程度のものがあるのか。 

２点目、道が行っている不妊治療に対する助成制

度の内容についてお聞かせいただきたい。 

３点目、道内の自治体でこのことに取り組んでお

られる自治体もあると仄聞していますけれども、こ

れらの状況についてもお聞かせいただきたいと思い

ます。 

最後に、深川市の不妊治療に対する取り組みの考

え方についてお聞かせいただきたいと思います。 

〇瀬川市民課長 不妊治療について４点の質疑をい

ただきましたので、まとめてお答えさせていただき

たいと思います。順不同になることをお許しくださ

い。 

 まず、北海道は平成16年10月１日から少子化対策

の一環として、不妊治療の多くが医療保険の適用と

なっていないことから、経済的な負担を軽減しよう

という目的で特定不妊治療費助成事業を始めており

ます。この対象となるのは体外受精と顕微受精の２

種類であり、当然、夫婦間の精子や卵子による受精

に限られております。それから、対象者は道内に住

む方で、法律上の婚姻をしている方。そして、所得

制限があるのですけれども、夫婦合算で730万円未

満の方。そして、特定不妊治療以外の方法では妊娠

する見込みがない、もしくはそうだとしても極めて

確率が低いと医師に診断されて、実際に治療を受け

ている方が助成対象になります。助成額については、

１回の治療につき10万円が限度。１年２回を限度に

通算５年間、継続して受けられるということです。

ただ、今回は国の緊急経済対策の措置がございまし

て、10万円が15万円にアップされています。これは

平成21年度のみでございます。次に、市内在住者の

申請件数ですが、助成を開始した平成16年度には２

件、17年度で４件、18年度で３件、19年度で11件、

20年度と21年度では７件ずつと、この６年間で34件

です。この数字を見たときに非常に多いと思いまし

たが、恐らくこの方たち以外にも、申請したいけれ

どもしていない方もいらっしゃるのかと思っており

ます。それから、１回当たりの治療費ですが、最高

が40万円。もしこの助成を使うとすれば、ことしの

場合では15万円の助成ですから、25万円の自己負担

がかかるということになります。これも決して安く

はない金額だと思います。 

 次に、道内の自治体における助成状況ですけれど

も、道の調査で６市町が独自の助成を行っており、

市としては稚内市と帯広市が入っております。それ

ぞれ自治体によっては独自の上限を設定しているの

ですが、ほとんどが年２回を上限に、１回当たり上

限５万円の助成を行っているというものであります。 

 次に、４点目の少子化対策の観点から市の考え方

について質疑をいただきました。先ほども水上委員

の質疑の中で、深川市の出生者数は122人と申し上

げました。昭和60年では300人を超えていたものが、

今は約３分の１近くまで下がっている状況でござい

ます。不妊で悩んでいるご夫婦に対しては、北海道

の助成事業で不足する部分を独自の助成制度をつく

って応援したいという気持ちはもちろんございます

が、一方では、他のまだ手がけていない少子化対策

もありますし、またこれを口にしてはすべてが水の

泡になりますけれども、財政状況もしかり、やはり

これも難しい問題があります。したがいまして、東

出委員から今回いただいた内容につきましては、新

たな本市における少子化対策の課題と受けとめさせ
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ていただきまして、なお一層、情報収集に努めまし

て、こういった内容を庁内で組織しております検討

委員会にもお知らせして、委員全体で情報を共有し

ながら、深川市内にもこういう方がいらっしゃるの

だということで一歩進めていきたいと考えておりま

す。なお、道の助成事業につきましては、昨年11月

の広報ふかがわでも掲載しておりました。ただ、今

回の数字を見まして、結構多いと思いましたので、

適宜、広報あるいは健康教室、健康相談を通じまし

て、道の助成事業があることについて伝えていきた

いと考えております。 

〇北名委員 ４目保健事業費で、前立腺がんのＰＳ

Ａ検査と脳ドックの関係についてお尋ねします。 

 ご承知のとおり、一般質問では助成をということ

で、それはできないという答えが出ています。そこ

で私は、質問の答弁を聞いていまして何か違うので

はないかと思って、納得しないと言っておいたので

すが、それは何かというと、ＰＳＡ検査は前立腺が

んを発見する方法として極めて有効な、効果の高い

ものであるという位置づけをしていないような答弁

に感じたのです。それは答弁が違うのではないかと

いうのが一つです。 

 もう一つは脳ドックについてですが、脳ドックに

ついてもさまざまな脳の中の異常を発見する方法と

して極めて有効な方法でないかと私は思っているし、

そういうことを含めて聞いたのですが、何かそうで

はないような答えを言われたのです。そこのところ、

この場ではっきりさせたいということです。 

〇瀬川市民課長 脳ドック、それから前立腺がんの

発見のためのＰＳＡ検査の有効性についての質疑と

受けとめさせていただいて答弁させていただきます。 

 医療現場におきましては、これらの検診だとか検

査の結果については診断のために用いまして、そし

て、これら検査あるいは検診で、がんあるいはそれ

以外の病名が診断された場合には治療に結びついて

いきます。したがって、そのことによって回復に向

かわれた人にとっては、これは有効なものであった

と受けとめております。特に、前立腺がん発見のた

めのＰＳＡ検査につきましては、日本泌尿器科学会

では、非常にいいのだということをおっしゃってい

るようですけれども、さきに行われた第１回市議会

定例会の中でお答えさせていただいた内容は、市と

しては、厚生労働省が一つの診断方法だとか、ある

いは結果がわかれば今度は予防につながるという一

連のものがきちんと整備されて推奨していくと考え

ておりますので、それに従って行っていくことを考

えております。 

〇北名委員 厚生労働省が推奨していないとかいる

というのは別のことです。これが発見のために有効

な方法であるということはしっかり確認した上で、

次の段階に行くと思うのです。 

 そちらで言っているのは、盛んに治療方法だとか

その他のことが確立されていない。そのことに異議

を唱えているのではないけれども、前段で私が言っ

ていることに答えている中で、それらについては少

し違うのではないかみたいな言い方をしているから、

これは二つとも非常に有効な手段であると認識して

いいですか。そうしておかないと、役所は何を考え

ているのだというぐあいに私は思っているものです

から。いかがですか。 

〇瀬川市民課長 市といたしましては、これらの検

診について有効かどうかという判断をするすべを持

っておりませんので、お答えすることはできないも

のであります。 

〇北名委員 ＰＳＡ検査、その言い方だったら発見

に有効な手段だとは思っていないということになる

と思うのです。それから脳ドックについても、そん

なことで通りますか。私もインターネットを見たり

しているけれども、違うと思うのです。もうこれ以

上聞かないから答えてください。 

〇瀬川市民課長 私の答弁の内容に不備があったか

もしれませんが、私どもが今の検診がいいとか悪い

とかを調べて、例えば研究班を持ってやっているわ

けではないので、そういった意味で、有効かどうか

ということは判断しかねるという内容のことを申し

上げております。 

〇宮田委員 82ページ、４款１項４目保健事業費の

説明欄５、エキノコックス対策について伺います。 

 エキノコックス対策という感染症の概要と、地域

における最近の状況、それと対策の内容について伺

いたいと思います。 

〇瀬川市民課長 エキノコックス症の検診方法と治

療方法、あわせて最近の状況ということでお尋ねが

ありましたので、お答えさせていただきます。 

 エキノコックス症検診につきましては、エキノコ

ックス症が全道一円に広がり汚染対象地域になった

ということで、本市におきましても平成５年４月１

日からエキノコックス症検診を始めております。委
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員もご承知のとおり、エキノコックス症という病気

は、エキノコックスの幼虫が体内に入りまして、肝

臓に巣くって、そこで卵を産み、これが寄生してい

く。ただ、悪さをするまで10年ほどかかるというこ

とで、その悪さが出始めると肝機能に大きな影響を

及ぼし、そして場合によっては死に至るということ

であります。そこで、検診の方法についてでござい

ますけれども、検診の対象を小学校３年生以上の市

民といたしまして、検査内容は血液検査を実施して

おります。本市は特定健診とがん検診の集団健診に

あわせてこの検診を行っておりまして、検査につい

ては北海道対がん協会に委託しているところでござ

います。 

最近の５年間の実績を申し上げますと、受診者数

は平成17年度で32人、18年度で22人、19年度で12人、

20年度で65人、そして21年度では24人となっており

まして、受診の結果は全員陰性であったということ

でございます。 

 次に、治療方法についてでありますけれども、薬

物治療もありますけれども、現在のところ、しっか

り治していくということであれば、手術によって幼

虫が寄生している肝臓を切除するということが最も

適切な治療方法とお聞きしております。 

〇宮田委員 検診方法と治療方法についてはおおむ

ね理解いたしました。 

 １点だけ再質疑でお伺いしたいのですが、エキノ

コックス感染を防ぐためのワクチン等の有無につい

て教えていただきたいと思います。 

〇瀬川市民課長 予防に対するワクチンということ

でございますけれども、私のほうではその情報を得

ておりませんので、ここで答えることはできないこ

とをご了解いただきたいと思います。 

〇松沢委員 ４目保健事業費、ヒブワクチンの助成

についてお尋ねいたします。 

 これは既に国に対して助成をしてほしいという意

見書を議会として上げたはずですし、深川市単独で

の助成については趣旨採択という形で終わっている

という認識でございますが、もし深川で実施する場

合には対象者はどのぐらいで、どのぐらいの予算が

あればできるのかという点。 

そして、これを深川市単独でやる気があるかどう

かお尋ねします。 

〇瀬川市民課長 ヒブワクチンの支援について、実

施の考え方、それから実施をすればどの程度の費用

がかかるのかということを含めての質疑をいただき

ました。 

 ヒブワクチン接種につきましては、乳幼児が感染

する細菌性髄膜炎のうち、６割以上がインフルエン

ザ菌のＢ型、いわゆるヒブ髄膜炎と言われているも

のであります。予防対策は、ヒブワクチンを接種す

ることが効果的だと言われており、先ほどの子宮頸

がんのワクチンと同じように、これはまだ任意接種

ということで予防接種の対象にはなっていないもの

です。ただ、予防接種をするためには、生後一定の

間隔を置いて３回、その後おおむね１年間を置きま

して１回の計４回。費用が１回7,000円程度ですの

で、３万円程度の費用がかかるということで、任意

接種となっていることから自己負担であります。そ

こで仮に深川市で接種をすると試算して年間の出生

者数を130人と設定し、接種率を100％で見ますと

336万円がかかることになります。ただ、これを仮

に実施するとすれば、当然これは最低の経費であり

まして、既にもう生まれている方たちに対しても公

平性、平等ということで接種することになれば、合

わせて約700万円の経費がかかるという試算もさせ

ていただきました。国内では一昨年の12月から可能

になりまして、接種が始まっておりますけれども、

道内にも少しずつ自治体独自の接種の助成もふえて

きておりますけれども、本市において次の３点によ

り公費助成についてはということであります。 

 １点目は、ワクチン供給体制が需要に追いついて

いないという状況があります。したがって、こうい

う状況の中での公費助成は困難であるということ。 

それから、任意接種でありまして、予防接種に基

づく健康被害の補償が受けられない状況であるとい

うこと。 

それから、先ほど北畑委員の質疑にもお答えさせ

ていただきましたけれども、おたふく風邪、水ぼう

そうなど、先行している他の任意接種からの要望も

あり、助成については優先の調整や財政問題以外に

もいろいろと問題がありますので、現時点において

はヒブワクチンを予算化していくことは困難である

と考えております。ただ、現在、市内の医療機関の

二つで接種している状況にありますので、この接種

の状況を踏まえながら、お子さんの命にも関係し、

少子化対策に関係があるということで、少子化対策

委員会の中でもこういったものを調べて、状況を把

握した上で議論していきたいと考えております。 
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〇松沢委員 大体わかりましたが、全額補助をした

場合700万円相当かかるだろうということですけれ

ども、これをどういう形で考えるか、希望者を対象

にしてやる場合にはそういう形になろうかと思いま

すから、いきなり700万円はかからないと思います。

周辺町では幌加内が既にやっているという情報もあ

りますし、これからは前向きにいろいろな情報収集

をしてという答えでございましたから、それはそれ

でいいのかと、今の段階ではそこら辺までかと思い

つつも、やはりもう少し積極的に取り組んでほしい

という思いがいたしましたので、再質疑します。 

〇瀬川市民課長 答弁申し上げますが、市内でどの

くらい接種しているのかということはきちんと押さ

える必要があろうかと思いますので、その辺のとこ

ろをまずは調べていくところから始めてまいりたい

と考えております。 

〇長野委員 ４目保健事業費の中の地域自殺対策緊

急強化推進事業、新しい事業で100万円の予算が計

上されております。それぞれ参考資料も提出されて

おりますけれども、現段階で検討された具体的なも

のがあれば、少し中身的にお尋ねします。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇北名委員 今の件で関連してお尋ねします。 

 一般質問でも聞いたことがあるのですけれども、

国は毎年３万人以上が自殺しているということに注

目し、これはゆゆしき事態だと対策に乗り出したと

いうことで、まず国の数値目標を教えていただきた

い。 

 それから二つ目は、参考資料の中にことしの取り

組み、自殺者の数も出ています。そして、既に私の

うちは北海道新聞に挟まって、「心きらり深川通

信」というのが２回入ってきました。いろいろ書い

てありますが、特にうつ病の関係だとか健康のこと

について書いてあります。それで、この資料の中に

平成22年度の事業、それに基づいてこういうことが

やられていますと書いています。こういう取り組み

で自殺を減らせるかという言い方は直接的な言い方

になってしまいますけれども、その辺についての考

え方を聞きたいと思います。 

 それから、参考資料に平成17年は深川市内で６人

の方が自殺している。平成18年は６人、19年は10人

になっていますが、20年はここに出ていませんし、

21年も今現在何人か出ていないのですけれども、こ

れはおわかりにならないのかという気もしますが、

その辺のことと、自殺者が出た場合、簡単にはわか

らないのですけれども、どういう状況の中で自殺し

たか。そのことを把握されることが対策にも非常に

大事なわけです。その辺についてセクションの中で

どう押さえられているか。 

 それから、役所の外の人も入れるのかもしれない

けれども、この事業をどういう体制でやっていくの

かお尋ねします。 

〇瀬川市民課長 自殺対策防止、これは緊急強化推

進事業として予算に計上しました件について、お二

人から質疑をいただきました。最初に長野委員の質

疑にお答えし、その後に北名委員の質疑にお答えさ

せていただきたいと思います。 

 まず、本事業につきましては、北海道に設置され

ました北海道地域自殺対策緊急強化基金を活用して

の100％の補助事業となっております。平成21年度

の事業につきましては、二つ実施しており、一つは

対面型相談支援事業で、これは精神保健福祉士とい

う資格を持った経験のある専門員に月２回来ていた

だきまして、心の悩みに対して相談をしていただく

ものであります。もう一つが、普及啓発事業でござ

います。これは自殺を防止するために心の健康を欠

くことはできないということから、そのための情報

を市民の皆様に提供していこうというものでありま

す。先ほど北名委員の質疑の中にありましたように、

平成21年度においては、市としては「心きらり深川

通信」と題しまして２回発行させていただきました。

ここで、情報としては余り詳しく申し上げられませ

んが、３月８日発行の内容を見て電話がありまして、

これを聞いた保健師がすぐに訪問いたしまして、そ

の家族の方と接触し、これが気づきです。そしてそ

のことをキャッチした後に保健所に連絡してつなぎ

を行い、ある一定の措置というか整理をしたという

経過がございます。最後は見守っていこうというこ

とで、今家族の方は非常に安心していて、今後様子

を見るということで、これは昨年の第４回定例会で

太田議員と水上議員の一般質問にお答えさせていた

だいておりますけれども、やはり気づきと、つなぎ

と、見守り。この連携ができると効果があると考え

て、私どももさらに力を入れてこの普及啓発を行っ

ていきたいと思っています。この二つの平成21年度

の事業のほかに22年度の事業につきましては、新た

に人材育成事業を加えております。これは事業所の

管理者や労務担当者を中心に、事業所等で働く従業
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員の方たちの行動だとか言動、あるいは体調の不調

をいち早くキャッチして、どうしたら気づいてとめ

ることができるのか専門の講師の方をお呼びしまし

て、そして講演会を主体に実施していこうというも

のであります。この三つを平成22年度で実施して、

100%の補助で100万円を計上させていただきました。

普及啓発事業については、先ほど申し上げましたこ

の通信を主体に行っていくのですが、この普及啓発

事業の中におきましても、一般市民を対象に自殺の

要因の解決方法など、専門の方を招聘して普及して

いくという啓発講演会も開催する予定です。まだ予

算は審議中でありますけれども、議決いただくこと

を前提に、少しずつ準備を進めているところでもご

ざいますが、こういった形で平成22年度の事業を積

極的に進めていこうと考えております。 

 次に、北名委員の質疑ですけれども、国は平成27

年度に、統計を始めた平成10年度の30％減を目標に

設定して自殺防止に努めていきたいと考えておりま

す。ただ、確かではないので、後で調べまして報告

させていただきたいと思います。 

 それから、自殺者数ですが、公に知らされている

のは平成19年までであり、20年についてはまだ公表

されておりません。 

 それから、自殺の原因についての把握ですけれど

も、これは今回で３回目となります白書、ここにも

全国的な流れが書かれてありますし、内閣府に自殺

対策室が設けられておりまして、ここの対策室が警

察庁からいただいた資料をもとに、深川警察署管内

でどういうことが主な原因になっているか調べたも

のがあります。私どもは、そういったところから自

殺の原因を把握し、これをいかに先ほど言った三つ

の事業につなげていくかを考えているところでござ

います。 

 それから、体制ですけれども、これも昨年行われ

た第４回定例会の太田議員及び水上議員の一般質問

にも答弁させていただいているのですけれども、

我々はこれから対面型の相談事業を行い、そこでは

市民課という立場から心の相談になるのですが、仮

にそれ以外の原因があって心の病に発展していると

いうことがわかるのであれば、すぐに個人のプライ

バシーを第一に考えながら、本人にも確認して、そ

してこういう方法があり庁内にも体制がありますと

いうことをお教えして、そして了解ということにな

れば、例えば商工労働観光課、あるいは社会福祉課

につなげるといったつなぎを行って、体制を整えな

がら自殺防止対策に努めてまいりたいと考えており

ます。 

〇北名委員 もう少し聞きます。本当に大事なこと

で、鳩山総理は命を大事にするということを幾つも

ちりばめた演説もしたりして、この一環かという気

もします。私も極めて重要だと。みずからが命を絶

つという最後の締めくくり、いかにも悲惨な状況だ

と思います。 

 そこで、このチラシを読みますと、相談に乗りま

すといって、１月15日、28日、２月12日、25日、３

月12日まで。その後はまだ来ていません。私も即効

性があると思ってはいません。どんと来ているとい

う予測はしていませんが、参考までに何人来られた

か。 

 それから、この通信ですが、これはオリジナルの

ものか、空知段階なのか道段階なのかわからないけ

れども、そういうところから来て、深川のことも少

し入っていますから、その辺はどうなのかというこ

とを聞きたい。 

 もう一つは、こういうものをこれからも出してい

くのだろうけれども、自殺の原因は生活、経済的な

ことと心のことの二つが大きくあると言われていま

す。そして、それが相互に関係してくるというわけ

で、そのほかにいろいろ心の問題もありますけれど

も、それで今後どうなのかわかりませんけれども、

生活に困ったときは生活保護がありますとか、サラ

金に追われている場合にはそういう相談に乗ります

とか、そんなことでも相談に行けるということがす

ごく大事なのです。それは今後こういう通信の中で

やられていくことになるのかどうか。 

 それから、最後になりますけれども、人数も平成

20年、21年はまだ教えてもらっていないと言うけれ

ども、具体的にだれかが亡くなっているわけです。

名前のある人が、人生のある人が。そこがわからな

いと解決は難しいと言ったら変だけれども、ごく最

近私も聞いた。この間から言ったりしているけれど

も、亡くなった後、生活苦ではないかという話も聞

く。あるいはガスも電気も水道もとめられていたよ

うだと聞く。具体的なのです。それだけが原因かど

うかは別にして。それが、民生委員児童委員さんが

そばにいてどうなのだろうとか、それから生活保護

を受けていたのかとか、いろいろなことが出てくる

わけです。つまり、一番言いたいことは、死者に聞
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くということなのです。いい言葉でしょう。死んだ

方を無駄にしないためには、その人がどうして亡く

なったのか。数ではないのです。生きざま、人生な

のです。そういうことがもっと敏速にやられていか

ないと、私はこの解決というのは非常に不十分にな

るのではないかなという危惧をしているわけです。

だから、言いふらすとかプライバシーをないがしろ

にするということとは別に本当に自殺者を減らすと

いう場合には、そこのところがかぎになるような気

がするのですが、どうですか。 

〇瀬川市民課長 ４点の再質疑をいただきました。 

まず１点目、今回平成21年度で実施している対面

型の相談事業ですけれども、これは12月から実施し

ており、現在までに２人の方の相談を受けています。 

 それから「心きらり深川通信」ですけれども、こ

れはオリジナル分もありますし、公でいろいろな監

修されたものを引用して使っているという両面がご

ざいます。 

 それから三つ目として、原因の把握ということで

ありますけれども、対面型相談事業の中で、非常に

経験のある精神保健福祉士の方に対面していただい

て、私ども記録用紙をつくらせていただきます。そ

の中に、先ほど言ったように心の健康以外のことも

あれば、そのことを書いていただきまして、そして

私どもが所管に回し、健康以外のことが原因であれ

ば、しっかりとつないでいくような形での対応、体

制で行いたいと思っています。 

 四つ目の、自殺の原因は亡くなった方に聞くとい

うことですが、これもさきの北海道新聞に載ってお

りましたが、昨年、深川保健所が中心となりまして

北空知地域自殺対策連絡会議を立ち上げております。

これの第１回目の会合が昨日行われました。この構

成メンバーには、私ども行政機関と医療機関、それ

から警察の関係の方が構成メンバーに入っておりま

す。したがいまして、こういう会議を活用しまして、

警察の方との情報交換から実際にどういったことが

あったのか、これは具体的なことは聞けないにして

も、ある程度のことを聞きながら、そのことをこれ

から始まる新しい人材育成事業にも活用して、自殺

防止対策に努めてまいりたいと考えております。 

〇北名委員 一つは、この通信に私は生活のことを

同じように書いていく必要があるのではないかと言

ったでしょう。生活に困っていてどこに行って相談

していいかわからない。サラ金だ、ヤミ金だ、生活

保護というのもよくわからないとか、いろいろあっ

て、あるいはそのほかのこともあるけれども、その

辺はどうなのですかというのが一つ。 

 それから、一番力を入れて言ったのは、死者に聞

くという言葉を言ったのだけれども、テレビの殺人

現場で死体は語るというのがあるけれども、私も全

くそうだと思うのです。その点で、先日グループホ

ームで火災が起きて、それは本当に教訓として、直

ちに一斉に全国でグループホームの防火体制や避難

体制はどうなっているという調査をするわけです。

そういうことに関連して言っているわけだけれども、

そういう意味で自殺を減らす、なくすということに

なれば、そのセクションでは警察から情報を提供し

てもらうような仕組みがないと、隔靴掻痒ではない

けれども、靴の上から足をかいているような状況で

は、本当にご苦労だけれども、実りが難しい面があ

ると思うのです。その点は、どのような状況だった

のかとか、そういうのはできるだけ早く、ルールと

してきのうのきょうということにはならないけれど

も、これが全国でやられていないのだったら、鳩山

首相に言ったら、ああ、そうかと言うかもしれない。

以上どうですか。 

〇瀬川市民課長 通信の中に委員が今おっしゃるよ

うな中身の盛り込みということですけれども、確か

に自殺の原因の中に経済、生活問題、つまり多重債

務などが入っていることは白書の中でもはっきりし

ております。したがいまして、こういった中にどう

いう形で盛り込めるか内部でも検討しながら考えて

いきたいと思います。 

 それから、自殺の原因につきましては、先ほど申

しましたように、深川保健所を中心に北空知地域自

殺対策連絡会議が立ち上がっておりますので、こう

いったところを利用しまして、そういったような生

の声というか、実際にあったようなことを情報とし

ていただきながら、それも今後の自殺防止対策に活

用してまいりたいと考えております。 

〇川中委員長 １項保健衛生費を終わります。 

 ２項清掃費、86ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 ２項清掃費を終わります。 

 ３項病院費、88ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 ３項病院費を終わります。 

 ４項診療所費、90ページ。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 ４項診療所費を終わります。 

 ５項水道費、92ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 ５項水道費を終わります。 

 ４款衛生費を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時４０分 休 憩） 

                      

（午後 ２時５０分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 なお、皆さん方にお願い申し上げますけれども、

多少議事のほうがおくれぎみでありますので、質疑

あるいは答弁につきましては簡潔明瞭にお願い申し

上げます。 

 それでは、５款労働費、１項労働費、94ページ。 

〇楠委員 １目労働諸費の中の説明欄の３番目、施

設維持管理事務のところでお伺いいたします。 

 ここは旧勤労者青少年ホームの跡地を身体障がい

害者の団体でありますあっぷるに貸し付けをして、

今までそれぞれ体育館などを利用していた人を含め

まして、管理をあっぷるに委託していると聞いてい

るのですが、その中の144万9,000円の中身と、それ

から利用状況をお伺いいたします。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 初めに、予算の内容についてでございますけれど

も、施設の小規模な修繕に備えまして30万円を、ま

た消防用設備保守点検や防火対象物定期点検に係る

費用７万4,000円、屋根の雪おろし７万5,000円など、

建物の管理者として必要な経費のほか、窓口管理を

行う利用調整団体への補助金100万円を計上してい

るもので、予算額の合計は144万9,000円となるもの

でございます。 

 次に、利用状況、実態についてでございますけれ

ども、昨年３月に定期的に利用される団体による利

用運営会議が発足して、従来の開館体制をもとにい

たしまして利用計画を立てられ、原則として年末年

始を除く毎日、午前９時から午後９時まで開館され

ているところでございます。また、利用調整や窓口

受け付け、実費負担の徴収を行う管理団体につきま

しては、委員からありましたとおり北空知障がい者

支援センターあっぷるから申し出がありまして、利

用運営会議との連携を保ちながら管理に努めていた

だいているものでございます。利用実績につきまし

ては、昨年10月27日に開催されました利用運営会議

における前期４月から９月までの利用状況では、体

育館は24団体、延べ3,574人、本館は１団体のほか、

人数のほうの集計はできていないようですが、小中

学生などの個人的な利用もあると伺っているところ

でございます。管理団体や利用運営会議からのお話

では、夏場、屋外で活動する団体が、冬場につきま

しては体育館を利用されることで利用増が見込まれ、

利用団体間における譲り合いや空き時間の有効活用

を図っており、そうしたことから運営は良好になさ

れているものと判断しているものでございます。 

〇楠委員 この利用に当たりましては、使用料、利

用料を各団体や個人から徴収していると思うのです

が、その金額は。 

また、22団体で運営団体を形成しているというこ

となのですが、実質的に管理しているのはあっぷる

ではないかと思うのですが、その辺のところで運営

はスムーズにいっているのか、あっぷるに負担がか

かっていることはないのでしょうか。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 前段の収支の関係をお答え申し上げたいと思いま

す。前期の利用者の負担金の収入、実費負担の収入

実績でございますが、約74万9,000円となっており

まして、後期の収入額は約79万4,000円で、合計154

万円ほどの見込みとしてございます。支出につきま

しては、前期と後期合わせて111万円ほどと伺って

おり、差し引き額につきましては、事務用品、消耗

品の負担分を１年間の収支を見て年度末に精算する

ということで、最終的に収支不足はないものと伺っ

ております。それと、実費負担の徴収の方法ですけ

れども、実費負担につきましては、利用運営会議で

その方法が定められており、利用者が利用申請時に

窓口へ支払うこととなっておりまして、事務的には

窓口管理をしているあっぷるが受け取りまして、利

用運営会議の会計へ入金する形をとらせていただい

ております。 

次に、運営については、特段の苦情等もいただい

ておりませんので、スムーズにいっているものと。

私どもも利用運営会議に出席させていただいており

まして、良好な関係でやっていただいているものと

理解をしております。 

〇長野委員 １項労働費の１目労働諸費になります

けれども、雇用機会創出事業につきまして、雇用と
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いう部分の非常に大事な新メニューと受けとめてお

りますけれども、内容について詳細をお知らせいた

だきたいと思います。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 初めに、平成22年度の事業計画につきましては、

雇用機会創出事業のうち、緊急雇用創出事業では８

事業を、ふるさと雇用再生特別対策推進事業では３

事業を予定しており、北海道から採択予定事業とい

たしまして内々の通知をいただいており、現在申請

の準備を進めているところでございます。 

 次に、計画概要と予算額を申し上げます。ふるさ

と雇用事業につきましては、本年の継続事業であり

ますので、事業内容は省略させていただきまして、

１点目にあります災害時要援護者避難支援プラン作

成等の高齢者サポート事業は、事業費約693万円の

うち人件費は約566万円で、雇用者数につきまして

は約324延べ人日の予定でございます。 

 ２点目の深川市アグリサポート事業につきまして

は、事業費約1,973万円、うち人件費は約1,741万円、

雇用者数につきましては約1,215延べ人日の予定と

なってございます。 

 ３点目の起業に向けた林業整備事業と間伐材を活

用しました新商品の開発生産、販路調査支援事業に

つきましては、事業費約3,320万円で、うち人件費

は約2,125万円、雇用者数につきましては約1,440延

べ人日となってございます。 

 ３事業の合計につきましては約5,986万円、うち

人件費は約4,433万円で、雇用者数につきましては

13人で約2,979延べ人日となってございます。 

 次に、緊急雇用創出事業８事業のうち、主なもの

についてご説明申し上げますが、１点目は観光・公

共施設美化整備事業並びに観光・公共施設の害虫対

策及び氷雪まつりの開催サポート事業でございます。

前年実施いたしました老朽化した施設のペンキ塗り、

軽修繕、また氷雪まつりにおけます開催準備、設営

のためのサポートを新年度も実施するほか、マイマ

イガ等の害虫対策、これは壁についた卵の除去でご

ざいますが、実施するものでございます。平成22年

度につきましては、事業実施の時期的な問題から、

春先と秋口の２回の事業に分割して実施するもので

ありまして、両事業の合計につきましては約506万

円、うち人件費は約351万円で、雇用者数は５人で

約275延べ人日となっているものでございます。 

 それと２点目、深ナビ利用拡大事業でございます

けれども、地域ポータル・オンラインモール「深ナ

ビ」の機能拡張などに伴う市民及び利用者への周知、

活用支援講習会等の開催などを行うものでございま

して、事業費は約288万円、全額人件費でございま

して、雇用者数は３人で約372延べ人日となってご

ざいます。 

 ３点目の地域資源を活用した観光プログラム開発

事業は、本市の豊かな自然環境と良質・良食味農産

物を活用した新たな観光プランの開発や、中心市街

地の活性化に向けまして観光情報データベース作成、

商品開発のほか、既存特産品、加工品のＰＲとサポ

ートなどを委託により行うものでございまして、事

業費は約780万円、うち人件費は約422万円、雇用者

数は２人で、約528延べ人日の予定となっているも

のでございます。 

 その他４事業を含めまして、合わせて８事業で約

2,186万円でございまして、雇用者数は15人、約

1,881延べ人日の予定でございます。 

〇松沢委員 １目労働諸費の労働団体振興交付金に

ついてお尋ねします。 

 19節の説明の書類にも載っておりますけれども、

昨年もここでお尋ねしましたが、金額的には同じ金

額が支出されているわけです。ほかのいろいろな諸

団体、例えばＪＡや土地改良区、あるいは商工会議

所へ19節から支出がされております。基本的には深

川市が本来あるべき業務、あるいは市が執行する業

務の応援の部分をやっているところへの支援金のよ

うな形で19節から支出がされていると思って見てい

るのですけれども、本来、労働組合においては独自

の資金で活動をしていくというのが基本だと思うの

です。そういう意味では、以前は240万円ぐらいあ

った金額が117万円まで下がっていますけれども、

今の行財政改革の中では、相殺部分でどのぐらい深

川市が本来やるべき業務をやってもらっているのか

も含めて、考え方の整理をしていく時期が来ている

と思いますが、答弁願います。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 労働団体振興交付金につきましては、事業費とし

て労働相談が59万円、労働者教育研修等３万9,000

円、メーデーに要する経費７万7,000円、労文祭も

考え方としては一部委託という理解もできると思い

ますけれども10万円、事務用品など26万9,000円、

旅費、活動費などの行事費については９万5,000円

で、合計117万円と昨年と同額になってございます。



 - 98 -

昨年11月24日に連合北海道深川地区連合会会長から

補助金の交付要請があったものでございまして、内

容につきましては全体事業費413万円のうち、補助

対象経費295万円で、前年と同額の117万円を計上さ

せていただいているものでございます。当該団体に

つきましては、大変厳しい経済雇用状況の中にあり

まして、現在も週１回、火曜日に定期的に相談員を

配置して、相談業務を行っていただいておりますし、

先般３月13日、14日でございますけれども、新聞の

折り込みチラシも入っておりましたが、集中受け付

けということで労働相談をしていただいております。

相談業務については多々あるものと認識していると

ころでございます。また、この交付金につきまして

は、行財政改革に伴いまして、他の交付金と同様に

見直し、削減しております。今この補助金だけをど

うのということではなく、今後におきましても、総

体的に全体を見回した中で適正な予算計上をしてま

いりたいと考えてございます。 

〇北名委員 １目労働諸費で、国労闘争団のことに

ついてお尋ねします。 

 さきの一般質問の太田議員のまくらで闘いのこと

が言われました。非常に私は感銘を受けてあの話を

聞きました。実に24年間にわたる闘いが、今いよい

よ最終局面を迎えようとしているということで、私

は闘う皆さん方に敬意を表しながら、ぜひとも年度

をまたがない、鳩山さんも言っていますけれども、

年度内の決着をしていただきたいと心から願ってお

りますし、その闘いを深川の中でやられている何人

かの方がいらっしゃる。この方たちに敬意とエール

を送りたい。世界の労働運動史上の中でも非常に大

きく位置づけられる出来事であろうと思っています。 

 成就というか最終局面を迎えていることについて

一言あれば聞きたい。 

あわせて、これまでも深川市はこの皆さん方への

支援という意味も含めて、事業の提供もしてきてい

ると認識しております。現状、闘争団の方たちがど

うなっているのかも含めてお答えいただきます。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答え申し上げます。 

 初めに、現状でございますが、闘争から23年の歳

月を迎えられておりますが、闘争が長期化する中で、

今月３日には「ＪＲ不採用問題、雇用要請200人に

圧縮」との与党３党と公明党の政治解決に向けまし

た和解案が新聞報道されたところでございます。問

題解決が長期化し、解雇された方の平均年齢は57歳

と高齢化している現状から、早期の合意と一刻も早

い解決を望んでいるものでございます。支援につき

ましては、市といたしましても、国労闘争団の今ま

での経過もありますことから、従前に受託されまし

た業務について継続して受託されますよう、ご努力

いただきたいものと思ってございます。 

〇北名委員 大変いい中身だと受けとめました。少

しだけ言いますけれども、かつて深川は国鉄のまち

と言われるほど、国鉄労働者も家族もたくさんいま

して、闘いがあると、私の記憶では、当時の桜井市

長と一緒に座り込みをやっている人のところに甘酒

を持って激励に行ったことを記憶しております。と

いうように、この闘いが、若干いろいろなことはあ

るけれども、成就すれば、ぜひそれに対応するよう

な何らかの形、何とは言いませんけれども、祝福を

送っていただきたいと思いますが、いかがですか。 

〇伊藤商工労働観光課長 闘争団の皆さんの長年に

わたります活動に対しましては、敬意を表している

ものでございます。早急に円滑な解決が図られます

よう、言葉は同じですが、願っているところでござ

います。 

〇川中委員長 ５款労働費を終わります。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、96ページから

100ページまで。 

〇東出委員 ６款１項１目農業委員会費のところで

お伺いいたします。 

 これまで結婚対策というと、ぱっと頭に浮かぶの

が農業後継者の花嫁対策、そこで中心的役割を果た

してきたのが農業委員会だと思ってございます。先

ほど少子化対策で婚活支援のような形の事業に新た

に取り組まれるというようなお話もございました。

そういう意味では、非常に結婚の形態そのものが大

きく様変わりしてきているのかと、そんな感じもい

たしますけれども、それぞれの行政に携わる部分の

中で、そういう形で結婚に対する支援的なことを考

えていく。せっかくですから、一方では少子化対策

ということで、そういう制度もできてくる。これま

での蓄積したものが私は農業委員会にはあるのだろ

うと思うのです。 

 そういうことからすると、ひとつ連携してそのよ

うなことに取り組むだとか、そういう考えがあって

も私はいいのではないかと思いますので、そこら辺

のところも含めた農業委員会の考え方をお伺いした

いと思います。 
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〇山本農業委員会事務局長 農業後継者の結婚対策

について、農業委員会としての考えをお答えさせて

いただきます。 

 農業後継者の結婚対策につきましては、当市の農

業を担う将来ある若者でありますことから、大変重

要な問題としてとらえているところであります。ま

た、以前の一般質問において東出議員からのご指摘

がありましたとおり、今現在も高齢化は確実に進ん

でおり、全農家戸数に占める50歳以上で農業後継者

のいない世帯の率はじりじりと上昇を続けておりま

す。具体的な数字で申しますと、平成19年では60％

であったものが、20年には61％、21年には62％、こ

としの暫定数値ですけれども63％、じわじわと数字

は上がったまま下げどまらないというか、上がりど

まらない状況でございます。一方で、若者の減少は

下げどまった感もあります。これは就職難による就

農やＵターン者が増加したことに原因もあるのでは

ないかと推察しておりまして、もう少し推移を見き

わめていく必要がありますけれども、いずれにして

もよい傾向であるということの認識をいたしており

ます。そのせいかわかりませんけれども、最近、直

近３カ年の市内農家の結婚成立状況を申し上げます

と、平成19年度では３組であったものが20年度には

７組、21年度、今現在では10組とふえてきておりま

して、喜ばしい状況となっております。農業委員会

では、ふれあい対策活動といたしまして、深川市青

年ふれあいセンターを通じ、深川市農村青年部のふ

れあい事業に支援を行ってきているところでござい

ますけれども、時代を反映してか、これが直接に結

婚にまで結びつくケースはだんだん難しいものとな

っているように見受けられます。最近、この手の企

画は、お見合いツアーや合コン形式のいろいろな形

式でとり行っているようですけれども、この手の成

婚率といいますと大体３から４％ぐらいではないか

と仄聞しております。直接の影響自体はそれほど上

がるような内容ではございませんけれども、委員の

ご趣旨に沿ったような形にうまくいくかわかりませ

んが、本年度の予算にあります少子化対策出会い創

出支援事業の活用についても青年部のほうに提言し

てまいりたいと思いますので、今後ともご支援のほ

うをよろしくお願いいたします。 

〇北畑委員 98ページ、８目農業農村整備費にかか

わって伺いたいと思います。 

 長くなりますけれども、持続的農業・農村づくり

促進特別対策事業、いわゆるパワーアップ事業でご

ざいますけれども、一応、平成22年度で５年間の最

後の年を迎えるわけですけれども、昨年の国の事業

仕分けによりまして、年間20億円ベースがいきなり

13億円になった。36％、37％ぐらいの減で、ばっさ

り減りました。このことがやはり今、深川のみなら

ず、これに関連する地域全体の、このパワーアップ

事業のみならず、多大なる影響もございまして、経

済建設常任委員会に請願という形でまたこの事業の

復活ということが提出されている状況にございます。 

 そこで、このような事業仕分けの結果でこういう

ふうになったわけですけれども、市としてどのよう

な対応、対策をとられているのか、その点を伺いた

いと思います。 

〇藤田農政課長 質疑の持続的農業・農村づくり促

進特別対策事業、いわゆるパワーアップ事業は、委

員も触れられておりましたが、本道の農業・農村の

持続的な発展を図るため、担い手の育成支援に向け

た生産基盤整備や公共性の高い基幹水利施設整備に

つきまして、北海道と市町村が連携し、農家負担を

7.5％から10％まで軽減する事業といたしまして、

平成18年度から22年度までの５年間実施されている

ものでございます。農業・農村整備費につきまして

は、国営造成施設管理体制整備促進事業や国営土地

改良事業は平成21年度並みの予算となっております

が、このパワーアップ事業に関しましては、近年、

年間20億円ベースの事業費で推移しておりましたが、

また新年度も同様の事業要望がございましたが、昨

年末の国の事業仕分けによる見直しによりまして、

本市では新年度、13億円程度まで落ち込む状況とな

っておりまして、本市農業や施工業者に与えます影

響は甚大なものがあると大変危惧しているところで

ございます。暗渠や面整備、農道改良などの土地改

良事業は、農業の生産性向上や安全・安心な農産物

の生産などを進める上でも、また雇用の確保や地域

経済の発展を図る上でも極めて重要であると認識し

ておりますので、これまでも事業予算の確保に向け、

関係する土地改良区から事業要望を十分聞き取りし

た上で、空知地方総合開発期成会や北海道市長会な

どを通じまして、北海道はもとより国に対し強く要

望してきているところでありますが、今後とも機会

があるごとに継続的かつ積極的に要請してまいりた

いと考えております。 

〇松沢委員 ４目農業振興費、堆肥と緑肥の奨励に
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ついてお尋ねしたいと思います。 

 去年も聞いた覚えがありますが、おととしの実績

では何か予算が余っていたという記憶が強烈に残っ

ているのですが、私はそのとき周知がもっと大事な

のではないかということを言った覚えがありますが、

特に今、畑あるいは転作田での地力が落ちている中

で、堆肥の流通の運搬費の助成、そして緑肥の種子

に対する助成という事業がありますが、昨年実績と

次年度に向けての取り組みについて答えてください。 

〇藤田農政課長 堆肥運搬及び緑肥導入についてお

答え申し上げます。 

 初めに、堆肥運搬に対します支援についてでござ

いますが、本事業につきましては、地力の増進はも

ちろんのこと、近年の肥料高騰への対応の観点から、

より一層堆肥の利用を促進するとともに、生産コス

トの低減を図ることを目的といたしまして、堆肥を

畜産農家から耕種農家へ運搬する経費の50％をＪＡ

きたそらちを通じまして耕種農家に支援するもので

あり、深川農業ステップアップ推進事業の中に位置

づけまして、平成21年度から推進しているものでご

ざいます。平成21年度の事業の実績につきましては、

市内24戸の耕種農家が畜産農家と連携しながら、バ

レイショや麦、大豆、野菜などの圃場に堆肥を約

700トン投入しており、面積に換算しますと約70ヘ

クタールになりますが、運搬に対します補助対象経

費約64万円の50％に相当します約32万円を支援する

見込みとなっております。 

 次に、緑肥作物種子の導入に対します支援につい

てでありますが、この事業につきましては、一般の

畑作輪作体系の中にアカクローバーや燕麦などの緑

肥作物を組み入れ、また混播した場合に緑肥作物種

子の購入費の20％以内を支援するものでありまして、

クリーン農業推進事業の中の畑作緑肥栽培促進事業

により昭和61年度から支援を行ってきているもので

あります。平成21年度の事業の実績につきましては、

市内８戸の生産者が34ヘクタールの農地に燕麦、ア

カクローバーなど約2,850キログラムの種子を播種

しておりますが、種子の購入費約95万6,000円の

20％に相当する約19万1,000円の支援を行っている

ところであります。次に、平成22年度に提案してい

る予算の内容でございますが、堆肥運搬につきまし

ては堆肥を畜産農家から耕種農家へ運搬する経費の

50％に相当する75万円を支援する予定でありまして、

また緑肥作物種子に関しましては、その購入費の

20％に相当する25万円を支援する予定としておりま

す。堆肥や緑肥の活用につきましては、農業の生産

性向上や安定生産、化学肥料の使用量低減に伴う安

全・安心の農産物生産やコスト低減などに欠かせな

いものでありまして、ますますその重要性が高まっ

ていくものと考えておりますので、今後ともＪＡき

たそらちなどと連携を図りながら、事業の着実な推

進に努めてまいりたいと考えております。 

〇松沢委員 このステップアップ事業600万円の中

からは、先日の私の一般質問の答弁の中で、害虫駆

除に対しての75万円の支出も予定されていたように

思っていますが、私は非常に有益な事業だと思って

いますし、600万円の予算の中で、昨年も恐らく不

用額が出ているのではないかと、そこら辺も聞きた

かったのです。 

 それと、緑肥作物の種子代の20％というのは、ど

こから20％が来たのかと思うのです。堆肥のほうは

運搬費の50％。せめて種子代も50％というのが大体

考えとしては順当なところではないかと思いますが、

昨年の予算の不用額の出方も含めて、その辺答えて

ください。 

〇藤田農政課長 緑肥の関係につきましては、予算

相当額以上の支援というような形になってございま

すが、堆肥のほうにつきましては若干残ってきてい

るという状況でございますが……（発言する者あ

り）20％ということでの質疑もございましたが、農

業予算全体の中で重点化を図っていた限られた予算

の中で現在まで推進してきているものでございまし

て、確かに割合が多くなれば、それだけ農業支援と

いうことになるかとも思いますが、現状、限られた

予算の中でしっかり支援をしていきたいという考え

方のもとでの20％ということでございます。 

〇松沢委員 どうやら昨年の不用額が幾ら出たかと

いうデータを持ち合わせていないということだろう

と思うのですが、不用額の出方を見ながらその辺の

パーセンテージの調整を所管としては、当然のこと

ながら年度予算を組んでいく中では考えていくべき

だと思いますし、20％に何もこだわることはないと

思うのです。このステップアップ事業をしっかり農

家の身につくようにといいますか、支援するための

政策、予算なわけですから、周知も含めて、心を引

き締めてやってほしいと一言申し上げたいし、一応

外枠では通告制ではないと言いながら、通告制みた

いな形で予算審査をやっているわけですが、再質疑、
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再々質疑の中でボリュームが膨らむ場合も当然ある

わけで、それぐらいの答えを用意してほしかったと

思いますので、できれば後ででも答えてください。 

〇藤田農政課長 不用額の関係でございますが、平

成21年度当初予算で申し上げますと、16万円に対し

まして実績が、その予算の中で流用いたしまして19

万1,000円で、３万1,000円ほど増額しての支援をし

ています。割合の関係等々でございましたけれども、

今後しっかり周知をしていく中で推進していきたい

と考えてございます。 

〇北名委員 ７目交流センター費で、まあぶのこと

について聞きます。 

 まあぶがいろいろな形で利用されてほしいし、市

民に愛される施設になってほしい。これはだれもが

思っていることですが、入館料が600円になって、

周辺がそれより安いということで、その分人数的な

目減りがしているのではないかと思うのです。何か

そのときにどなたかが、ほかも上げるはずだと言っ

たという話もありました、しかし実際には上げてい

ないと思うのです。 

 そこで何点か聞きたいのですが、一つは、その上

にと言っていいのかどうかわからないけれども、秩

父別のゆう＆ゆや妹背牛のペペルへ行った人は、随

分サービスしていると言うのです。ペアで行ったら

安いとか、月に何日かは半額だとか、大いに集客の

上ではそういうことも必要ではないかという気がす

るので、周辺のところのサービスの状況と、まあぶ

も負けないでやっているのであれば、まあぶの様子

も聞かせていただきたい。 

 それから、予算も組まれているわけですから、新

年度にこういうことを新たにという取り組みについ

て聞きたい。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇東出委員 ただいまの北名委員に関連して、まあ

ぶについて質疑させていただきたいと思います。 

 昨年の財政収支改善で、まあぶ入館料あるいはコ

テージ、それからシーズン券、加えてまあぶオート

キャンプ場のほうのコテージ料金等々、値上げをし

たという状況があって、まだ１年経過していない状

況の中ですけれども、利用者の数が9.数％減少して

いる。値上げをする段階で１割ぐらいの減少は見込

んだということですから、想定内のこととは思いま

す。しかし、全体の利用料で見ていくと、ほぼ横ば

いの状況というような感じで押さえさせていただい

ています。そういうことからすると、値上げの効果

が十分にあらわれていないのかと。料金改定は何だ

ったのかという思いがするのです。一番考えていた

だきたいのは、値上げをしても来ていただいている、

利用してくれている９割の人たちの思いです。もう

一つ考えていただきたいのは、値上がりしたことに

よって来なくなった１割の人たちの思いです。また

東出が浪花節を語るかと言われるかもしれないけれ

ども、やはりそういうところに思いが行かなければ

いけない。値上げしてもなお来続けてくれる。やは

り地元だから、まあぶを大事にしようと言って来て

くれている人たちの思い。いや、やはり100円だけ

ど値上げしたらきつい、そういう人たちの思い。そ

のことを考えたときに、総体で利用料が横ばいとい

うことになったら、この値上げは何だったのだろう

という話になっていくのです。そこのところに思い

を寄せながら答弁いただきたい。 

〇藤田農政課長 お二方からまあぶの関係につきま

して質疑をいただきましたので、順次お答え申し上

げます。 

 初めに、北名委員から周辺町のサービス等々、ま

たまあぶでの今後の対応等ということでございまし

たが、周辺町の温泉施設でどのようなサービスを実

施しているかというお尋ねで、すべての施設のすべ

てのサービスを把握しているわけではございません

が、日にちや曜日を指定して料金の割り引き、おふ

ろの日だとか、女性の日、子供の日など、イベント

等に合わせました入浴料の無料、半額サービス、お

得な宴会プランの設定、団体の無料送迎などが行わ

れていると承知しております。まあぶにおけます取

り組み内容でございますが、開館記念行事まあぶフ

ェスタに合わせました３日間の入浴無料開放の実施

や、お得なプランといたしまして、スキーや鍋料理

を組み合わせたコテージの宿泊パックや日帰りの入

浴パックなどとともに、送迎につきましては週２回、

３ルートでの無料送迎バスの運行のほか、市内にお

いて小人数でも送迎を行うなど、サービスの向上に

努めているところであります。まあぶは、本市の農

業農村の情報発信とともに農業体験や加工体験の場

を提供し、都市と農村の交流を目的とした施設でご

ざいますので、豊かな自然環境でさまざまな体験が

できることが他の温泉施設との違いでありまして、

それがセールスポイントであると認識しているとこ

ろでございます。また、これまでも立地条件を生か
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しまして、周辺施設や観光農園ともタイアップした

取り組みを進めてきたところでございます。 

 今後におきましても、サービス向上の取り組みに

加えまして、これからいろいろ検討する部分もある

わけでありますが、多くの体験事業と連携させまし

たメニューづくり、例を挙げれば、炭焼き体験や木

工クラフト、森林観察会などに食事や入浴をセット

にしましたパックや、夏休みに親子での滞在型の農

業体験、さらには道立青年の家やまあぶオートキャ

ンプ場などの周辺施設や観光農園、彩りの丘、音江

川などの近隣資産を生かした体験メニューの開発を

進めまして、より一層特色ある施設となることが利

用者の増に結びつくと考えてございますので、今後

とも指定管理者と十分に連携を深めまして、そうし

た方向の対応に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、東出委員からのまあぶ値上げの関係でござ

いますが、まあぶの利用料金につきましては、市の

財政収支改善という重要な緊急課題に対応するため

に、まあぶの運営経費の削減を図りながら、収支の

均衡を保つ観点から、入館料及びコテージ使用料を

昨年の４月から値上げさせていただいたものであり

ます。料金の改定に当たりましては、利用者の急激

な負担増とならないようにするため、空知管内や旭

川近郊の施設の状況も十分に踏まえまして、入館料

は500円から600円に、コテージは１万3,000円を１

万5,000円にしたものでございますが、値上げによ

る利用者の減少が想定されましたことから、委員も

質疑で触れておりましたが、全体で１割程度の利用

者減を見込みまして委託料の積算を行ったところで

ございます。本年２月末における利用状況につきま

しては、施設全体で昨年同月比約９％減となってご

ざいまして、このまま推移した場合は、収支につき

ましては、ほぼ前年同様となる見込みでございます

ことから、財政収支の改善という観点では歳出の削

減に一定程度の効果があったものと考えてございま

すので、委員からいろいろございましたけれども、

平成22年度におきましても同様な形でとり進めさせ

ていただきたいと考えているところでございます。

景気後退の影響によりまして、利用料金の値上げを

行っていない近隣町におけるこうした施設の利用状

況も極めて厳しいと聞いてございます。委員からい

ろいろ９割の利用者の気持ち、１割の来なくなった

方の気持ちということもございました。市といたし

ましては、やはりしっかりと指定管理者とも協議を

行いながら、まあぶのイベントなども含めまして、

ＰＲやサービスの充実、お得なプランの設定など、

先ほど北名委員にも答弁申し上げましたが、しっか

りとそういうサービスをもって答えていきたいと考

えてございます。 

〇北名委員 今の答弁を聞きまして、セールスポイ

ントの話は、私はそれとして理解をします。あそこ

でなければ加工だとか、いろいろなつながりをやれ

る。もう一つの入浴の関係について言いたいのだけ

れども、アバウトでいいですけれども、入浴とセー

ルスポイントであるいろいろな加工だとか、そうい

うことをやっていることの比率はどのぐらいなのか、

もし入浴の人数を聞かせてほしい。それで、入浴と

いうのは一つ大事な部分であるので、そこに特化し

てもう少し聞きますけれども、その部分でサービス

がほかよりもずっと差がつくと、それはどうしても

値段の関係も違うわけだから、足が遠ざかるという

ことは推測できるわけです。その面でも、何がいい

かというのは考えてもらえばいいのだけれども、私

はぜひ力を入れて、その分でもお客を集めるという

か、深川市民にも、市民以外にも愛されるようなま

あぶにしてほしいという熱いエールを送る気持ちで

お尋ねします。 

〇藤田農政課長 初めに、利用人数の関係がござい

ました。本年度の２月末現在でございますが、全体

の人数が10万557人のうち、浴場人数が７万7,325人。

加工施設のほうで申し上げれば3,235人という状況

になっております。今お話がありました入浴者に対

しますサービスといいましょうか、特色を出してい

くということでございます。まあぶといたしまして

も、例えば露天ぶろにお花を入れるなどの日を設け

て、利用者に喜んでいただけるような取り組みなど

もしておりますし、あるいは先ほどお答え申し上げ

ましたとおり、食事とおふろのセットでのプランだ

とか、さまざまなプランをもって、何とかほかの温

泉と違うような特色を持ったサービスを進めていく

中で、少しでも利用者の方に喜んでいただけるよう

な取り組みを今後とも進めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇川中委員長 １項農業費を終わります。 

 ２項林業費、102ページより。 

〇東出委員 ６款２項１目林業振興費の中の説明欄

２番、有害鳥獣駆除のところでお伺いしたいと思い

ます。 
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 林業ばかりではなくて、まず前段、全体的な有害

鳥獣による被害の状況等について総合的にお伺いし

たいと思います。 

 それから、国の事業あるいは道の事業、さらに市

の大変なご支援もいただきながら、かなり電牧の敷

設が、農業サイドから言うと農用地を守るように囲

まれてきた。しかし、実際のシカ等々の有害鳥獣の

絶対数は、そのことによって減らない。農作物の被

害は減るけれども絶対数は減らない。農地を囲むこ

とによる、今度は逆に林業サイド等々への被害も若

干懸念されるのですけれども、そこら辺の状況につ

いてはどのようになっているかお聞かせいただきた

いと思います。 

 さらに、最近市内でもアライグマの被害というよ

うな話も聞こえてきています。そういう意味では、

アライグマの生息数あるいは生息域というものが

徐々に拡大していっているのかと。これは駆除する

方法が、電牧で囲うようなこともできないですし、

かなり深刻な状況にならなければいいという思いで

今のところいますけれども、現在のアライグマの生

息ですとか被害の状況についてお聞かせいただきた

いと思います。 

 最後にもう１点、宮田議員からマイマイガの一般

質問がありました。平成20年、21年という形で発生

している。一昨年、平成20年でも音江のカラマツあ

たりではかなり被害が出ているのもあった。空知全

体で見ても、平成20年度の被害面積は130ヘクター

ルなのです。それが平成21年度ですけれども、

5,700ヘクタール。空知管内で5,700ヘクタールなの

だけれども、その58％が深川に集中しているのです、

マイマイガの被害が。市内の被害面積が3,300ヘク

タールと言われています。特に食害のひどい激害の

面積が1,200ヘクタールというふうに言われている。

食害によって枯渇して枯れる心配はないようでござ

います。色で言うと、私のスーツの色から長野委員

のスーツの色ぐらいに変わるらしいのです。こっち

がビフォーで、こっちがアフターぐらいの色合いに

変わるというような状況のようです。さらに心配さ

れるのは、二次被害というのがあって、カラマツヤ

ツバキクイムシというのがその後に二次被害として

大発生する心配があるということも言われています

ので、被害の状況、それから二次被害、カラマツヤ

ツバキクイムシ等々に対する対策について、どのよ

うにお考えかお聞かせいただきたいと思います。 

〇藤田農政課長 有害鳥獣による農作物等の被害に

つきましては、深川市鳥獣害防止対策協議会が生産

者から聞き取ってまとめたものによりますと、平成

21年はエゾシカ被害が大半を占めますが、キツネや

アライグマと思われるものや、カラス、ヒヨドリな

ど、鳥類による被害を含め、水稲、ソバ、バレイシ

ョ、小麦、大豆、果樹など、市内全域の山間地帯を

中心に、面積で１万5,777アール、金額にいたしま

して1,735万円の被害があったと承知をしていると

ころでございます。 

 エゾシカによる林業被害につきましては、現在ま

でのところ、本市では特に目立った被害は報告され

ておりませんが、今後さらに生息数が増加すれば、

道東地域のように、植林した幼齢木の枝葉の食害、

成木の幹に発生いたします樹皮の食害や角こすり被

害の増大が懸念されるところであります。 

アライグマにつきましては、先ほど申し上げまし

た鳥獣害防止対策協議会がまとめた報告によります

と、菊丘、吉住などの生産者からメロン、スイカ、

カボチャ、アスパラ、バレイショで、面積で110ア

ール、年額にして35万円の被害があったと承知して

ございます。エゾシカと同様に今後さらに被害が拡

大することも懸念されますので、わなによる捕獲な

どを検討しているところでございます。 

いずれにいたしましても、エゾシカを中心とした

鳥獣害の防止対策は、本市の農業振興を図る上で大

変重要な課題と認識しておりますので、有害鳥獣の

個体数減少や電気牧さくの設置などにつきまして、

北海道やＪＡ、鳥獣害防止対策協議会などの関係機

関・団体及び生産者等と十分に協議、連携を図りな

がら、鋭意推進してまいりたいと考えております。 

 次に、マイマイガによる森林被害でございますが、

平成21年は質疑のとおり、マイマイガが大発生し、

一般民有林ではカラマツを中心に幼虫による葉の食

害が６月から７月にかけて市内全域で発生しており、

特に音江地区では食害歩合が50％以上の林分となる

激害が1,210ヘクタールに達するなど、全体では約

3,300ヘクタールの被害発生となっております。カ

ラマツ等落葉樹の場合、葉を食害されても、通常二、

三週間で新しい葉を再生いたしますことから、枯れ

ることはほとんどないため、特にマイマイガの防除

などは実施しておりませんが、食害直後は一時的に

木が衰弱するため、東出委員の質疑にありますよう

に、二次被害といたしましてカラマツヤツバキクイ
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ムシが発生いたしまして、木を枯らすことがござい

ます。幸いにいたしまして、本市ではカラマツヤツ

バキクイムシの発生はございませんが、北空知森林

組合に確認したところ、マイマイガの幼虫による被

害発生時期には、除間伐と伐採を伴う事業実施の際

は、伐採した丸太の早期搬出に努めるなど、カラマ

ツヤツバキクイムシの繁殖源とならないように留意

しながら事業を行っていると承知しているところご

ざいます。マイマイガの被害は二、三年継続して発

生すると言われておりますので、今後におきまして

も森づくりセンターなどの指導機関や林業関係団体

などと連携を図りながら、隣地内伐採木の整理等に

ついて指導を行うなど、カラマツヤツバキクイムシ

による二次被害の発生防止に努めてまいりたいと考

えております。 

〇川中委員長 ２項林業費を終わります。 

 ６款農林水産業費を終わります。 

 ７款商工費、１項商工費、104ページから106ペー

ジ。 

〇田中（昌）委員 ２目商工振興費の説明欄２番目

の夏冬まつり等についてお伺いします。 

 夏冬まつりにつては、一般質問でもいろいろと出

ておりますが、この場は予算審査特別委員会でござ

います。予算審査ですから当然、地域の皆さん、市

民の皆さん、いろいろなところからの要望、要請、

あるいは行政の側で考えている部分、議員のほうか

らもいろいろな提言を含めた予算を、いろいろなも

のを酌み上げて、積算根拠をしっかりと持ちながら

予算を編成している。このご労苦に心より敬意を表

するものでございます。しかし、この夏まつり、特

にしゃんしゃん祭りの予算積算根拠、この根拠は何

なのか。全くないのではないかと私は認識しており

ます。予算審査のできない予算案を提案するという

のは、私は議会をある意味、非常に軽視しているの

でないかととらえざるを得ません。この点について

は、明確にこの積算根拠、どういう経過でこういう

ふうになっているのかということを含めてお知らせ

いただきたいと思います。 

 それとあわせまして、市政方針にも夏まつりにつ

いて何の言及もございません。予算の説明の中でも、

財政課長が説明、言及は全くありませんでした。そ

ういう予算についてぜひ審査をしてくださいと提案

されても、審査のしようがないと思っております。

夏まつりについては非常にいろいろな意見がありま

すから、個々の部分については、私は今回について

は言及するつもりはございませんけれども、予算を

提案するという根拠について非常に疑問を感じざる

を得ませんので、この点についての答弁をいただき

たいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇松沢委員 今の問題について、同じ会派の北名議

員からも一般質問で出されておりました。ただ、こ

こに至るまで、今、田中昌幸委員から話があったよ

うに、去年の夏まつりが終わってから以後、ついこ

の間、２月末までの間も深川市としてはどの関係者

と全くコンタクトをとらないで来ているということ

にびっくりしました。先日の北名議員の一般質問に

対する答弁においても、深川市の考えといいますか、

山下市長の考えといいますか、イニシアチブといい

ますか、その辺の考えは全くあらわされていないな

ということを先日から北名委員とも話をしておりま

した。この辺について、しっかりと市の考えも示し

ながら、そしてもっと予算審査をする段階で、具体

的なものは何にもあらわさないで800万円だけ出て

きているということに、今までの予算審査とは違っ

た非常に違和感を持って見ているところでございま

すので、答弁いただきたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇東出委員 私も夏冬まつりのところでお聞きした

いと思います。 

 まず、夏まつりについては例年どおりの800万円

ということですけれども、ここの説明欄の中では、

総体の中では130万円ほど金額がふえているので、

ここのところの説明をまずいただきたい。 

 それから、夏まつりについてですけれども、同じ

ように一般質問でいろいろなやりとりがあった。山

下市長からは、何らかの形で夏まつりは実施したい

のだという答弁がありました。その何らかの祭りの

ための予算なのだろうと思います。これまでも深川

市は財政収支改善の中で、市民ミーティングの中で

市民の皆さん方からこの祭りに関してもいろいろな

話を聞いてきた。さらにはアンケート調査もやった。

それから振興会が解散した。そういう経過の中で、

深川市としてこれまでの夏まつりの総括がされてい

ないのです。その中で何らかの祭り、さきの一般質

問の中でも、商工会議所と６回協議をした。回数を

強調したいのかどうかわかりませんけれども、先日、

多くの団体から40人ぐらい集めて新たに模索をした
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会議があったようですけれども、その前に６回協議

をしたという話ですけれども、その中で何も進展が

ないのです。回数が問題ではないのです。６回やり

ました。６回やったらかなり煮詰まるはずなのです。

なぜ煮詰まらないか。しかも今の段階で深川市の今

までのお祭りに対して総括する姿もない、提案する

ものも何もない。何らかの祭りというのはどこでだ

れが決めていくのですか。先ほど田中昌幸委員が言

われましたけれども、800万円の根拠。これまでや

ってきたお祭りを踏襲していくとすれば、傘である

とか、浴衣であるとか、雌傘だとか、雄傘だとか、

山車だとか、そういう蓄積された財産というのがあ

るのです。しかし、全く新たな祭りに変えていくと

したら、そこに大きな投資が必要なのです。それだ

け考えても、これまでの祭りをある程度踏襲するの

か、新たなものにするのかわからない形の中でこう

いう予算づけがされる。私も大きな疑問を持つので

す。そこら辺のところも含めてお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。関連

で質疑をいただきましたので、若干答弁が前後する

ことをお許しいただきたいと存じます。 

 最初に、積算の部分でございますけれども、今回

の振興会解散に伴います深川商工会議所の協議に際

しまして、市としましては、前年同額の予算を計上

した上で、何とか今後ともこれまで同様に、商工会

議所が中心となっていただきまして、夏のお祭りの

運営を担っていただきたいとの要請を行ってきたと

ころでございます。協議の中で関係各団体から広く

ご意見を伺う場を設けることとし、先般の検討会開

催の運びとなったところでございます。市としまし

ては、少なくとも昨年までと同様の規模で支援をす

る意思と用意があるということを示す意味で計上さ

せていただいておりますので、ご理解いただきたい

と存じます。 

 それと、市長の考え方とか祭りの内容でございま

すけれども、夏まつりの内容につきましては、現在

行っている検討会において協議をしていく予定とな

っておりまして、昨年まで実施しておりました傘踊

り等につきましても、その協議の中で話し合われる

ことと考えております。市といたしましては、ご検

討いただくための資料として、昨年実施させていた

だきましたお祭りに関するアンケート調査や、一部、

東出委員の質疑の中にもありましたけれども、傘や

浴衣などの備品、消耗品等の保管状況をお示しし、

ご協議いただきたいと考えているものでございます。

協議の結果といたしましてどのようになるのか、祭

りというものは市が単独で実施するものでも、また

できるものでもないと考えておりますので、従前と

の内容の変更といったことにつきましても、市が決

定して表明したりするものではなくて、関係機関・

団体の皆様のご協力をいただく中で、市民の皆さん

のご意見によく耳を傾けまして、よく聞かせていた

だきながら取り進めていくべきものと考えておりま

す。 

 また、最後にございました130万円の増額の内容

の関係でございますけれども、100万円につきまし

ては氷雪まつりの新たな財源といたしまして、北海

道地域政策補助金を見込んでいるものでございます。

この補助金につきましては、今までの補助金と違い

市の予算を経由して交付対象となりますことから、

増額となったものでございまして、実行委員会に対

します交付金の総額は変わらないものでございます。

また、残りの30万円につきましては、ＪＲ留萌本線

がことしで開通100年を迎えられますことから、留

萌市が中心となりまして実施されます記念イベント

の事業に対する沿線各市町からの交付金でございま

す。 

 次に、一部重複しておりますけれども、夏まつり

の骨格を最終的にだれが決めていくのかということ

でございますけれども、夏まつりの内容、先ほどと

重複いたしますけれども、現在行っている検討会で

の意見やアイデアをもとにいたしまして、これまで

のお祭りを担ってこられました商工会議所の提案な

どもいただきながら、市が素案をつくりまして、さ

らに検討会に諮っていきたいと考えているものでご

ざいます。最終的な夏まつりの骨格につきましては、

検討会におけます協議で決定されるものと考えてお

ります。 

 次に、今までのお祭りですけれども、傘踊りは検

討の中にということもありますが、今後の検討会に

おきまして、お祭りの具体的な内容などの協議に入

っていきますが、まずはこれまで実施されました花

火大会や傘踊りをどうするかについて話し合われる

ことになると思いますし、それらの総括的な評価な

どについても言及されることになろうかと考えてお

ります。全く新しいものにした場合に、市の持ち出

しでできるかということもございますけれども、開
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催経費につきましては、予算計上させていただいて

おります市の交付金800万円と、商工会議所等に対

しまして、これまでどおりとはいかないまでも、何

らかの協賛をいただきたいとも考えているものでご

ざいます。また、さらには市民募金のようなものが

可能かどうかにつきましても検討会のほうに諮って

まいりたいと考えております。 

〇田中（昌）委員 何も答えてもらっていないので

す。積算根拠を示してくださいと質疑しているのに、

何をやるか決まっていないのですから積算根拠は示

せないのです。何をやるかということを決めて、そ

の時点で市の財政措置が必要であれば、当初予算に

間に合わなければ、補正予算という形だってあるで

はないですか。やる気を見せるのだったら、別に当

初予算になくても、やる気はあるのだということを

市長が宣言していれば、幾らでも皆さんついてくる

のではないですか。やることが何かわからないのに、

ただ800万円つけるから何かやってくれみたいな、

そういう態度のほうがよほど皆さんの信頼が得られ

ないのではないですか。くどいようですけれども、

予算審査というのは積算根拠があって、我々が審査

できるのではないですか。その内容は具体的にどん

なものか。先ほど答弁留保になっていますけれども、

総合福祉センターのふろをやめる。そのかわりに助

成金を出す。それが積算根拠としてあるから我々は

議論できるし、具体的にその助成はおかしいのでは

ないですかという議論ができるのです。800万円の

根拠が何もないのに、この予算をどうやって扱うか

という議論はできないではないですか。それについ

ては何も答えてもらっていません。少なくとも積算

根拠のない予算を提案されたというのは、私が少な

くとも考えている中では、これほどいいかげんとい

うか、全く姿形が見えない状態での予算案は初めて

だと思います。具体的に何かやるということが決ま

っていて、その中身、詳細についてはまだ示せない

段階での補正予算案の提案というのは今でも何回か

ありました。それもおかしいのではないかというこ

とを指摘させていただきました。今回のように、や

るかどうか、どんな形かもわからない中で予算案が

出てくるというのは、余りにもこの予算審査という

場所を軽視しているのではないかと言わざるを得ま

せんので、もう一度答えていただきたいと思います。 

〇松沢委員 同じような趣旨ですけれども、夏まつ

りについては、市長は常々やりたいということを表

明されているけれども、中身については、傘踊りも

含めて、すべてこれから皆さんの意向を聞いて議論

してもらうという答弁だったと思います。去年のお

祭りが終わった時点で、商工会議所を中心としてき

た今までのしゃんしゃん祭りの実行委員会がもう既

に解散しているという状況の中で、市がイニシアチ

ブをとらないで、どこがとってやっていくのでしょ

うか。やはり市がしっかりした方向づけを出してい

かないとお祭りにもならないし、これでは何をやる

のか全然わからないのです。今、田中昌幸委員の積

算根拠の話を聞いていて、例の旧拓銀の改築計画が

出たときに、積算根拠を示せと言って、示せないと

言って紛糾して、議会が議事進行で流れたのを今思

い出しながら聞いていたのですが、やはり行政とし

ては、予算を出す以上は責任を持って説明してほし

いと思いますし、そういうことでもう一度説明して

ください。 

〇東出委員 再質疑をさせていただきたいと思いま

す。 

 わかりやすい表現をさせていただきたいと思いま

す。夏まつりを実施する。予算800万円だ。例えば

傘踊りをやるかやらないかで賛否が分かれるのです。

なぜここのところがこういう状況になってきている

かというのは、傘踊りでどうなのだという市民の声

があったり、議員の声があったり、これまで続けて

きているのだからいいのではないかという声があっ

たり、そういうことがあって、当然、振興会が解散

したということはあります。傘踊り一つとってみて

も、夏まつりが傘踊りか傘踊りでないかというだけ

で賛否が分かれるのです。800万円には、傘踊りか、

傘踊りでないかとは書いていないのです。そこのと

ころに非常に問題があると思うのです。そこのとこ

ろがある程度明確になってこないと、これまで明確

に傘踊りは嫌だと言っている方だっておられるわけ

だし、いや、いいのではないかと言っている方もお

られるわけだから、最低でもそこら辺のところが明

確にならなかったら予算の賛否ということにならな

いのではないかと思う。そこのところをお聞きした

いと思います。 

（発言する者あり） 

〇川中委員長 暫時休憩します。 

（午後 ４時１０分 休 憩） 

                      

（午後 ４時３３分 再 開） 
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〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 先ほどの３委員の再質疑につきましては、答弁保

留として、次に進めさせていただきます。 

〇水上委員 ２目商工振興費、とくとく商品券につ

いてお伺いしたいと思います。 

 この事業はプレミアム商品券事業として３回ほど

実施されましたが、個人消費を直接的に刺激し、市

外への消費流出を防ぐという目的は十分果たしたも

のと考えており、市民からも目に見える対策という

ことで大変好評であると聞いておりますし、経済効

果も高いということで継続が望まれておりましたが、

本事業に対する考え方をお伺いしたいと思います。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 とくとく商品券事業につきましては、地域経済の

活性化を図るため、商工会議所や商店街振興組合な

どが販売方法など多くの協議を重ねながら、一致協

力いたしまして実施されたことは大変意義深いもの

と考えているものでございます。この事業は、委員

の質疑の中にもありましたが、市内での消費を喚起

し、地元での買い物を促進することにより、小売店

への消費誘導を図ることを通じまして、市内経済の

活性化に一定の成果を果たしているものと考えてお

ります。市としましてもこの事業に対して、１回目

につきましては頑張る地方応援プログラムの対象事

業としてプレミアム分を交付いたしました。２回目、

３回目、これは１事業でございますが、国の交付金

制度を活用したところでございまして、今後の取り

組みにつきましては、商工会議所から次年度も実施

したいとの要望がありましたが、市の独自補助事業

といたしまして実施することは現在の財政状況から

は難しいものであり、今後、各種補助事業で活用で

きるものがないかなど、総合的な研究をしてまいり

たいと考えているものでございます。 

〇太田委員 ２目商工振興費、駅前のロードヒーテ

ィングのことについてお尋ねしたいと思います。 

 先月、２月末に商工に関する方から電話が来まし

て、駅前の一部の地域ですけれども、ロードヒーテ

ィングしているところと切れているところ、その状

態で積もり積もった雪が馬の背状態になっている。

そこで女性が転んでけがをしたというお知らせがあ

りまして、私も現地を見に行ったのですけれども、

それこそ登山で言うアイゼンでもはかなければ通れ

ないような状態になっていました。駅前のメーンス

トリートでそういう考えられないような状況になっ

ているということでありまして、商工振興費として

駅前商店街にもお金が落ちているというようなこと

でもありますし、厳密に言いますとロードヒーティ

ングは土木費のほうにも項目があるのですけれども、

ここは道道ということで、管理が土木現業所になり

ますから、そこら辺、自治体の立場としては土木現

業所に対して要請をするという立場になりますけれ

ども、そこのところの対策。 

 また、お聞きするところによると、そのようなひ

どい状態で、さらに切れても道のほうではこれ以上

の金はつぎ込まないということであれば、いっそ機

械除雪のほうが、何ぼか気がきいた市民に対してい

いサービスが提供できるのではないかと思いますの

で、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇北名委員 全く同じ中身になるのですが、馬の背

と言いましたけれども、ラクダの背のような状況で

もあるのです。それで、私はある方からその写真を

見せられました。私も歩かないわけではないけれど

も、結構車のほうが多いから、歩いている人にとっ

ては本当に難儀だということがわかりました。 

 それで、ロードヒーティングはどういう仕組みに

なっているのか。前に私はロードヒーティングがか

なり商店の負担になって、入れられないところもあ

るのではないかと言ったこともありましたし、それ

から連檐していないであいているところがあると思

われます。その現状を教えていただきたいし、今言

われたことと全く同じだけれども、ロードヒーティ

ングを切って別の除雪のほうがいいのではないか。

同じ場所だと思うのですが、駅に向かって右のほう

はきれいになっているのですが、率直に言いまして

左のほうが切れているのです。どうなっているか聞

かせてください。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 駅前のロードヒーティングにつきましては、平成

12年に駅前商業近代化事業が完了された際に施工さ

れたものでございまして、市と共栄商店街振興組合

が商店の地先より2.1メートルの部分を整備いたし

まして、残り1.5メートルについては北海道が整備

したものでございます。委員のご指摘にありますと

おり、ヒーティングがきいておらず、でこぼこで危

険ということでございますが、関係者からお話を伺

ったところ、決して経費節減のため電源を切ってい

    線の部分についてＰ.１４３で答弁あり 
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るのではなく、断線していて電気が入らない状態に

なっている。何カ所か故障していると伺っているも

のでございます。北海道には早期に修繕いただける

よう要請しているけれども、対応していただけてい

ない。北海道の管理部分を修繕いただけなければ、

地元商店だけでは対応できないとも伺っているもの

でございます。昨年も一部ご指摘がありまして、私

も直したと聞いておりましたが、直したのは表面の

部分でありまして、断線の工事はしなかったという

ことでございます。先週、雪割りをしていただいた

ので歩道については改善されると思いますが、今後

についてはロードヒーティングをやめて除排雪で対

応することも検討中であるとお聞きしているところ

でございます。市といたしましても、危険であると

の認識はしておりますことから、共栄商店街などと

連携して適切な対応をしてまいりたいと考えてござ

います。 

〇水上委員 ２目商工振興費、空き地空き店舗事業

についてお伺いいたします。 

 この項目に関しましては12月の一般質問でもさせ

ていただいておりますが、平成21年度末までの時限

制度であったはずですが、延長されるということの

認識でよろしいのでしょうか。 

また、新年度の事業内容を伺いたいと思いますが、

12月の時点でそれまでの実績は伺っておりますので、

それ以降の実績があれば教えていただきたいのと、

あと見込みもあわせてお知らせいただきたいと思い

ます。 

 あと同様に、12月時点の答弁で、緊急雇用創出事

業による空き地空き店舗の現地調査の結果を整理し

て、商工会議所が運営するホームページに反映させ

ると伺っておりますが、その後の対応はどのように

なっているのかお伺いしたいと思います。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 本助成制度につきましては、本年３月までの時限

制度となっているものでございますが、来年度以降

の取り扱いにつきましては、これまでの事業の成果

なども踏まえつつ、１年間延長する考えでございま

す。次に、昨年の第４回定例会以降の状況につきま

しては、現在までのところ、本定例会の初日に議決

をいただきました補正予算にかかわる１件のみとな

っておりまして、その他のご相談はいただいていな

いものでございます。予算の関係につきましては、

商工振興の説明欄５に398万6,000円を計上させてい

ただいておりますけれども、新規分の改装費の助成

といたしまして160万8,000円と、継続の賃貸料の助

成として36万2,000円の合計197万円を計上させてい

ただいているものでございます。 

 最後に、空き地空き店舗情報の発信でございます。

昨年の緊急雇用創出事業を活用いたしまして、市街

地商店街区域におけます空き地空き店舗状況調査を

行ったところでございます。何件も調査しておりま

すが、調査結果に基づく情報は、とりあえず９件に

つきましては既に12月に深川商工会議所にお渡しし

ておりまして、会議所が発信いたします空き地空き

店舗情報にアップしていただいているものでござい

ます。 

〇楠委員 106ページ、１項４目消費経済費の中の

説明欄の２番目の消費者行政活性化事業についてお

伺いいたします。 

 この事業は、昨年９月に消費者庁が発足しまして、

道の基金をもとに事業を展開していくということで

聞いていますが、その中身についてお伺いしたいと

思います。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 本事業につきましては、国が行う消費者庁創設、

消費者行政一元化に伴う情報収集、伝達の迅速化、

相談窓口の強化などのための地方消費者行政の活性

化策といたしまして、国の交付金を都道府県の基金

に積み上げまして、平成21年度から３年間を集中強

化期間と位置づけまして、消費者センターの拡充や

相談員の養成、レベルアップ、消費者教育啓発事業

を実施するものでございます。深川市の事業といた

しましては、消費者センターは既に平成７年に設立

しておりますので、相談窓口の充実強化と消費者啓

発事業を柱といたしまして、休日、時間外におけま

す相談受け付けの拡大に伴う備品等の購入や、相談

員の研修、被害防止対策などを計画しているもので

ございます。平成21年度につきましては、ファクス

やパソコン、シュレッダーの機器購入、相談員研修、

さらには消費者庁と活性化事業の動きなどのお知ら

せチラシと訪問販売対策用ステッカーを先日、市内

各戸に配付させていただいたところでございます。 

 平成22年度の活性化事業の予算の内容については、

予算計上額は130万円であり、主な事業は消費者相

談員の研修事業に80万円、講演会開催と周知などに

34万円、その他啓発事業などに16万円を計上してい

るものでございます。予算につきましては道の補助
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対象経費でありますことから、これまでの消費者生

活事業と区分させていただきまして、これらの事業

の執行に当たり、消費者団体、消費者相談員と連携

の上、取り進めさせていただく考えでございます。 

〇楠委員 確認なのですが、この事業につきまして

は、消費者センターの拡充や相談員の養成、レベル

アップ等ということで答弁をいただきました。既に、

消費者センターとして消費者協会に相談を委託して

いるわけですが、その相談員の方のレベルアップと

いうことで啓発とか、その中身が実施されるものな

のか。 

また、時間外を伴うということは、相談員の方に

お願いするということなのかお伺いします。 

〇伊藤商工労働観光課長 私の前段の説明が適切で

なかったかと思いますけれども、時間につきまして

は、現在10時から15時まで消費生活相談員が当たっ

ていますが、時間外はパソコンとファクスの受け付

けということでありまして、３時を過ぎましたら、

ファクスなりパソコンで受け付けたものを翌日処理

していただく対応になります。 

 それと相談のレベルアップでございますけれども、

相談員は現在６人おりますが、それぞれ札幌と神奈

川県相模原市で、これは国民生活センターの研修施

設で実施されます専門教育の参加費等でございまし

て、さらには相談員候補者の方や相談員を養成する

ための研修費も含まれているものでございます。 

〇田中（昌）委員 ２目商工振興費の７番目のプラ

ザ深川維持管理についてお伺いしたいと思います。 

 昨年も質疑をさせていただきましたが、今、プラ

ザ深川の維持管理については振興公社に委託をして

いるということでございます。ここをプラザ深川に

するときに、山下市長が就任直後にプラザ深川とい

う形に整備し直して、その際に町内会や地域の方、

商工関係者の皆さんの協働による管理を目指してい

きたいと言われていたと思います。当面の措置とし

て振興公社に管理をしてもらうように委託をすると

いうことだったと認識しております。であれば、こ

の中でのいろいろな事業展開、それからあの場所柄

を含めますと、地域の皆さん、商工関係者の皆さん

が中心になって施設を活用しながら、広く市民の皆

さんやほかの方々と協調していろいろな事業展開を

するのが一番いいのではないかと思います。多分、

地域の皆さんにお願いしますというと、地域の皆さ

んは無償ボランティア的な要素でやっていただきた

いと思っているのではないかと思うのです。そうで

はなくて、振興公社に委託をしている予算分をその

まま提供していく中で、地域の皆さんが協働してや

れることについてお願いをすれば、もっといろいろ

なことを考えていただけるのではないかと思います。

それ以上に、地域の皆さんの顔が見える運営をする

ということが、まちづくり、商工振興あるいは中心

市街地の発展につながるのではないかと思います。

この中で、ぽっかぽか出会い市や、いろいろな皆さ

んがやっている事業も存じておりますけれども、や

はり継続的でないということで非常に単発的なとこ

ろがあって、利用しづらい、利用したくてもなかな

かタイミングが合わないという状況もあるかと思い

ます。そういった意味も含めて、地域の皆さん、あ

るいは商工関係者の皆さんの運営管理について、ど

のように考えているかお伺いしたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇北名委員 私も同じくプラザ深川のことを少し聞

きます。 

 プラザ深川は私も時々寄ってみまして、結構待ち

合いに使ったり、トイレを使ったり、いい動きをし

ているという思いを持っています。なお一層有効な

形で使われたらいいという立場でおります。 

 それで１点だけ。時間なのです。大体会合をする

方たちも、昼間は高校生だとかいろいろな人がいま

すけれども、７時ぐらいから始めても８時になると

終わるのではないかという気がするのです。もう少

し開館時間に弾力性を持たせて、せめて９時ぐらい

までやっていただきたいという希望があるわけです

が、それについての答えをお願いします。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 地元商店街や町内会での管理につきましては、オ

ープンに向け準備している段階におきまして、自主

管理、自主運営を希望される団体やボランティアの

取り組みも検討された経過がございましたが、最終

的には残念ながら断念という状況になっております。

市といたしましても、地元商店街や町内会などの市

民団体に維持管理や自主運営をしていただきたいと

考えておりまして、これまでもプラザ深川利用運営

委員会や関係団体の会合などでお話をする中で、自

主管理、自主運営についてご意見を伺っております

が、現時点におきましては、みずから管理を申し出

ていただける状況にはないということでございます。

今後に向けましても、プラザ利用運営委員会や、ま
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た商店街振興組合連合会の女性部の方とも会合を持

つことがありますので、協働という観点は外せない

と考えており、押しつけはできませんけれども、い

ろいろ協議をさせていただきたいと思ってございま

す。 

 それと２点目に質疑がございました閉館時間につ

きましては、条例上、午後８時までとなっておりま

すが、管理人は午後８時30分まで在駐し、勤務する

ということで委託契約をしており、委託費の超過勤

務についても積算し、見積もりをしているものでご

ざいます。前もってご相談いただければ、午後９時

ぐらいまでは臨機応変に対応いただけることとなっ

ており、オープン以来、３件ほど午後９時ごろまで

ご利用いただいたケースがございます。これらのこ

とにつきましては利用運営委員会において協議され

た経過もあり、開館時間は午後８時までとしながら

も、会議室の延長利用は認めているものでございま

す。 

〇松沢委員 私たちは通称、親不孝通りと呼んでい

ますが、親不孝通りではないという話も聞きますけ

れども、まちの中の私道の整備について、繰越明許

で補正予算がそういう形で組まれていたと思います

ので、ここでお聞きしたいと思います。 

 私道の整備は、当初は思うように話が進まないで、

経済建設常任委員会の中でも所管事務調査において

現地を見に行ったりということで、いろいろな動き

をした覚えがございますが、昨年、政府が組んだ緊

急の景気対策の予算の中でこれが実現したという運

びになりました。非常によかったと思っていますが、

昨年中になると思っていたのが繰越明許という形で

次年度繰り越しになるわけで、いつごろどういう形

で実現していくかここで説明をお願いしたいと思い

ます。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用

しました本事業につきましては、実施主体となりま

す深川市料飲店組合が取り組む事業に対しまして市

が助成をするものでございます。料飲店組合のお話

では、工事の見積もり合わせをしましたところ、市

内の５業者にお願いしたようでございますが、ちょ

うど他の公共工事の対応で忙しく、どの業者さんか

らも見積もり書が提出されなかったと聞いておりま

す。また、業者からは、これから降雪を間近に控え、

地権者や経営者などと対応する必要があるなど、き

れいな仕事は期待できないので、春先の工事として

はどうかというご提案があり、冬期間の工事は無理

であるとの判断をされたと伺っております。 

 市といたしましては、今定例会におきまして繰越

明許費の手続をさせていただいたところでございま

すが、今月中に工事に着手いたしまして、早期に完

成する予定と聞いているところでございます。 

〇東出委員 ２目商工振興費、説明欄４の企業誘致

になると思います。 

 一所懸命、企業誘致にご努力されている所管の皆

さん方の姿勢には敬意を表したいと思います。しか

し一方では、企業の廃業、撤退が相次いでいるのも

事実でございます。私も新聞を見て、そのときはこ

んなことになっているのかということで驚いたので

すけれども、ホッコンパイル工場が三笠の会社と新

会社を設立して石狩のほうに転出していく。また一

つ、企業が深川から撤退していくという思いがいた

しました。これまでも市の立場の中でいろいろな企

業が撤退する、あるいは深川市からなくなるときに

は、その企業を訪問して何とか深川市に残っていた

だく方策はないかということで要請をしたり、協議

をしたりという経過があったのだろうと思いますけ

れども、今回のホッコンパイルに関してはどのよう

な状況であったのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 また、東邦金属が撤退した後の跡地の状況、さら

にはホッコンパイルが石狩に移った後、どういう状

況が想定されるのか、そこら辺についてもお聞かせ

いただきたいと思います。 

〇平地域振興課長 ホッコンパイル工場撤退に係る

これまでの経過についてですが、平成20年の秋にホ

ッコン関係者の方から、パイル事業の落ち込みに伴

う改善策について私どものほうにお話があったとこ

ろであります。経済団体等のご協力をいただきなが

ら条件整備と情報収集に努めてきたところですが、

パイル事業廃止の時期や、あるいは新会社設立の動

きなど、詳細情報まではその時点では把握できなか

ったところであります。次に、本年１月、新聞報道

を受けまして、私どもは直ちにホッコンの本社へ赴

きまして、お話を伺ってきました。その時点では、

跡地利用については現段階では未定であり、検討段

階であるということで、ぜひとも有効活用いただけ

るようにお願いしてきたところであります。 

 次に、東邦金属の部分でございますが、当初、東
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邦金属では深川工場施設の一括売却を希望しており

ましたが、その後、市に対して分割での売却、また

は賃貸でも相談に乗りたいというご連絡をいただい

たところであります。ぜひとも情報提供いただきた

いと改めてご依頼があったところであります。市に

はこれまで数社から跡地利用についての照会がござ

いましたが、現段階では具体的な案件には至ってい

ないという状況であります。 

〇水上委員 ２目商工振興費の中でお伺いしたいと

思いますが、山下市長の市政方針の中にも地域の貴

重な資源を活用した特産品の開発というのが挙がっ

ておりますので、特産品開発について、ここで元気

会議の地域産業活性化部会ということでお伺いした

いと思います。昨日、元気会議の今後ということで

伺った質疑と若干重複すると思うのですが、食とい

いましょうか、ご当地グルメによる地域の活性化を

推進する私としましては特にこだわって質疑をさせ

ていただきたいと思います。これまでも地域の特産

物を活用した特産品を数々開発されておりますが、

現在までの状況と今後の取り組みについて伺ってお

きたいと思います。 

 もう１点、財政の面からも伺いたいと思いますが、

これまでは交付税措置がされていたものですが、昨

日の答弁の中でも新年度は単費ということをお聞き

しましたが、農水省の事業で地場産品を使ったご当

地グルメづくりを支援する事業があると聞いており

ますので、これらを活用することはいかがでしょう

か。 

 加えまして、本市単独で取り組むというのも一つ

の方法でありますが、他団体でありますとか他地域

の団体との連携をとることもたくさんのメリットが

生まれるかと思いますが、どのようにお考えでしょ

うか。 

〇平地域振興課長 特産品開発で元気会議地域産業

活性化部会での取り組みについて答弁申し上げます。 

 まず、特産品開発の現状でありますが、黒米につ

いては、商品加工の容易性を高めるため、黒米を製

粉することにより事業者の皆さんの商品開発を支援

いたしました。取り組み開始前の黒米関連商品につ

いては、４社13品目でございましたが、現在21社56

品目まで広がっているところであります。また、黒

米を生産いただいている農家の方たちとの連携を図

るために、北の黒米生産組合の設立にも至ったとこ

ろであります。次に、リンゴの発泡酒、シードルに

ついてでありますが、平成19年に試験醸造に着手、

これまで２回の醸造を経て課題が見えてまいりまし

たので、ことし２月の仕込みでは酵素や酸化防止剤

の添加と加熱などの改良を加えることで、透明度の

向上と常温での保存性を高めようとしているところ

であります。また、そばクレープにつきましては、

市内の３事業者によりましてイベント時の出店や、

あるいはレストランのメニューとして展開していた

だいているところであります。また、乾燥そばにつ

いてですが、平成20年10月に多度志山そばのネーミ

ングで商品化に至りました。山そばは原料生産、製

粉、製麺、販売のすべてを地元の皆さんに担ってい

ただいており、まさにオール深川の特産品として育

ちつつあると考えております。次に、特産品開発の

見通しでございますが、新年度において元気会議の

地域産業活性化部会の後継団体を設立予定でありま

すので、市ではその団体の支援と連携によりまして

特産品開発を継続してまいります。黒米については、

深川が道内で栽培できる唯一の黒米品種発祥の地で

ありますので、その強みを生かし、関連商品の開発

とＰＲに努めます。また、近い将来、ウルチの黒米

新品種が登録される見通しと伺っておりますので、

その機会を有効に活用して、さらなる展開を目指し

ていきたいと考えております。現在仕込み中のリン

ゴ発泡酒については、330ミリリットル入りで1,500

本が完成する見通しでありますので、ことし７月に

開催されますまあぶフェスタで販売し、商品化につ

なげてまいりたいと思っております。乾燥そばにつ

いては、発売済みの山そばの姉妹品として多度志山

そば黒の商品化を現在進めているところであります。

山そばが更科系のいわゆる色白のそばに対して、新

商品については色黒の田舎風そばを目指しておりま

す。また、そのほかの新たな特産品開発については、

後継団体の皆さんと一緒になって地域資源の掘り起

こしを図る中で、食料品に限らず、幅広い商品の開

発につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、補助金の活用でございますが、元気会議の

後継団体における補助金の活用ですが、特産品開発

の補助金は一般的に事業者を補助対象者とするメニ

ューが中心であり、現在のところ、後継団体が活用

できる補助金メニューは見当たらないところであり

ますが、今後の新たな展開において対象となるメニ

ューが出てきた場合には積極的に活用してまいりた

いと考えております。 
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 他地域との連携でございますが、本市の場合、深

川そばめしが他地域と連携して活動している優良事

例に該当するかと存じます。そのほかには本年２月、

札幌におきましてシードルサミットが開催され、シ

ードルを醸造している道内の３醸造所の商品を飲み

比べる中で、シードルの取り組みを進めている関係

者間の交流を深めたところであります。特産品開発

に力を注ぐ団体や事業者の皆さんがまちの枠を超え

て連携を図る意義は大変大きいものと考えておりま

すので、今後におきましても連携の機会を積極的に

活用してまいりたいと考えております。 

〇田中（昌）委員 ３目観光振興費、５番の道の駅

維持管理について２点お伺いしたいと思います。 

 まず１点目なのですけれども、新年度、道の駅の

太陽光パネルの設置で1,400万円の予算が計上され

ております。道の駅も建設されてから丸５年、今度

６年目になるということで、そういう意味では、ど

んどんリニューアルという段階に入ってきているの

ではないと思います。今現在、商工労働観光課の皆

さんもそうなのですけれども、道の駅に関係する皆

さんの努力のもとで、道の駅ランキングでも常時１

けたにランキングされているということについては、

深川の顔という意味では非常にすばらしい活動をさ

れていると思うのですけれども、いつまでも同じよ

うな形にしているとだんだん廃れていくというのが

ああいう商業系の施設の常でございますから、そう

いった意味では今回の太陽光パネルの設置とあわせ

て、どのような形で顔というところに色添えをして

いくのか、その辺の考え方についてお伺いしたいと

思います。 

 それともう１点、道の駅の運営状況についてお伺

いしたいと思います。道の駅は、いわゆる施設の管

理という部分では振興公社に指定管理者で委託をし

ている。中では物産振興会なり飲食店なりのところ

がいろいろ共同的に物販をしているということで、

かなりの売り上げがあるにもかかわらず、その辺の

具体的なものが表に見えてこない。数億円、最低で

も１億円以上、２億円前後のところの売上高がある、

多分市内ではかなりの売り上げを誇る団体であるに

もかかわらず、その部分の動きというのはなかなか

市にも見えない。逆にそれだけの売り上げを示して

いるところが、深川市という公共施設を活用しての

施設であるにもかかわらずその辺が見えてこないの

と、あわせてそれだけの売り上げがあるのであれば、

逆にもっと運営管理が市からの持ち出しがなくても

できるのではないかと思うところでございます。こ

れはこれまでも何度か指摘させていただいています。

２年前の指定管理者のときには、今後は単独ではや

らない、いわゆる入札形式でやりますと言われてお

りますが、公募をかけると、多分あの施設ですから、

いろいろなところから、いろいろな形で刺さり込ん

でくる可能性はあると思うのです。あそこをぜひや

りたいという方はいっぱいいると思います。そうい

う部分に対抗するというと、今の皆さんに肩入れし

過ぎても私の立場ではいけないのかもしれないです

けれども、今までやはり頑張ってくれている方たち

が継続的にこの運営をし続ける、深川市の物産をし

っかりといろいろなところに伝えていくためには、

そういった経営基盤の強化、安定化というものが必

要なのではないかと思います。そのためには、市民

の皆さんにも透明性のある運営というものが求めら

れてくるのではないかと思いますので、その点につ

いて、今いる振興公社なり、その振興公社から受け

ている物産振興会なりのところにどのような考え方

を市の商工労働観光課として助言していくのか、そ

の点についてのお考えがあればお伺いしたいと思い

ます。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 まず、道の駅の太陽光パネルの設置につきまして

は、北海道グリーンニューディール基金事業補助金

によりまして、環境問題と省エネに配慮した建築物

として改修するものでございます。事業内容につき

ましては、館内からの展望に配慮いたしまして、西

側面の１階と２階の中間部分に下屋を張り出しまし

て、発電量10キロワット相当の太陽光パネルを設置

します。太陽光パネル１枚の規格につきましては、

メーカーによってそれぞれ異なりますけれども、縦

約85センチメートル、横約170センチメートルでご

ざいまして、190ワットの発電が可能であり、10キ

ロワットの発電量ですと50枚程度の面積となるもの

でございます。今回は三相200ボルト余の機器の導

入を予定しておりまして、発電量の試算によります

と年間１万キロワットの電力を発電できるものでご

ざいます。このようなことから、どのような顔でと

いうことのお尋ねもございましたけれども、これか

らにつきましては、冒頭申し上げましたが、環境問

題、今注目されています省エネ、エコ等に配慮した

顔も一面、持っていくものと思ってございます。 
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 次に、経営状況の可視化につきましては、指定管

理者の募集要綱で定めます管理の基準に記載されて

おります事業報告書によりまして、管理業務の実施

状況及び利用状況、使用料または利用料金の収入の

実績、管理にかかわる管理経費の収支の状況など、

施設の内容に応じまして、協定書で定めました事項

を報告することとなっております。提出されました

報告書につきましては、公文書として情報公開条例

の適用を受けますので、原則公開となるものでござ

います。しかし、一部収支決算の明細など、事業活

動状況に該当する部分の公開につきましては、情報

公開条例により個別に判断されることとなっており

ます。また、施設ごとの協定書、いわゆる道の駅ラ

イスランドふかがわ指定管理者包括協定によりまし

て、前段申し上げました管理業務の実施と利用状況、

自主事業等の実施状況、また各コーナーの売り上げ

実績、指定管理者の管理経費の収支計算書、その他

必要と認める事項については報告することとなって

おりますが、各テナントの営業の収支にかかわるも

のについては、現在報告義務は課せられていないも

のでございます。公の施設でありますから、可視化

を高めることにつきましては、市民の理解を得る観

点から必要性を認識しながらも、個人情報、個人の

プライバシーに配慮しつつ、市が行政の立場でどこ

まで踏み込めるか、公募の段階や協定を結ぶ際にど

のような縛りをかけることが可能か、十分検討して

いきたいと考えております。それと一部、収益の還

元という部分でも触れておられましたが、これまで

も夏場に館内温度が上昇するということから、ガラ

スフィルムの施工工事を行う際にテナントのご厚意

により多額のご寄附をいただいておりますし、別な

テナントからは市へ乗用車を寄附、寄贈していただ

いた経過もございます。また、さきの行財政改革の

一環といたしまして、平成21年度からは施設保守管

理を除く占用面積にかかわるテナント料を約490万

円から約620万円に引き上げさせていだきまして、

指定管理者の経費節減分を含めまして、市が持ち出

す委託料約230万円の軽減にも努めたところでござ

います。可視化という部分でございますけれども、

テナントの中で従前からご指摘いただいている部分、

昨年の予特でもご指摘いただきましたが、任意の団

体があるということにつきましては、お聞きします

と団体では近々に法人化したい、法人化に取り組む

と伺っておりまして、法人化につきましては物品販

売等における資格取得、これは酒類販売等でござい

ますけれども、さまざまなメリットがあると思われ

ますことから、私どもも望ましいものと判断してい

るものでございます。 

〇田中（昌）委員 再質疑です。 

 まず１点目の太陽光パネル、西側のところで下屋

をつくるという説明でした。いずれにしても、もと

もとの場所が目立つ場所ですし、施設そのものにも

いろいろな影響を与える部分ですので、その点の外

観には十分に配慮して、あわせてせっかく鉄骨造か

何かで下屋をつくるのであれば、その下屋がうまく

活用できるような方法も検討するべきと思いますの

で、この点についてはそういったことで考えている

と思うのですけれども、この点については答弁は必

要ありません。 

 ２点目の部分、いろいろと説明いただきましたけ

れども、過去にも言ったことがあるのですけれども、

ニセコの道の駅、農産品だけで年間２億円以上の売

り上げがあって、町から道の駅への持ち出しという

のはトイレ部分の光熱水費とトイレットペーパーだ

けということで運営されているような道の駅もある

のです。入り込み量は深川の道の駅のほうがずっと

多いです。だけど農産品の売り上げで言うとニセコ

の道の駅のほうが非常に多いみたいなのですけれど

も、そこで運営ができるということは、そういう人

が集まるところですし、民間のところで借りるより

は多分安い家賃だと思うのです。そういう有利性が

あるということは、その有利性に対しての報告義務

は透明性をさらに高める必要が絶対あると思います

し、できればそういう売り上げがあるところには、

もっと市にも還元していただけるような形になれば

と願うものでございます。指定管理者で仮に公募を

かけたときに、市にもっと還元するぐらいやります

からやらせてくださいというところが出てきたとき

に、そういうところに対抗できないのではないかと

思いますので、その点、経営基盤の確立と、あと透

明性の強化はぜひ今のうちに進めていかなければ、

来年の今ごろには次の指定管理という状況が生み出

されているはずですから、非常に期間としては短い

のではないかと思いますので、その点についても指

導というか、提言を含めてどうしていくのかを改め

てお伺いしたいと思います。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 指定管理施設につきましては多くの所管にまたが
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りまして、道の駅の一所管として大変恐縮には存じ

ますけれども、行政におけます情報公開につきまし

ては、これは時代の趨勢と強く受けとめているとこ

ろでございます。したがいまして、適切な対応をし

ていきたいと考えておりますが、平成19年、前回の

指定管理事案のときにさまざまご論議いただきまし

て、所管部署から、原則、指定管理者の公募の方向

性で検討してまいりたい。さらには事業報告等につ

きましても今後研究してまいりたいと答弁しており

まして、同様の考え方で進めてまいりたいと考えて

おります。また、それらの議論を踏まえまして、施

設を管理します所管といたしまして、先ほど収益の

話もございましたが、委託料として多額の税金を投

入している施設でございますので、さまざまな経費

削減、またテナント料の負担をいただきながら、見

直しをしながら、一般財源の軽減に努めてまいりた

いと考えております。 

〇水上委員 ３目観光振興費、コンシェルジュ配置

事業についてお伺いしたいので、道の駅ということ

で、ここの場所でお伺いしたいと思います。 

 引き続き、道の駅にコンシェルジュが配置される

ということですけれども、これまでは頑張る地方応

援プログラムの交付金によって行われていた事業で

すが、新年度においては、このコンシェルジュの所

属ですとか、財源の面ですとか含めて、どのような

取り組みをされるのかお伺いしたいと思います。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えさせていただきま

す。 

 コンシェルジュの配置と財源につきましては、頑

張る地方応援プログラムのうち、にぎわいの街創出

プロジェクトの一事業費といたしまして交付税措置

がなされてきましたけれども、このプロジェクト事

業につきましては、委員の質疑にもありましたとお

り、平成21年度で終了するものでございます。これ

までコンシェルジュの熱意と努力によりまして、多

くの方々を市内や市街地を通って近隣施設等へご案

内いただく工夫も行い、利用者に大変好評をいただ

いているものでございます。これらのことから、所

管といたしましても、この事業は何とか継続したい、

今後も続けて配置していきたいという考え方のもと

に検討してきたところでございます。先ほど長野委

員の緊急雇用のところで一部答弁をさせていただき

ましたが、このたび新年度予算で計上させていただ

いております緊急雇用創出事業の地域資源を活用し

た観光プログラム開発事業につきましては、先ほど

と重なりますけれども、観光ニーズ調査、観光情報

データベースの作成、地域食材を活用した商品の開

発、地域の既存特産品の加工商品のＰＲとサポート

を予定しているものでございまして、この取り組み

の一環としてコンシェルジュも配置してまいりたい

と考えております。 

〇北名委員 ３目観光振興費で音江山に関してお尋

ねします。 

 音江山は深川の宝の山だと、いろいろな意味でそ

ういう表現を使う方もいらっしゃいますし、私ども

は子供のときからあそこを見たり、あるいは登った

りしながら親しんできた山でありますが、この山を

ぜひ有効活用しようということで、市内で非常に熱

心にやっていらっしゃる民間の方がいることは多く

の方がご承知だと思います。見聞きする範囲で言え

ば、その方を中心とした何人かの方だと思うのです

けれども、小学生だと思うのですが、あそこに子供

たちに来てもらって、そこで行事をやるとか、いろ

いろしているかと思います。私もキノコ汁をあそこ

でごちそうになった記憶もありますし、山ですから

「やっほー」と言ったり、大声大会をやったりとか、

いろいろなこともやっているかと思います。その辺

の民間の方が中心になってやられている取り組みな

どについて、例えば平成21年でいいのですけれども、

学校は何校ぐらい来たとか、子供たちは何人ぐらい

来たとかいう取り組みなどがわかれば、ひとつ教え

ていただきたい。民間の人たちの労力と一定の手出

しをしながら今日まで来ていると思いますので、そ

の辺について、新年度については行政的な支援があ

るやに耳にもしておりますので、どんな形になるか

というのが一つであります。 

 もう一つは、いずれにしてもあそこへ行けばトイ

レの問題が出てくるのです。これまで松沢委員など

も何度も、私も言ったことがあるのですが、バイオ

トイレという言い方をしてきましたが、それができ

れば一番いいのですけれども、そうでなければ簡易

トイレでもということかと思います。これまでは、

正確かどうかわからないけれども、個人の方が車で

持っていって、そのときには簡易トイレを使うよう

にしていたというご苦労もされていると聞いていま

すので、その辺のこともあわせてお尋ねいたします。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答え申し上げます。 

 イルムケップスカイラインにつきましては、平成
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14年度に国の緊急雇用対策事業を活用いたしまして、

沖里河山展望台付近の整備を行っております。この

こともありまして、多くの方々が訪れていただける

ようになりまして、音江山ろく周辺における貴重な

観光資源の一つと考えているものでございます。市

としましても、これまで観光案内看板の設置や塗り

直し、また車道の砂利入れや沿道の草刈りなどの整

備を随時行ってきておりますが、先日、新聞報道に

よりますと、仮称ではありますが、音江山ろくを考

える会の設立発起人会が開催されたこともあります

ので、今後につきましては、これらの団体の皆さん

とも連携を図れないかなど、行政としてできるバッ

クアップなどを検討していきたいと考えてございま

す。少し余談になりますが、この音江山ろくを考え

る会の設立発起人の方と、昨年は私もご案内いただ

きまして、観光協会の会長さんと３人で現場を見て

きたということも昨年の経過のかかわりの中ではご

ざいました。 

 それと、順不同になって恐縮なのですが、トイレ

の設置についてでございます。一部バイオトイレの

設置につきましては、昨年も若干申し上げておりま

すが、財源の確保が必要であるとともに、沖里河山

の山頂付近は北海道の所有地でございまして、水源

涵養保安林の指定を受けているものでございます。

その解除が困難であるために、解除するのではなく

て、新たに保健保安林の指定を受けることについて

調査中でございます。これらについての北海道の協

議も必要となること、また電源の確保、冬期間の降

雪対策等の技術的な面、さまざまありますので、そ

れらにつきまして市民の有志の方々や新たな団体の

皆さんとも協議をさせていただきながら検討してい

きたいと考えております。 

 それと最初にございました、それぞれ小学校行事

等で取り組みます行事の内容、ご相談いただいた場

合には私どもも掌握しておりまして、一昨年でした

が、大声大会をしたいのでということで、私が消防

にお願いしまして機器を借りる取り次ぎをしたとい

うことがありますけれども、果たして何校の方が遠

足等で行っておられるかということは、残念ながら

情報として把握しておりません。いずれにいたしま

しても、民間の方々がいろいろご苦労されているこ

とは承知しておりますので、それぞれ協議をさせて

いただきたいと考えております。 

〇川中委員長 ７款商工費を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ５時３５分 休 憩） 

                      

（午後 ５時５０分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 なお、先ほど理事会で決定したことを申し上げま

すけれども、きょうの予定といたしましては10款教

育費の６項就学奨励費まで進めたいと考えておりま

す。なお、あすの開議につきましても９時半という

ことで協議させていただきましたので、委員並びに

説明員の特段の協力を心からお願い申し上げます。 

 ８款土木費、１項土木管理費、108ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 １項土木管理費を終わります。 

 ２項道路橋梁費、110ページから112ページ。 

〇田中（昌）委員 １目道路橋梁総務費の２の道路

橋梁管理事務についてお伺いいたします。 

 補正予算だったと思うのですけれども、橋梁の調

査をして、どのような状態になっているかというこ

とをやる橋梁長寿命化委託ということで行われてい

ると認識しております。橋というのはなかなか目に

見えづらい、特に橋げたの裏はだれも見えない場所

で、深川橋のように大きな橋になれば裏側が河川敷

から見えますけれども、それ以外の橋はどのような

状態になっているかというのはわからないものだと

思っております。ただ、市内にはかなりの数の橋梁

があり管理されているということで、それについて

どのくらいの数があるのかお示しいただきながら、

長寿命化の委託をして調査しているということにつ

いては、市民の皆さんにも深川市内でどのような橋

の状態になっているのかをぜひ公表していただきた

いと考えております。その点についてのご所見をお

伺いしたいと思います。 

〇堀川都市建設課長 お答えいたします。 

 市が管理する橋梁は平成21年４月１日現在、286

橋となっておりますが、そのうち長寿命化対象橋梁

は歩道橋などを除くとなっておりまして、284橋と

なるものであります。本事業は、平成21年度より目

視を基本とする12項目の点検調査を実施しておりま

すが、20年度繰り越し予算により16橋、21年度予算

により33橋の点検調査が完了したところであります。

調査の結果につきましては、特に早急な対策が必要

な箇所や通行に支障のある箇所はございませんでし
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たが、委員から質疑がありました市民への公表につ

きましては、点検調査結果の公表方法を検討してま

いりたいと考えております。また、今後の点検調査

は平成22年度において86橋、23年度において149橋

の実施を予定しておりますが、事業の最終年度とな

る24年度には学識経験者の意見を聴取する中で、点

検調査結果の分析や対策内容と時期、点検時期の検

討及び修繕計画を取りまとめ、長寿命化修繕計画を

策定し市民に公表することとしております。 

〇松沢委員 ２目道路維持費の除排雪についてお伺

いしたいと思います。 

 ことしの冬はかなり雪が多かったという印象を得

ていますし、きのう、きょうと降っている状況です

けれども、せっかくの予算審査の中なのでわかる範

囲でお示し願いたいと思うのです。 

まず１点目、この３年間の除雪予算の推移。それ

から降雪量も昨年、一昨年に比べて、今の段階でど

うなのかお知らせ願いたいと思います。 

 ２点目に、まだこれから使うかもしれないという

要素があるわけですけれども、今の時点で大づかみ

で、どのぐらいの執行率になるのか、お聞かせくだ

さい。 

 あと、ことしの冬は随分私のところへも苦情が来

ました。除雪の関係で市に言ってほしいという話も

ありましたし、ただ、基金がこれだけ底をついたら、

やはり行政としては不用額をできるだけ残してそち

らに回さなければいけないと思ったり、いろいろな

ことまでつい考えてしまうぐらい、市の財政状況が

逼迫している中でありますので、ここら辺も加減し

ながら、市民の皆さん方の苦情を行政のほうに言う

という状況もありましたけれども、直接市にも入っ

ているのではないかと思いますが、苦情や苦情処理

の対応についても聞かせてください。 

〇高場都市建設課維持管理センター長 除排雪につ

いて３点の質疑をいただきましたので、順次お答え

させていだきます。 

 まず、１点目の除排雪費にかかわる予算の推移で

ございますが、当初予算の推移で申し上げますと、

平成18年度、３億361万8,000円をピークに、20年度、

３億120万6,000円、21年度、２億8,222万6,000円、

22年度では２億7,837万2,000円という状況になって

ございます。平成22年度の予算と18年度の予算を比

較いたしますと8.3％の減となってございまして、

対前年比で申し上げますと1.4％の減で推移いたし

ております。また、決算で申し上げますと、平成18

年度は２億7,450万2,000円、それから19年度では２

億8,231万8,000円、20年度、２億6,872万4,000円と

なっておりまして、18年度と20年度を比較いたしま

すと2.1％の減となっております。次に、降雪量に

つきましては、特に２月末現在では、昨年とさほど

変わってはございません。ただ、１月の降雪量が昨

年は152センチメートルであり、本年は258センチメ

ートルということで、約1.7倍の降雪量があったと

いう状況になってございます。 

 次に、今年度の現時点における予算執行の見通し

でございますが、今後の降雪状況によってかなり変

動があると考えておりますが、当初予算２億8,222

万6,000円に対しまして、支出予定額２億7,620万円

程度を見込んでおりまして、600万円程度の不用見

込み額が出るものと推定しております。主な不用額

の内容といたしましては、除排雪費にかかわる委託

料の入札差金が300万円、それから春先の雪捨て場

の維持管理作業に伴う機械の借り上げ等で200万円、

それから作業員の人夫賃等で70万円の不用額を見込

んでいるものでございます。 

 次に、市民からの苦情の現状と対応ということで

ございましたが、これにつきましては、市に電話で

苦情があったもの、それから直接お見えになって苦

情があったもの、私どもで把握しているものでは２

月末現在で59件の苦情がございました。内訳で言い

ますと、除雪作業に関する苦情が44件、それから排

雪作業に関する苦情が15件になっておりまして、こ

れは昨年２月末の苦情件数で比較いたしますと、除

雪では昨年が33件で11件の増、それから排雪では昨

年が４件で11件の増となっておりまして、先ほど申

し上げましたように、特に１月の降雪が多かったた

めに苦情件数も多かったと考えてございます。 

 いずれにいたしましても、除排雪作業につきまし

ては何よりも気象条件に大きく左右されまして、悪

条件下での作業を強いられることもございまして、

市民の皆さんの要望をすべてにおいて解決できるわ

けではございませんが、今後ともより一層の市民生

活の利便性の確保が図られるよう、除排雪に努めて

まいりたいと思います。 

〇松沢委員 大体いいのですが、除雪している皆さ

ん方も寒い中で大変な苦労をしながらやっているの

だろうとは思いながら、やはり市民の皆さん方、冬

の除排雪については非常に深刻な状況になります。
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特にかたい雪を家の前に重機で入れていかれるとい

うあたりの苦情はありますから、この辺の親身な対

応をこれからしていくということですから、それで

いいのですが、あえて言わせてもらいますけれども、

ほぼ予算の中ぐらいで済むという見通しでございま

すが、これからも一層親切な対応を心がけてほしい

ということを述べまして、再答弁をお願いしたいと

思います。 

〇高場都市建設課維持管理センター長 ただいまの

質疑にありました門口除雪の問題や、あと私どもで

苦情が来ていますのは、交差点等の見通しが悪いと

か、そういう問題もございます。極力私どももなる

べく丁寧な除雪に心がけるように職員、それから委

託業者も含めて指導はしてございますが、先ほども

申し上げましたように、気象条件によってどれだけ

の除雪ができるかという問題もございます。極力、

委員の指摘のあったようなことで対応する形で考え

てまいりたいと思います。 

〇北名委員 ２目道路維持費でお尋ねします。 

 行政評価の結果の資料を見ているのですけれども、

融雪施設設置資金融資の事業が平成23年３月をめど

に要綱等見直しを検討するとなっています。これは

最近実績がないと言われていますが、実態はどうな

っているか、利用の状況。 

 それから、これはこれで非常に役割はあると思っ

てきたのですが、行政の評価として役割を終えたと

思っているか、いないかということを含めて、それ

が二つ目。 

 三つ目は、結局、地下水の利用はだめだと、融資

の対象にしないということがあって、以前にそうい

う事例にぶつかったのです。いろいろあるのだけれ

ども、これが道路の除排雪にもつながってきて非常

に有効であるとするならば、そのことも検討すべき

ではないかと思うのですが、その辺についてお尋ね

いたします。 

〇高場都市建設課維持管理センター長 融雪施設に

関する融資についての質疑でございます。 

 お尋ねの融雪施設設置に関する制度につきまして

は、当初10万円を上限として工事費の一部を助成す

ることで平成９年度より制度化し、15年度まで助成

制度として行ってまいりましたが、16年度から現行

の無利子の融資制度へと変更している経過がござい

ます。そこで、お尋ねの融資の状況についてでござ

いますが、平成16年度以降この融資制度が利用され

た実績はございません。ただ、先ほどお話がありま

したように、この役割については除排雪という立場

で言いますと、民有地の除雪、あるいは中には私ど

もで管理する歩道の除雪も含めて処理をいただいて

いるという実例もございますので、十分役割につい

ては大きいものと考えてございます。 

 それから、２点目の地下水の利用でございますが、

平成９年度に制度化した当初から、地下水を利用し

た融雪施設については対象施設として認めておりま

せん。これは当時、地下水のくみ上げなどによる環

境への影響を考慮したものでございまして、今後の

取り扱いにつきましては、制度の継続も含め、これ

までと同様の取り組みが望ましいものと考えており

ます。 

〇川中委員長 ２項道路橋梁費を終わります。 

 ３項河川費、114ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 ３項河川費を終わります。 

 ４項都市計画費、116ページから118ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 ４項都市計画費を終わります。 

 ５項住宅費、120ページから122ページ。 

〇田中（昌）委員 １目住宅総務費の２番、まちな

か居住推進のところでお伺いしたいと思います。 

 まちなか居住推進ということで、これは住宅の建

設に対しての助成制度でございます。この制度その

ものは山下市長の政策であるいわゆるコンパクトシ

ティーという部分とまちなか居住ということのセッ

トでの政策でございますけれども、私の立場からす

れば、住宅産業そのものが市内の経済界に与える影

響が非常に大きい、すそ野の広い分野だということ

で、これまでも住宅建設に対して市が支援すること

によって需要を喚起する、これが市内のいろいろな

経済波及効果が高いので推進すべきという立場でお

話をさせていただき、市長が考える目的とたまたま

合致しているというところで、結果としては、平成

21年度の場合は補正予算での対応、それから新年度

につきましては当初予算からの対応ということで提

案がされております。 

 この中でお聞きしたいと思いますが、１点目につ

きましては、新年度のまちなか居住推進の内容につ

いて、どのような内容で計画されているのかお伺い

したいと思います。 

 ２点目で、平成21年の補正でやってきたものの実
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績について、どのような実績があるかについてお伺

いしたいと思います。 

 ３点目につきまして、国のほうも住宅の建設、い

わゆるエコポイント制度が新年度４月から予定され

ているようでございます。この辺との関係、国のほ

うも住宅産業のすそ野を広げるという対応を考えた

ということでございますので、これは非常に有効な

ところと思いますけれども、このエコポイントと市

のまちなか居住推進での事業との関連性について、

どのような状況かお伺いしたいと思います。 

 最後に、リフォームのところ、平成21年度につき

ましては途中から、12月か１月だったか忘れました

けれども、リフォームをまちなか居住推進のところ

に予算を使って拡大したのですけれども、新年度の

ところではどのような考えかお伺いしたいと思いま

す。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇北名委員 私も同じことですが、資料を出しても

らいまして、36ページに出ております。それで、一

つこの資料に加えて聞きたいのは、これは助成額が

出ていますので、契約金額について、この４項目に

ついてお尋ねしたい。 

 それから、この全体の資料、契約金額も言っても

らいますけれども、そのことも含めた所管としての

所見というか、どういうぐあいにこれを見ているか

というのを、さきの質疑とかぶりますけれども、聞

かせていただきたい。 

 それから、新年度にかかわって、これを見れば歴

然として、住宅リフォームが非常に件数も多いし、

市内業者が、ほかのも全部有効ですけれども、短い

期間であったにもかかわらず多いと感じています。

その点では、引き続きこの住宅リフォームもぜひ加

えていただきたいと思っているわけですが、その辺

についても聞きたい。 

 それからもう一つ、耐震の関係がないわけです。

この辺はどういう状況なのか、その辺も聞かせてい

ただきたい。 

〇佐藤都市建設課建築住宅室長 田中昌幸委員から

４点の質疑、北名委員からも４点の質疑で、一部関

連性がありますので、あわせてお答えすることもあ

ろうかと思いますが、ご了承いただきたいと思いま

す。 

 初めに、田中昌幸委員からの１点目のまちなか居

住1,920万円の内容についてでございます。この内

訳につきましては、住宅持家促進助成が18件分で

1,440万円、住宅バリアフリー改修助成15件分で330

万円、住宅耐震改修促進助成５件分で150万円とな

っており、平成22年度につきましては、この三つの

住宅助成制度に取り組むこととしており、合計金額

1,920万円となるものであります。 

 次に、住宅助成制度の実績についてお答えいたし

ます。平成21年度に取り組みました住宅助成制度の

実績につきましては、住宅持家促進助成申し込み件

数が27件、助成額合計1,446万8,000円、契約金額で

は約５億9,000万円となっております。住宅バリア

フリー改修助成につきましては、申し込み件数16件、

助成額の合計が304万8,000円、契約金額では約

3,000万円となっております。住宅耐震改修促進助

成につきましては申し込みがありませんでしたが、

住宅リフォーム緊急助成につきましては申し込み件

数107件、助成額合計1,866万6,000円、契約金額で

は約１億4,000万円となっております。今回の助成

制度による申請者と施工者間での契約金額の合計は

約７億6,000万円となっており、地域の活性化に貢

献できたものと考えております。 

 次に、３点目の住宅エコポイントとの関連性につ

いてでございますが、住宅エコポイントの申請につ

きましては、新聞報道などによりますと３月８日よ

り受け付けが開始されているようでございますけれ

ども、制度の内容などについては不明な部分も多く、

詳細な部分が見えていない状況であります。エコポ

イントにかかわる問い合わせ及びエコポイントの申

請については直接住宅エコポイント事務局または住

宅瑕疵担保保険の取次店へとなってございますが、

本市が取り組んでいる住宅助成制度との関連がある

のかないかも含めて情報収集に努め、市民などから

の問い合わせに対し、的確な対応ができるよう努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、４点目のリフォーム助成制度の新年度の考

え方でございます。住宅リフォーム助成につきまし

ては、本年１月12日から２月26日までの短期間で

107件の申し込みがありましたが、住宅リフォーム

緊急助成制度につきましては、経済危機対策臨時交

付金を本市にとってふさわしい有効な活用とするた

め、国の経済対策の一環として緊急的な助成制度と

して取り組んだものであり、本年度についての取り

組みは考えておりません。市民の方に多く利用され、

地域の活性化に一部寄与できたものと考えておりま
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すことから、今後においても、国の経済対策として

の予算措置などの有利な制度が生じた場合などにあ

りましては、積極的に取り組みを検討してまいりた

いと考えてございます。 

 続きまして、北名委員から４点質疑がございまし

たが、１点目の契約額は、先ほどの田中昌幸委員の

質疑と重複しますので割愛させていただきたいと思

います。 

 ２点目の所管としてどう思うかということでござ

いますが、先ほども申し上げましたように、短期間

の取り組みの中であれだけ多くの契約金額、それか

ら申し込み件数があったということで、深川市にと

って経済効果があったものと考えているところでご

ざいます。 

 ３点目の、新年度もリフォームを継続してはとい

う質疑だと理解してございますけれども、リフォー

ム助成制度につきましては、本年１月12日から２月

26日までの短期間で107件の申し込みがあり、契約

金額ベースにおいても約１億4,000万円となってご

ざいまして、地域活性化に一定程度貢献できたもの

と考えております。 

 今回取り組みをさせていただいた助成制度につき

ましては、地域の活性化に寄与することも一つの目

的ではございますけれども、まちなかの空洞化を抑

え、まちなかのにぎわいを取り戻していくための施

策となることを第一の目的として取り組みを始めた

ものでございまして、国の補助を受けて３カ年継続

して取り組む予定としているものでございます。ま

た、助成制度のうちリフォーム緊急助成制度につき

ましては、国の経済対策として臨時交付金を有効に

活用させていただくために緊急的に１月中旬から取

り組んだものであります。リフォーム助成制度を市

単独費で取り組んでいる市町も一部あることは承知

してございますけれども、本市において、国の平成

21年度補正による地域活性化・経済危機対策臨時交

付金のような予算措置がなされた場合については、

再度取り組む方向で検討してまいりたいと思ってご

ざいます。 

 ４点目の耐震の助成について入っていないのでは

ないかでございますが、先ほど田中昌幸委員の質疑

でお答えしたとおり、平成22年度についても住宅耐

震促進助成制度は取り組むことで考えております。 

〇北名委員 先に耐震の話をするけれども、入って

いないのではないかと聞いたのではありません。全

然利用がないのはどうしてなのかと言ったのです。

それは後で答えてください。 

 大体わかりましたけれども、まさに年末のぎりぎ

りのときにリフォームに適用するということになっ

て、爆発的と言っていいのか、こういうものこそ本

当に市民が待ち望んでいた、これを待っていたとい

う感じなのです。希望者が107人でしょう。こうい

うのが一番待たれているやつ。ほかのも大事だけれ

ども。それでリフォームは、10年以上も前からずっ

と言ってきたことが、やってみてすごくわかってく

れたのではないかと思うのだけれども、そうすると、

秋田県なんかは県独自で全県にまたがってやるとい

うのが出てきたりしているけれども、単独でという

問題があるし、そうではなくて、国の事業の中でと

いうのはあると思うのですけれども、これを入れる

ということは国の事業としてはまかりならないとい

うか、適用にならないというか、そういうことで、

この突破はできないですか。それが一つ。 

 あわせて、こういう効果がある制度は、私は、新

年度予算に入っていないのはわかったからあれだけ

れども、できるだけ早く復活させてほしいというか、

日の目を見てほしいという強い思いがあるので、力

を込めてそちらも答えてほしい。 

〇佐藤都市建設課建築住宅室長 ２点再質疑をいた

だきました。 

 委員さんのほうから秋田県の話も出ましたが、秋

田県については県レベルでのリフォームに取り組ん

だという情報は承知しているところでございます。

国の適用にならないのかというお話ですけれども、

現状では、当初、深川市が取り組みを始めた三つの

助成制度、住宅持家促進、バリアフリー改修、耐震

促進については、当初取り組む前段で、国の補助金

をいかに有効に活用できるかという中で、交付金の

対象になるそれぞれのいろいろな項目がございます

けれども、その中で深川市にどれが一番有効なのか

ということを含めて検討した中で三つ取り組みをさ

せていただきました。 

 リフォームについては、地域住宅交付金の対象に

はなってございません。管内の市または町もそれぞ

れ住宅助成制度に取り組んでいるところはございま

す。空知管内だけで言えば10市町がリフォームに取

り組んでいるということでございますけれども、そ

れぞれ市町の単費で取り組んで進めているというこ

とでございます。今後についても、国の地域住宅交
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付金の対象になるのかどうなのか今後も研究を進め

ていきたいと思っております。 

 もう１点、早くリフォームについて復活させては

どうかということでございます。先ほどの答弁の中

でもお答えさせていただいてございますけれども、

深川市が取り組んだ住宅助成制度につきましては、

まちなかの空洞化を抑え、深川市に昔のにぎわいを

取り戻していくことが第一の目的で、国の地域住宅

交付金が対象になる制度の中から選んだものであり

ます。こういった事業は単年度ではなかなか効果が

ないという判断のもと、３カ年できるだけ継続して

取り組んでいきたいということであります。リフォ

ームについても今回初めて取り組みをさせていただ

きましたけれども、107件という多くの申請があり、

非常に経済効果もあったということは認めてござい

ますけれども、今後、平成21年度の臨時交付金のよ

うな国の措置が22年度についても出るのかどうなの

かも含めて、そういった措置がされるようであれば、

早急に取り組む方向で検討は進めていきたいと思っ

ています。 

 次に、耐震改修の申し込みがなかったことの理由、

考え方ということで質疑をいただきました。今回取

り組みをした住宅耐震促進助成の申請がなかったこ

とにつきましては、所管としても非常に残念である

と考えております。昨年３月、今後予想される地震

災害に対して、市民の生命及び財産を守ることを目

的に深川市耐震改修促進計画を策定して、平成27年

度までに住宅及び特定建築物の耐震化率を90％まで

持っていくことを目標としているものでございます。

テレビ、新聞報道などで国内及び国外、チリですと

かハイチで起こった大規模な地震による被害、津波

による被害については承知していることと思います

けれども、身近な地域での地震、津波などによる被

害がほとんどないため、住宅の耐震化という認識が

薄いのではないかと思っております。地震対策につ

いては人命にかかわる重要な問題であり、大地震が

起こってからでは意味をなさないことでもあるため、

今後におきましては、地震対策ということに対して

より一層市民に対して周知してまいりたいと考えて

おります。平成21年度に取り組みをさせていただい

た住宅耐震促進助成制度につきましては、申請があ

りませんでしたが、本年度についても継続して耐震

化についての取り組みをしていきたいと考えており

ます。 

〇川中委員長 ５項住宅費を終わります。 

 ８款土木費を終わります。 

 ９款消防費、１項消防費、124ページ。 

〇太田委員 １項消防費の防災会議費で１点質疑し

たいと思います。 

 まず防災訓練については、過去何年か前まで、土

のうづくりですとか土のう積みのようなこともやっ

ていたわけですけれども、言われているように昨今、

非常に地球環境の変化といいますか、そういったこ

とで災害が多い。こんなことでは、いま一つそうい

う防災訓練をこの時期に少し力を入れていくべきで

はないかと。いま一つは、避難訓練の関係ですけれ

ども、既に一般質問の中でも答えられていますけれ

ども、例えばそういった計画なり町内会などの協力

も必要なわけですけれども、３年ほどかかるのだと

いうお答えもあるわけです。ただ、いわゆる備えと

いう部分については余りにも遅い。以前からこうい

うことは指摘をしているのですけれども、いま一つ

そこら辺ももう少し可及的速やかにやるようなこと

を取り組んでいただけないものか。 

〇渡辺総務課長 それでは、防災対策につきまして

お答えさせていただきたいと思います。 

 災害につきましては、ことしに入りまして、海外

ではありますけれども、ハイチ大地震ですとかチリ

大地震と続いており、特にチリ大地震では日本にも

津波の被害が発生したところでございます。改めて

災害の猛威を感じるとともに、防災の重要性につき

ましても認識しているところでございます。幸いな

ことに、本市におきましては近年大きな災害はあり

ませんが、万が一の災害に備え、最小の被害にとど

めるために、災害対策は地域の防災力を高めること

が何よりも重要であり、行政のみならず、地域や個

人が一体となった取り組みが必要不可欠だと考えて

おります。今３年ほどかかるというお話もありまし

たけれども、総務課が所管しております災害全般の

対応ということでお答えさせていただきますけれど

も、災害が発生した場合におきましては、だれもが

異常な心理と、かつて経験していない環境の中で、

災害時の行動を頭の中で理解している状況ではあり

ますけれども、実際の行動においては迅速かつ的確

に行うのはなかなか難しいものがあると考えており

ます。市といたしましては、身近な訓練ではありま

すけれども、地域防災訓練を行うことによりまして、

頭の中のシミュレーションだけではなくて、体で覚
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え、災害時に対応した行動力が身につき、市民の防

災意識の高揚と防災行動力の向上に努めてまいりた

いと考えております。また、先ほどの避難経路につ

きましては、地域防災計画の中におきまして、例え

ば一つの例といたしましてはＤＩＧ、図面上での訓

練、それとどのような公共施設があるのかというこ

とも地域防災訓練の中で対応できますので、この点

につきましても防災意識の高揚と防災行動力の向上

に努めてまいりたいと考えております。なお、地域

防災訓練におきましては、町内会単位あるいはコミ

ュニティー単位で実施していただいております。こ

の点につきましては４月早々に開催されます行政連

絡員さんの全体会議で地域防災訓練につきましてご

説明させていただき、１カ所でも多くの訓練が行わ

れるように取り組んでまいりたいと考えております。 

〇北畑委員 １項消防費の防災にかかわって、１月

29日のメム地区、議長宅の近くでございますけれど

も、ダンプカーと特急列車の衝突。不幸中の幸いで

死者は出ず、44人の負傷者が出たということでござ

います。全員市立病院に運ばれて、大変てきぱきと、

また応急処置的なものも完璧であったというような

お褒めの手紙をいただいた報道もなされております。

堀川事務部長の陣頭指揮のもとに頑張られたという

思いがございます。これは人災でございます。そし

て今、地震の話もございましたけれども、それにか

かわって、災害が起きた場合にはどうしても緊急時

の医療体制が絶対必要になってくると思います。そ

の辺、医師会とさまざまな緊急時の体制について連

携されていると思いますけれども、現状どのような

体制になっているのか１点お伺いします。 

 それから、耐震化の話がございましたけれども、

今だんだん考え方が防災から減災、どうやって災害

の被害を最小限にするかという部分においては、各

家庭における、例えば地震であれば家具の固定であ

るとか、テレビの固定であるとか、重量物の固定と

いう、各家庭における防災意識、減災意識というの

がやはり重要になってくるということも、今特に地

震が頻発し、そして地球の裏側で起こった地震であ

っても日本に災害が来るということから言えば、そ

ういった防災よりも減災というような各家庭の備え、

この辺の考え方について伺いたいと思います。 

〇渡辺総務課長 ２つの質疑をいただきましたので、

順次お答えさせていただきたいと思います。 

 １点目の災害時の医療機関との連携についてお答

えいたします。本市におきましては、災害対策につ

きまして、災害対策基本法に基づき、深川市地域防

災計画を定めております。この計画の災害応急対策

の中で医療機関との連携を定めておりまして、内容

といたしまして、災害が発生したとき、その地域の

医療機関の機能が失われた場合、あるいは医療機関

の機能が著しく不足した場合、またあるいは医療機

関が混乱した場合、このときの対応マニュアルを策

定しております。この実施計画では、災害時におけ

る医療は深川医師会と緊密な連絡協議のもとに実施

するとなっております。また、医療救護所、緊急の

医療機関と受けとめいただきたいと思いますけれど

も、これにつきましては深川市立病院、深川市立納

内診療所、深川市立多度志診療所を指定しておりま

す。また、必要に応じまして、被災のあった現地の

公共施設等での医療行為を行うこととしております。

医療におきまして、先ほど医師会との連携というお

話がありましたけれども、この計画とはまた別に、

雨竜町を含めました北空知１市６町と深川医師会と

の間で北空知地区災害時の医療救護活動に関する協

定書を締結し、災害時における医療救護活動を行う

こととしております。この締結書あるいはこの計画

が本来的には使われないのが一番いい姿だと思いま

すけれども、今後とも深川医師会とは万が一の災害

に備え、連携を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の減災、防災ということの市民周知

でございますけれども、先ほどからお話をさせてい

ただいておりますし、委員からの質疑の中にもあり

ますとおり、昨今では国内外を問わず、地震ですと

か大きな自然災害が発生しております。この中で市

民の防災あるいは減災意識というものは高まってい

るとは認識しておりますけれども、まだ一定のレベ

ルには達していないと感じております。災害発生時

にはそれぞれが被災者になる場合もありますし、ま

た一方では、救援者になる場合がございます。災害

対策といたしましては自主防災組織づくりが重要だ

と考えておりますので、先ほども太田委員の質疑に

答弁させていただきましたけれども、地域防災の支

援に努めてまいりますとともに、市民の皆さんには、

９月１日が日本の防災の日になっていることから、

毎年広報８月号で防災の日の特集を組みまして、減

災、防災の周知をしております。今後とも広報とあ

わせまして、ホームページを活用しまして、より一

層の市民の皆様の意識高揚に努めてまいりたいと考
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えております。 

〇川中委員長 ９款消防費を終わります。 

 10款教育費、１項教育総務費、126ページから128

ページ。 

〇水上委員 126ページ、２目生涯学習推進費、学

校支援地域本部事業についてお伺いしたいと思いま

す。 

 この事業は３年目の最後の年を新年度に迎えるわ

けですが、新年度にどのような事業内容を考えてい

るのか。あと本年度に比べまして予算も若干変わっ

ているので、その理由がわかれば教えていただきた

いと思います。また、報告会も開かれているとのこ

とですので、内容がわかりましたら教えていただき

たいと思います。 

 それと、新年度を迎えるということで、受け入れ

る学校側の体制として、学校長や教頭がかわるであ

るとか、また担当する先生などがかわるといった状

況に、前年度からのスムーズな引き継ぎがされるの

かと懸念する部分もありますので、その点について

どのようにお考えか伺っておきたいと思います。 

〇妻神生涯学習課長 学校支援地域本部事業につい

て４点質疑いただきましたので、順次お答えしたい

と思います。 

 まず、１点目の新年度の事業内容については、人

材バンクなどを活用した事業でございます。学校支

援活動、環境整備事業、職場体験事業、登下校の安

全見守り活動事業などの推進や広報活動などを実施

するとともに、新たに地域ボランティアを対象とし

た研修会の開催でありますとか、これまでの活動を

まとめた事業成果発表展示会を開催する予定でござ

います。 

 ２点目の本年度の予算と比較して減額になったの

ではないかというお尋ねでございます。減額になっ

た主な原因といたしましては、本年度の実績を考慮

いたしまして、ボランティア保険の保険料が若干減

額になっているという内容のものでございます。 

 続きまして、３点目の報告会の内容についてでご

ざいます。去る２月23日に中央公民館で開催してお

り、参加者といたしましては実行委員が16人、ボラ

ンティアが12人、小中学校の教頭８人の合計36人の

参加をいただいたところでございます。地域コーデ

ィネーターから事業のねらいや事業内容の説明と、

これまで行ってきました実例を説明した後、意見交

換を行ったところでございます。その意見交換にお

きましては、学校の環境整備活動を実施した老人ク

ラブの方からは、年をとると外に出る機会が余りな

いので、こういう機会をつくってくれたことはとて

も楽しみだ、またやらせていただきたいという声も

ございました。また、職場体験活動では、中学校か

ら、ふだんできない体験をすることができた。来年

もお願いしたいという声もございました。また、英

語学習活動では、小学校から先生の負担軽減以上に、

子供たちにとっては外国語を学べるよい機会となっ

ているなどの多くの感想が述べられまして、大変有

意義な報告会となったところでございます。 

 続きまして、４点目の各学校の校長、教頭が異動

された場合、本事業は引き継がれるのかという質疑

でございました。各学校には個人と団体の地域ボラ

ンティア登録者名簿をそれぞれ配付してございます

し、また生涯学習課にはコーディネーターも配置し

てございますので、日ごろより学校との連携を図っ

ておりますことから、本事業の継続性は保たれてい

くものと考えてございます。 

〇北名委員 ４目教育調査振興費で二つありますけ

れども、最初に学校の施設整備にかかわったことで

聞きます。 

 お尋ねしましたら、校地、校舎施設設備などの改

善要望事項というのが各学校から寄せられておりま

す。これもざっと見ましたけれども、大至急やらな

ければいけないというものもあるし、新しく時間が

かかってもいいというものあるし、これは当然、教

育委員会として詳細に見ながら、事業仕分けと言っ

ていいのでしょうか、そういうことをすると思うの

ですけれども、これの取り扱いと言ったら変だけれ

ども、この中身をどういうランクづけか何かをして

新年度で急いでやるべきことはやるとか、その取り

扱いについてまず一つ聞きたい。 

 もう一つは、グラウンドにかかわってなのです。

たまたま昨年、深川小学校の運動会が雨の中でやら

れたというのを見まして、そこにいて、大変だと思

いながら、グラウンドはどうなっているかと、ざっ

と見ました。いろいろ各学校からグラウンドについ

ては出てきています。多度志小学校のだけ読みます

けれども、水はけが非常に悪く、雨が降るとしばら

くグラウンドに入れない状態が続く。体育や運動会

実施の際、大変支障を来しているので改修願いたい。

その他いろいろ出ていますが、グラウンドの状況に

ついて、その辺はどういうぐあいに教育委員会とし
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て改修の関係で、それもランクづけか何かをしてい

らっしゃるのかどうか、そこのところを聞かせてく

ださい。 

〇城学務課長 学校の施設整備についてお答えいた

します。 

 学校の施設につきましては、通常も営繕費により

適時適正な維持管理に努めているところであります

けれども、そのほかに各学校に対しまして毎年、新

年度予算要求に当たりまして、教育関係予算に関す

る要望書を提出いただき、現地調査、聞き取りを行

っているところでございます。その段階で緊急性の

あるもの、軽微なものについては適時、現年度予算

で対応しておりますが、その他のものにつきまして

は、多様な要望あるいは高額な費用が必要なものも

ありますので、市の財政状況等も勘案しながら、新

年度予算に反映し、対応しているものであります。 

 次に、グラウンド整備につきましても現在４校か

ら要望が上がっており、主に水はけの問題で、雨天

後すぐに使用できないとのグラウンド整備要望でご

ざいますけれども、改修には多額の費用を要するこ

とから、当面は現状での使用をお願いしておりまし

て、毎年原材料により砂等を補充し、対応をいただ

いているところでございます。 

〇北名委員 大体わかりましたし、手短にもう１回

聞きたいのですが、いろいろな要望が出ているわけ

ですが、これについては今の答えでも緊急性のある

ものは現年度で対応していくし、新年度で対応する

ように回しているものもあるということで、事業仕

分けと言うのかどうかわかりませんけれども、新年

度について細かくは全然要らないのですけれども、

どのぐらいの予算を投入していらっしゃいますか。

前年度はどうだったかというのもあわせて教えてく

ださい。 

〇城学務課長 今回の場合、国の２次補正により、

平成21年度の補正予算で、具体的には例えば体育館

の床のウレタン塗りかえだとか、あるいは高圧ケー

ブルの改修だとか、そのほか何点か計上させていた

だきまして、現実には22年の執行でございますが、

先般、市の補正予算で可決していただいたところで

ございます。そういうこともありまして、平成22年

度の予算では高額なものについては計上していない

ところでございます。 

〇北名委員 この要望がどのぐらい予算、新年度さ

れている。この中にある。できればそれを答えてほ

しかった。大きなものとかそんなのではなくて、む

しろ小さいものです。 

〇城学務課長 平成22年度の予算要望で申し上げま

すと、先ほども言いましたが、21年度の補正予算も

含めまして、あるいは22年度の予算の中も含めまし

て、今予定しておりますのは体育館の床ウレタン塗

りかえが２校、それから体育館だとか校舎内外の壁

の塗装などの要望もありますが、これにつきまして

は、繰越明許で22年度に耐震改修工事をやる学校に

つきましてはそれらの中であわせて対応していく予

定でございます。そのほか、例えば野球ダッグアウ

トの補修、高圧ケーブルの改修、それから木の剪定、

伐採の関係など、そのほか備品などの整備でもそれ

ぞれ新年度予算で一定程度計上させていただいてい

るところでございます。 

〇北名委員 今の件は別途また直接聞かせてもらい

ます。 

 次は、４目教育調査振興費で、転入生への対応で

す。どういうことを聞きたいかというと、転入して

きた人がいて、実は転入と同時に親が生活保護の申

請をした方がいるのだけれども、学校では一定の金

額をもってジャージだとかを買っていらっしゃいと。

決定するまで２週間ありますから買いに行くことが

できない。そのうち学校に届けられて、学校のほう

で教材屋さんから持ってきて、お金を持ってきたら

これを渡すという出来事があったのです。それで、

なぜそういう連携がうまくいかないのかと。そうい

う場合に子供がつらい思いをしないで済むような仕

組みにならないのかという思いなのです。それから、

こういうことがこれまでもあったという気もしてい

ますので、大体話はわかると思うので、それについ

て今後そういうことがないようにというか、改善し

てもらいたいという思いでお尋ねします。 

〇城学務課長 ただいま質疑のあった関係につきま

しては、北名委員から過去にご指摘があったケース

分についてのみ掌握しておりますが、このようなケ

ースにつきましては、子供の気持ちに配慮いたしま

して、個人情報の問題等もありますけれども、でき

る範囲で教育委員会、学校、それから関係部署ある

いは商店などの関係者との連携をとりながら可能な

範囲で対応してまいりたいと考えております。 

〇北名委員 次に、５目奨学資金運営費、奨学金に

関してです。深川市の奨学金制度があって、子供を

育てる間というか、学校に行っている間、非常に役
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立っているという思いがするのです。聞きたいのは、

それの返還に関していろいろな都合もあると思うけ

れども、どういうルールになっているか。領収書は

納めたときにもらえるからいいのだけれども、どれ

だけ残っているとか、そういうルールというのは持

っているのかどうか。全くそういうことがないので

はないかという気がしているものですから、実態も

含めてお答えいただきたい。 

〇城学務課長 お答えいたします。 

 奨学資金の返還につきましては、卒業された方か

ら奨学資金借用証書、そして奨学資金返済明細書を

作成、提出いただきまして、６カ月間の据え置き後、

10月から返還計画に基づき、毎月末に翌月分の納付

書を送付いたしまして返還をいただいているところ

でございます。これまでは、今後の返還についての

照会があった方以外には返還済額と今後の返還額が

わかる書類を納付書の送付段階でお送りしていると

いうことはありませんでした。それで、今後はなる

べく早い時期に、今後の返還額あるいは既に返還し

た額がわかるような書類については、年一度を目安

に作成いたしまして、納付書送付段階で同封できる

ように取り組んでまいりたいと考えております。 

〇川中委員長 １項教育総務費を終わります。 

 ２項小学校費、130ページから132ページ。 

〇田中（裕）委員 130ページ、10款２項小学校費

で理科教育設備整備、中学校にも同じ項目で出てい

るのですが、ここであわせて聞いてもよろしいでし

ょうか。 

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 小学校費で64万3,000円、中学校で247万2,000円

が同じように計上されております。一般質問でも新

学習要領についてお伺いした経過がございますので、

この理由というか中の部分については理解しており

ますけれども、この設備に係る内容について、お聞

かせいただきたいと思います。 

 また、この新学習要領の導入に伴いまして、説明

欄の３番目に教材・教具とあります。そのほかに必

要な部分がこの中に入っているのかどうかもお聞か

せいただきたいと思います。加えて、今後の予算書

の中にも理科教育設備整備というような形で出され

てくるのかお聞かせいただきたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇田中（昌）委員 別々のつもりだったのですけれ

ども、教材・教具と出てしまいましたので、関連さ

せていただきたいと思います。私も小中学校と両方

兼ねて質疑をさせていただきたいと思います。 

 教材・教具については、これまでもずっと減額さ

れ続けているということで、個人負担にならないよ

うな形をぜひお願いしたいということも含めて、子

供たちへの予算を確保してほしいと言っております。

今回も理科教育設備の予算がふえるので、その分、

逆に教材・教具は減らされているのかどうかという

部分の確認も含めてお答えいただきたいと思います。 

 あわせて、基本的には充実していただかなければ

いけないと思いますので、その点の考えについても

お伺いしたいと思います。 

〇城学務課長 最初に、田中裕章委員の質疑につい

てお答えさせていだきます。 

新学習指導要領が小学校では平成23年度から、中

学校では24年度から完全実施となりますが、この中

で小中学校とも理科の授業時間が大幅に増加し、内

容もふえるとともに、観察、実験等を充実すること

とされ、一部は移行期間から実施されているところ

であります。このことから、新たに追加となった項

目に関する理科教材を中心として、具体的な教材の

主なものとしては、小学校では手回し発電機、人体

模型、月の満ち欠け説明機など、中学校では水中の

圧力観察機、交流発電機、滑車装置、太陽・月・地

球儀セットなど、各学校の状況に合わせて購入、配

備する計画でございます。 

 次に、新学習指導要領実施に伴う他の教科での新

たな教材・教具につきましては、予定がございませ

んが、理科以外の教材について、従来同様の更新あ

るいは補充ということでの予定をしているものでご

ざいます。また、理科教材の更新、補充についてで

すが、理科教育設備整備費補助金の対象は小学校の

場合、１組１万円以上、中学校の場合、１組２万円

以上、かつ合計100万円以上が補助金の対象とされ

ておりまして、昨年度までは要件を満たしていない

ため理科教材も一部購入していましたが、一般の教

材・教具とあわせて予算計上しておりました。今回

の学習指導要領改訂に伴い、全面実施までの期間に

つきましては、小学校１組１万円未満のもの、中学

校１組２万円未満の教材も補助対象に含むことがで

きること及び新たに追加となった項目の設備整備も

数多くあることから、国庫補助金の支給対象となる

ため、新たに教材・教具から分離して、理科教育設

備整備として計上させていただいたところでござい
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ます。平成24年以降は補助要件が原則に戻ることや、

今回一定の設備を整備することから、23年度以降、

当分の間は、更新、補充について昨年度までと同様、

一般の教材・教具として一括の対応になるものと予

定しております。 

 次に、田中昌幸委員からの質疑にお答えさせてい

ただきます。 

 教材・教具の予算につきましては、学習指導要領

や各学校の教育課程実践に必要不可欠な経費として

認識いたしておりますが、できる限り児童生徒の学

習活動に影響を及ぼさないよう、また保護者負担の

増加につながらないよう配慮しながらも、本市の厳

しい財政状況も勘案し、校長会等におきましてその

状況を十分に説明しながら、学校現場での創意工夫

による対応もお願いしてきているところでございま

す。平成22年度予算では、教材・教具等は前年度と

比較いたしまして小学校で47万円、４％、中学校で

は65万3,000円、約7.6％、それぞれ減額となってお

りますが、このうち消耗品につきましては前年同額

で、教材備品が減となっているところでございます。

これは理科教材について別に項目を起こしているた

めであり、理科教育設備整備と教材備品等を合算い

たしますと、小学校では17万3,000円、中学校では

181万9,000円の増となっております。教材備品につ

きましては、これまでの更新、補充により、ある程

度の充足がされてきており、また事前に各学校から

必要な具体の備品要望を出していただき、新規導入

あるいは更新内容を精査させてもらっておりますが、

要望のすべてとは言えないまでも、できるだけ対応

しているところであります。今後もより一層効率化

を図るなど、学校と一体となって学校教育や子供た

ちの学習活動に支障の出ないよう取り組んでまいり

たいと考えています。 

〇川中委員長 ２項小学校費を終わります。 

 ３項中学校費、134ページ。 

〇長野委員 ３項中学校費、１目学校管理費のとこ

ろで１点お伺いいたします。 

 今定例会の一般質問で川中議員から小中学校の適

正配置について質問され、答弁も出ているわけでご

ざいますけれども、予算審査ということもございま

すし、これからのことにつきまして若干お尋ね申し

上げたいと思います。資料要求もさせていただきま

して、小中学校の適正配置のあり方に関する懇話会

が昨年６月、８月の２回開催されている。ＰＴＡの

役員さん、町内会の代表の方、学校関係者にお集ま

りいただいて、それぞれご意見が出ているのを資料

で拝見させていただきましたし、児童生徒数の推移

についても確認させていただきました。私は、中学

校に関してだけでありますけれども、人間形成、成

長期の年齢の教育については非常に微妙なものがご

ざいますし、地域によっては小学校から同じ人間関

係のもとで教育を受けているという観点からしまし

ても、中学校においては学力あるいは人間関係、そ

してさまざまな教育環境の観点からして、理想的な

教育環境を子供たちのために与えるべく、私たち地

域を挙げて考えてあげなければいけない。その意味

では懇話会のあり方というのは非常に重要だと思い

ます。その意味で、今後この懇話会の議論が熟して

一定の時期が来たときには、教育委員会として英断

をもって一定のメニューを示し、議論ができる環境

をご提示される考えがあるのか。このことについて

今後の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

〇城学務課長 中学校の適正配置についてお答えい

たします。 

 質疑にもありましたが、本定例会における川中議

員の一般質問で、小中学校の適正配置についての考

えを鈴木教育長より答弁申し上げましたが、懇話会

関係者からのアンケート結果について現在内容を分

析中であり、これらをもとに再度、懇話会でご意見

を伺う予定であります。これまでの懇話会の中では、

小学校と中学校とでは特性が違うので別々に議論す

べきという意見も一部の方から出されておりますの

で、こうしたことも含めてご意見をお伺いし、活力

ある教育活動ができるための望ましい学校規模等に

ついて引き続き検討していく考えであります。この

適正配置は子供たちや保護者、また地域にとっても

重要な問題であり、慎重に議論すべきという意見も

多いことから、教育長より答弁させていただきまし

たように、教育委員会としてさまざまな状況を見き

わめつつ、議論を重ね、子供たちにとってどうある

べきかの視点から誤りのない結論を見出していきた

いと考えております。 

〇田中（昌）委員 ３項中学校費で、部活の状況と

いうことでお伺いしたいと思います。今、長野委員

からの配置についての部分にもかかわってくると思

いますけれども、現段階としましては、現況という

ことで部活の状況についてお伺いしたいと思います。 

 中学校の部活は、いわゆる学校教育の一環として
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行われている。具体的には中体連の枠の中で、学校

単位の活動で部活という形で行われており、私はバ

レーボール協会の会員ということで、中学校の女子

の大会に行くのですけれども、深川市内の学校でも

女子バレー部がどんどんなくなっていく。中学校の

男子バレー部はもう今ないのです。いっとき多度志

中学校で野球部ができなくなって、バレー部をつく

って全道大会にも行ったという経過はあるのですけ

れども、そういう子供たちの減少、各学校の格差と

いうのは部活に一番あらわれていると感じておりま

す。得意な部活ができない。スポーツだけではなく

て芸術系の部活もありますから、そういう部活が適

正にできるようなことを今後考えていかなければい

けないと思いながらの質疑ですが、現在の部活の状

況、各中学校、５校ありますけれども、その状況に

ついてお伺いしたいと思います。 

〇城学務課長 中学校の部活状況についてお答えい

たします。 

 ご指摘のように、生徒数の少ない中学校にあって

は部活動の種目が限られ、生徒の選択の余地も限ら

れているという現状がありますが、現在の中学校の

部活の状況といたしましては、平成21年５月現在で

すけれども、深川中学校は野球、バスケットボール、

バレーボールなど体育系の９部と吹奏楽、美術の合

計11部。一已中学校は体育系の６部と吹奏楽、文化

の合計８部、それと柔道同好会がございます。納内

中学校は野球、バレー、卓球、ソフトテニスの４部、

音江中学校は野球、バスケットボール、バレーボー

ル、パソコン部の４部、多度志中学校はバレーボー

ル、卓球、バドミントンの３部が現在それぞれ活動

しているところでございます。 

〇川中委員長 ３項中学校費を終わります。 

 ４項学校防災費、136ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 ４項学校防災費を終わります。 

 ５項学校保健費、138ページから140ページ。 

〇松沢委員 ３目給食センター費の学校給食につい

てお尋ねします。 

 以前、ポリカーボネート食器について、熱湯をか

けたり煮沸したときにビスフェノールＡという環境

ホルモンが出るおそれがあるということで、食器の

更新にかかったということで以前の一般質問や予特

の質疑で答えてもらった経過がございますが、今こ

のポリカーボネートの食器の使用状況はどのように

なっているか。もし残っているのであれば、更新に

ついてどのようになっているのか。 

 次に、給食の搬送車ですが、20年ぐらい使った車

で、恐らく30万キロメートルぐらい走っているのが

１台あったと思うのですが、これは今どんな状況に

なっているのか。もう既に更新されていると思いま

すが、あるいはされていなければ更新の計画につい

ても聞かせてください。 

 次に、地元の食品の使用状況ですけれども、特に

米は地元の深川産米を使うようにというようなこと

で以前あったように思いますが、米やその他の重立

った食材の地元調達、あるいは空知地域から調達さ

れているということでもいいですから、これらにつ

いて答弁してください。 

〇金内学校給食センター所長 ３点の質疑をいただ

きましたので、順次お答えいたします。 

 初めに、ポリカーボネート食器の使用実態につい

てでございます。ポリカーボネートの食器につきま

しては、環境ホルモンの一種でありますビスフェノ

ールＡを原料としており、健康への被害が懸念され

ていることから、他の材質への切りかえが望まれて

いるものでございます。本市におきましては、財政

状況も踏まえながら、順次、他の材質への切りかえ

を行ってきており、現在４種類の食器を使用してい

る中で、ポリカーボネート製の食器を使用している

のはカレー皿だけでございます。ポリカーボネート

製の食器につきましては、健康への悪影響を防止す

るため、2.5ｐｐｍ以下という溶出試験規格が設け

られておりまして、本年度、カレー皿のビスフェノ

ールＡの溶出検査を行った結果におきましては不検

出でございましたけれども、より安全な食器を使用

することが安全、安心な給食の提供につながります

ので、平成22年度予算に更新に必要な購入経費188

万6,000円を計上したところでございます。 

 次に、給食配送車の更新についてでございます。

ご指摘のありました給食配送車は３台あるうちの１

台で、多度志方面に運行しています配送車で、平成

元年購入のものでございます。走行距離は約21万キ

ロメートルに達し、車両の老朽化も進んでいますが、

現在まで修繕を行いながら適正な維持管理に努め、

配送業務に支障のない形で対応しているところでご

ざいます。今後におきましても、車両の適正な維持

管理に努めるとともに、万が一、故障によって車の

使用が不可能になった場合につきましては、新しい
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車が導入されるまでの間は、給食提供に支障のない

よう、リースによる代替策を講じながら対応してま

いりたいと考えてございます。 

 次に、地元産農畜産物等の使用状況についてでご

ざいます。給食食材の使用に当たりましては、安全

で安心な地元産農畜産物等の使用を基本に、深川産

米ななつぼしを初め、長ネギ、キュウリ、トマトな

どの野菜、トマトジュース、みそなどの加工品等、

約40品目に及ぶ地元産食材を使用してきており、本

年度からは新たに深川で生産されております牛肉を

使用した献立を月１回ではございますが、４月から

ほぼ毎月のように提供し、児童生徒、教師からも大

変好評を博しているところでございます。野菜につ

きましては、すべて国内産を使用してございますが、

時期的にないものもあり、深川産の占める割合は約

40％、深川産を含めました道内産では約80％を占め

ている状況でございます。基本的には、前段で申し

上げましたように、深川産のものがあればそれを優

先に使用していく考えでございます。今後とも地元

農畜産物等の使用を基本に、安全、安心、そして児

童生徒に喜ばれる給食づくりに努めてまいる所存で

ございます。 

〇田中（昌）委員 ３目給食センター費のところで、

妹背牛町から給食の供給をしてほしいという話をこ

れまでされていると思いますけれども、現況どのよ

うな状況になっているのかお伺いし、教育委員会、

給食センターとしての今後の考え方についてお示し

いただきたいと思います。 

〇金内学校給食センター所長 妹背牛町からの学校

給食事務委託についてお答え申し上げます。 

 妹背牛町の学校給食事務を本市が委託を受けて一

緒に行うことにつきまして、本市と妹背牛町の教育

委員会で協議を重ねてきております。今までの協議

において、本市と妹背牛町との間で平成23年４月１

日実施に向け進めていくということでの確認はされ

ておりますが、保護者が負担します給食費の違い、

本市は小学校238円、中学校296円、妹背牛町は小学

校242円、中学校298円と違いがあり、また本市が行

っております食育推進助成金の取り扱いなど、整理

することが必要な課題、さらには妹背牛町産の野菜

などの食材をどのように活用していくかという、双

方で今後協議をしなければならない課題もあります

ことから、これらを含めた課題を22年度中に整理し

ながら、23年４月１日実施に向け協議を進めていく

考えでございます。 

〇川中委員長 ５項学校保健費を終わります。 

 ６項就学奨励費、142ページ。 

〇田中（昌）委員 ２目通学奨励費でお伺いしたい

と思います。 

 遠距離通学費助成という部分がございます。あと

あわせてスクールバスの運行というものもございま

すけれども、これまで深川市はいろいろな経過の中

で学校の統廃合が進められて、その都度、学校ごと

にスクールバスとかバスの定期券の助成というケー

スが存在していまして、いろいろなケースがあって、

ある意味、全体とすれば不公平さが出てきているの

ではないかと認識しております。古くから統合され

ている、例えば一已中学校は昭和38年統合ですから、

そのときに統合されている分については基本的な援

助というのはないと認識しております。長距離、４

キロメートル、６キロメートルというところでは一

定の支援、補助がありますけれども、例えば入志別

小学校の統合のときには中学生もスクールバスに乗

れるような形になっているという実態が市内には数

多く、いろいろな状態が存在している。教育の機会

の公平感というか均等性にすると、そろそろ見直す

時期が来ているのではないかと思います。今後、学

校適正配置ということも考えられていると思うので

すけれども、その中で全体の公平感というものが維

持されなければ、次のステップには動いていかない

のではないかと思います。そういった部分を含めま

すと、現段階である程度、今の実態を皆さんに公平

感を持たせるような形に切りかえる時期が来ている

のではないかと思いますので、現在の実態とあわせ

て、今後の教育委員会としての考え方についてお伺

いしたいと思います。 

〇城学務課長 遠距離通学助成についてお答えいた

します。 

 遠距離通学助成につきましては、学校統合に伴う

スクールバス運行のほか、旧向陽小中学校校区の児

童生徒に対して、路線バスの定期券を支給している

ところでございますが、そのほかに小学校では４キ

ロメートル、中学校では６キロメートルを超える遠

距離通学生に対しても、路線バスの運行地域にある

者についてはバス定期券、運行地域以外の者につい

ては取り扱い要領に定める算式により算出したガソ

リン代相当分を補助することとしておりまして、こ

ちらにつきましては、現実には路線バスの運行地域
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外ですので、現在はガソリン代相当分を補助してい

るところでございます。通学距離が小学校にあって

は４キロメートル、中学校にあっては６キロメート

ルとしておりますのは、義務教育諸学校等の施設費

の国庫負担等に関する法律施行令第４条に依拠して

のものでございます。学校統合により、統合された

学校区に居住する方へのスクールバス運行あるいは

路線バス定期券支給につきましては、それぞれの学

校統合に当たって、教育委員会と地域住民による条

件整備の協議の中で、ご指摘がありましたように、

決められたものでございます。４キロメートル、６

キロメートルにつきましては、先ほど申し上げまし

た法律施行令に依拠しており、当面見直しは困難か

と考えており、またお話のありました学校統合に伴

う現行の対応についての公平感を持たせるような検

討ということでございますが、これまでの経緯もあ

り、もし変更するとすれば、今後検討する学校適正

配置の中であわせて検討すべきものと考えていると

ころでございます。 

〇田中（昌）委員 言っていたことと逆というか、

学校配置の中で検討するとなると、またいろいろな

ハレーションが起きるのではないかと思うのです。

これまで統廃合をする中で、今お聞きしたところに

よりますと、向陽であれバス券を渡すということは

ゼロなのです。スクールバスで通っているところも

負担はないのですけれども、そうでないところは、

バス通を普通にすると、バス通のお金は全部自分持

ちで払わなければいけない状況があります。そうい

う市内全体の公平感というのは必要ではないでしょ

うか。全額負担をしていただけるような状況であれ

ば構わないのですけれども、そうはならないでしょ

うし、そういうところまでいかない。でも今度、統

廃合をすれば、またアメみたいな、アメと言ったら

地域の皆さんに失礼かもしれませんけれども、そう

いうような形で統廃合を誘導するのではなくて、み

んな公平です。だけど、子供たちが学校教育をしっ

かりと享受するためにはこういう配置であるべきだ

という公平感のある中で議論できるためにも、こう

いう住む場所によって、あるいは統廃合の経過によ

って差があるのは余りよろしくないのではないかと

思いますので、ぜひ検討いただければと思いますの

で、もう一度答弁願います。 

〇城学務課長 再答弁させていただきます。 

 先ほど申し上げましたようないろいろな状況もあ

りまして、大変難しい問題だと考えております。原

則的には先ほど答弁させていただいたわけですけれ

ども、ただいまご指摘をいただいたことについては

今後研究させていただきたいということでご理解を

賜りたいと思います。 

〇川中委員長 ６項就学奨励費を終わります。 

 お諮りします。本日の委員会はこれで散会したい

と思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、よって本日の委員会はこれで散

会することにいたします。 

 なお、あすの委員会は９時30分から開議します。 

（午後 ７時２４分 散 会） 
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予算審査特別委員会記録 （第４号） 
                                    午前 ９時２８分 開議 
 平成２２年３月１９日（金曜日） 
                                    午後 ６時３３分 散会 

                                                 

 

（午前 ９時２８分 開 議） 

〇川中委員長 ただいまから予算審査特別委員会を

開きます。 

 なお、鍜治委員より本日欠席する旨の届け出があ

りました。 

 10款教育費、７項社会教育費、144ページから150

ページまで。 

〇楠委員 144ページの７項２目青少年費の説明欄

の児童館運営について質疑いたします。 

 文光児童館についてお伺いしたいと思います。ま

ずは、文光児童館の利用者数等を含めた利用状況に

ついてお伺いいたします。 

 次に、文光児童館の存続についてですが、以前か

らも質問していましたが、子供が安心して集える場

所が必要と考えますので、ぜひ存続を求めたいと思

います。今、危険なことが多い中では、安心して集

える場所があるということは、保護者にとっても安

心できると思います。少子化で、一人っ子で、家庭

でひとりでいるよりも、多くの仲間で集えるという

ことは情操教育等にもつながると思います。今の文

光児童館の建物は老朽化しておりまして、使用でき

なくなったら廃止するということではなくて、建て

かえ等も検討しながら存続すべきではないかと考え

ますので、お伺いいたします。 

〇妻神生涯学習課長 文光児童館の運営についてお

答えします。 

 １点目の平成21年度の利用状況についてでござい

ますが、２月末現在で延べ4,656人の利用をいただ

いています。昨年度の同月では延べ5,067人という

ことでございまして、比較しますと411人の減少と

なってございます。平成19年度の同月の延べでは

5,382人で、比較しますと726人の減少となっていま

す。今年度の減少の主な原因といたしましては、昨

年10月から12月にかけまして、インフルエンザが流

行した関係もございまして、若干利用が減ったと思

ってございます。しかしながら、平成19年度と20年

度を比較しますと、315人の減少となってございま

して、若干でございますが、利用者については減少

の傾向にあると考えているところでございます。 

 続きまして、２点目の文光児童館の今後の予定に

ついてでございますが、昨年12月に文西コミュニテ

ィセンターが開館してございまして、３カ月ほどが

経過してございます。施設を管理運営してございま

す文西コミュニティ振興協議会と子供の居場所の確

保について、文光児童館の利用状況などをお示しな

がら協議を行っているところでもございます。その

協議の中では、開館して間もない状況でございます

ので、冬場ですとか夏場の利用状況を見ながら児童

生徒の利用が可能かどうか、今後見きわめていく必

要があるということが協議内容となってございます。

今後とも継続的に協議を行うことになってございま

す。いずれにいたしましても、放課後におけます児

童生徒の安心で安全な居場所の確保については、私

どもとしては必要なことと考えてございますので、

老朽化しております文光児童館の機能を確保する方

策について、今後も引き続き検討してまいりたいと

考えてございます。 

〇楠委員 文西コミュニティ振興協議会と協議して

いるという話なのですが、コミュニティセンターは

コミュニティセンターの目的がありまして、児童館

は児童館としての目的があると思いますので、それ

ぞれの目的で必要性があると思うのです。それで、

文西コミュニティセンターでも、常に子供がいるよ

うな状態になりますので、その辺のお互いにいられ

るスペースというのがあるのかどうかというのも疑

問ですし、やはり児童館は児童館としての機能を備

えた、そういう場所が必要ではないかと考えます。 

〇妻神生涯学習課長 先ほどの文西コミュニティ振

興協議会との協議ということでお答えいたしました

が、必ずしもコミュニティセンターのほうへ現在の

文光児童館の機能全部をお任せするということでは

なくて、機能の一部を担っていただけないかどうか

ということでの協議をしているところでございます。

ですから、私どもとしては、文西コミュニティセン

ターの利用そのものを妨げるものではなくて、利用

の状況の中でどこかあいている時間、曜日等あれば、

その中で一部でも児童生徒の居場所を確保できれば

と、このような協議を進めております。必ずしも老
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朽化しているからということで即廃止ということは

考えてございませんので、近くの公共施設等も視野

に入れながら今後とも検討していきたいと考えてご

ざいます。 

〇楠委員 文西コミセンの中で、全部移管するので

はなくて一部ということでおっしゃっていましたが、

一部ということで本当に児童館の機能が果たせるの

かというと、子供たちは月曜日の休館日以外は毎日

来ているわけですから、そういう機能が文西コミセ

ンの中で果たせるとは思えませんので、存続してい

ただけるということは今伺いましたので、ぜひ子供

たちが老人の方だとか保護者の方だとか一緒に、今、

子供が少ないですし、お年寄りと過ごす機会も少な

いですから、何かそういう面で一緒に過ごすという

ことは有効な手段の一つではあると思いますが、児

童館は児童館として指導員がいて見守る、そういう

体制が必要なわけですから、そういう方向をぜひ考

えていただきたいと思います。 

〇妻神生涯学習課長 委員のご指摘のとおり、その

ような方向で今後とも引き続き検討していきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇田中（昌）委員 146ページ、５目文化交流施設

の文化交流ホールのところでお伺いしたいと思いま

す。若干、体育館のほうにも関連はするのですけれ

ども、体育館のほうはまた別の内容もございますの

で、ここでは文化交流ホールの使用料についてお伺

いしたいと思います。 

 文化交流ホールは去年から条例改正をして、６時

以降については、利用の事前の申し込みがなければ

閉めるという形で人件費の節減も行いながら、やっ

ていくということでございます。今の使用料制とい

うのは、料金が全部市のほうに入ってしまいます。

どんなに利用されても、どんなに事業をやって、ど

んなに館を活性化させても、その使用料は一切指定

管理者のほうに入ってこない。そう考えますと、６

時までで閉めてしまえば、人件費とかがかかりませ

ん。逆に、６時以降にどんどん事業があると、人が

いっぱい入ってくる、光熱費もいっぱいかかる、人

件費もかかる、だけれどもそれに伴う使用料という

のは一切入ってこないとなりますと、せっかく指定

管理者という仕組みを使って、民間の皆さんのいろ

いろな知恵を絞った活動により施設の活性化を図ろ

うというところのいわゆるやる気というか、インセ

ンティブが働きづらい状況にあるのではないかと考

えます。プールやまあぶについては利用料金制です

ので、人がいっぱい来れば来るほど収入がふえると

いうことで、それに伴う人件費や何かもあてがうこ

とができますけれども、今のみ・らいのほうにはそ

ういうものができないということを、これは体育館

も同じことが言えるのですけれども、そういったこ

とからすると、指定管理者を指定していろいろ管理

する方の努力が報われるような形にするためには、

使用料制ではなくて利用料金制ということをそろそ

ろ考えなくてはいけない時期に来ているのではない

かと思いますので、その点についてのご所見をお伺

いしたいと思います。 

〇妻神生涯学習課長 文化交流ホールみ・らいの利

用料金制についてお答えします。 

 文化交流ホール施設み・らいにつきましては、平

成16年４月に開設されまして、18年度からは公募に

よりまして指定管理者を選定し、指定管理者制度の

もと施設の管理運営を行っているというものでござ

います。３年間の指定期間が終了しまして、平成21

年度に新たに指定管理者を選定し、現在に至ってい

るという状況にございます。この間、社会教育施設

について使用料の見直しがなされました。平成19年

度より減免規定が改正されるなど、使用料の額が変

動しているというものでございます。質疑の利用料

金制度につきましては、利用者へのサービス向上と

施設の効果的、効率的な運営を図ることができるな

どのメリットも考えられますことから、指定管理者

に過度な負担をかけることなく利用料金制度の導入

が可能かどうか、施設の特性などを踏まえながら、

減免に対する対応も含めまして今後検討してまいり

たいと考えております。 

〇北名委員 私は、３目の文化奨励費のところで、

まず幾つかあるのですけれども、アイヌ民族につい

てお尋ねします。 

 どの民族もそうですけれども、アイヌ民族につい

ていえば、北海道と非常にかかわりの深い民族であ

り、同時にすばらしい文化なども含めて持っている

民族であります。大いに私たちはこの民族について

理解を深めると同時に、いろいろな問題があれば、

改善、解消していく必要があると思っています。 

 １点目は、深川市のアイヌ語地名というのを出し

ました。これはもう皆さん知っているとおりだと思

うのですが、非常にすぐれた、すぐれたといえば少

し言い過ぎだが、大変いいものだと私は思っていま
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す。ご苦労した関係する方たちには本当によくやっ

たと、労をねぎらいたいと思っております。そこで、

これはどのように配布といいますか、お届けして、

その反応はどうなのかということをひとつ聞かせて

ください。あわせて、今後それがさらに公民館など

にというのを聞いていますので、そのこともお話し

いただきたいと思います。 

 次に、ことしの１月31日に、アイヌの方に来てい

ただいた講演会をやられたと。私は大変残念ながら

その日いなかったので、後でテープを聞かせてもら

いましたけれども、そういう取り組みをずっとして

きてくれていることに、これまた非常に評価をしな

がら、新年度の取り組みについてはどのようになっ

ているかお尋ねいたします。 

〇妻神生涯学習課長 アイヌ文化についてお尋ねが

ございましたので、お答えします。 

 アイヌ語の地名の冊子についてでございますが、

昨年秋、11月ごろできまして、公民館、それとコミ

ュニティセンター、各学校等に配布させていただき

ました。その評価ということですが、その辺につい

ては、まだ私どもとしては特に把握してございませ

ん。 

 それと、２点目のアイヌの文化の講演会の関係で

ございます。新年度の予定はないかということでご

ざいますが、平成20年度と21年度に連続して開催し

てございます。平成20年度は、21年２月１日に中央

公民館で島崎さんをお迎えして講演会を開催し、24

人の参加がございました。平成21年度は、22年１月

31日に生きがい文化センターで開催し、石井ポンペ

さんをお迎えしまして、40人の参加をいただいたと

いうことでございますが、アイヌの文化を知る上で

は大変意義のあった講演会であったと思ってござい

ます。新年度については、現在のところ実施する予

定はございませんけれども、市民の方々あるいは関

係する団体等からの強い要望があれば、今後につい

ては検討していきたいと思ってございます。 

〇北名委員 最初の件でもう少し答えが欲しかった

のは、でき上がったものが１つありますけれども、

例えばどこかの公民館にその部分をもう少し大きく

していたと思うのですけれども、そういう計画があ

ると聞いていますので、それの答えをお願いしたい

と。 

 もう一つは、どういうものをやるかは皆さんの要

望があればということで、それはそれでオーケーで

あり、ぜひ私も要望しますからまた検討していただ

きたいと思うのですが、あわせてこれまでも言って

きたように、講座というか、研修会というか、そう

いうのがあるのです。どなたになるか、どういう形

になるかわかりませんけれども、ぜひ早目にキャッ

チして広く呼びかけていますので、そこに参加する

ことも検討の中に入れてほしいということを言って

おきます。 

〇妻神生涯学習課長 再質疑をいただきましたので、

お答えいたします。 

 アイヌ語の地名の冊子の各公民館へのパネル等の

展示のお尋ねだと思いますが、去る２月17日から３

月５日まで、生きがい文化センターの２階のほうで

パネルにしたものを一度展示させていただきました。

新年度につきましては、市内の各公民館等へ順次パ

ネルの展示会を開催していく予定でおります。 

 続きまして、アイヌ文化にかかわりますそういう

講座等の職員の派遣等についてでございますが、新

年度の予算の範囲の中では旅費等の手当もしてござ

いませんので、新年度は困難かと思いますが、次年

度以降どうなるのか、少し検討してみたいと思いま

す。 

〇田中（昌）委員 ６目生きがい文化センター費の

５番の図書等購入でお伺いしたいと思います。 

 予特のときには毎回質疑をさせていただいており

ます。一昨年に図書購入のための寄附を受けて、そ

れが最終的に、補正でライブラリーみたいな機器の

購入にかわってしまったという経過もありましたけ

れども、やはり図書の購入、蔵書の確保という意味

でも非常に重要ですし、その辺について新年度の図

書の購入費について、またことしも若干下がってい

ると思いながら、その点について具体的な内容につ

いてお伺いしたいと思います。 

 あと昨年、いわゆる図書の月刊誌とかそういうも

のであれば、読んだ後寄附してもらうことで多少お

くれてでも蔵書としてできるようなものがあれば、

そういうことを市民の皆さんに呼びかける中でやっ

てはどうかというお話をさせていだきましたが、そ

の辺の実態について、あとそのアピールの方法につ

いてお伺いしたいと思います。 

〇妻神生涯学習課長 図書等購入についてお尋ねが

ございましたので、お答えします。 

 １点目の新年度の予算状況についてでございます

が、図書等購入につきましては、平成21年度と同額
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で530万円の予算を現在計上しているところでござ

います。 

 続きまして、２点目の寄贈本のことでございます

が、昨年度の予算審査特別委員会で委員よりご提案

いただいてございます月刊誌や週刊誌の寄贈のボラ

ンティアについてでございますが、平成21年５月に

市職員に庁内メールで雑誌寄贈の依頼を行ったとこ

ろ、４人の方から４種類、４冊の寄贈の申し入れが

ございまして、現在、定期的に受け入れている状況

になってございます。また、全体の蔵書につきまし

ては、今、11万冊ほど蔵書されてございます。 

〇松沢委員 ここで、６目生きがい文化センター費、

郷土資料館についてお尋ねします。 

 昨年の予特の場面でも、郷土資料館の照明がつか

ないということと、ある市民の方から中学生や高校

生が学校帰りにそこでたむろしているという話を聞

いて、中へ入ったら照明がつくようにしたほうがい

いのではないのかと言ったら、多額のお金がかかる

のでできないというやりとりをした経過がございま

す。先日、行ってみましたところ照明がつくように

なっていましたけれども、その後の取り組みの状況、

そして、どのぐらいでできたのか含めてお答えくだ

さい。 

〇妻神生涯学習課長 郷土資料館の照明について、

お答えしたいと思います。 

 郷土資料館内部に人感センサー付照明灯でも設置

できないかということは、委員から昨年の予算審査

特別委員会でもご指摘を受けてございます。その後、

余り経費をかけないで設置する方法について検討を

重ねまして、館内の予備の照明として、２月に郷土

資料館の１階の通路に４灯、２階の通路部分に２灯、

計６灯の人感センサー付照明灯を設置してございま

す。器具を購入しまして職員が設置しましたことか

ら、その費用は３万円ほどでございます。また、資

料館の入り口には、来館者の利便性を図るために、

事務室直通のインターホンを設置してございます。

これも子機の予備がありましたので、工事費は１万

円ほどで済んでおります。 

〇松沢委員 私どもが質疑すると、反射的に多額の

経費がかかってできませんという答弁がすぐ返って

きがちなのですが、今の答弁は、自分たちで汗を流

して市民の要望に対応しようという点では非常に高

く評価したいと思いますし、今後ともそういう姿勢

で一層励んでもらいたいと思います。答弁すること

があったら、もう一言お願いします。 

〇妻神生涯学習課長 今後とも余り経費のかからな

い部分であれば、私たちもいろいろ工夫もしながら、

市民の要望にもこたえていきたいと思っております。 

〇北名委員 次は、４目公民館及びふれあい会館費、

ふれあい会館のことについてお尋ねします。 

 これは少しだけ言ったことがあるのですが、ふれ

あい会館の建物はいろいろな方が利用しているとい

う中で、老人クラブの方が冬場は２階でマージャン

だとか、いろいろなことをやっているようなのです。

その方たちが、足腰の関係からいえば、２階にトイ

レが欲しいという声がありまして、お伝えしたこと

があるのですけれども、その辺の様子はどうですか。 

〇妻神生涯学習課長 ふれあい会館の２階のトイレ

についてでございますが、現在ふれあい会館の２階

にトイレがないということで、トイレの設置をとい

うお尋ねでございますけれども、現在、１階の階段

の近くに男子用、女子用、そして身障者用がそれぞ

れ設置されてございます。２階にトイレの設置の要

望につきましては、管理人の方などからは特に今ま

では聞いてございません。新たに設置することにな

れば、多額の工事費も見込まれますので、現在のと

ころ直ちに設置するということは困難と考えてござ

います。しかしながら、高齢者の方が２階を使用す

る際は、館の利用状況をできるだけ考慮しまして、

１階で使用していただくよう利用の申し込みのとき

に配慮していきたいと思っております。 

〇北名委員 余り議論しませんが、２つだけ言いた

いのですが、１つは管理人から聞いていないという

のは事実だろうからいいのですけれども、当事者の

意見を聞いてほしいというのが１つと、もう一つは

利用を１階でという話。１階でしない理由があって

何か２階に上がったようなので、その辺が下におり

てこられるような状況に改善されるのかどうかお尋

ねします。 

〇妻神生涯学習課長 主に冬期間の話だということ

で伺ってございますが、夏場は１階を利用されてい

るようでございます。冬期間だけ暖房効率の関係で

天井の高さの問題ですとか部屋の広さの問題で２階

を使用して、暖房効率がいいところで冬場だけ２階

を使っているというようなことだと思いますが、１

階については、以前、消防の建物であったというこ

とで天井が高く、冬場は暖房効率も低くなっていま

す。１階の部屋が広くなっていますので、可能であ



 - 133 -

れば一部カーテンか何かで仕切ることで対応できる

とも考えておりますので、今後、使っている方のお

話も聞いて研究していきたいと思います。 

〇田中（昌）委員 ７目体育振興費で、パークゴル

フ場についてお伺いしたいと思います。 

 もうかなりの年数がたって、使用料制をとってき

ているということで、導入のときに、これは大分前

の総務文教常任委員会の場で全体の運営管理費の２

分の１を使用料で賄うように想定した料金ですとい

うような流れがありました。それは具体的には無理

だろうという話もさせていただいた関係があります

ので、現状どのようになっているのかお伺いしたい

と思います。 

 それと、昨年から財政収支の見直しというところ

で、使用料を取らないで地域に管理をお任せすると

いうところもありますけれども、その辺の状況がど

のような影響を及ぼしているのかもあわせて、使用

料制を取っているところとの関係等も予測できる範

囲について、どのような見解を持っているかお伺い

したいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇水上委員 ただいまのパークゴルフ場について、

関連して質疑したいと思いますが、私のほうからは

パークゴルフ場の利用者の推移ということで、利用

者数をお伺いしたいと思います。 

 あと、石狩緑地パークゴルフ場に関しましては、

今、市民の協力によって管理を行っていただけるよ

うになったわけですが、新年度も自主管理をしてい

ただけるという報道もありましたので、今年度どの

ような管理方法であったかというのをお伺いしたい

と思います。 

〇松野生涯学習課スポーツ振興室長 パークゴルフ

場につきまして質疑いただきました。田中昌幸委員

と水上委員の質疑について一部重複する内容がござ

います。利用状況につきまして、それと石狩緑地に

つきまして、一括してお答え申し上げます。 

 市内パークゴルフ場の利用につきましては、有料

のパークゴルフ場はリバーサイドゴルフ場、桜山ゴ

ルフ場の２施設を設置し、教育委員会で管理運営し

てございます。それぞれの利用の状況につきまして

は、過去３年間の実績ではリバーサイドゴルフ場は

平成19年度１万6,427人、20年度２万44人、21年度

２万1,603人と、利用者は伸びてございます。次に、

桜山パークゴルフ場につきましては平成19年度１万

4,425人、20年度１万2,629人、21年度１万862人と、

利用者のほうは減少してございます。 

 次に、収支の状況につきまして、有料の２施設の

収支、案分により算出しました額の合計で申し上げ

ます。平成19年度は、収入額619万7,000円でござい

ます。支出額は2,906万9,000円、収入率で23.8％で

ございます。平成20年度は、収入額651万5,000円、

支出額2,484万3,000円、収入率で26.2％でございま

す。平成21年度は、収入額619万4,000円、支出額

2,376万3,000円、収入率で26.1％の見込みでござい

ます。 

 次に、石狩緑地パークゴルフ場の状況につきまし

てお答えいたします。石狩緑地パークゴルフ場の管

理につきましては、市内のパークゴルフ愛好者で組

織しております緑地パーク管理クラブから、石狩緑

地パークゴルフコースの自主管理を行いたい旨の申

請がございまして、同クラブに市から70万円の補助

を行い、管理運営されているものでございます。作

業につきましては、平成21年度は４月18日の準備か

ら11月４日の片づけまでで、定期では毎週火曜日に

会員の皆さんが交代で芝の刈り込み、施肥、除草剤、

殺虫剤の散布、目土入れ等の作業を行っているとお

聞きしてございます。 

 パークゴルフ場の有料に際しましては、当初２分

の１が収入として賄えるということでございました

けれども、残念ながら現在のところは26％という実

態でございます。  

 また、今回、桜山で人数が減っている分、先ほど

説明いたしました石狩緑地のほうにもかなりの人数

が利用されている。やはり皆さんで管理している思

いというのがございまして、約5,000人を超える人

数の方々が利用されているとお聞きしてございます。

こういった関係もございまして、有料から無料の施

設に移られている部分が大分影響しているものと考

えてございます。 

〇田中（昌）委員 使用料を取ってはいるのですけ

れども、４分の１の料金でしか賄うことができてい

ないと。使用料を取る前であれば、多少のコースの

傷みとか悪さというのは余り苦情にはつながってい

かなかったと思うのですけれども、４分の１の管理

費分にしかならないといえども、使用料金を取ると

いうことで、そういうことが不満とかにつながって

いるという状況になるとどうもその辺、せっかく市

が税金を使って整備しているのに、それに対して苦
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情が多く出てしまうというのは、矛盾してしまうの

ではないかと思わざるを得ないと思います。健康増

進のために非常に有効な施設なのですけれども、や

はりそういう状況だということを利用者の皆さんに

きちんとお知らせする必要があるのではないかと。

普通のゴルフ場であれば、仮に2,400万円かかるの

であれば2,400万円分の料金、今300円であればこの

４倍、1,200円もらわないと賄うことができないの

ですということで経営するわけです。そうでない状

態だということを理解していただき、コースのいろ

いろな整備や何かについても一定の理解をいただく

ような方向も、管理する側としては働きかける必要

があるのではないかと思いますので、市民の皆さん

の税金で維持運営をされている、その中で一部を負

担していただいているのだということの考え方を、

もう少し利用者の方にも持っていただくような働き

かけというものも必要ではないかと思いますし、余

りそういう状況でないのであれば、料金の値上げと

かあるいは管理をもっとこの料金に合わせて切り下

げるみたいなことになりかねないと思いますので、

その辺についてのお考えについてお伺いしたいと思

います。 

〇水上委員 先ほどの質疑で、石狩緑地パークゴル

フの管理方法、新年度も同様でいいのかというのを

お答えいただきたいと思います。 

〇松野生涯学習課スポーツ振興室長 再質疑いただ

きました。 

 初めに、田中昌幸委員からの当初２分の１を賄え

るということで始まり、スタートいたしました有料

化、結果的には４分の１という状況でございます。

有料にしたときの経緯でございますが、施設の管理、

維持に多額の費用を要するということから、利用者

の受益者負担の導入を図り、適切な維持管理を行う

ために有料化したものでございます。無料であった

ころは、近隣の市町から利用者も非常に多く、市民

が十分にプレーできないという意見がございました。

また、他の市町の有料施設と比較しましても遜色の

ないグレードだったこともありまして、有料化に踏

み切ったものでございます。ご指摘の有料化の今後

の検証、見直し等が必要ではないかということでご

ざいますので、利用者の今後の実態把握、またパー

クゴルフ愛好者の推移をさらに分析しまして、パー

クゴルフ協会の意見も伺いながら実態を知らせ、他

の状況なども比較しながら、今後、維持管理の内容、

使用料について検討してまいりたいと思います。 

 次に、石狩緑地パークゴルフコースの新年度の予

定でございますが、管理クラブのほうからは引き続

き行いたいという意向がございまして、本年度につ

きましても、同額の70万円の補助を計上させていた

だいてございます。 

〇北名委員 ６目の生きがい文化センター費のとこ

ろで、図書のリサイクルについてお尋ねいたします。 

 何度か触れてきたことがありますけれども、図書

館の蔵書はたまっていくばかりになるので、一定の

ルールでもって市民の皆さんに無料で提供するとい

う仕組みですけれども、まずその選定についてどう

いうルールで本を選定するのか。 

 それから、リサイクルに当たってどんなルールで

皆さんに提供しているのか、その辺についてお尋ね

したいのと、現状について。 

 それから、道内の図書館でもいろいろやられてい

るようですけれども、どのようにやっているのか。

わかる範囲で、やっている様子についてまずお尋ね

します。 

〇妻神生涯学習課長 図書のリサイクル市について    

お答えいたしたいと思います。 

 生きがい文化センターの図書館で、毎年、古本の

リサイクル市を実施してございまして、市民の方に

無償で本を提供してございます。提供する本につき

ましては、おおむね10年以上を超えた本で余り借り

る方がないものを選定しまして、リサイクル市で市

民の方に無償で提供しているというものでございま

す。 

 それとルールですが、雑誌につきましては、正午

まで１人５冊としております。除籍本につきまして

は、冊数を制限しないで無償で提供しているという

方式でやってございます。 

 道内の状況はどうかというお尋ねでございますが、

図書館が設置されてございます道内165市町村のう

ち、無償で配布してございますのが42市町村、有償

が11市町村、その他に図書館の除籍本等と利用者の

持参した本を交換するというやり方を行っていると

ころなどが３市町村というような状況になってござ

います。 

〇北名委員 大まかな状況がわかりましたけれども、

何らかのルールを１つ、雑誌は午前中で１人５冊と

今言ったように聞こえましたし、あとその他の本に

ついては特に冊数に制限なくという話もありました。
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道内では、有料のところもあるという話も出されま

した。私も決して有料がいいという意味ではないの

ですけれども、何か方法というか今のままでいいの

かと常々思っているものですから、もう少しよその

様子なども研究しながら、これは訪れた方たちにも

喜ばれていることなのです。図書館のほうもそうい

う形でやるということは、図書館の側にとっても必

要なことだと思っていますけれども、いま一つ検討

の余地があるのではないかと思うので、お答えをい

ただきたい。 

〇妻神生涯学習課長 私どもは、今現在やっている

方法で当面実施していきたいと思います。訪れた方

から、特にこうやったらいいのではないか、ああや

ったらいいのではないかとのご意見等があれば、そ

れは今後考えていきたいと思いますが、現在のとこ

ろそういう要望等もございませんので、現在のルー

ルのままでやっていきたいと思っております。 

〇水上委員 ７目体育振興費のところで、チャレン

ジデーについてお伺いしたいと思います。 

 ことしで３回実施されましたが、まだ勝利を味わ

っていないのが少し残念でありますが、回を重ねる

ごとに参加者も大変ふえており、市民皆スポーツを

うたう本市としては、市民参加型のこの事業は気軽

でありスポーツの振興としてよい事業であると評価

しております。今後、目標達成に向けて、さらに多

くの市民に参加していただけるようにする必要もあ

ると思いますが、そのお考えをお聞かせください。 

 加えまして、予算の使途、明細等を教えていただ

きたいと思います。 

〇松野生涯学習課スポーツ振興室長 チャレンジデ

ーにつきましてお答えいたします。 

 チャレンジデーは、市民皆スポーツ事業の一つと

して平成19年度から取り組み、今年度で３回が終了

いたしました。チャレンジデーは、従来のスポーツ

大会のように特定の場所に集まって行うのではなく、

自宅、学校、職場、地域など、市民全員が参加でき

ることが大きな特徴でございます。日常生活の中に

体を動かすことの習慣化を図り、市民の健康づくり

や、地域、市民が一丸となることで仲間意識や連帯

感が生まれ、地域のコミュニティづくり、さらには

まちの活性化を図るきっかけづくりのイベントでご

ざいます。本年度、３回目の挑戦でしたが、参加率

46.5％と目標の50％には到達できませんでした。現

在、体育指導委員を中心としまして、チャレンジデ

ーに多くの市民が参加していただけるよう実行委員

会メニューを検討してございます。また、３月29日

に第１回の実行委員会を設け、活動内容や予算など

を協議していただくことにしてございます。その中

においても、参加率50％の目標達成には、参加方法

や報告の仕方などについてさらに周知徹底し、事業

所や町内会等の協力が得られますよう強くお願いし

てまいりたいと思います。 

 次に、予算の使途、内容につきましては、チラシ

印刷、ポスター作成、新聞折り込み等の広報費で33

万円、参加賞、事務用品等で27万円、看板等の制作

費で12万円、会場費で10万円、旅費、通信費等で10

万円、当日の運営スタッフ、団体等への謝金で８万

円の計100万円の予算を考えておりますが、笹川ス

ポーツ財団から70％の助成がある見込みでございま

すので、市費は予算計上しております30万円を見込

んでございます。 

〇長野委員 それでは、８目体育施設費、桜山のパ

ワーアップロードにつきましてお尋ねいたしたいと

思います。 

 桜山のパワーアップロードにつきましては、ご案

内のようにチップ材といいますか細かい木材を固め

て、非常に下半身に優しい、アップダウンの激しい

コースであります。実は、私も桜山は地元ですから

時たま行くのですが、ご縁のありますホクレンの赤

羽選手ご一行様も見えておられまして、非常にコー

スのことをお褒めいただいたというわけであります。

ただ、少し気になるのは、コーチの方から「少し傷

みが激しいですよね」というお話をいただきました。

コースも長いですから大変お金のかかる話ですけれ

ども、私も走れないものですから歩いて回ったので

すが、一部腐って堆肥化してずるっと行くところも

ありますし、下にミミズがいるのかなぜかカラスが

掘り返したりしており、やっぱり余り腐食が進行す

るとそういう部分も出てきて、選手の皆さんが非常

に滑ると。傾斜地ですから危険だというところもあ

りますので、万が一事故等があっても困りますので、

今後の維持管理、補修についての考え方をお知らせ

いただきたいと思います。 

〇松野生涯学習課スポーツ振興室長 桜山パワーア

ップロードにつきましてお答えいたします。 

 桜山パワーアップロードはウッドチップの素材を

生かしたランニングコースで、弾力性にすぐれひざ

の負担を軽くし体に優しく、また夏の木陰のコース
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として、選手、チームから大変好評を得ております。

しかし、平成８年に設置してから14年が経過してお

りまして、これまでも適時修復してまいりましたが、

ウッドチップの性質上、耐用年数が比較的短く、修

復が必要な箇所が何カ所も出てきている状況でござ

います。業者での修復には非常に多額な費用がかか

りますことから、昨年ウッドチップを購入し試験的

に所管で部分補修をしてございます。現在も、修復

に適したチップ材、ボンド等を専門業者に相談して

おりまして、新年度におきましても危険箇所を点検

し、部分的ではありますが補修していくように研究

しているところでございます。質疑の桜山パワーア

ップロードは、本市のスポーツ合宿招致に欠くこと

のできない重要なセールスポイントの一つでござい

ます。今後も安全にトレーニングができますよう、

維持管理に努めてまいりたいと考えてございます。 

〇田中（裕）委員 ７項７目体育振興費の中から、

子供たちのスポーツ振興についてお伺いしたいと思

います。 

 先月まで、バンクーバーオリンピックが開催され

ておりました。委員会の２日目で、東出委員の質疑

の中にもありましたが、クラーク高校の出身の３人

が出場していたと。ほかにも道内の選手が多数出場

しておりまして、私も大変興奮して応援させていた

だいておりました。今定例会で太田委員の一般質問

にもありましたが、私も過去に質問させていただき

ましたけれども、当市の冬のスポーツについてせっ

かくすばらしい土地に生まれて育っているわけで、

もう嫌だとか要らないと思っても自然と雪が降って

くるわけであります。そういう環境にいながら今の

深川市には、子供たちが冬のスポーツができる場所

がない。私の子供のころはスキー場もスケート場も

あり、非常に恵まれておりました。今の深川の子供

たちは、冬のスポーツに触れる機会も極端に減って

いると考えますし、環境が整っていたらもしかした

ら将来オリンピックに出られる子供たちが育ってい

くかもしれない。そう考えますと、大人たちが将来

ある子供たちの可能性という芽を摘み取ってしまっ

ているのではと考えます。旧深川スキー場の跡地の

状況やスケート場についても答弁がありまして、今

すぐどうこうならないことは理解いたします。子供

たちのスポーツ振興という観点から、所管の見解を

お聞かせいただきたいと思います。 

〇松野生涯学習課スポーツ振興室長 子供のスポー

ツ振興につきましてお答えいたします。 

 競技スポーツにおきましては、これまでも本市か

ら全国大会に出場する方がおられましたように、競

技スポーツでは、施設の充実が選手の育成につなが

る要因の一つであると認識してございます。質疑の

とおり、冬を身近に体感できるスキー場は平成18年

度に、スケートリンクは17年度をもって深川市内か

らなくなってしまい、まことに残念な思いでござい

ます。これらの施設が存続できなくなった原因とし

ましては、少子化や経済の影響による利用者の減少

であったり、余暇利用の多様化による減少であると

も推測するところでございます。市民皆スポーツを

推進しております本市にとりまして、市内に冬季ス

ポーツの主要な施設がなくなりましたことは、スポ

ーツ振興も懸念されますし、非常に残念な気持ちで

ございます。スキー場、スケートリンクがありまし

たときには、夏冬を通して子供たちが気楽にスポー

ツを楽しむことができ、さらに競技スポーツにおき

ましては、競技選手を育てる上で施設が身近にある

ことが理想であり、幸い比較的近隣に施設がありま

すことからそれらを活用し、冬季競技スポーツの活

性化が進むことを期待するものでございます。また、

深川市体育協会を中心に、小学生低学年を対象とし

たスキー教室、遊びを存分に取り入れた屋外イベン

トや歩くスキーなど、さまざまな事業展開をしてい

ただいております。子供たちや市民の方々から全道

大会、全国大会へ出場する選手を育て、さらには国

際大会へ出場する選手が生まれますことは、本市に

とりましても大変名誉なことと感じてございます。

今後も雪国北海道のメリットを最大限に生かし、既

存施設の活用や冬期事業を積極的に推進するととも

に、質疑の課題解決に向け関係者とも連携し冬期ス

ポーツが停滞しないよう努めてまいりたいと考えて

ございます。 

〇北名委員 み・らいの車いす用観覧スペースにつ

いてお尋ねします。これは、５目の文化交流施設費

です。 

 これは私が言うまでもなく、通路のところに何席

かの枠が、地面に書いてあるという、そういう状況

でやられています。時々、車いすの方がそこにいる

姿も見かけます。最近、余りびっしりになる機会は

少ないと思うのですけれども、びっしりでないとき

ももちろんそこにいるし、びっしりのときにそこに

いると、歩くのに少し邪魔といえば変な言い方です
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けれども、障害になるという、そんな感じもありま

す。私は、このスペースができたときからうまくな

いというか、いい形ではないと思っていてそんなこ

とも言った機会もあるのですけれども、それらにつ

いての認識と現状を聞かせてください。 

〇妻神生涯学習課長 み・らいの車いす用観覧スペ

ースについてお答えします。 

 文化交流ホールみ・らいの建設に当たりましては、

ご案内のとおり、市民会館建設プランづくり市民協

議会を当時設置しまして、そこで建物の内容等につ

いて検討、協議を重ねまして、その結果を設計に数

多く取り入れているところでございます。特にバリ

アフリーに関しましては十分に配慮されてございま

して、結果として介添え者の付き添いも可能なよう

に１階の通路部分を通常より幅広くとりまして、12

台分の車いす用の観覧スペースを確保しているとい

うことでございます。このスペースにつきましては、

緊急の避難時にも活用できたり、あるいは会場が満

席の場合、パイプいすでの観覧が可能な多機能なス

ペースにもなっているというところでございます。

また、車いすの方と健常者が区別されることなく観

覧することが望ましいということも考えてございま

すので、現段階では車いす用のスペースについては

現状のままで使用していきたいと考えてございます。 

〇北名委員 何といいますか、今の答えなのだけれ

ども、障がい者の方たちというか、車いすの人たち

の意見を聞いたことがありますか。それをまず聞き

たいのと、私はそんなに敏感な男だと自分は思って

いないけれども、何か感覚がずれることが時々あっ

て、当事者の気持ちももちろん大事だし、状況も大

事だと思うのです。 

 それから、国立劇場だとかそんなところは、私は

見たことがないけれども、最近できてきているそう

いう施設などでは、国立劇場ではなくて構わないの

ですけれども、近隣の、都会のでもいいのだけれど

も、どのようになっているかというのはわかります

か。その辺を答えてください。 

〇妻神生涯学習課長 利用者の意見を聞いたかとい

うことでございますが、私どものほうには、特に利

用者のほうからのそういう要望の声を聞いておりま

せんし、施設を管理してございますＮＰＯの舞芸協

の事務所のほうにも、そのような声は特に届いてご

ざいません。 

 それと、最近の施設がどうなっているかというこ

とでございますが、私どもとしては、最近の施設が

どうなっているかということの状況は把握してござ

いません。 

〇北名委員 ３回目だから最後だけれども、言って

こないから問題ないだろうという考えはだめです。

それはだめ。それから、私が聞いているのです。聞

いている部分があるわけ、見てもそう思っているし。

だから、そのつもりはないなんてばんと答えるので

はなくて利用者の意見も聞いてみたらいいし、国立

劇場ではなくていいのだけれども、札幌とかいろい

ろなところを見てみたらいいし、研究、検討もしな

かったらいかんではないですか。 

〇妻神生涯学習課長 み・らいの車いすの利用状況

につきましては、年間の開催される公演等の中でど

れぐらい車いすの利用等があるのかどうか、今後１

年ほどかけて利用状況を調査してみたいと思います。 

 あと、他市の状況ということでございますが、機

会があれば、ぜひいろいろなところも見て、研究、

検討していきたいと思います。 

〇水上委員 ９目の温水プール費のところで、温水

プールについてお伺いしたいと思います。 

 財政収支改善で使用料の見直しがされ、プールの

使用料を値上げしたところでありますが、その後の

利用の状況、推移を伺っておきたいと思います。 

 本市の温水プールは、年間を通し幅広い層の方々

に活用していただける施設だと思いますので、今後

も多くの皆さんに利用を促進していかなければなら

ないと思うのですが、その利用を向上させる対策等

はお考えなのか、あわせてお伺いしたいと思います。 

〇松野生涯学習課スポーツ振興室長 温水プールに

つきましてお答えいたします。 

 温水プールア・エールは、平成12年にオープンし

てから今年度で10年が経過し、これまで多くの市民

の方々にご利用いただいてございます。この温水プ

ールア・エールの利用者の推移につきまして、過去

３年間の利用者の実績についてお答えいたします。

平成18年度10万5,555人、19年度10万4,393人、20年

度10万186人で、今年度２月末現在でございますが、

12％の減ということで推移してございます。３月末

では８万7,000人になる見込みでございます。収入

につきましては、前年同期と比較しまして8.5％の

増との報告をいただいてございます。 

 施設の管理運営につきましては、平成18年度から

指定管理者制度を導入し、各種水泳教室や健康教室、
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イベントなど多彩な事業を開催し、利用者の健康増

進に努めていただいております。利用者向上のアッ

プ対策としまして、今年度新たに指定管理者となり

ました株式会社スコーレから提出がございました事

業計画書の中に、利用拡大を図るための実現方策と

いうのがございます。これに基づき、今後の対策に

期待しているところでございます。温水プールは市

民の健康づくり、体力づくりには不可欠な施設でご

ざいますので、引き続き指定管理者と協力しながら

広報活動を行い、安心、安全で利用しやすい施設運

営に努め、さらなる利用拡大を図ってまいりたいと

考えてございます。 

〇田中（昌）委員 ８目の体育施設費、総合体育館

施設維持管理のところでお伺いしたいと思います。 

 これまでも体育館の使用料で、市内の市体育協会

に関連する団体、あと市民の皆さんの利用について

は、２分の１減免措置があるということでございま

すけれども、何度も言っていますが、例えば北空知

の中体連なり高体連が主催をすると、減免対象にな

らない状況があります。利用者はほとんど深川市民

の子供たちであるのにもかかわらず、減免措置が受

けられない。逆に、例えば市の体育連盟、体育協会

が主管なり、主催なり共催をすると、仮に参加者に

市民が一人もいなくても減免措置が受けられるとい

うような状況が存在していることについて、市の施

設ということでは矛盾があるのでないかという指摘

をさせていただいております。これまでは検討して

いくということの答弁がございまして、その後この

状況について、新年度に向けてはどのような考え方

になっているのかお伺いしたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇東出委員 総合運動公園の体育施設の専用使用料

について、関連してお伺いしたいと思います。 

 財政収支改善の中で、平成22年度以降に取り組む

項目として積み残された部分ですけれども、この部

分についてどのような検討がされて、新年度以降ど

ういう形になっていくのか、そのことについてお示

しいただきたいと思います。 

〇松野生涯学習課スポーツ振興室長 お二人から２

点の質疑いただきました。 

 初めに、総合体育館及び総合運動公園体育施設使

用料の減免につきましてお答えいたします。総合体

育館及び総合運動公園体育施設使用料の減免は、そ

れぞれの条例、施行規則に基づき取り扱いをしてご

ざいます。ご指摘の団体等につきましては、平成19

年度の見直しにより減免の対象とならなくなったこ

とと思われるものでございます。今回、この施行規

則を補完しております減免対象範囲の見直しを行い、

減免対象団体とみなすよう取り扱うことといたしま

した。具体的には、市内小学生、中学生が参加する

北空知管内の小学校、中学校が主催もしくは共催し

て専用使用する場合。次に、深川市スポーツ少年団

本部及び各単位団体が参加する北空知管内のスポー

ツ少年団が主催もしくは共催して専用使用する場合。

３点目として、市内小学生、中学生が参加する北空

知管内のスポーツ団体が主催もしくは共催して専用

使用する場合。ただし、高校生以上が参加する場合

を除く、この３項目を減免対象とみなすこととし、

次代を担う児童生徒にとりまして、利用しやすい施

設となるよう、またスポーツへの参加機会の拡充や

体力向上に期待できるものと考えてございます。適

用は、本年４月１日からとしてございます。 

 次に、東出委員から質疑がございました専用使用

料の財政収支改善の中で、項目として出されており

ました総合体育館に関連しての部分でございます。

検討されたかということでございますが、今年度の

検討の中では、大きくは専用使用料全体の見直しを

しなければいけないというところから入ったところ

でございます。しかし、前回、個人使用料の値上げ

ということもありまして、先ほど説明しました平成

19年度に減免の大幅な見直しを行っておりますので、

実際には19年度の中でかなりの値上げという状況が

発生してございます。しかしながら、今の財政収支

改善の中ではさらに取り組まなければならない。そ

ういった中で、今年度は暖房料につきまして見直し

をさせていただくこととなりました。現在、暖房料

につきましては、使用料の２割と条例上定めてござ

います。ただ、これも今ほどの減免措置がございま

して、減免団体におきましてはさらに50％というこ

とで、実質的には体育館の使用料の10％が暖房料と

いうことになってございます。ここの部分の減免の

対象から暖房料は減免しないということに改正させ

ていただきまして、現在の使用料の２割を暖房料と

していただくといった改正を行ってございます。 

〇田中（昌）委員 これまでのいろいろ所管事務調

査等でも確認させていただいた内容ですけれども、

そのように変えるというのであれば、やっぱり一定

の周知期間をもっと事前に行うべきですし、せっか
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くいいことをやっていただいているにもかかわらず、

やはり利用者全体の公平な利用状態というのか、そ

れがわかるように、例えば今年度のいろいろな団体

の申し込みは終了しているのですけれども、体育館

の使用料は、減免がなしではなくて、２分の１減免

が適用されると思えば、総合体育館のほうがずっと

施設としていいので、使いたいという団体もあると

思うのです。そういうものに対して部分的にお示し

するということよりは、やはり全体にもっと広報や

何かも通じてそういうことを、今回の場合、条例で

はなくて規則とか要綱の改正であればなおさらのこ

と、議会議論というところは通過しなくても変える

ことは可能ですけれども、やはり議論に起きている

部分については、議会のところでもいろいろなとこ

ろを活用しながら市民周知に努めるということが非

常に重要だと思いますので、その点についての経過

と、今後の周知の方法についてお伺いしたいと思い

ます。 

〇松野生涯学習課スポーツ振興室長 今回の減免措

置についてでございます。 

 当初から、やはり全体での専用使用料の見直しと

いうところから始まりまして、経過してきたところ

でございます。それと並行しまして、委員から指摘

がございました北空知の団体、この扱いをもっと平

等にできないかということを十分協議して、どのよ

うな形がいいのか検討してまいりまして、結果的に

は減免ということで進める準備はしておりましたけ

れども、広報については対象になる団体が少なかっ

たということで、対象のところにお知らせしようと

いう考えでございました。しかし、今、委員からご

指摘ございましたもっと広く知らせるべきというこ

とでございますので、今後、ホームページ等を通し

たり、いろいろどういった方法がいいか、また広報

周知するように検討してまいりたいと考えてござい

ます。 

〇北名委員 ７目の体育施設費でありますが、スポ

ーツ合宿の送迎について、選手の方たちが旭川空港

におり立つとか、いろいろな場面があると思うので

すが、その送迎はだれがどのようにやられているか、

お尋ねいたします。 

〇松野生涯学習課スポーツ振興室長 スポーツ合宿

の送迎につきましてお答え申し上げます。 

 スポーツ合宿では、合宿チームへのセールスポイ

ントの一つとしまして、空港から本市への送迎、ま

た道内他合宿施設との送迎を行ってございます。送

迎には、市内及び北空知管内の運輸業者と委託契約

をしまして、バスでの送迎を基本として行っている

ところでございます。しかし、合宿におきましては、

チームの監督、またコーチ等のスタッフや一部選手

の方がおくれて入ってくる場合、また早目に戻らな

ければならないということが多々発生いたします。

このような急な変更を要する場合には、バスでの送

迎が困難な場合が多く職員が公用車、またはレンタ

カーで送迎するということがございます。 

〇北名委員 今の答弁でわかりましたけれども、私

は、バスでの空港からの送迎も職員が運転している

のではないかという危惧を持っていたのですが、そ

れは違うということがわかりました。そのほか、職

員が何かのときにはやっているという話を今聞きま

したが、その辺については、本当に事故の心配とい

うのがあるものですから、いいのかというか、何か

もう少しプロ的な方にお願いしたほうがいいのでは

ないかとか、お金の関係があることですけれども、

それについてはいかがでしょうか。 

〇松野生涯学習課スポーツ振興室長 再質疑いただ

きました。 

 合宿においては、計画どおりのチームでしたら、

予定どおりのバスの配置ができるわけでございます

が、実業団においては仕事をしながらということで

急な用務というのがございます。これは多々発生し

てございます。こういった場合には、やむなく職員

が運転するということでございますが、もちろん職

員が運転するというのはリスクが生じます。その場

合は、当然のことでございますが、安全運転に徹底

して絶対に事故を起こさない、そんな気持ちで対応

してございます。ただ、こういった細かい対応とい

うのは、合宿では非常に大切でございます。こちら

からのそういった配慮、対応がチームにとりまして

も非常に信頼関係ができる、そういった面でも残念

ながらやむを得ない措置として対応させていただい

ております。 

 ７項社会教育費を終わります。 

 10款教育費を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４５分 休 憩） 

                      

（午前１０時５８分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま
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す。 

 11款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、

152ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 １項農林水産施設災害復旧費を終わります。 

 ２項土木施設災害復旧費、154ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 ２項土木施設災害復旧費を終わります。 

 11款災害復旧費を終わります。 

 12款公債費、１項公債費、156ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 12款公債費を終わります。 

 13款諸支出金、１項諸費、158ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 13款諸支出金を終わります。 

 14款職員費、１項職員費、160ページ。 

〇渡辺委員 ここで若干伺っておきたいと思います

のは、14款職員費の１項職員費の厳しい過疎の小都

市の積雪寒冷地帯で自立していくためには極めて厳

しい状況と同時に、大きな課題があると思うわけで

あります。 

 職員費を見ましても、前年度より１億3,950万円

の増加計上でございます。これらを考えますと、現

状では、人口も２万4,000人を割ったというような

状況にございますし、また一方、議会では、32人定

数のところを30人にして、16人の減少というか、あ

るいは少なくして今日を迎えているという状況にご

ざいまして、そういうことを考えますと、今の状況

で金額的にはふえていると、しかし人口は減ってい

くと。あるいは、企業やそういうものがなくなって

いると。こういう環境の中にあって、実は職員定数

がどうなっているのかということになるのでありま

して、合併を昭和38年にしました。そういう中で、

47年を迎えました。しかし、定数は一つも変えてい

ないと。705人の定数です。当初300人という病院の

定数はなかったわけですけれども、こういうことを

考えてみますと、何としても方法論というか、ある

いは手法を変えていかないと、前段申し上げました

ように、過疎の小都市としてどうあるべきかという

ことを考えていかなければならないと。 

 １点目に、これらを含めて今年の退職者の人数及

び採用等、同時に再任用はどのようになっているの

か伺っておきたいと思います。 

 ２点目に、部長職の兼任というのか、あるいは同

時に機構をスリム化して方法論を何か生み出さなけ

ればならないと思うわけでありますけれども、会社

でいうならば、株式会社深川市はもっと減らさなけ

ればならないというようなことになるのではなかろ

うかと判断もするわけですけれども、そういう点に

ついてどのようにお考えになっているのか伺ってお

きたいと思います。 

 ３点目は、この市の２万4,000人を割った小都市

の類似都市、こういう中で職員定数あるいは機構

等々がありますけれども、こういうものを含めてこ

の人数というのは妥当なのかどうか。あるいは、そ

ういう点について調査をしたことがあるかどうか、

伺っておきたいと存じます。 

〇渡辺総務課長 ただいま３点にわたりまして質疑

をいただきましたので、順次お答えさせていただき

たいと思います。 

 まず初めに、今年度の退職者についてお答えいた

します。これは、市立病院の事務部も含む、看護師

は除かせていただきますけれども、きょう現在12人

という形になっております。内訳といたしまして、

定年退職が７人、それから勧奨退職が５人、合わせ

まして12人となっております。採用につきましては、

市役所側では平成22年４月１日に４人、病院のほう

では１人、事務部関係で採用する形になっておりま

す。再任用につきましては、市役所段階ですけれど

も、今のところ３人という見込みになっているとこ

ろでございます。 

 ２点目の部長職の兼務ということでございますけ

れども、部長職につきましては、市役所の機構上、

意思決定段階において重要なポストと考えておりま

す。ただし、この辺につきましても見直しができる

ものがあるのであれば検討していかなければいけな

いと思っておりますけれども、早急に部長職の兼務

ということについては、現時点ではまだ想定してい

ないところでございます。それから、行政のスリム

化の関係でございますけれども、深川市の職員定数

条例に定める職員数につきましては、先ほど委員か

らの質疑の中でありましたとおり、これは病院も含

めた形になっていますけれども、705人という形に

なっております。平成21年４月現在の職員数ですけ

れども、市立病院も含めまして535人となっており

まして、ここには差が出てきているということは十

分承知しておりまして、定数条例の見直しの必要性

についても認識しているところでございます。本市
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におきましては、平成18年２月と20年２月に改正し

た深川市行政運営プランによりまして人件費の削減

に努めておりまして、職員数の削減についてはこの

計画を上回るという、スピードを持って対応してい

るところでございます。 

 職員数につきましては、行政運営プラン上では一

定の目標に達しておりますけれども、類似団体と比

較すると、なお若干精査しなければいけない部分が

出てくると思っています。深川市と同じようなとこ

ろにおきましても、職員数が多いところ、少ないと

ころがありますので、この辺につきましては実地と

いいますか、視察するあるいは調査させていただく

中で判断させていただきたいと思っております。い

ずれにしましても、行政のスリム化につきましては、

鋭意取り組んでいかなければならない問題だと考え

ておりますので、今後とも鋭意その意を持ちまして

対応してまいりたいと思っております。 

〇渡辺委員 言葉の上では滑らかに言っているわけ

だけれども、どうも流されやすいような感じで、再

度伺っておきたいと思います。 

 調査したことがあるかどうかということやら、考

えていかなくてはならないとか、いろいろな言葉が

出されましたけれども、今日まで右肩上がりのとき

はよかったのですけれども、こういう厳しいことに

なってくれば、早いうちに調査と言うけれども、結

局行政は調査、調査と言うのだけれども、こういう

都合の悪いときは余り調査したような感じはしない

で、検討するとか考えていくとか何とかという上手

な言葉を使うのだけれども、これは待ったがきかな

いわけですので、ご案内のように市内企業も大変な

状況に今あります。だけれども、これは行政、地方

公務員だからということで、今回の場合については、

市民サービスという行政はやっぱりサービス業であ

りますけれども、これだけ財政が緊迫してくると、

サービスの限界があると同時に、平成４年には機構

改革、大変な思いをしました。そうして今日を迎え

ているわけでありますけれども、このときも定数に

は触れていなかったのですけれども、やっぱり順を

追って、定数というか、そういう部分について定数

条例がありますけれども、変えれとは、結局本当は

私は変えるべきだと思うのですけれども、これをど

うしても残すのなら、現状の中で適材適所の機構の

配置を考える、こう考えていかなければ、それに伴

うところの部長職もいいでしょう。だけれども、そ

こにおけるいろいろな問題をもう少しお互いに兼務

したり、あるいは手法を変えたり知恵を出し合った

りして、この行政をどう進めていくかということは、

当然考えていかなくてはならない緊急の課題と私は

思っておりますけれども、これについては課長職の

答弁だけれども、限界があると思うので企画総務部

長に答弁を求めて終わります。 

〇坂本企画総務部長 組織、機構のスリム化につき

まして、まずこの調査については、全道市長会の人

事起用担当者の集まりがございまして、ここで年１

回、そういった組織、機構だとか職員数についての

調査を行っておりますので、これは詳細なデータが

ございますので、こういうものを毎年検証しながら

物事を進めているという状況にございまして、私ど

も非常に参考にしながら取り進めているという状況

でございます。 

 次に、定数の関係でございますが、先ほど総務課

長より答弁させていただきましたが、非常に大きな

差が出ているということで、これにつきましても大

きな課題ということで受けとめさせていただきまし

て、これの検討に着手させていただきたいと考えて

いるところでございます。非常に緊急な課題と、私

どもも同様の認識でございますので、適材適所の配

置など創意工夫に努めていきたいと。こういった厳

しい状況を、そういったさまざまな職員からのアイ

デアも含めていただきながら、円滑な行政運営に当

たるように努めてまいりたいと考えております。 

〇東出委員 私も、１目職員給与費のところでお伺

いをいたします。 

 今ほども明らかになりましたけれども、10人を超

える方が退職されると。新たに採用される方が４人

という話もございました。普通に考えると、職員給

与費はそういう状況からすると減って当然だという

ことなのですけれども、１億円を超える形で増額に

なっている。中身的には理解するのです。システム

的なことも含めてお伺いしたい。１点は、共済の負

担率の改定によるもの。これは補正ですとか、いろ

いろなところで出ていますし、ここのところと、も

う一つの退職手当の負担金のところです。病院の健

全化計画のところでも、ここのところがすぽっと抜

け落ちて、何千万円も積み上げの段階で計算が違っ

ていたということがつい最近あったわけです。共済

のほうの負担率の改定による部分、これはいいです。

退職手当のほうの負担金の関係です。なぜ、これは
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平準化した形になっていないのか。平準化した形で

負担金を納めていくと、何かデメリット的なものが

あって、こういうシステムになっているのかどうな

のか。３年でこういう形で、いわゆる本来なら減っ

ていくものがぼんと増額になってくるとわかりづら

いということも含めて、そこら辺のところのシステ

ム、そして平準化できないのかというところについ

てお考えをお示しいただきたいと思います。 

〇渡辺総務課長 ただいまの質疑についてお答えさ

せていただきたいと思います。 

 まず、職員給与の増の要因ということで、東出委

員から共済費の率の増ということでお話がありまし

た。そのとおりでございます。そしてもう一つが、

今お話にありました職員の退職手当の掛け金でござ

います。若干システム的な説明をということなので、

この点についてお話をさせていただきます。平成22

年度は、３年に一度の退職手当の精算の年に当たる

ということになっています。この精算の結果、追加

の納付金が約１億4,000万円ということになってお

ります。これが多額の費用の増ということに直接結

びついていると思います。退職手当の精算の仕組み

ですけれども、これは委員がおっしゃったとおり、

今、深川のほうでは、３年間の期間の中で退職する

職員の手当組合に納付した事前の納付金額、これは

深川市も２％程度事前に納付しております。これで

前もって支払っておりまして、３年間の退職者が出

たときの実際の退職金の支払い状況、これとの差額

に応じて前納金が多ければ戻していただけると。少

なければ追加で納付金を支払わなければならないと

いうシステムになっています。平成22年については

追加のほうが多いものですから、納付金を支払うと

いう形になっています。今お話にありましたこれを

平準化できないのかということですけれども、これ

は私どもも検討いたしました。毎年支払う率をアッ

プしていくことによって、３年目については平準化

できないかということも検討はさせていただいたの

ですけれども、新年度、今年度においては財政的な

余裕の関係がありまして無理だということで、例年

どおり３年に一度の精算金の対応をしております。

ただ、平成23年以降、財政課とも十分協議しますけ

れども、財政的なある意味で積み立てといいますか、

前納が可能な状況になれば、平準化に向けて検討し

ていきたいと考えております。なお、今回、先ほど

病院の関係で財政推計の中でその辺が抜けていたけ

れども、こちらのほうは大丈夫なのかという委員の

質疑があったと思いますけれども、この点について

は財政の推計の中では盛り込んでおりましたので、

あえてご説明させていただきました。 

〇北名委員 同じく１目職員給与費でありますが、

前市長の退職金の返納状況についてお尋ねします。 

 事件が起きまして、３期目は終わっていましたか

ら、退職金は既に渡されていたということで、事件

が起きた３期目の退職金は返すということがあのと

きに言われていました。それで、その様子なのです

が、まだ一度も聞いていないのでここで聞きますけ

れども、分割なのか一括なのか。それから、今幾ら

返ってきているのか。あえて、ここでその金額もあ

わせて言っていただきたいと。まずそれをお知らせ

ください。 

〇渡辺総務課長 お答えさせていただきます。 

 前市長の退職金の支払いに関しましては、北海道

市町村退職手当組合がございまして、そこから支出

されております。今回、再確認の意味も込めまして

退職手当組合に確認いたしましたところ、回答とい

たしましては、だれがどのくらい返納し、どのよう

な形で納入になっているかということについては公

表するものではなくて、お答えできないという回答

がございました。これは、何に基づいて回答できな

いかということなのですけれども、それは北海道市

町村職員退職手当組合個人情報保護条例第15条第１

項の規定、これは本人以外は開示請求することがで

きないという規定でありまして、これに基づいて回

答はできないというものでございました。したがい

まして、ただいまの北名委員の質疑については私の

ほうからお答えするものはございませんので、よろ

しくお願いいたします。（｢金額は」と呼ぶ者あ

り）金額についても、答えはないということです。 

〇北名委員 ３期目の退職金は幾ら支払ったか、返

すということはその金額を言っているわけだから、

それは言ってください。 

 それから、退職金組合がそう言ったと、何かに基

づいていて回答できない、プライバシー云々と言う

けれども、率直なところ納得できかねる。払ってい

るかもしれないし、払っていないかもしれないし。

市民としてあるいは行政として、何かの形でそれを

明らかにする責任というか、方法というのはないの

ですか。それをしないでいいということにならない

でしょう。大変な出来事です。それを答えて。 



 - 143 -

〇渡辺総務課長 退職手当の支給に当たりましては、

市が支給しているものではなくて、ご存じのとおり

退職手当組合が支給しております。そこに支給を、

支出をゆだねております。すべての支出事務等につ

いてはこの退職手当組合が行っているという形にな

りますので、先ほど申し上げたとおり退職手当組合

の条例に基づいて公開できないということになって

おりますので、これについては、私どもはこれ以上

聞くことができないと判断いたしまして、お答えが

できない範囲だという答弁をさせていただいたとこ

ろです。（｢幾ら払ったのかという金額も言えない

の」と呼ぶ者あり） 

〇川中委員長 それも今の答弁で、組合のほうで払

っているということでお願いします。 

〇北名委員 仕方がない。言っているのをわかって、

そうやって言っているのかどうかわからないけれど

も、市長の１期目の退職金は幾ら、２期目の退職金

は幾らと、それは聞いてはいないけれども、３期目

の退職金は幾らだというのはわかるのではないです

か。例えば、今は山下市長だけれども、退職金組合

に毎年、平成22年であれば814万9,000円を積むので

しょう。そうすると、これの４倍ということになる

のではないのかい。そういうことも言えないのか。

では、聞き方を変えます。河野市長の３期目のとき

に、毎年、退職金として市は幾ら積みましたかとい

う言葉がいいのかどうかあれだけれども、退職金組

合に納めましたか。答えられないというのはおかし

い。変です。わかっていて、ああいうぐあいに言っ

たのか。 

〇渡辺総務課長 再質疑の私の受けとめが、委員の

質疑と少し違っていたと思います。私は幾ら返納に

なっているかと受けとめておりましたので、今の趣

旨の関係については答弁を持ち合わせておりません

ので、若干時間をいただきたいと思います。 

（発言する者あり） 

〇川中委員長 後ほど答弁願います。 

 14款職員費を終わります。 

 15款予備費、１項予備費、162ページ。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 15款予備費を終わります。 

 ここで、昨日の３款５項１目総合福祉センター費

の長野委員からの議事進行にかかわり、補足答弁の

申し出がありますので、これを許可いたします。 

〇通市民福祉部長 昨日の長野委員に対します老人

福祉センター浴室廃止に伴います答弁に対しまして、

補足答弁をさせていただきます。 

 老人福祉センターの浴室廃止に伴います対応に当

たりましても、全市的な公平性に立たなければなら

ないことはご指摘のとおりであります。このことも

踏まえながら、今回、老人福祉センターの浴室を廃

止させていただくに当たりましては、長年利用いた

だいた皆さんにとっては今まで利用していたものが

使えなくなりますことから、あくまでも一時的な経

過措置として自宅におふろのない方を基本としなが

らも、さきに答弁させていただいた助成を行おうと

したものでございます。今後、この助成の取り進め

に当たりましては、今議会の議論も踏まえながら、

運用の中で適切に対応してまいりたいと考えており

ます。 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇田中（昌）委員 今の補足答弁は、長野委員の質

疑に対しては前向きに検討するということの答弁な

のですけれども、同じ内容を一般質問の中で答弁さ

れていて、こうしますという具体的な話、回数、対

象者も含めて答弁されて、同一議会内なのですけれ

ども、その答弁と違ってくると、一般質問の答弁を

受けた側の議員のそこの対応が変わってきてしまう

のではないかと思いますので、その辺についての議

事整理をお願いしたいと思います。 

〇川中委員長 ただいまの田中昌幸委員の議事進行

でありますけれども、そこらも含めた答弁かと私は

そう聞いておったのですけれども、その辺について

今答弁できるのであれば……（発言する者あり） 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２５分 休 憩） 

                       

（午前１１時５８分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 先ほどの田中昌幸委員からの議事進行につきまし

ては、理事会で精査したところ、本人の理解をいた

だきましたので、次に進みます。 

 次に、昨日の７款１項２目商工費の夏冬まつりに

ついての田中昌幸委員、松沢委員、東出委員の３人

の委員からの再質疑に対する答弁が保留されており

ました。ここで答弁を求めます。 

〇伊藤商工労働観光課長 前段、答弁を保留させて

いただいたことに、まずもっておわびを申し上げた

    線の部分についてＰ.１４６で答弁あり 
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いと存じます。 

 夏まつりにつきましては、田中昌幸委員から、

800万円の積算根拠がなくては議論ができない、補

正予算で計上する方法もあるのではないか。また、

松沢委員からは、振興会が解散され、市がイニシア

チブをとらないでどこがやっていくのか。また、東

出委員からは、せめて傘踊りをどうするかぐらいは

明確にしないと判断できないとの質疑をいただきま

したが、内容が関連いたしますので、順次答弁を申

し上げます。なお、お答えが前後する部分もあろう

かと思いますが、お許しをいただきたいと思います。 

 振興会が解散された後の深川商工会議所との協議

におきましては、市は何とか今後ともこれまで同様

に商工会議所が中心となって夏のお祭りの運営を担

っていただきたいと要請してきた経過がございます。

市のお祭りに対する基本姿勢は、終始一貫して市民

の楽しみであり市の活性化にもなる夏まつりを本年

以降も実施したいという基本スタンスをとってまい

りました。来年度予算の800万円は、そうした基本

スタンスを踏まえまして、市として昨年までと同様

の規模で支援する意思と用意があることを示すため

に計上させていただいたものでございます。積算根

拠がないと言われましたけれども、昨年までの交付

金につきましては、花火大会のためであるとか、し

ゃんしゃん傘踊りのためといった区分のない定額の

補助であったものでございます。お祭りの内容や運

営主体は決まっておりませんが、来週早々にも２回

目の検討会の開催を予定しておりまして、昨年並み

の市の支援を前提といたしまして、具体的な内容ま

で精力的に検討していく考え方であります。 

 検討会におきましては、市は会議の招集者であり

ますので、積極的に関係機関・団体の皆さんや市民

の皆さんの意見を引き出しながら、お祭りの内容を

取りまとめていくことに市としてのイニシアチブを

発揮していきたいと思いますが、傘踊りをどうする

とかといった個々の行事などの内容は、あくまでも

市が決定したり、表明するのではないと考えており

ますので、関係機関・団体の皆さんの意見をよく聞

いた上で、検討会でよりよい結論が得られるよう努

めてまいりたいと存じます。 

〇田中（昌）委員 全くもって、たかをくくったよ

うな答弁でございます。 

 例えば、この議会の初日にあかとき学園の用地買

収の補正予算を上げられました。そのときには、支

援はどうするのですか、まだ決まってないので決定

し次第補正予算で計上させていただきます、こう答

弁されているのです。やる気は十分見せていますよ、

そういう支援のやる気も十分見せています、だけれ

ども、決定するまではわからないので、決まり次第

補正予算で計上させていただきます。意欲もちゃん

と示しているし、根拠もあるではないですか。去年

と同額でやるのだと。去年と同じお祭りになるかど

うかもわかっていないのに、去年と同額の予算を計

上しているのだからいいのだ。今までだって、そう

いうふうにつかみでやっていたのだと、開き直りも

いいところではないですか。2,400万円なりのおお

むね３分の１とか、そういう議論があったかどうか

はわかりません。２分の１だったかもしれません。

だけれども、明らかに800万円をはるかに超えるお

祭り経費があるから、それに対して市が最大支援で

きる、昔は1,000万円でした。2,000万円かかるとこ

ろの約半分というような対応だったのではないかと。

今の答弁だったら、昔からそうやっていると。開き

直りもいいところではないですか。余りにも、それ

は白紙委任状をこの議会の予算の審議の中で渡して

もらって、我々がそれでどうぞお好きにやってくれ

なんていう、そういうものではないのではないです

か。今の答弁では全く質疑に答えていないと思いま

すので、改めて答弁願いたいと思います。 

〇松沢委員 再々質疑になろうかと思いますが、い

たします。 

 私の持論としては、アンケートもとり、その中で

相当市民の意見も出てきたように聞いておりますが、

それらを踏まえていった場合に、花火大会とかある

いは市内でやるカラオケとかいろいろな出店とか、

そういうものには異論はなかったように思いますが、

一番肝心な傘踊りについてはかなり異論が出たと聞

いていますし、ここのところはもう１年はあきらめ

て、どういうふうに祭りを再度組み立てていくかと

いう、その基本点も含めて多くの方の意見を聞くと

いう、ひと夏かけてどうしていくかということを腰

を据えて検討していく時期に来ているのだと思うの

です。そうであるならば、この800万円を計上する

ことを控えておいて、ことしの夏、何をどれだけす

るのかというあたりを決めていく中で、補正予算で

でも何ででも出していくということが正当なやり方

なのではないかと思うのですが、こういうやり方で、

中身は全く決まってないから賛成してくれという予
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算書の出し方というのは、田中昌幸委員と同様、こ

れはないだろうという意見でございます。その辺も

含めて、ことしの夏まつりの方向をもう少し具体的

にこの辺まではやりたいのだというようなものがな

ければ、説得力もないし議論にならないのではない

かと思いますが、そういう立場で答弁してほしいと

思います。 

〇東出委員 再々質疑をさせていただきます。 

 今の段階で、お祭りに対して賛否の判断をする材

料がないということでお話し申し上げましたけれど

も、今の答弁でも同じところと思います。こういう

イベント事は、私は段取り８分、あるいは段取り９

分だと思うのです。いろいろな名立たるお祭りもあ

りますけれども、そういうお祭りというのは、お祭

りが終わった次の日から、もう次の年のお祭りに向

かっているというような、そういうことだろうと思

うのです。そういうことからすると、相当無理があ

るという判断をしますけれども、もう一度確認をさ

せてください。今の段階で、お祭りの中身について

は全くの白紙であるということで間違いないですか。 

〇伊藤商工労働観光課長 答弁させていただきます。 

 １点目にありました内容が決まった時点で補正予

算を組むべきではないかということですが、関係団

体や市民の皆さんにお祭りの内容を検討いただくに

当たりまして、これから補正予算を計上していきま

すというような開催経費に関しますことが全く流動

的な状況では、思うように協議は進めていけないも

のと考えております。昨年並みの市の支援を前提と

して、より具体的な内容まで検討していただきたい

という考え方でございます。それと、お祭りの内容

につきましては、議決をいただいた予算をもとに検

討されますということで、それと前提的に予算があ

るということは相当の差が出てくると思いますし、

協議が調ってから実施するということにつきまして

は、随時必要な物品の発注とか準備を進めていかな

ければならない場合もあると思いますので、当初か

ら予算を計上させていただいているものでございま

す。 

 それと、松沢委員から、ひと夏かけてという質疑

がありましたけれども、お祭りというものは市が単

独で実施することはできないと考えておりますので、

その内容の変更といったことにつきましても市が決

定したり表明するものでなく、関係機関・団体の皆

様のご協力をいただく中で、市民の皆さんのご意見

をよく聞かせていただきながら取り進めていくべき

ものと考えております。 

 それと、東出委員から、今の段階で全く白紙なの

かということでございますが、さきの一般質問等で

市長からも答弁させていただいておりますし、予算

審査特別委員会の中で答弁もしておりますが、来週

の検討委員会で、市の素案を持ちながら検討させて

いただきたいということでございます。市が素案づ

くりを行い、さらに検討会に諮っていきたいと考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇田中（昌）委員 全く答弁が進んでいないですし、

聞いていることに答弁いただいていないです。 

 今、最後に何か素案を持っているみたいな話、そ

れを何で出さないのですか。情報を何も出さない、

白紙で理解してください、予算だけつけさせてくだ

さい……（｢検討委員会に素案は出せるというが、

議会には出せないのか。議会はそんな程度のところ

か」と呼ぶ者あり） 

〇川中委員長 暫時休憩します。 

（午後 ０時１０分 休 憩） 

                       

（午後 １時４８分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 先ほど田中昌幸委員より議事進行がありましたが、

寺下副市長より補足答弁の申し出がありますので、

これを許可いたします。 

〇寺下副市長 大変長時間費やしましたことを、ま

ずおわびしたいと思います。ただいま補足答弁とい

うことで許可をいただきましたので、少し述べさせ

ていただきます。 

 先ほど、素案のお話が出てまいりました。実は、

今示せる素案があるわけではございません。今後の

検討の中で、少しでも検討がスムーズに活発に行わ

れるような材料を提供していくことから、徐々に全

体をカバーできるような素案、こういったものにつ

くり上げていきたいということであります。したが

いまして、近々予定しております23日の検討会にお

いてもこれまで持ち合わせているアンケート調査で

ありますとか、前回、２月末に行われました検討会、

こういったものの中から大宗を占めるような、そう

いった例を一つの論議の促進剤という程度になれば

ということで提供はしていきたいと。最初から全体
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をカバーできるような素案をということで出します

と自由な討論の支障になりますので、できるだけ自

由闊達な論議をいただきたいという願いから、その

辺に配慮しながら例を出していきたいと考えてござ

います。 

 それから２点目、もう一点は、夏まつり、本当に

皆さんにご心配をいただきながら、非常に活発なご

意見やご叱咤もいただきました。いろいろな手続の

中で前後した部分もございます。しかし、間違いな

く言えることは、市民こぞって参加して、そしてみ

んながよかった、楽しかったと言ってもらえる、そ

ういった夏まつりにしたいということでは全く揺る

ぎない目標であります。これから検討会もさらに続

け、いろいろなご意見をいただきながら固めていく

わけですけれども、委員各位におかれても、どうぞ

ぜひ市民が喜んでいただける深川市の夏のイベント

が実現できるように、ご指導、ご鞭撻をお願いした

いということをお願いして発言を終わらせていただ

きます。 

〇川中委員長 次に、職員費のところで北名委員の

質疑への答弁保留がございましたので、答弁願いま

す。 

〇渡辺総務課長 答弁を保留させていただきました。

大変申しわけございませんでした。 

 退職手当組合の算定式に当てはめまして計算をい

たしまして算定いたしましたので、お答えさせてい

ただきます。当時の市長の給料月額、それと当時の

退職手当組合の規定に基づきまして算定いたしまし

た退職手当金額でございますけれども、1,768万

1,664円と算定されたものでございます。 

〇川中委員長 以上で歳出の質疑を終わります。 

 次に、６ページ、第２表債務負担行為。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 債務負担行為を終わります。 

 次に、８ページ、第３表地方債。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 地方債を終わります。 

 次に、１ページ、一時借入金。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 一時借入金を終わります。 

 次に、歳入、12ページから36ページ。 

〇渡辺委員 16ページの10目地方交付税について伺

っておきたいと存じます。 

 地方交付税は、本市の一般財源の大宗を占めるそ

の重要性は言うまでもなく、平成22年の地方交付税

については、先般からお話にありましたように、こ

れまでの地方交付税の状況と今後の地方交付税の見

通し、大変な状況にあるように承るわけであります

けれども、そのことも含めて過去５年間の地方交付

税の額の推移を伺っておきたいと存じます。 

 次に、平成21年度の特別交付税について、３月交

付分が明らかになったと報道もありますが、予算と

の対比をお知らせいただきたいと存じます。 

 国勢調査が本年行われるということで、前段申し

上げましたように、最近２万4,000人を下回るよう

な状況にあると。人口を基礎とした地方交付税の影

響あるいは算定、こういうものが大変大きく示され

るのではないかと、こんな感じがしますので、非常

に心配しておりますけれども、そういう点について

もどのようにお考えになっておりますか伺っておき

たいと存じます。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇田中（昌）委員 関連ということで、地方交付税、

今年度の基準財政収入額等の部分についても、今、

渡辺委員の質疑にあわせてお答えをいただきたいと

思います。 

〇平山財政課長 地方交付税について答弁を申し上

げます。 

 まず、渡辺委員から、過去５年の推移等について

の質疑がございました。そこで、本市の地方交付税、

普通交付税、特別交付税を言うわけですけれども、

ここではわかりやすいように、実質的な交付税に含

まれております臨時財政対策債も含めた形で申し上

げたいと思います。平成11年、12年に交付税はピー

クを迎えまして、その後徐々に減少に転じまして、

ピーク時よりもかなり低くなりまして約９億円の減

になった時期がございます。平成18年度には74億

9,000万円、19年度で73億6,000万円、その後、上昇

に転じたのですけれども、20年度に74億6,000万円、

21年度には、77億6,000万円になっております。平

成21年度につきましては、普通交付税が65億6,000

万円ほど、特別交付税は先般通知がありまして７億

7,000万円になってございまして、これに臨時財政

対策債を加えた77億6,000万円が実質的な本市の地

方交付税の額とご理解いただきたいと思います。 

 渡辺委員から人口の関係がございまして、地方交

付税を算定する際には、個別算定で13の費目、包括

算定でも人口というのは算定の基礎に使われており
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ます。したがいまして、国勢調査の人口は、地方交

付税にとりましては極めて重い意味を持っておりま

して、本市が２万4,000人を下回るようなことにつ

いて今ご懸念を持たれていらっしゃるということに

つきましては、当然のことであると思いますし、私

どもとしても財政上は非常に憂慮するものと考えて

おります。ただ、影響額をそのまま計数上にあらわ

すことになりますと、これは非常に難しいことがご

ざいます。人口を、前の人口と新しい国調人口を置

きかえて計算すると出てきそうですけれども、実際

には人口の急減した自治体に対しては配慮がありま

して、影響を緩和して徐々に下げていくという手法

をとります。数値急減補正という形で措置がとられ

ておりますので、緩やかに減少がなってきます。し

たがいまして、それをはっきり数値上このようにな

りますと推測することは難しいというのが現状でご

ざいまして、当然、今後さまざまな形で地方交付税、

地方財政に対する情報が国から流れてくると思いま

すけれども、そういったものを十分その動向にも注

意を向けながら、そしてそれを常に念頭に置いたよ

うな行財政運営を心がけていくことが大切であるの

ではないかと考えております。 

 次に、田中昌幸委員からの質疑でございますけれ

ども、平成22年度の普通交付税についてでございま

すけれども、これは、総務省がことしに入ってから、

地方財政の見通し、予算編成の編成上の留意事項と

いう文書を出すのですけれども、これらの伸び率を

総合的に勘案いたしまして、基準財政需要額では、

まず項目として公債費の算入額が21年度と比べまし

て１億2,000万円ほどの減となっております。これ

が減額の一つの状態なのですけれども、個別算定経

費というのがございまして、それらについては平成

21年度の予算額と比べて２億9,000万円。算定額と

いいまして、実際の算定があったときの数字と比べ

ても平成22年度については１億9,000万円ほどの増

となる見込みと考えております。したがいまして、

基準財政需要額の総額については、92億8,000万円

と試算しております。一方、基準財政収入額につい

ては、地方財政計画では地方税が前年対比で10.2％

の減と公表されておりまして、本市においてはこの

ような大幅な減とは見込まれないということがござ

いまして、調定額の状況ですとか、あるいは予算の

計上状況などの実態を勘案いたしまして算出してお

りまして、税以外の収入では地方財政計画の伸び率

を考慮して試算を行いまして、その結果、個人及び

法人住民税が6,000万円の減、固定資産税で1,000万

円の増、自動車重量譲与税で1,000万円の減と見込

んでおりまして、総額は平成21年度と比べて7,000

万円減の21億4,000万円が基準財政収入額というこ

とで試算しております。これに、臨時財政特例債を

６億3,000万円と予算計上させていただいておりま

すけれども、それを加えた実質的な交付税の総体で

すけれども、これに若干の調整率が加わりまして差

し引きしますので、普通交付税におきましては、64

億9,600万円という予算計上の額になったところで

ございます。平成21年度の当初予算に比べますと

3.5％の伸び、21年度の算定額と比べては１％の減

となっておりますけれども、これは地方財政計画の

伸び率6.8％と比べまして低いとなっておりますけ

れども、先ほど申し上げました税収の見込みと公債

費の減がこれに反映したものだと考えているところ

でございます。 

〇長野委員 歳入の34ページ、21款１項４目臨時財

政対策債のところでお尋ねいたしたいと思いますが、

市債につきまして若干お尋ねいたします。 

 34ページ以降の地方債を見ますと、事業に充てる

地方債ではなく、臨時財政対策債の発行が昨年度よ

り大きくなっておるわけであります。投資的な経費

を抑制し過ぎると、疲弊した地域経済、市内事業者

への影響が非常に懸念されるわけでありますけれど

も、一方、行財政改革は、もちろん本市の重要な課

題であります。国の事業仕分けの影響などにより、

農道などの予算に影響を生じるとの質疑を申し上げ

ておりますけれども、より全体的に本市の財政運営

におけることについて、２点お伺いいたします。 

 予算における社会資本の整備などへの対応の状況。 

 次に、平成22年度以降の課題とその対応につきま

してお伺いいたしたいと思います。 

〇平山財政課長 平成22年度の予算の行財政運営に

つきましては、市政の方針で述べたとおりでござい

ますけれども、予算の課題ということで、その見通

しについてもご説明を申し上げたいと思います。 

 平成22年度の歳出予算の性質別分類を見ますと、

公債費が３億円以上の減になっておりまして、率に

しますと11％ほど減少しております。これは、起債

償還の減額が着実に進んでいるということがあらわ

れているわけですけれども、一方で投資的な経費で

あります普通建設事業が１億5,000万円、率にしま
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すと14％ほどの減ということで、普通建設事業の減

少というのは、地方債の発行額を見てもはっきりし

ているところでございます。昨年度の起債額が10億

1,000万円ほど、本年度は11億6,000万円であり、計

数上は伸びておりますけれども、これを実質的な地

方交付税であります今委員ご指摘の臨時財政対策債、

そのほか借換債を除きますと、平成21年度は５億

6,000万円、22年度は５億3,000万円となっておりま

して、社会資本の整備などの市の資産をふやすよう

な意味での投資的経費が少し減になっているという

状況にあります。このことを補っているのが、昨年、

一昨年から続けられております国の地域活性化・経

済危機対策事業あるいは地域活性化・きめ細かな対

策事業などの事業によってこれらを実施することで、

当初予算では対応できなかった投資的な事業を補っ

ているということになっております。こうした臨時

交付金事業がずっと継続していくという保障、いろ

いろ議論は出ているようでございますけれども、な

かなか見通すことはできないという状況にございま

すので、臨時財政対策債についても発行がいつまで

も続くのかどうかこれもなかなか難しいと、かれこ

れ10年ほどたちますけれども考えております。前者

の臨時交付金事業が今後見込めないということにな

りますと、一定の投資的な事業を確保することが必

ず課題となって出てまいります。そのためには、本

市の課題であります病院事業会計の経営健全化計画

の着実な実施の中で、健全化判断比率を悪化させな

いで投資的経費を確保することが、今後の大きな行

政課題と考えているところでございます。また、臨

時財政対策債、これも臨時という呼び名ですけれど

も、平成22年度のように地方交付税が総額で伸びて

いくことがありますと、これはいいわけなのですけ

れども、そうでない場合、臨時財政対策債の償還額

の増大というのがやがてまいりますので、地方自治

体が必要とする財源保障などの部分、地方交付税に

占める部分が相当程度圧迫される可能性もあります

し、特に本市のように地方交付税に依存することの

多い自治体においては、かなり大きな影響が生じて

くるというようなことでございます。 

 今後の行政課題としては、こうした状況をきちん

と見きわめた上で、持続可能な行財政運営を果たし

ていくことが何より求められている、そのように考

えているところでございます。 

〇田中（昌）委員 14ページ、６項都市計画税につ

いてお伺いしたいと思います。 

 この都市計画税の議論、一昨年の12月の固定資産

税を1.4％から1.5％に増額するという提案をされた

ときに、総務文教常任委員会の中でも若干触れさせ

ていただいた部分なのですが、深川市の場合は、都

市計画税というものは、都市計画区域内、22条区域

内のいわゆる色づけをしてある用途地域に課税する

となっております。この質疑を税務課にするという

のは若干酷なのかもしれません。課税を条例に基づ

いて賦課して徴収するのは税務課ですけれども、税

を賦課するそのものというのは市全体で考えること

ですので、なかなか厳しい質疑になるかもしれない

のですけれども、一応、税務課で答弁していただこ

うとは思っているのですが、都市計画税、本来であ

れば都市計画区域というのは市街化区域と市街化調

整区域に分けて、市街化区域に賦課するというのが

通常の場合のようです。ただ、市街化調整区域を指

定していない都市計画を設定している市なり町では、

そのうちの半分ぐらいが深川市と同じような用途地

域の部分にのみ都市計画税を賦課している。場所に

よっては、22条区域の中で、例えば農振地域ですか、

農業振興指定地域のところは、当然都市を形成する

わけにいかないわけですから、そこは除外してそれ

以外は都市計画税を賦課しますということをやって

いるところとか、色づけをしているところプラスそ

の外縁の色づけではないところに賦課している、そ

ういう条例をつくっているところもあるようでござ

います。深川市においても、色つきの部分、今ちょ

うど都市建設課で都市計画区域の見直しということ

で、道のほうで今告示していろいろ声を聞いている

ようですけれども、その中でもいろいろ出ているよ

うで、場所によっては色づけと全く変わらないよう

な都市形成がされているのに都市計画税の賦課され

ていないのはどうなのかというような意見、これは

私も去年言わせていただいた部分なのですけれども、

そういったところも課税ができないわけではなくて、

課税する条例がないから課税していないだけと認識

しております。やはり税の公平性、それから都市形

成の上での公平性というものを考えますと、そうい

う部分についても都市計画税を賦課しても十分市民

の公平感が得られるところであれば、そういった部

分の見直しはすべきではないかと思いますので、ぜ

ひその点についてのお考えについてお伺いしたいと

思います。 
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〇宮田税務課長 お答え申し上げます。 

 都市計画税の課税区域につきましては、委員ご指

摘のとおり平成20年第４回市議会定例会の総務文教

常任委員会の中で、固定資産税の税率改正の際に相

当のご議論をいただき、市の答弁といたしまして都

市計画税を賦課する区域の拡大については検討して

おらず、その考えもないとお答えしております。そ

こで、お尋ねの公平性の観点からの見直しをという

ことでございますが、課税区域を現行の都市計画区

域の用途地域から拡大するなどの見直しが必要とな

る場合としては、現状の建築物や土地利用の詳細な

どを把握した上で、都市計画事業の今後の展開など

によってその必要性が生ずるものであり、その検討

に当たっては我々税サイドのみでなく全庁的な取り

組みのもとで、有識者や関係住民のご意見も掌握す

るというようなことも必要かと考えております。し

かしながら、現状はそのような状況はないと私ども

判断をしておりますので、課税区域については、こ

れまで同様、変更の考えは持っていないというとこ

ろでございます。 

〇田中（昌）委員 答弁としては、多分税務課とし

ては、その答弁しか無理かとは思っております。 

 ただ、やはり税収増というものを考える、都市計

画税の税収は、もろに税収として基準財政収入額の

部分としてもかなりいいものとして入ってくるわけ

ですから、税収増を目指すということであれば、仮

にその地域の方にとっては、大増税になってとんで

もないことを言うやつがいると言われるかもしれま

せんけれども、都市を形成する中で似たようなとこ

ろで、例えば田んぼの中でも色つけしてあるからと

いうことで、そこについては課税されている可能性

のあるところもあるのです。除外されているところ

もありますけれども、そうでない部分もあるという

ことを考えれば、税の公平性というところは、やは

り全体のところをしっかりと見きわめて検討すべき

だと思いますので、今後はそういった俎上に上げる

ということも重要ではないかと思いますので、市全

体の中で財政の税収対策というところも含めて検討

すべきだと思いますので、改めて答弁いただきたい

と思います。 

〇宮田税務課長 再答弁させていただきます。 

 所管といたしましては、深川市税条例の定め、都

市計画税は都市計画区域として指定されたもののう

ち用途地域内に所在する土地家屋に対して、その価

格を課税標準として当該土地または家屋の所有者に

課するということの定めを合理的なものとしており

ます。現行変更する考えは持っておりませんが、都

市計画審議会等の開催、都市計画区域の見直しとい

いますか、そういったものもあるということから、

関係する所管との協議や他自治体の事例、こういっ

たものの調査を行ってまいりたいと考えております。 

〇川中委員長 歳入を終わります。 

 以上で一般会計の質疑を終わります。 

 次に、特別会計の質疑に入ります。 

 質疑は全般を通じて行います。 

 質疑をされる委員は、必ずページを告げてから発

言ください。 

 初めに、議案第４号平成22年度深川市介護保険特

別会計予算。 

〇楠委員 308ページの介護保険料のところでお伺

いいたします。 

 深川市の介護保険料においては、収入率はよいと

聞いていますが、未納というか滞納している方もい

ると思いますので、その滞納額はどれほどなのか。 

 その滞納に対しての回収の取り組みとか対策はど

のように行われているのか。 

 あわせて職員なのですが、昨年より１人減となり

まして、今年度もそのままの予算で組まれています

が、高齢化ですとか、今、不況の中で滞納がふえる

のではないかという懸念もありますので、職員に対

する影響はないのかお伺いいたします。 

〇川端介護福祉課長 初めに、介護保険料の滞納状

況について申し上げます。 

 過去３カ年の滞納額は、平成18年度末で265万円、

19年度末で334万円、20年度末で392万円となってい

ます。また、この２月末までの年金から天引きされ

る特別徴収を除く普通徴収と滞納繰り越し分を合わ

せた未収額は687万円となっております。 

 保険料の滞納に対する対応としては、督促状や催

告状の送付、夜間を含めた電話や訪問、分割納付の

推奨、口座振り込みの周知と加入促進などを行うと

ともに、特に出納閉鎖期間にあっては、管理職を初

め担当係以外の介護福祉課職員も徴収に出向くなど

しながら、滞納額の解消に当たっているところでご

ざいます。 

 次に、職員の減少に伴う影響について申し上げま

すが、職員の配置が見直されたこととあわせ、専門

職として配置していた嘱託の介護保険料徴収員につ
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いても、財政収支改善による見直しにより平成21年

度より配置を休止しておりますが、今ほど申し上げ

ました徴収体制を講じるなどしながら納期内に納付

された方との公平性を確保するためにも、適正な収

納対策に努めているところであり、また他の業務に

あっても支障を生じさせないよう効率的な事務の執

行や課内における連携協力体制を強化しているとこ

ろでございます。 

〇松沢委員 それでは、介護保険の基金の関係でお

尋ねしたいと思います。ページ数は330ページにな

ろうかと思います。 

 補正予算が先日出まして、昨年の介護療養病床削

減の関係で１億円の余剰が出たということでござい

ましたが、来年度予算にかかわってここら辺のお金

の流れですが、どのように基金に積まれていくのか

お尋ねしたいと思います。 

 それで、１つは現在の基金残高が幾らあるのか。

そして、昨年の補正に出た余剰額１億円はそのまま

ストレートに基金に積まれるのか、別の規定があっ

て、このぐらいの規定という積まれ方をするのか、

その辺の流れを聞かせてほしいと思います。 

 もう一点は、道あるいは国の方針で深川市が保険

者になっているわけですけれども、このぐらいの基

金が適切だというような指導があれば、それもお聞

かせください。 

〇川端介護福祉課長 初めに、介護保険準備基金の

状況でございますけれども、平成21年度から23年度

までの第４次介護保険事業計画においては、それま

でに介護保険料剰余分などを基金として積み立てし

ていた２億9,207万円のうち、保険料の軽減を図る

ため２億2,900万円を今後３カ年間で取り崩し、残

り6,307万円を不測の事態に備え基金に残すことと

しました。その後、平成20年度決算における剰余金

が1,702万円、今定例会の補正予算で可決いただき

ました保険給付費の減額などに伴う剰余金が3,345

万円、22年度当初予算で同様に介護給付費の減額な

どに伴う剰余金の総額を2,673万円と見込んでおり

ますことから、22年度予算段階までの基金の積立額

は、当初計画より7,720万円の増額となるものであ

ります。なお、介護給付費の減額に伴います剰余金

とのかかわりでございますけれども、介護給付費に

つきましては、施設サービス等を含めまして補正予

算で１億7,394万円を減額いたしておりますけれど

も、これにかかわります保険料等の余剰金として生

ずる額につきましては、3,206万円となっていると

ころでございます。 

 次に、基金保有額の適正額についての国からの指

導でありますが、各保険者において最低限必要と認

める額を除き、基本的には次期計画において歳入に

繰り入れすべきものとされております。その具体的

な額や率などまでは示されていないことから、保険

者である市町村の判断によることとなります。 

〇松沢委員 お金の流れについては大体わかりまし

た。 

 以前から、介護保険の基金については保険料が片

方にあって市民の負担があるわけで、そこのところ

を配慮しながらやっていかなくては、前の３年間の

ようにどんどんお金が余っていくということになる

ということを言ったことがありますし、反省の言葉

はないのかとかかなり厳しいことも言ったこともあ

ります。今回の介護療養病床の削減というのは、数

年前から国のほうで方針として出されていたという

ことが片方にありますから、私は当然このことは、

今回の介護保険料を策定していく段階で組み込まれ

ていなくてはいけなかったことではなかったかと思

って、先日の補正予算を見ていたのですが、またさ

らに片方で取り崩しながら、また片方で基金が積ま

さっていくという、一方では21億円という大きなお

金が基本的な収支にありますから、その中の１億円

というのは、ちょっとした見込み違いでふえたり減

ったりするのかと思いますけれども、一方では今ほ

ども言いましたように、市民の保険をかける側の立

場というのがあるわけですから、この辺はやはり所

管の皆さん方、保険料を制定するときには緊張感を

持って余りお金余りをしないように、もちろんこれ

は一般会計の減債基金や何かのほうに当然振り分け

たりできないお金で、介護保険だけで使っていく基

金ですから、多く残れば残ったほどいいということ

には絶対ならないので、この辺はぜひ今後も緊張感

を持って策定に当たってほしいということを思いま

すし、そういう立場で答弁をお願いしたいと思いま

す。 

〇川端介護福祉課長 介護保険準備基金の活用につ

きましては、介護給付費の動向なども推計しながら

策定する平成24年度以降の次期計画において、関係

者の皆さんのご意見もいただきながら不測の事態に

備え、基金に残す額を除き保険料の軽減などのため

活用していくことになるものと考えております。 
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〇田中（裕）委員 310ページもしくは330ページに

も載っておりますが、介護従事者の改善についてお

伺いしたいと思います。 

 厚生労働省が示しております介護従事者処遇改善

交付金という事業がありますが、この事業は介護職

員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成21年

10月から23年度末まで合計で4,000億円を交付する

というもので、24年度以降も引き続き政府として取

り組む姿勢であると認識いたしております。 

 まずは、この事業についての市内の介護施設の状

況についてお伺いしたいと思います。 

 また、この事業によって市内の介護職員の処遇改

善につながるのか、所管の見解をお聞かせいただき

たいと思います。 

〇川端介護福祉課長 介護職員処遇改善交付金は、

サービス区分ごとに国が定める交付率に基づき介護

報酬とは別に交付されるもので、平成21年10月のサ

ービス提供分から支給対象となるものであります。 

 初めに、市内の介護施設の状況としては、各介護

事業所とも道に対し交付申請を行っているとお聞き

いたしております。また、賃金の改善方法としては、

毎月、介護職員手当としてや年２回の特別手当とし

て支給を予定しているなど、各事業所個々の実情に

応じてその対応を定めているところでございます。 

 次に、この交付金が市内の介護職員の処遇改善に

つながるのかということでありますけれども、各事

業所は、交付金の申請に当たって支給が見込まれる

交付金の額を上回る賃金の改善や賃金以外の処遇改

善を記載した計画書を作成し、職員に対し周知を行

った上で道に提出するもので、平成22年10月のサー

ビス提供分からは、職責、職務内容等に応じた賃金

体系などキャリアパスの要件も加わりますが、あく

まで介護従事者の賃金の改善に対し交付されるもの

でありますことから、直接的に介護職員の処遇改善

につながるものであります。 

〇田中（裕）委員 328ページ、説明欄の５番目、

在宅老人給食サービス事業についてお伺いいたしま

す。 

 885万5,000円計上されております。まずは、この

事業の利用者の推移についてお聞かせください。 

 加えまして、給食サービス事業を受けたくても、

条件が厳しくて利用できないという話も仄聞いたし

ておりますが、状況をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 あわせて、年々利用者が減っているとも聞いてお

りますが、その要因はどこにあるのか所管の見解を

お聞かせください。 

〇川端介護福祉課長 給食サービスは、在宅生活を

送る高齢者に対し、健康で自立した生活が送れるよ

う週４回を上限に定期的に夕食の配食を行い、在宅

生活の支援とあわせて安否確認を目的として行って

いるものです。 

 初めに、利用者の推移は、障がい者の方を含め各

年度末の登録者数、当該年度の３月一月の実利用者

数、年度中の配食総数の順で申し上げますと、平成

18年度は登録者数63人、実利用者数49人、配食総数

9,940食、19年度は登録者数57人、実利用者数47人、

配食総数9,161食、20年度は登録者数50人、実利用

者数37人、配食総数7,238食、21年度は１月末の数

字で申し上げますが、登録者数57人、実利用者数39

人で5,340食となっており、利用は減少傾向にあり

ます。 

 次に、このサービスを受ける条件が厳しいとのこ

とですとか、利用者が減少している要因について一

括して申し上げますが、このサービスを受ける対象

要件として、65歳以上のひとり暮らしの高齢者や高

齢者のみの世帯で、身体的、精神的に調理を行うこ

とが困難であり、かつ援助者がいない方を対象とし

ています。市としては、自分で料理ができるよう男

の食工房への参加を促したり、またホームヘルパー

を利用されている方には、ヘルパーと一緒になって

料理をしていただくなどしながら、自立した食生活

に向けた取り組みを進めてきた経過もあって、今ほ

ど申し上げましたような利用の推移となっており、

またそのことなどが条件が厳しくて利用したくても

できないなどの意見としてあらわれているものと思

われます。 

 今後におきましても、他の手段が利用できない場

合などにこのサービスを提供することを基本としな

がらも、一人一人の状態や環境なども異なるものと

思われますので、その状況を把握しながら必要と認

められた方にはこのサービスを適切に提供していく

よう努めていきたいと考えております。 

〇川中委員長 介護保険特別会計予算を終わります。 

 次に、議案第５号平成22年度深川市国民健康保険

特別会計予算。 

〇宮田委員 項目にないということでページ数を申

し上げることはできないのですが、歳出のところで
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伺いたいと思います。医療窓口一部負担金減免猶予

制度について伺います。 

 この制度が確立して以来、少なくとも１人の利用

者があったということは聞いておりますが、その後

の申請状況と予算書への反映状況について伺いたい

と思います。 

 また、制度の市民への周知については、国保だよ

りで一度周知して以来、さらなる周知をお願いして

おりますが、その後どのようになったのか伺いたい

と思います。 

〇瀬川市民課長 一部負担金の減免についての質疑

をいただきましたので、お答えいたします。今、委

員の質疑の中にあった１件以降の申請状況でありま

すけれども、昨年11月４日に１件申請がございまし

て、審査の結果、要件には該当しないということで

通知を申し上げたところであります。それから、予

算の関係ですけれども、この中身については、保険

給付費のほうに記載し反映させております。 

 それから、市民周知についてでございますけれど

も、昨年の一部負担金の減免の取扱要領が施行され

ました平成20年１月１日以降、20年３月に国保だよ

りで流しまして、その後、時期を見まして昨年12月

に広報ふかがわの12月号に掲載いたしまして、市民

周知を行ったところであります。ただ、広報の中で

は紙面が非常に小さい、狭いということで、あわせ

てホームページにおきましても、例えば生活困窮の

状態とはこういうことだとか、審査の過程はこうな

るだとかいうことを詳しく記載しております。 

〇宮田委員 国保だより、あと広報、ホームページ

で周知していただいたということで、この部分につ

いてはお礼を申し上げますが、以前にポスターとカ

レンダーでの周知もできればしていただきたいとい

うことでお願いしておりますが、その部分はどうな

ったのでしょうか。 

 あと、医師会だとか医療機関への説明状況につい

ても、あわせて伺いたいと思います。 

〇瀬川市民課長 ポスターあるいは掲示をするため

のものというのは今現在行っておりません。それか

ら医療機関に対しても、これは国保の制度であると

いうことで、私どものほうでは、特に医療機関に対

しての説明等は行っておりません。 

 ポスター等、つまりこの中身というのは非常にハ

ードルが高いということで、もちろん今、経済情勢

がこういうふうになっておりますから窓口に行って

３割が払えないという方がいらっしゃれば、当然申

請をしていただきその申請に基づいて厳格な審査を

行って、もし要件に該当するとすれば支払い猶予あ

るいは減免という形になるのですけれども、今委員

のＰＲについては、今後検討させていただきたいと

思います。 

〇宮田委員 ハードルが高いという件は審査がいろ

いろありまして、それは結構なのですけれども、医

師会だとか医療機関がこの制度を知らなければ、申

請の案内もできないということで、おかしなことに

なるのではないかと思いますので、説明していただ

きたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇瀬川市民課長 国保制度ということで、私どもも

一般的に国保だよりあるいは広報、ホームページに

おきまして周知しておりましたけれども、その件に

ついても内部で協議しながら、どういう形ができる

のか、できるとしたらどういう形でできるのか、そ

の辺も調べながら少し時間をいただいて検討させて

いただきたいと思います。 

〇長野委員 346ページの10款３項の雑入のところ

で、レセプトの点検専門員負担金というのがござい

ますけれども、ここのところでお尋ね申し上げたい

と思います。 

 レセプトの点検というのは非常に重要な仕事だと

認識しておりますけれども、業務として、嘱託職員

でこのことに当たられていると思っております。た

だ、採用の関係で、市民の間から特定の方でという

ことが指摘されておりましたので、専門員の資格あ

るいは待遇の内容、任用の期間についてお尋ねをし

たいと思いますし、採用についてはどのような方法

でされているのか。また、公募などの機会均等の周

知等についてお知らせいただきたいと思います。 

〇瀬川市民課長 レセプト点検業務に関しまして幾

つか質疑をいただきましたので、お答えしたいと思

います。 

 初めに、現在のレセプト点検の体制についてでご

ざいますけれども、業務のために雇用している職員

として４人の職員がおりまして、内３人が嘱託職員

で医科を担当しております。医科というのは、内科、

小児科、外科、整形などを点検する、それから内１

人が臨時職員で歯科のほうを点検するということで、

今４人体制で実施しております。それから、採用に

当たっての資格なのですけれども、当然、医療事務

という専門性がありますので、医療事務の資格を有
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している方、あるいは医療機関で相当の経験年数を

持っている方ということで、現在、嘱託職員３人の

うちの１人が有資格であると同時に医療機関でも10

年以上の経験があったという方、それから２人につ

いては資格を有しておりませんけれども、やはり医

療機関に10年前後の長い期間にわたってレセプト点

検業務を行ってきたということになっております。

それから、任用期間は１年間で、採用経過について

は、詳しく存じておりませんけれども、公募ではな

いと思っております。それから、職員の給与は、嘱

託職員ですけれども、月額で14万8,100円、勤務年

数はいずれも14年という状況にあります。それで、

採用に当たって公募を含めてということで委員のほ

うからお話がありましたけれども、確かに社会経済

情勢が大きく変わってきまして、特に雇用情勢が今

非常に厳しい状況にあります。そういった中で、以

前よりも増して資格を取って職を求めるという方が

多くなってきているかと思います。そこで、そうい

う状況にありますことから、職員の採用に当たりま

しては、広く公平な立場で採用していくことも必要

かと思いますので、今後は市の他部門の非常勤職員

の採用状況等も確認し参考にしながら、また一方で

レセプト点検員という特殊な部分あるいは継続性、

専門性があるものですから、そういったことについ

ても総務課とも相談しながら公募を含めた採用方法

等について今後検討していきたいと考えております。 

〇長野委員 今答弁をいただきましたので、おおむ

ね了解いたしますけれども、全員の方が一気に交代

されるということは業務上なかなか難しいのだろう

と思いますけれども、今日的な経済情勢の中で医療

事務の資格を持ったり、医療のそういったレセプト

にかかわる経験を持っておられる方というのは、市

内にもおられる。そして給与も、お話を聞けば、今、

求職をしても15万円近くのお給料をいただけるとい

う職種はそう多くはないと認識しております。そう

いった意味では、市民の皆さんに広く周知されて、

雇用の機会を一人でも多く与えていただくような努

力をぜひお取り組みいただくことを期待して終わり

ます。答弁は要りません。 

〇楠委員 387ページの特定健康診査事業のところ

でお伺いいたします。 

 今、後期高齢者医療ですとか国保の医療費の抑制

とかを含めまして特定健康診査事業を行われている

と思うのですが、それの受診状況はどのようになっ

ているかお伺いしたいと思います。 

 これは何かペナルティーがあって、今年度より来

年度、再来年度ということで率が高くなっていると

聞いていますが、それに向けての取り組み強化、Ｐ

Ｒ等はどのようにされているのか。 

 あわせて、この受診を受けた結果、健康管理が必

要だということの保健指導という、この辺のところ

も何かペナルティーがあると聞いているのですが、

保健指導に当たる人がどれぐらいいてどれぐらい健

康相談を受けているのか、その辺のところもあわせ

てお伺いいたします。 

〇瀬川市民課長 平成21年度の特定健診の受診状況

について、あわせてその取り組みと、さらには特定

保健指導の状況ということでお尋ねがありましたの

で、お答えしたいと思います。 

 最初に、平成21年度の特定健診の受診状況につい

てでございますけれども、22年３月10日現在での状

況をお知らせしますと、対象者5,361人に対して受

診した方が2,146人ということでありまして、２年

目の特定健診受診率目標40％に対してちょうど今

40％という数値であります。また、特定保健指導に

つきましては、249人の方が対象となっております

が、108人の方が現在受けられまして、目標値41％

に対しまして43％の受診率ということで、この時点

で計画どおり２年目のそれぞれの目標が達成された

ということで、さらにあと１カ月分の受診状況がこ

れから報告されますから、この後、もう少し率が上

がるのでないかということで、保健師ともども期待

しているところであります。 

 それで、平成21年度における取り組み状況あるい

はＰＲなのですけれども、重立ったものを３点だけ

申し上げます。これは、平成21年度、40歳以上74歳

までの対象者に対して、全員の方に受診券を交付さ

せていただきました。このことが非常に功を奏した

と思っています。それから２点目は、医師会にもこ

の健診の委託をお願いしておりますけれども、昨年

300人の枠に対して113人だったのですが、ことしは

その３倍の300人は超している状況にあります。こ

れが非常に健診率を上げる一つの大きな力となった

と。あともう一つは、未受診者に対して勧奨してい

くわけですけれども、11月の段階でまだ相当率に達

していなかったということで、電話による再受診勧

奨をいたしました。これがやはり大きな力となり、

さらには２月にもまだ来てない方に対して電話をか
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けさせていただきまして、その結果、先ほど申しま

したような受診状況、目標達成にこぎつけたという

状況になっております。今後も、今行っている内容

や取り組み状況を継続してやるとともに、新規の取

り組みの方法はないかということで保健師と今協議

しておりますので、３年目の目標達成に向けて努力

していきたいと思っています。 

 それから、特定健康指導につきまして先ほど申し

ましたように249人に対して108人が受診しているわ

けですけれども、健診の結果、体に支障を来してい

る方に対して、生活改善によって、動機づけの指導、

あるいはさらに積極的にしていこうと、この２点か

ら、保健師、栄養士あるいは医師によるいろいろな

指導を行って、服用を縮めるとか、血液検査による

状況を低い数値にするとか、そういう形の取り組み

を今進めているところでございます。 

〇北名委員 353ページだと思います。歳入であり

ますけれども、国保税のことでいろいろと聞きたい

と思います。 

 国保税が非常に高いということです。払うのが大

変だ、あるいは中には払えない人も出てきていると

思います。資料を要求しまして出していただきまし

たが、給与収入が200万円の場合、一つに４人世帯

というのがあるのですが25万8,200円と。この方の

場合には所得が89万円ということですから、すごい

比率だと思います。以下、三つの例が出ております。

この高い原因が何なのか、国庫負担率の問題などが

原因だというぐあいに私たちは押さえていますけれ

ども、その辺について、ひとつ認識を聞きたいとい

うことがあります。 

 国庫負担率を上げるということも含めて、どのよ

うな方策で引き下げに向かっていけるかということ

が大事だと思うのです。国は、その点はどういうぐ

あいに考えているのか、その辺についてもお尋ねい

たしたいと思います。 

 民主党政権になって、長妻厚生労働大臣になって、

その辺についても随分変わりが出てきているのです。

しっかり押さえていると思うので、その辺を少し教

えていただきたいと。 

 それから、資料の次のページに短期証のことを出

してもらいました。今、短期被保険者証の交付は、

深川では平成21年度は282件です。前年よりは少し

減っていますが、これは、この方たちがどのように

なっているかというか、結局、国保税を十分払えな

いということでこうなっているわけですが、この中

で更新していない人、だから短期証は交付されても

短期間ですから終わっても更新に来ていない人がい

ると思います。その人数も教えていただきたい。そ

れから、そういう方たちにどのような対応をしてい

るか、それを聞かせていただきたいと。 

 最後は、資格証明書の問題であります。資格証は、

今、18件に出されているということですが、深川市

は資格証をずっと出していなかったのです。ところ

が、平成20年12月から資格証を出し始めたと。それ

は理由があると当時も言っていましたので、あえて

もう一度ここで聞きたいのですが、資格証を出さな

ければ国との関係でどうなるのかと。ここがひとつ

大きなポイントがあって、それをもってして資格証

の発行に踏み切ったということです。現在、18件の

方が資格証を出されている、つまり国民健康保険証

を持っていないという状況で、全国的に見れば資格

証で無保険者というか、保険証を持っていないため

に、結局病気になっても病院へ行かないで死んだケ

ースが、私の持っている資料では40件以上あるとい

うのが書いてあるのですけれども、この18件の方た

ちはいつから資格証の交付を受けているのか。 

 あわせて、そういう重大な事態というのは深川で

生まれていないのか。それから、そういう人たちに

対してどういう対応をしているのか、お尋ねいたし

ます。 

〇瀬川市民課長 国保税にかかわって質疑をいただ

きましたけれども、まず最初に、国保料が高い原因

ということでありますけれども、これは私ども、や

はり年々被保険者の医療費が上がっていくという状

況の中で、いつでもどこでも被保険者に対して保険

給付を実施していくということのために、国からい

ただく財源以外に必要となる財源を国保税で集める

ということになりますので、健全な国保事業の運営

のためにはそれに見合う税率を設定していくという

ような形になります。 

 それから、国保税を低くするための対策といいま

すか、どういう方法があるのかということなのです

が、平成21年度におきましては私どもも国に対して

４点の要望、要請をしております。一つは、平成21

年度までに暫定措置とされておりました国保財政安

定化支援事業を含む三つの事業について、22年度以

降も継続してほしいと。これは、平成22年度から４

年間継続することが決まりました。二つ目は、先日
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の松沢委員の質疑にも答えさせていただきましたが、

地方単独事業の実施に伴う国庫負担金減額措置の撤

廃ということであります。これに対しても、今行わ

れている国会の中で省のほうから前進させていきた

いという言葉が出ております。それから、三つ目の

要望としては、特定健診及び特定保健指導の実施率

によって、後期高齢者支援金の加算、減算の状況が

ありますが、これを撤廃していただきたいというこ

と。４点目として、普通調整交付金の額の算定にか

かわる特例の一時停止。これは、収納率が前年度を

下回ると、減額されるというものがありますので、

これは撤回してほしいと。ただ、これについても、

厚生労働省から全体の基準を１％下げるという方向

性が打ち出されておりますので、こういったことも

我々の要請により願いがかなったと。こういったこ

とをしながら、事業にかかわる財源を確保して、少

しでもそういった財源を充てて低くしていきたいと

いう努力をしているところでございます。 

 それから、３点目に国保制度の動きについてでご

ざいますけれども、この制度が昭和36年度に全面施

行されまして半世紀がたつわけですけれども、やは

り制度自体に少しずつ疲労というものが出てきてお

りまして、昨年も都道府県ブロックごとに国保制度

に係る会議が行われまして、その中で徴収の方法だ

とか保険料の設定の仕方だとか、そういったことが

議論されておりまして、少しずつ中身が整理されて

いくものと考えております。 

 それから、国保被保険者に対する短期被保険者証

の関係でございますけれども、短期証、現在３回目

の交付を２月に行いました。その結果、未交付とな

っている世帯が50世帯ほどあります。１回目の通知

でもって59世帯が残っているものですから、この世

帯に対しては何らかの形で連絡することによって来

てもらい、窓口での納付相談あるいは面談を行うこ

とによって少しでも滞納額を減らしてもらう、そう

いうような対応をさせていただきたいと思います。

なお、この滞納世帯の中には中学生のいる世帯もあ

りまして、この方についてはきちんと短期証を発行

しております。 

 それから、資格証明書の交付状況でございますけ

れども、現在発行しております資格証につきまして

は、委員の質疑にもありましたとおり、平成21年２

月28日現在18件となっておりまして、現在の交付を

した方は、21年８月24日に交付させていただいてお

ります。この制度は平成20年12月から実施しており

ますけれども、そこから見て約半分ほどの数に今減

少してきております。理由としては、納付相談ある

いは面談に来ていただいたことから分割納付へとつ

ながりまして、資格証から除外されてきた方がふえ

てきたということであります。それから、短期証及

び資格証の交付についての考え方でありますけれど

も、これまでどおり措置要綱に基づきまして、特別

な事由がないにもかかわらず長期にわたって保険税

を滞納している、いわゆる悪質な滞納者に対して納

付の相談機会を確保するということで、これまでど

おり交付させていただきたいと思います。ただし、

その運用に当たっては機械的にはならずに、特別の

事情の判断材料については税務課と協議しまして、

その世帯の状況あるいは納付相談における履行の実

態あるいは資産、余剰金の状況などを総合的に判断

いたしまして交付していくということになっており

ます。資格証を交付しなければならなくなった理由

ですが、国保法等の中で１年間以上の長期にわたっ

て保険税の滞納がある方については、まず当市は短

期証で対応いたします。ただ、それが１年半以上と

いうさらに長期にわたって滞納が続いた場合には、

短期証を持って市役所のほうに来ていただいて、滞

納相談あるいは指導、面談をしっかりやっていこう

というようなことから、短期証に加えて資格証もさ

らに拡大して、そこで交付するようになったという

ことです。 

 それから、深川市の状況の中で資格証を交付され

ている中で、委員がおっしゃっているような状況に

ある方は私は聞いておりません。 

〇北名委員 そこで、聞いたのに答えていないと思

うのだけども、今の国保税の金額は非常に高いとい

うぐあいにいろいろな見方があると思うけれども、

ケースを３つ出してもらっているのですけれども、

所得に占める割合たるや、今のご時世の中で本当に

大きなものがあるのです。これに対する所見という

か、それをひとつ聞きたいと思うのです。 

 それから、国庫負担率がこの間大幅に下げられて

きたと。まさに自民党政治だ。そのツケがどんと来

ていると。新しい政権になって問題はたくさんある

けれども、税制というか、少し改善の向きがある。

これは大事な状況だと思います。そこで、短期証と

資格証のことをもう少し聞きます。ここに矛盾が集

約とは言いませんが、している一面があります。そ
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れで、短期証についてはこう言いました。こう言い

ましたというか、ここにある資料では、平成21年度

282件、今、若干の数の移動はあるかもしれないけ

れども、282出ていると。この短期証すら届けられ

る状況になっていないのは、今の答弁では50と言っ

たように聞こえたのだけれども、50あると。私、あ

る方と、納税の関係で短期証を持っている人と市民

課に行ったときに、市民課の対応、率直に言ってす

ごくいいと思った。ああ、そうかいと、次の短期証。

ただ、なぜその人が行ってなかったかといったら、

1,000円でも2,000円でも3,000円でも払える状況が

なかったから行っていなかったのです。だから、そ

ういう意味では、短期証を更新に来ないということ

を、今は放置するということは言わなかったから、

今まではどうだったかよくわからないけれども、や

ってくれると思うけれども、その人は病気になって

も、やっぱり保険証なしです。病気になっても、病

院へ行くのを我慢していた。それが１つ。その辺に

ついて、もう一回になって恐縮だけれども、未交付

の人に対する対応を聞きたいと。 

 それから、資格証のことは、今の答弁は少し違う

のではないかと率直に思っているのです。何か、平

成21年現在７件だというぐあいに今答えた。平成21

年８月24日、７件と。でも、そうではなくて、平成

20年からの資格証のままの人がそのほかにいるから、

この資料に18件と出てきているのでないかと私は思

うのです。何か先ほどの答弁の仕方は、現在、資格

証の人は減ってきて７件しかいないというぐあいに

言われたのですけども、違うのではないですか。18

件、今でもいるのではないですか。発行がされたの

が平成21年８月24日の人が７件だと、こういうこと

でないかと思うのです。その辺、正確に、私さっき

聞いたのは、18件の人はいつから資格証になってい

るのですかという聞き方をしたので、間違いないな

らそのことをもう一回答えていただきたいし、先ほ

ど言ったのは、そこに対する、これからやっていく

というようなことをもし言ったとするならば、これ

までどういう対応をしていたかと。こういう状況の

中で病院に行ったら10割払わなくてはいけないわけ

だから行けないのです。 

 そのことと、もう一つは、今、最後になぜこうい

う状況になったのかと聞いたら、短期証でやってい

て、１年半だかで資格証になると。そういうことを

聞いたのではなくて、国からペナルティーが来ると、

資格証の発行をしないという姿勢を堅持していると

いうことをこれまで言っていたはずです。ですから、

それをクリアするために踏み切らざるを得ないとい

うか、資格証の発行をするのだと、こう言っていた

と私は認識しているけれども、その辺整理してとい

うか、きちんと答えていただきたいと。 

〇瀬川市民課長 まず、１点目の更新していない世

帯、現在59世帯あります。これは短期証のみ取りに

来てない方、もちろんイコール、これは納税相談、

面談に来ていない方たちでありまして、これについ

ては、何らかの形でやはりお知らせしていきたいと

思います。ただ、やはり指導のためにこちらに来て

いただいて、こちらにあるいろいろな台帳等でもっ

て説明をし、そして分割納税とかそういったことを

相談していきたいと思っていますので、基本的には

やはりこちらに来ていただくということになります。

これまでも、市民課のほうで、あるいは税務課のほ

うでもそうですが、市役所に来られなくて自宅に来

ていただきたいという方には私ども行っております

ので、そういう方法も使いながら対応させていただ

きたいというふうに思います。 

 それから、資格証の関係ですけれども、今、資料

として載っている18件については、交付日は平成21

年８月24日であります。資格証の交付を始めたのは

平成20年12月からですが、そのときには35件ほどあ

りました。これがいろいろな面談だとか、あるいは

分割納入をすることによって、この数字まで今落ち

ています。その理由というのは、繰り返しになりま

すけれども、来ていただいて、相談に応じていただ

いて、そして少しずつでも納めていただいていると

いうことから、資格証から短期あるいは一般保険証

に変わった方もいるかもしれません。要するに、資

格証から解除されているということであります。 

 それから、提出した資料の43ページにある所得に

対して非常に税率が高いということでありますけれ

ども、これも先ほど少し触れさせていただきました

けれども、やはり国保財政を運営していくために、

その歳出の７割を占めるのが保険給付費でありまし

て、先ほども申しましたように給付をきちんとして

いくために、国からいただく50％の部分と、残りは

保険税で納めていただくことになりますが、収支が

合うような形の税率にしまして、財政をきちんとし

ていかなければ、先ほどから申し上げている給付と

いうのができなくなるわけですから、今現在の設定
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されている税率等は、適正に設定されているものと

思っております。 

 資格証を発行するに至ったペナルティーというこ

とをおっしゃっておりますけれども、確かに国保財

源の中で、国からいただける補助金の中に特定調整

交付金というのがありまして、その中で経営姿勢分

というのがあります。経営姿勢の中にはいろいろな

項目があって、その中に短期証だとか資格証を適正

に発行しているかどうかという項目があります。し

かし、それをもらうがためにやるということではな

くて、国の事業の中でそういう形で進めてほしいと

いう法律が決まっておりますので、それに基づいて、

我々は短期証あるいはさらに長期にわたって滞納さ

れている方であれば、資格証に踏み切るというよう

な形をとっているわけであります。 

〇北名委員 それで最後、資格証のことをもう一回

言うけれども、その何とか交付金といったか、それ

は資格証を出さないという方針を行政が決めている

ところがあると私は思うのだけれども、深川市もず

っと出してきていなかった。それを出すことに切り

かえたときには、それを出さないという方針のとこ

ろあるいは出していないところについては、交付金

が出てこないということがあったと思うのだけれど

も、それが１つ。もう一回聞かせて。 

 それから、資格証のことがどうもかみ合わないと

いうのは、18件というのは、平成21年８月24日に出

したのですと言ったでしょう。その人は、平成21年

８月24日に18件の人が資格証になったのでないので

はないのということを私は聞いているわけです。そ

の中には、平成20年12月１日からずっと資格証だっ

た人がいるのではないのと。それを聞いているので

す。わかるでしょう。そこに対する対応もあわせて、

もう一回答えてください。 

〇瀬川市民課長 私の記憶違いにより再度答弁させ

ていただきます。今回資料で提出させていただいた

18件の資格証につきましては、そのうち、８人につ

いては資格証が始まった平成20年12月１日に交付さ

せていただいております。その後、平成21年３月２

日付で３人、そして８月24日に７人ということで、

22年２月28日現在と押さえていただいて結構だと思

うのですが、この数が18件ということになっており

ます。 

〇宮田委員 歳入の355ページだと思います。先ほ

どから話題になっております、資格証明書の発行を

開始するなど経営姿勢の改善を行っていると思いま

す。このことに伴い国保税の徴収率が上昇し、いわ

ゆるペナルティーは既に解除されて、申請すれば加

算処置、いわゆるボーナスが支給される場合もある

と聞いております。 

 これらのことについて、今回の予算書にはどのよ

うに反映されているのか伺いたいと思います。 

〇瀬川市民課長 国保財源にかかわっての中で、経

営姿勢分の関係でお尋ねがあったと理解しまして、

お答えさせていただきたいと思います。 

 これは、国保事業における国からの補助金の１つ

として財政調整交付金というのがございまして、こ

れが普通調整交付金と特別調整交付金の２つになっ

ております。この特別調整交付金の中に、さらに国

保事業の運営に係る経営姿勢というものがありまし

て、この評価というものは、例えば今委員おっしゃ

るように収納率が上がる、あるいは短期被保険者証

あるいは資格証明書の適切な交付だとか、いろいろ

な項目が50項目ほどありまして、これを点数で評価

されております。これを年１回、国のほうに上げる

わけですが、その中で経営姿勢が良好だと判断され

れば、我々、ボーナスというか特々調と呼んでいる

のですけれども、平成20年度であれば2,000万円ほ

どいただけるというものです。 

 この交付金につきましては、例年１月中旬以降に

申請を行い、国から通知が来るのは４月になり、し

かもこの判定というのは、総体的に他の保険者との

間で点数が高いかどうかで比較されるものですから、

予算当初から上げることについては、私どもとして

はすべきではないという判断のもとで進めておりま

すので、平成22年度の予算には反映しているもので

はありません。 

〇宮田委員 おおむね了解いたしましたけれども、

先ほどもお話がありましたし、きのうの松沢委員の

質疑に対する答弁といいますか、やりとりで深川市

では乳幼児医療費無料化を行っていると思いますが、

このことについての経営姿勢の審査に関する影響に

ついて参考までに伺っておきたいと思います。 

〇川中委員長 松沢委員の質疑に対しての関連とい

うことですけれども、これは今の質疑にはなじまな

いのではないかと思いますので…… 

〇宮田委員 経営姿勢に関係することなので、今、

答弁の中にそのことが出てこなかったので、再度確

認したいという意味だったのですが。 
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〇瀬川市民課長 ただいま申しました経営姿勢の判

断項目は50項目ほどありますけれども、その項目の

中には、委員が今ご指摘された乳幼児云々は入って

おりません。 

〇川中委員長 国民健康保険特別会計予算を終わり

ます。 

 次に、議案第６号平成22年深川市後期高齢者医療

特別会計予算。 

〇北名委員 415ページの歳入にかかわって、また

短期被保険者証と資格証明書についてお尋ねします。 

 国保のところでも、随分というかいろいろ話をし

ましたし、答えをもらいましたが、後期高齢者医療

制度においては、この状況は変化していると私は思

っています。資格証は出さないというぐあいになっ

ているはずですし、短期証の発行状況はどうなのか。

資格証についてはどういうぐあいになっているのか

お尋ねいたします。 

〇瀬川市民課長 後期高齢者医療制度にかかわって

の質疑にお答えいたします。 

 現在、深川市に在住する75歳以上の被保険者を対

象とする方に対しての資格証明書及び短期被保険者

証の交付状況は、今のところゼロであります。 

〇北名委員 私はそれを了とする立場ですけれども、

事情というか、事情というのは難しい言い方になる

か。つまり考え方として、経営方針としてそういう

ことなのですか。その辺のことを少しお話しいただ

きたい。 

〇瀬川市民課長 厚生労働省といたしましては、保

険料を納付することができない特別な事情がないに

もかかわらず、長期にわたって保険料を滞納してい

る被保険者に対しては、納税相談、面談、そういっ

たものをしっかりしなさいという形で、もし滞納が

あれば短期証あるいは資格証を交付するという仕組

みを一応つくっております。がしかし、今回交付す

る上での運用について、現内閣におきましては、高

齢者が必要な医療を受ける機会が損なわれないよう

に原則としてこれを交付しないという立場、基本的

な方針を持っています。この後期高齢者制度の実施

運営というのは、北海道の179市町村でつくってい

る北海道広域連合が主体となりますけれども、北海

道の広域連合におきましても、この考え方に基づい

て事務手続が行われているところでありまして、先

日確認しましたら北海道内においても資格証を交付

している実績はないという状況になっております。 

〇北名委員 現政権がそういう方針をとっていると

いうところは、瀬川課長も力強く言われたと。全く

そのことが大事なのです。政治哲学というか方針と

いうか。国保の関係も含めてですけれども、よほど

悪質なというのは鼻につくと思うのですが、ほとん

どが悪質というよりも、払えなくてそれになるわけ

です。そういう意味では、その姿勢たるやよしとい

うことで、答弁は不要です。 

〇川中委員長 後期高齢者医療特別会計予算を終わ

ります。 

 次に、議案第７号平成22年度深川市老人医療特別

会計予算。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 老人医療特別会計予算を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ３時１９分 休 憩） 

                       

（午後 ３時３０分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 次に、議案第８号平成22年度深川市簡易水道事業

特別会計予算。 

〇東出委員 簡易水道事業のところで、質疑をさせ

ていただきたいと思います。 

 簡易水道事業の上水道への統合についてお聞かせ

いただきたいと思います。市内の簡水事業で、残っ

ているのは更進の簡水だけと思っているのですけれ

ども、上水道への統合の内容についてまずお聞かせ

いただきたいと思います。 

 さらに、統合した場合、今の給水者、50戸ぐらい

戸数があるようですけれども、料金等々についてど

のように変わっていくのか、そこら辺のところもお

示しいただきたいと思います。 

 加えて、その50戸の皆さん方を含めた地元の方に

どういう形で説明され理解を求めていくのか、そこ

ら辺のところについてもお聞かせいただきたいと思

います。 

〇松浦上下水道課長 簡易水道の統合についてお答

え申し上げます。 

 深川市の簡易水道は、過去に５カ所ほどありまし

たが、水道事業の拡張に伴い上水道に統合してきま

して、現在は音江町更進地区の１カ所となっており

ます。簡易水道に関しましては、厚生労働省より同

一行政区域内に上水道と簡易水道が存在する場合は、
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平成28年度までに統合すべきという通達が出されて

いまして、遅くても28年度までには統合が必要とな

るものであります。また、深川市の簡易水道事業の

単年度収支につきましては、毎年赤字でありまして、

今後も単独の会計運営を継続しますとあと二、三年

で繰越金がなくなりますことと、そしてまた新たな

起債償還が平成23年度から始まり、単独経営がます

ます厳しくなりますことから、水道事業会計と統合

することによって健全な事業運営に努める必要があ

ると考えております。なお、音江町更進地区まで上

水道管を布設することではなく、簡易水道会計を水

道会計に吸収する形の会計を１つにして、健全な管

理運営を目指そうとしているものであります。 

 質疑の統合した場合の料金などについてでありま

すが、まず料金について一般家庭の場合で申し上げ

ますと、上水道料金は１カ月15トン使用の場合は

3,951円となっております。また、同じ条件の簡易

水道の料金は2,703円でありますので、上水道料金

の68％、約３分の２となっております。そこで、今

後簡易水道を統合しますと、簡易水道利用者の負担

は３割程度増加となりますが、簡易水道単独で料金

見直しをした場合、概算ではありますが、件数が少

ないことから現在の簡易水道料金を約２倍近くに設

定する必要があると推測しております。次に、統合

した後の維持管理につきましては、現在の維持管理

は遠方監視制御装置についても上水道に取り組むな

ど上水道と一体で管理運営しておりますので、今ま

でどおり何も変更はないと考えております。 

 次に、地元の理解ということについてでございま

すが、簡易水道の利用件数は約60件ありますが、利

用者の皆様には統合についてご理解していただく必

要がありますので、昨年12月に簡易水道の利用者全

員を対象に、簡易水道の今後について概要説明を含

めた案内文を送付し12月16日に説明会を開催しご意

見などを伺っております。また、説明会では、統合

について具体的反対意見はありませんでしたので、

説明会に参加された方には、一定程度のご理解をい

ただいたものと考えております。なお、説明会に参

加できなかった方に対しましては、後日、説明会で

配布した資料と主な質問と回答も添えて送付してお

ります。所管といたしましては、平成22年度が水道

料金の見直し年度でありますことから、それとあわ

せて上下水道経営審議会に諮りご意見をいただく中

で、統合の事務作業を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇川中委員長 簡易水道事業特別会計予算を終わり

ます。 

 次に、議案第９号平成22年度深川市農業集落排水

事業特別会計予算。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 農業集落排水事業特別会計予算を終わります。 

 次に、議案第10号平成22年度深川市地方卸売市場

特別会計予算。 

〇田中（昌）委員 市場の特別会計ということでお

伺いしたいと思います。 

 歳入の市場使用料というところで、予算説明の際

に新年度の売上高８億3,635万2,000円は、昨年と全

く同じ数字だったと記憶しております。この売上高、

昨年と同額ということですが、これまでずっと売上

高については減少傾向というお話を聞いております

が、新年度に向けてこの売上高が確保されるものな

のかどうか。 

 あわせて、今年度の収入見込み等もあわせてお伺

いしたいと思います。 

 市場の取り組みについて、特に私は雑多な土曜市

が大好きで、山下市長もよく顔を出しているようで

すけれども、私が行ったときに、さっき市長来てい

ましたよみたいな話をよく聞かされます。非常にに

ぎわいと活気のあるところが、ある意味深川らしさ

があの中にあるのではないかと思いますので、そう

いった取り組みも市場の取り組みの中で努力されて

いることを高く評価しながら、ぜひ今後売り上げが

どのように向かっていくか非常に重要なことでござ

いますので、お伺いしたいと思います。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇田中（裕）委員 今、土曜市の話が出ましたので、

関連で質疑をしたいと思います。 

 私もよく利用しておりますし、土曜市で田中昌幸

委員とも会ったことも何度もありますけれども、こ

の対面式の販売というのは非常に温かみがありまし

て、利用者と交流を深めながら販売しているという

のは、本当によいものだと感じます。平成16年から

開催されております土曜市ですけれども、これは市

民にも根づきまして、私以外の市民にも非常に愛さ

れていると思います。全国を見ますと、多くの市町

村でもこういう市が開かれております。行政視察な

どでお邪魔しますと、パンフレットを作成しており

まして、行政としても一つの名物として位置づけて
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おります。 

 何点かお伺いしますけれども、まず行政としてこ

の土曜市を深川市の名物と位置づけ、これは財政支

援以外でもいろいろな支援の仕方があると思います

が、その考え方についてお伺いしたいと思います。 

 また、過去、同様の質疑があったと思いますが、

市民への周知の方法はどのようになっているのか。 

 加えて、今まで行政としてどのような支援を行っ

てきたのか、お聞かせいただきたいと思います。 

〇伊藤商工労働観光課長 お答えいたします。 

 まず最初に、田中昌幸委員から質疑がありました

平成22年３月15日現在での深川市地方卸売市場の特

別会計におけます市場使用料の21年度の決算見込み

でございますが、歳入における市場使用料予算額に

つきましては、売上高８億3,635万2,000円の1000分

の６、501万8,000円に対します。売り上げ見込み高

８億8,930万7,000円の1000分の６でございますので、

533万5,000円でございまして、あくまでも見込みで

ございますが、31万7,000円程度の増となる見込み

でありまして、これらは卸売業者や買受人協同組合

などの関係各位のご努力によるものと考えているも

のでございます。 

 平成22年度予算につきましては、これらの決算見

込みから、市場使用料は21年度同額の501万8,000円

を計上させていただいたものでございまして、新年

度予算につきましては、冷凍機の更新による修繕費

や市場借り上げ料などの維持管理経費の減少などに

よりまして、21年度歳入及び歳出当初予算総額の

900万円に対しまして、22年度は50万円減の850万円

を計上させていただいたものでございます。 

 今後におきましても、経費節減に努めながら、北

空知における生鮮食料品の安定供給に努めてまいり

たいと考えておりますし、歳入の確保の部分につき

ましては、数年前、大手取引先でありますＡコープ、

ホクレンショップ等の取り扱いがなくなったという

ことでありまして、急下降といいますか、下降線を

たどっておりましたが、今後は大きな減少要素はな

いものと考えてございます。 

 ２点目に、田中裕章委員の質疑にお答えをいたし

ますが、土曜市につきましては、平成16年７月から

卸売業者と買受人協同組合の共催によりまして、毎

週土曜日に卸売市場を会場に実施されております。

市内中心市街地では、大手スーパーの撤退など生鮮

食料品を取り扱う商店が減少している状況もありま

して、自動車を持たない高齢者、また周辺住民にと

りましては大変喜ばれておりますし、新聞報道等も

ございましたが、常連客や市外からの団体客でにぎ

わっておりまして、地方卸売市場の特別会計といた

しましても市場を通しての売り上げ増となりまして、

そのことによりまして使用料の増収に結びついてい

るところでもございます。 

 そこで、土曜市への支援でございますが、昨年12

月、土曜市の開催に合わせまして、市長ともども商

工会議所、商店街振興組合であの会場をお借りしま

して、地元でお買い物キャンペーンを実施しました。

その際には、年末商戦を控えておりましたことから、

土曜市の次回の開催予定のチラシを皆様に配布し周

知するなど、また大型バスが立ち寄った際に駐車ス

ペースの確保などご相談がありましたので、支援さ

せていただいているところでございます。 

 今後に向けましても、たびたび新聞報道やテレビ

放送されるなど本市のＰＲにも大きく貢献していた

だいておりますし、委員ご指摘のとおり名物である

という認識もしておりますので、市民の憩いの場、

集いの場として定着しております土曜市を開設者の

立場、行政の立場で引き続きできる限りの応援をし

てまいりたいと考えております。 

〇川中委員長 地方卸売市場特別会計予算を終わり

ます。 

 次に、議案第11号平成22年度深川市下水道事業特

別会計予算。 

〇長野委員 ページ数で532ページになるかと思い

ますけれども、１款１項の下水道事業費につきまし

て、その中で汚泥の有効活用につきまして考え方を

お尋ねいたしたいと思います。 

 下水汚泥につきましては、焼却処理というような

ことで現在処理をされていると仄聞するところであ

りますけれども、多額な経費が要しているというこ

とも承知しております。現在、有効活用に取り組ま

れているとは思いますけれども、汚泥の活用の現状

につきまして、どのようになっているのか、また今

後どのように取り組まれるのかお尋ねいたしたいと

思います。 

〇高瀬上下水道課主幹 汚泥の有効活用についてお

答え申し上げます。 

 初めに、有効活用の現状についてでございますが、

汚泥は下水道の終末処理場であります浄化センター

で汚水を浄化する過程において、微生物が汚水中の
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有機質を分解後、沈殿したもので、汚泥には窒素、

リン酸、カリなど、多くの有機物を含んでいますこ

とから、緑農地の肥料として適しているものでござ

います。しかし、下水汚泥は脱水処理しても含水率

が高いため扱いにくく多少のにおいもありますこと

から、これまで農業者の方からは肥料として敬遠さ

れることが多く、本市におきましては全量を民間業

者に委託し、焼却、埋立処分を行ってきたところで

ございます。そのような中、原油高騰の影響により

焼却処理単価が値上げとなり、所管といたしまして

も処理費増額に苦慮していましたが、市内農業者の

方より汚泥を肥料として農地に有効利用したいとの

申し出があり、肥料として利用するに当たりまして

は国の肥料登録が必要となりますことから、平成20

年度、国に申請し肥料登録を取得したところでござ

います。また、下水汚泥は産業廃棄物となるため肥

料として再利用する場合、その利用者は都道府県知

事の個別指定許可が必要となりますことから、再利

用する農業者の方に肥料利用組合を設立いただき、

その利用組合が道に申請し、昨年４月に道より再生

利用の個別指定許可を得たところでございます。こ

のことによりまして、汚泥の肥料登録や再生利用の

個別指定などが調った平成21年度におきましては、

深川市で毎年発生する汚泥、年間約1,100トンのう

ち約370トンの汚泥を利用組合の方の堆肥盤などに

運搬し、堆肥として農地還元による汚泥の有効活用

と処理費用の削減に努めたところで、残りの汚泥

730トンにつきましては、従前どおり民間業者に手

数料を支払い、焼却、埋立処分をしてきたところで

ございます。 

 次に、今後の取り組みについてでございますが、

所管といたしましては、資源の有効利用と維持管理

費の軽減を図るためには汚泥全量を利用できるよう

な取り組みが必要と考えており、これまで道内の自

治体で汚泥堆肥に取り組んでいる先進地の処理工程

や施設規模など状況を視察する中で、汚泥全量を活

用するに当たりましては、副資材であるわらやもみ

殻などを混合できるような堆肥化施設の建設が必要

となりますので、今後、肥料利用組合と十分協議し

ながら国の補助メニューを活用しての堆肥化施設の

検討を行い、汚泥の有効活用と汚泥処理費の削減に

努めてまいりたいと考えております。 

〇川中委員長 下水道事業特別会計予算を終わりま

す。 

 次に、議案第12号平成22年度深川市土地区画整理

事業特別会計予算。 

〇太田委員 563ページ、駅北地区の土地区画整理

事業のところでお伺いしたいと思います。住居表示

の関係になりますから、総務費のところになりまし

て、担当は市民課ということでありますから、二つ

にまたがってどうか聞いていただきたいと思います。 

 駅北の区画整備事業、既にご承知のように平成16

年から進められておりまして、23年度で終了という

ことであります。ここで、以前も私は指摘しました

けれども、今、駅北本通りが既にできまして、その

ことによって今までの住居表示、区画整理の関係で、

この町内なり何々町いうところの住居表示がこの２

つに分かれてしまうと。住居表示というのは、ご承

知のように道路、川、鉄道、用水、こういったとこ

ろで大きく分かれる、分けるというような形で来て

おるわけでありますけれども、ここのところで２つ

に分かれるところがあるということであります。こ

れに対してどのように対応していくのか、お伺いし

たいと思います。 

〇堀川都市建設課長 深川駅北土地区画整理事業の

質疑について答弁させていただきたいと思います。 

 駅北土地区画整理事業は、今、委員の質疑のとお

り平成16年度の事業着手以降、23年度までの８年間

の事業計画をもって事業を実施してきておりまして、

19年度に駅北本通り、20年度に駅北広場が完成し、

順調に推移していると思っております。土地区画整

理事業では、道路、公園などの公共施設を整備する

と同時に、個々の土地の条件を考慮しながら最も利

用しやすい宅地の再配置を行います。このように、

もとの宅地に対して新しく置きかえられた宅地を換

地といいまして、換地には、もとの宅地についての

権利がそのまま移っていき、換地は換地処分という

方法で、原則として地区内において一斉に行われる

ことになります。また、仮換地の指定は、換地処分

と同様の内容で行われるのが通例であります。 

 質疑にあります駅北本通りの西側、駅北広場から

大正緑道までの街区でありますが、地番といたしま

しては北光町１丁目となっております。平成19年11

月２日に行われた第５回土地区画整理事業審議会に

おいて意見を伺い、答申を受け、地権者の同意を得

て仮換地指定を行った街区でありまして、隣接する

のが太子町という状況でございますが、もとの土地

の地番、北光町１丁目がそのまま移っている状況で
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あります。土地区画整理事業といたしましては、平

成23年度に換地処分を実施する予定でありますので、

町または字区域を変更する場合は、その時点が最良

と考えております。 

〇瀬川市民課長 ただいまの質疑の中の駅北本通り

西側の街区の住所表示につきましては、市民課のほ

うでお答えさせていただきたいと思います。駅北地

区土地区画整理事業におきましては、駅北広場から

延びる市道駅北本通線が整備されたことによりまし

て、委員の質疑の中にもありましたとおり、北光町

１丁目の区域が分断されておりまして、市道駅北本

通線の西側の一部町名が、現在、北光町１丁目とし

て残っておりまして、隣接する太子町との町界との

関係からも、このまま残しておきますと行政区分や

学区という点からも、やはり不都合が生じるおそれ

がございます。予算審査特別委員会の２日目の山田

委員の質疑にも答弁させていただいておりますけれ

ども、深川市が今現在、法に基づいて採用させてい

ただいている住居表示方式というのは街区方式とい

いまして、水路だとか鉄道だとか、あるいは道路、

こういったもので区分された地域を街区と称して、

ここに住居表示をしていくということになっており

ます。こういった点からも、駅北広場から大正緑道

までの西側区域の町界変更について、今後、市役所

内の関係部局、それから団体及び町内会との協議を

進めてまいりたいと考えております。 

〇川中委員長 土地区画整理事業特別会計予算を終

わります。 

 次に、議案第13号平成22年度深川市駐車場事業特

別会計予算。 

〇田中（裕）委員 586ページ、市営駐車場につい

てお伺いしたいと思います。 

 まずは、１条駐車場の利用者数の推移についてお

伺いいたします。年々、利用者数が減ってきたとお

聞きいたしておりますけれども、まず減ってきてい

る要因として、所管ではどのようにとらえているか

お聞かせください。 

 加えまして、まちなか居住等推進委員会では、１

条駐車場についても話し合われたと聞いております。

その内容と今後の方向性についてもお伺いいたしま

す。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇北名委員 関連して、私も聞きます。 

 資料の一番最後、都市計画審議会の３月12日の出

席人数をお知らせいただきたい。 

 あとは、小田原評定をしているというのが率直な

印象でありますけれども、いつまでに答えを出して

いくのか。そのあたりをまず聞かせてください。 

（｢関連」と呼ぶ者あり） 

〇山田委員 ほとんど同じ質疑でございますけれど

も、この実績推移については、平成15年度以降の利

用実績ということでお願い申し上げたいと思います。 

 あとは、両者の質疑と中身が一緒でありますので、

よろしくお願いします。 

〇堀川都市建設課長 駐車場特別会計について、３

人の委員の方々から質疑をいただきまして、順不同

になるかもしれませんが、私のほうから順次お答え

いたします。 

 まず最初、北名委員から予算審査特別委員会の資

料の中で、都市計画審議会の３月12日に開催した人

数が抜けているということでございます。これにつ

きましては、３月12日以前に資料をつくったもので

すから、それで抜けております。申しわけございま

せんが、当日の委員さんの出席人数は８人になって

おりますので、ご記入のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、田中裕章委員の１条駐車場の利用者数の推

移及び減ってきている要因として、所管ではどのよ

うにとらえているかということについてお答えいた

します。１条駐車場は、昭和51年の開設以降、63年

度には年間最大の利用となる９万8,557台を数えま

したが、隣接する遊技場利用者の駐車台数の減少な

どにより、平成３年度からは大きく利用台数が減少

し、５年度には約２万5,000台までに減少したとこ

ろでございます。その後、営業時間の見直しなどに

より、平成11年度には４万台近くまで復調しました

が、隣接するスーパーの撤退や市立病院やプールな

どの公共用地を含めたまち中の駐車可能地の増加な

どにより、20年度では１万2,891台まで減少してい

る状況でございます。 

 山田委員の質疑の平成15年度以降の利用台数の実

績でございますが、15年度以降の利用台数は、15年

度で２万5,983台、16年度で２万2,433台、17年度で

１万8,339台、18年度で１万7,748台、19年度で１万

5,453台、20年度で１万2,891台の実績であり、15年

度と20年度を比較すると、利用台数で１万3,000台

の減、率で申しますと約50％の減でございます。 

 このような状況の中、まちなか居住等推進委員会
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等を開いて、１条駐車場について検討してきたこと

について申し上げますと、１条駐車場については、

施設の立地条件などを考慮し、その有効利用及びあ

り方について検討を進めてきたところであります。

また、本市におきましては、人口の減少などに伴い、

中心市街地については空洞化対策を講じる必要もご

ざいますので、このことの検討を行うため、深川市

まちなか居住推進にかわる庁内検討委員会を平成20

年８月に設置し、その中で１条駐車場の高度利用に

ついても検討してきたところであります。その結果

をもとに、平成21年６月からは、市民団体の代表の

方々の意見を賜るため、深川市まちなか居住等推進

委員会を設置し、推進委員会では、１条駐車場の意

義や存続については見直される時期に来ているとい

う論議のもと、１条駐車場用地の利活用に関するこ

となどをご審議いただき、提言をいただいたところ

であります。提言となります１条駐車場用地の利活

用案につきましては、一つ目には、高齢者を中心に

多様な世帯が住める集合住宅の建設用地。二つ目に

は、高齢者が歩いて買い物、病院に行けるよう、民

間の高齢者福祉施設建設用地。三つ目には、市内コ

ミュニティを活発化させるための多目的イベント広

場などの会場用オープンスペース。四つ目には、ま

ち中に店舗を誘致するための用地。五つ目には、そ

の他まち中が活性化するための用地利用ということ

であります。この五つの提言をもとに、庁内の関係

する部課、関係機関のご指導もいただきながら中心

市街地が一層魅力ある空間となりますよう、具体的

に１条駐車場用地の利活用について検討してまいり

ますが、今定例会におきまして山田議員の質問に、

駅西側の土地利用について、市長から中心市街地の

活性化ですとか、まちなか居住の推進ですとか、コ

ンパクトなまちづくりに向けてですとか、さまざま

なまちづくりを考える際に、１条駐車場を含め駅西

は大変重要なエリアでありますし、しかるべき時期

にこのエリアをどのように整備、発展していっても

らったらいいのかといった大きなグランドデザイン

といったようなものについても、いつかの段階で検

討してまいりたいと答弁しておりますので、そのこ

とに向け先ほど五つの提言をいただきましたが、提

言も含め所管として検討したことをその後について

反映していきたいと考えておりますので、北名委員

の質疑にありました、いつまでということでありま

すが、なかなか時間がかかるものだと思っておりま

す。また、利活用が決まるまでの期間につきまして

は、現在の１条駐車場の管理運営を行っていきたい

と考えております。 

〇北名委員 それで、小田原評定とも言ったけれど

も、今度、市長のグランドデザインという話も出て

きたけれども、この話は、これまでのまちなか居住

だとか都市計画審議会だとか何かに出ていたことな

のですか。振り出しに戻って検討するということな

のですか。 

 それから、さきの山田議員の一般質問では、民間

の人が持っているところについては、非常に困難性

があるという話もあったわけですから、それも含め

てまた考えを仕切り直すといったら、全然いつにな

るかわからないという状況になるような、私は率直

にそんな気がするのですけれども、その辺いかがで

すか。 

〇堀川都市建設課長 所管といたしましては、１条

駐車場用地の利活用ということで、庁内検討委員会

及び推進委員会で議論していただき、五つの提言を

いただきました。ということは、駅西エリアのこと

も少しは考えつつ、基本的には所管で管理しており

ます１条駐車場についての利活用ということで検討

してきたことでありますので、先ほど私が申しまし

たとおり、今後、駅西側の大きなエリアとして検討

するとしておりますので、時間は相当かかるものと

いうことであると考えています。 

 ただし、推進委員会からいただいた五つの提言が

ございますので、それについては、その提言を生か

せるよう今後努力していきたいと考えております。 

〇川中委員長 駐車場事業特別会計予算を終わりま

す。 

 以上で特別会計の質疑を終わります。 

 次に、事業会計の質疑に入ります。質疑は、全般

を通じて行います。質疑をされる委員は、必ずペー

ジを告げてから発言願います。 

 初めに、議案第14号平成22年度深川市水道事業会

計予算。 

〇北名委員 ここでは資料も出していただいており

ますけれども、給水停止についてお尋ねします。 

 現在、15世帯給水停止をしていると。一番早い人

は平成15年８月からですから、もう６年以上たちま

した。ずっと給水停止であると。それぞれいつから

というのが出ていますから、ずっと給水停止なのだ

と思うのですけれども、こういう方たちに対する対
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応というか、お金を払わなかったから給水停止と。

単純ではないけれども、給水停止の基準、それから

給水停止をしている家庭に対する対応。 

 それからもう一つつけ加えれば、給水停止をして

いる家庭に子供たちがいないのかどうか。つまり小

学生と中学生とかいう、そういうことも含めたその

辺の対応はどういう現状でございますか。 

〇松浦上下水道課長 水道の給水停止についてお答

え申し上げます。 

 給水停止は、水道料金を滞納している方に対しま

して、収納対策の最終手段として実施しているもの

であります。水道事業会計は料金収入によって運営

する必要がありますので、料金が未払いでは事業運

営が困難となりますので、使用した分は、すべての

方から料金をいただくことが公平負担の観点からも

必要と考えております。 

 深川市の給水件数は現在9,800件ありますが、そ

のうち滞納料金に伴い給水停止となっている件数は

現在15件であります。具体的には、提出してありま

す予算委員会の資料のとおりでございますが、居住

しているが水道を希望していないというのは６件で

あります。 

 まず、水道停止の基準ということに関してでござ

いますけれども、給水停止に至る基準につきまして

は、ある一定の滞納月、期間になった段階で給水停

止の手続に入りますけれども、手順を踏んでやって

おります。まずは督促状、催告書等は最初に行いま

すけれども、その後に給水停止予告書、そして全く

連絡がない場合に給水停止通知という順にやってお

ります。 

 それから次に、給水停止者についての対応につい

てでございますけれども、給水停止となる方につき

ましては、経済的など、それぞれ事情があると考え

ておりますが、所管といたしましては、料金の納入

が滞っている方には給水停止に至る前に、できる限

り個々の生活状況を伺った中で分割納付など支払い

方法についてご相談に応じるなどの対応に心がけて

おりますし、また給水停止通知におきましても、一

括納付できない場合は分割納付の相談に応じる旨の

お知らせも添えまして、料金の納入をお願いしてい

るところでございます。 

 それから、提出してある表の15件のうち、その家

庭に子供がいないのかということに関してですけれ

ども、それぞれの家族構成は正確には把握しており

ませんが、すべてがひとり世帯であるように聞いて

おります。 

〇北名委員 それで聞きたいのは、給水停止という

所管の方たちからも聞いているから、私は慎重にや

ってくれていると。水は冷たいけれども、冷たい対

応を決してしていないというぐあいに信頼しており

ます。 

 その上に立ってもう少し聞きたいのは、この九千

何件の中で15件という世帯、全道的に見てどの程度

かわかるのか。恐らく給水停止件数なんていうのは

どこかのデータであると思うのだけれども、多いと

か少ないとか、その辺がわかれば教えてほしいのと、

対応の問題なのです。それで、いろいろ工夫されて

やったけれども、結論として停止というぐあいにな

って、その対応として、例えばここでまたプライバ

シーが出てくるけれども、お金がなくて払えないと

いうのが一つなのだから、民生委員さんだとかある

いは行政の中での保護係だとか、何かそういうとこ

ろと連携をとって網の目のような形といくかどうか

わからないけれども、そこを正確に理解しながら、

いい方向に向かってもらえるような、そういうこと

が私は必要だと思うのだけれども、これは大したい

い考えでないかと思うのだけどもどうですか。 

〇松浦上下水道課長 お答え申し上げますけれども、

まず、15件という件数が他の自治体と比較して多い

か少ないかということに関してでございますけれど

も、ほかのほうは調査しておりませんので、比較と

いうことに関してはわかりません。 

 それから、いろいろとお金のない方、それから民

生委員等の連携ということでございますけれども、

所管としましては、決して厳しく対応しているわけ

ではないと思っております。実際に苦しい方に対し

ては、所管としてはほかに救済手段が用意されてお

りますので、それはそちらのほうでやっていただけ

て、こちらとしては、料金のほうをいただければと

思っております。そういうことでありますので、連

携に関しては特にやっておりません。 

〇北名委員 それで、最後のところはやっていない

ということはわかったし、そうなのだと思うけれど

も、そして先ほどの恐らくは単身世帯だと思うとい

う言い方もしっかりキャッチしているのだけれども、

やはり家族構成だとかそういうことは非常に重要で

すし、あわせて今どうこうという答えが完全に出な

くても連携をとるというか、そしてそこを浮き彫り
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にというか、そこがどういう家庭なのかと。もし支

援の措置があるとするならば、どうなのだというこ

とまで一歩進めるような検討をぜひしていただきた

いと私は思いますが、いかがでございますか。 

〇松浦上下水道課長 お答え申し上げます。 

 それぞれの家庭の家族構成だとか、そういうこと

に関しては一定程度把握しているつもりですけれど

も、連携に関しては、今後どういう方法がとれるか

わかりませんけれども、できる範囲で検討してまい

りたいと思います。 

〇川中委員長 水道事業会計予算を終わります。 

 次に、議案第15号平成22年度深川市病院事業会計

予算。 

〇渡辺委員 ４ページの平成22年深川市病院事業会

計予算実施計画の収益的収入及び支出に関連して伺

っておきたいと存じます。 

 深川市立病院の経営健全化計画で、議案第21号で

提案されておりますので、それらの意見の開陳があ

ったと承っておりますので、ここで２点伺っておき

たいと存じます。 

 １点目につきましては、病院の事業会計の交付税

の算入でありますが、調書によると、平成20年は４

億8,500万円、21年度は６億2,700万円の状況であり

ますが、今の新しい新政権において非常に心配する

と同時に、22年度以降ということになろうと思うの

ですけれども、今後の状況、判断、認識、それらに

ついてどのようにお考えになっているのか、伺って

おきたいと存じます。 

 もう一点は、ＰＥＴという機器がございますが、

頭から足の先まで全部検査ができるという非常に高

額な医療でありますけれども、市立総合病院には相

当早くに入っていたと承知しておりますし、このこ

とは、全道的に見ましてもそう医療機関にないと私

は聞いておりましたけれども、最近は多くなったよ

うであります。そういうことを考え合わせますと、

今日まで利用状況、そして２点目には、効果がどの

程度上がっているのか。３点目に、この利用の問題

と同時に専門のドクターが非常に少ないというか、

あるいはなかなか専門のドクターがいないと伺って

いるわけでありますけれども、この状況について伺

っておきたいと存じます。 

〇平山財政課長 １点目の交付税の算入状況につい

てお答えいたします。 

 平成22年度の市立病院に対する繰出金、負担金、

補助金、出資金等を合わせますと10億9,000万円ほ

どになり、これにかかわる交付税の算入はどうなの

かということでございますけれども、22年度の予算

におきましては、該当する交付税の費目で、企業債

の償還分を除くと21年度並みとして試算しておりま

す。これは、実際の算定額というのが、補正係数な

どが示される本年７月の普通交付税の算定を待たな

くてはならないという状況にございまして、現段階

では、交付税の算入額10億9,000万円のうちのどの

程度かということについて明確にお示しする状況に

はないということでございます。平成22年度の交付

税が国全体で一定の伸び率を示しているということ

がございますので、委員が引用されました21年度の

６億数千万円という数字、そういったものを恐らく

ある程度は超えてくるという感じはしておりますけ

れども、それがどの程度なのかについては不透明な

状況でございます。今後につきましては、交付税の

総額の動きですとか単位費用、そういった状況によ

って変動するものですけれども、財政運営に当たり

ましては、その動きを注意深く見守っていくという

ことで対処してまいりたいと考えております。 

〇籔市立病院管理課長 私からは、２点目のＰＥＴ

の利用状況と効果についてお答えいたします。 

 ＰＥＴの利用件数でございますが、平成20年度は

21件でございましたが、21年度は２月末までで43件

と倍増しておりまして、診療並びに収益上の効果は

上がってきているものと考えております。また、Ｃ

ＴやＭＲＩなどの画像を読み、診断することを読影

といっておりますけれども、市立病院には高度な専

門性を要する画像の読影ができる固定の専門医が平

成17年５月から１人派遣されております。したがい

まして、ＰＥＴの読影は当院のドクターが行ってい

る状況でございます。 

〇北畑委員 １点、病院事業会計というよりも、病

院行政にかかわるかと思うのですけれども、新年度

から診療報酬の明細書を各患者さんに渡されるとい

う制度が新たに施行となります。 

 そこで、２点お伺いしますけれども、このメリッ

トはもう既にご承知かとは思うのですけれども、こ

の導入に対するスケジュールが１点。 

 それから２点目に、メリットがはっきりしており

デメリットはないと思うのですけれども、不都合な

部分はあるのかないのか。 

〇籔市立病院管理課長 診療報酬明細書についてお
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答えいたします。 

 まず初めに、導入スケジュールでございますが、

診療報酬明細書につきましては本年４月から導入と

いうことになりますので、この後、プログラム修正

を行って間に合わせていくという状況でございます。 

 それから、メリット、デメリットというところで

ございますけれども、診療報酬明細書発行につきま

しては、医療費の透明化や患者さんへの積極的な情

報提供の推進を図るため、レセプト電子請求を義務

づけられた医療機関などは、原則、医療費の領収書

の交付をする際に、診療報酬の算定項目のわかる明

細書を無償で交付しなければならないということで

ございまして、この明細書にはレセプトとほぼ同様

の内容が記載されることになりますので、患者さん

のメリットといたしましては、ご自分の医療費につ

いて、詳しく内容が確認できるようになると、これ

が一番の大きなメリットだと考えております。デメ

リットの関係でございますが、内容がよくわかると

いうのはいいのですけれども、例えば告知していな

いがん患者さんの場合であるとか、そういった部分

について、それが明細書を見ると抗がん剤であると

かいったような部分が明らかになってきますので、

そこら辺については、療養上の支障がある場合は発

行しなくていいというような解釈が出ておりますけ

れども、現実、現場においてどのような問題点が生

じるのかというところは予測がつかない状況でござ

います。 

〇北畑委員 具体的なことは了解いたしました。 

 今、デメリットというよりも不都合と言ったほう

がいいかとは思うのですけれども、その辺は個々の

ケースかとは思うのですけれども、すべて100％万

歳、メリットということでもないということでござ

いますので、病院の対応という部分がかなり重要か

と思いますので、その辺で見解がありましたら伺い

ます。 

〇籔市立病院管理課長 見解といいますよりも、こ

のことは全国的なことでございますので、これまで

北海道厚生局であるとか、そういった関係のところ

にいろいろ問題点を問い合わせているのですけれど

も、不明ということになっておりましたが、３月24

日に旭川で診療報酬改定、今回の改定の説明会が予

定されておりますので、そういった中で、他の医療

機関とも情報交換をしながら、疑問点、問題点など

を整理していきたいと考えておりまして、支障の部

分につきましては、今後の取り組みということにな

ってまいりますので、できるだけ混乱のない形で進

めてまいりたいと考えております。 

〇田中（裕）委員 病院事業会計の中から、ノロウ

イルスについてお伺いしたいと思います。 

 今ちょうど流行している時期ではないかと思いま

すし、きょうの新聞にも、深川保健所管内の介護施

設４人からノロウイルスが検出ということで出てお

りました。この時期は、福祉施設にしても保育園に

しても、感染予防のために研修を受けたり最大限の

予防の努力をしております。非常に強力な感染力を

持っておりますノロウイルスですけれども、多くの

入居者が住む施設でノロウイルスの疑いの患者が出

た場合、市立病院の対応としてはどのような形をと

っておられるのか。 

 また、感染病床が４床あるとお聞きしております。

その現状と、わかれば利用率、病床の管理は保健所

になると聞いておりますけれども、ノロウイルスと

診断された患者は感染病床に入院できる対象者なの

か。 

 あと、保健所と今まで協議した経過があればお知

らせいただきたいと思います。 

〇籔市立病院管理課長 ノロウイルスについてお答

えいたします。 

 このウイルスにつきましては、今ほど質疑の中に

ありましたように、感染力が非常に強く、手や指、

食品などを介して口から入って感染し、腸管で増殖

し、嘔吐、下痢、腹痛などを起こします。健康な方

は軽症で回復しますが、子供やお年寄りなどは重症

化する場合もございます。市立病院では、症状から

ノロウイルスの感染が疑われる場合にはウイルス検

査を行い、検査結果と患者さんの症状などをもとに、

在宅治療であるとか入院治療といったことを医師が

判断しておりますが、症状が重症化しない場合の多

くは在宅治療と判断されているようでございます。

ノロウイルスにつきましては、手洗い、吐物の処理、

塩素系の薬品での消毒など感染予防対策を講じれば、

自宅施設内で療養することが十分可能とされており

ますので必ずしも入院治療が必要になるわけではご

ざいません。また、受診された方にノロウイルスの

感染または感染の疑いがある場合には、そのことを

患者さんや付き添いの方にお伝えするとともに、感

染予防の措置をとるようお話をしておりますが、ノ

ロウイルスの感染力は強力でございますので、感染
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または感染の疑いがある場合には、予防方法などの

説明をより一層徹底するよう努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、感染病床についてでございますが、現在４

床ございまして、この感染症病床は陰圧管理をした

個室を使用することにより、ほかの患者さんへの感

染であるとか、ほかの患者さんからの病気感染を防

止することを目的とする病床でありますが、使用例

といたしましては、強毒性のインフルエンザである

とか結核の場合、あるいは免疫低下の病気などでほ

かの患者さんからの病気感染を防止する必要がある

場合などでございます。この４床につきましては、

深川保健所からの設置依頼に基づいて整備したもの

でございまして、数につきましては、道の感染対策

の位置づけの中で決まったものでございます。利用

率につきましては、パーセントでは把握してござい

ませんけれども、結核患者さんは年間何件も発生し

ております。それから、最近では新型インフルエン

ザ、そういったような場合でも使用しております。

また、ノロであるとかロタウイルスなどの場合は、

感染した患者さんの個室を確保するため、感染症病

床を使用することはございます。こういった場合に

利用しておりますけれども、基本的には感染病床を

使用しなければならない患者さんではございません

ので、現状４病床であっても問題はないのではない

かと考えているところでございます。 

〇太田委員 私からは、オーダリングシステムにつ

いて１点伺いたいと思います。 

 ご承知のように、平成17年６月に現在の病院が改

築、移転しまして、それを期にオーダリングシステ

ムを導入したということであります。現在も働いて

いるわけでありますけれども、既に５年近くが経過

しているということであります。このオーダリング

システムについて、昨今、更新するというようなこ

とでもあります。 

 ３点伺いますが、現在導入されているオーダリン

グシステムの導入費用、これは幾らぐらいかかって

いたのか。 

 この更新する理由はどういうことか。 

 それと、更新しようとする機器またはシステム名、

メーカー名、この辺までわかれば教えていただきた

い。 

〇籔市立病院管理課長 オーダリングシステムにつ

いてお答えいたします。 

 まず、１点目の現在のシステムの導入費用でござ

いますが、３億2,970万円でございます。 

 次に、２点目の更新する理由でございますが、一

つに、コンピューターを動かす基本ソフトのことを

一般的にオペレーティングシステム、ＯＳと呼んで

おりますが、市立病院で現在使っているＯＳはＷｉ

ｎｄｏｗｓ2000というものを使っておりまして、Ｗ

ｉｎｄｏｗｓ2000は、現在ではかなり古いバージョ

ンになっております。マイクロソフト社の延長サポ

ートが終了することし７月以降、ＯＳに起因する障

害が発生したとしても対応は受けられなくなる、か

なりリスクが高くなるということ。二つには、ハー

ドである機器についても動作するＯＳが限定されて

いる関係から、機器が壊れて修理不能となった場合、

Ｗｉｎｄｏｗｓ2000対応の機器は製造されておりま

せんので、機器の更新ができないこと。現在、この

状況にございます。同様に、動作するＯＳが違うこ

とによる支障というものは、このオーダリングシス

テムのようなアプリケーションソフトについても生

じてまいります。それから三つ目には、医療改定、

制度改正といったことによってシステムのプログラ

ム修正が毎年必要になっておりまして、これを行っ

ております。この修正を繰り返して行っております

と、プログラムが複雑化してきまして、修正しても

正常に動かなくなったり、また別の場所にトラブル

が発生したりというようなことが起こってきます。

そういう状態にそろそろなりつつあるということで

ございまして、今や病院はコンピューターによって

動いているといっても過言ではございません。そう

いう状態でございますので、こういった問題が現実

のものとなってまいりましたので、正常に診療を継

続していくため、更新しようとするものでございま

す。 

 次に、３点目の今回更新しようとしているシステ

ム等についてでございますが、医師による処方、注

射、検査などの指示機能であるとか看護支援機能、

診療支援機能などの多くの機能がオーダリングシス

テムにあります。このシステムをメーンとして、医

事会計システムであるとか検体検査システム、調剤

支援システムなど、院内のさまざまな業務サブシス

テムを含めて全部で大体21システム程度の更新を考

えておりますが、この更新に当たりましては、今の

ところでございますが、メーカーとかシステムとか、

こういった部分については条件をつけず、入札時の
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参加条件、例えば病院のシステムにつきましては

365日24時間稼働してまいりますので、安定的に稼

働するのかどうかであるとか、障害が発生した場合

には迅速に保守が受けられる、こういったような条

件を、入札時の参加条件をもって臨みたいと考えて

おりまして、メーカー等については白紙でございま

す。 

〇川中委員長 病院事業会計予算を終わります。 

 以上で平成22年度深川市各会計予算13件のすべて

の質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ４時３８分 休 憩） 

                       

（午後 ６時１０分 再 開） 

〇川中委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 ただいま長野委員外３人から、議案第３号平成22

年度深川市一般会計予算に対する附帯決議案が提出

されました。 

 附帯決議案をあわせて議題とします。 

 提出者からの提案説明を求めます。 

 水上委員。 

〇水上委員 ただいま議題となりました附帯決議案

について、提出者を代表して提案理由を申し上げま

す。 

 本件につきましては、お手元に配付しております

内容により本会議に提出していただきたく提案する

ものです。 

 内容の説明は省略いたしますが、議決くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

〇川中委員長 これより附帯決議案に対する質疑に

入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。なお、討論は、原案と

附帯決議案とあわせて行います。 

 初めに、松沢委員。 

〇松沢委員 平成22年度の予算審査を終了するに当

たり、日本共産党議員団を代表して討論を行います。 

 世界的な金融不況の影響は、この北海道の田舎町

深川市へも大きな津波のようになって押し寄せ、一

昨年以来の市内企業の倒産や撤退、規模の縮小が起

きてまいりました。多くの人たちが職を失い、深川

市の人口減少には歯どめがかからない中で、市民の

方たちの閉塞感が高まっています。そのような中で、

市民の皆さんが市役所を見る目には、理事者や職員、

そして私たち議員に対しても非常に厳しいものがあ

るということをまず申しておかなくてはなりません。 

 さて、この平成22年度予算を審査してきましたが、

まだまだ息を抜けない財政状況が続いています。私

たちが不要不急と言ってきた建物の償還がピークを

超えつつあるとは言え、まだ当分の間続くというこ

とがあります。 

 一方では、深川市立病院の再建が重くのしかかり、

計画を立てるすぐ後からひびが入ってきかねない危

うさがあります。山下市長は、この病院再建計画に

不退転の決意を表明いたしました。次にやるべきこ

とは、手だてを立ててそれを具体化するということ

であります。まず一つ目にやるべきことは、深川市

民におらが市立病院という意識を持ってもらうこと

ではないでしょうか。このことなしには、患者の市

立病院離れを食いとめることはできないでしょう。

次に、医師の確保であります。このことに市長と院

長は、あらゆる手づるを活用し、なりふり構わず事

に当たってほしいというのが多くの市民の願いです。

次に、北空知の中核病院として周辺町に協力をお願

いすることがあります。周辺町の人たちで市立病院

の患者の45％がかかってくれているという点も理解

してもらい、人口減少の中でこの病院を維持してい

く上でどういう協力をしてもらえるか、こちらから

プランを示してどのような応援をしてもらえるか話

し合う必要があります。また、７対１看護体制をし

く上での人材確保にも、すぐ取り組んでほしいと思

います。深川市立病院の不良債務発生が償還のピー

クを過ぎてもふえ続けているところにその深刻さが

あると私は考えています。そして１日も早く、職員

などからの給料カットによって１億7,000万円の病

院支援をしなくとも済むようにすべきだと考えます。 

 次に、深川市の産業について申し上げます。以前

私が質問で取り上げたことがありますが、深川市内

の農家１戸当たり所得は、北空知圏で最も低いとこ

ろに位置しています。それは、今も変わりません。

この町の基幹産業である農業の所得を引き上げるこ

とは、急務であります。急速に食味が向上してきて

いる深川産のお米を、市民がこぞって食べることは

もちろん、独自販売のパイプを太くしていくことが

急務です。各種転作作物の販売収益を上げていくこ

と、農地の地力を維持していくことも大切です。和
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牛の導入事業については、ここから新たに挫折する

農家が出ないような手だてをとることを求めておき

ます。また、ようやく芽が出かけてきている地場産

品の加工品販売についても一層力を注いでもらいた

いと思うとともに、これら産業振興については、私

たちも力を注いでいきますし、関係者が力を合わせ

ていくことが大切なことだと思います。市内商業振

興のために、市内の地元商店の購買力向上の取り組

み、地元商店への利用拡大の手を打っていただきた

いということも述べておきます。さらには、夏まつ

りについて、昨年の夏まつり終了からこの２月末ま

で来年度の夏まつりについてここまで来て何も具体

的なものが見えていないというのは信じられないこ

とであります。昨年からしゃんしゃん祭りについて

は多くの議論がある中ですから、たとえフリーハン

ドであっても集まって相談を進めるのは、深川市が

やらなくてだれがやるのでしょうか。私は、この夏

は花火大会とまち中のイベントくらいにして、１年

がかりで検討するほうがよいものが生まれると考え

ますがいかがでしょうか。 

 次に、労働行政について。今全国的にこのことが

大問題になっています。新自由主義のこの雇用形態

が不安定雇用を生み出し、社会全体を不安定にして

います。深川市の臨時職員の雇用形態にしても、よ

り安定したものに見直すときが来ていると申し上げ

たい。さらには、発注している深川市の各種事業に

ついても、適正な雇用形態がされているか注意を払

い、何らかの指導をすべきときだと思います。 

 次に、福祉行政について。高齢者福祉については、

多くの問題があります。長い間支給されていた入浴

券の打ち切りやバス券の打ち切りが、そのままにな

っています。行財政改革の名でこの深川市の礎を築

いてくれた方たちへのこうした仕打ちについては、

決して賛成できません。さらに、総合福祉センター

のおふろまでなくしていこうとすることには、強く

反対します。セーフテーネットである生活保護へは、

一層温かく親身な対応を求めていきます。 

 教育についても一言述べます。市内の小中学校校

舎の改築、耐震診断などは大きく前進をいたしまし

た。この点は評価できる点であります。今回一般質

問に出ていた学校の合併についてでありますが、小

中学校においては町村合併前の旧行政区に１校は辛

うじて維持されています。この旧行政区をさらにま

たいでの小中学校の合併については、私たちはする

べきではないと考えています。教育効果や生徒・児

童間の適正な競争が言われますが、幾らスクールバ

スを回そうとも児童のところへ寄りながらいくと片

道で35キロあるいは40キロも通学することは、論外

であります。 

 次に、非核平和の取り組みについても一言述べま

す。ピースコンサートや朗読会について、地道な取

り組みを行っている所管の皆さんに心からご苦労さ

まと申し上げたい。やっているのは夜だったり休日

だったりということで、その点でも大変だろうと思

います。山下市政全体の平和の取り組みという点で

は、残念ながらじりじりと後退している印象をぬぐ

えません。ことしの５月には、ニューヨークで非核

再検討会議ＣＴＶＴが行われます。人類は核の傘の

中に入っていると安全だという迷信から今解き放た

れようとしています。深川市の非核平和の取り組み

を発展させるよう求めていきます。 

 もう１点、苦言を申し上げなくてはなりません。

それは、行政ミスが発生したときの責任のとり方に

ついてであります。この間、小樽市でも高額療養費

の請求漏れが発生しました。6,700万円です。結果、

幹部と担当職員が3,300万円を補てん、残り3,400万

円は福利厚生会基金で充てるということです。これ

は、３月12日付の道新の記事です。また、滝川市で

は、懲戒処分の運用が軽いという市民からの声を受

けて、この見直しをするということも出ました。こ

れは、３月11日付の道新記事であります。深川市の

場合、病院への特別支援として、職員給与など１億

7,000万円のカットをしているということもありま

す。このあたりは議論の余地はあろうかと思います

が、今はこういう時代だということを認識しなけれ

ばならないと思います。高額療養費の未請求問題で

は、元助役や元管理職から寄附と称してお金を集め

ておいて、一番の事務上の責任者である元市長や現

市長は何もなしということでは、決して納得されな

い時代だということを肝に銘じていただきたい。さ

らに、駅北の埋木処理についても同様であります。

そして私たち議員も常に市民の立場、目線で活動す

ることを求められているということもみずからに言

い聞かせて、これからの議員活動をしていく決意で

す。 

 長かった第１回定例会も間もなく終わります。答

弁に立って熱い議論を交わした皆さん、多くの資料

作成をしてくれた職員の皆さんに心からお礼を申し
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上げます。 

 私たちは、以上何点か申し上げた理由により、一

般会計予算には反対であります。国民健康保険会計

にも、資格証明書発行という点で賛成できません。

後期高齢者医療制度については、主として道、国の

問題でありますけれども、決して認めならない制度

として反対を表明したいと思います。他会計につい

ては賛成いたします。 

 以上で日本共産党議員団としての討論を終わりま

す。 

〇川中委員長 次に、渡辺委員。 

〇渡辺委員 平成公明クラブを代表して、議案第３

号平成22年度深川市一般会計予算ないし議案第15号

平成22年度深川市病院事業会計予算の以上13件につ

いて、賛成の立場で討論を申し上げます。 

 地方自治体を取り巻く環境は、少子高齢化や人口

減少の進行、加えて企業の破綻、撤退などにより大

きな打撃を受け、厳しい状況が続いております。こ

のような中、自治体財政においては、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健全化

法が平成19年６月に制定され、実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の四

つの指標が一定基準を超える場合に財政健全化団体

及び財政再建団体に指定するという、いわばイエロ

ーカードとレッドカードの２段構えで財政状況をチ

ェックし、財政健全化に取り組むことが義務化され

ております。 

 一方、国においては、政権交代に伴う政策転換が

なされつつありますが、その劇的な変化にはさまざ

まな問題点も指摘されているところであります。政

権交代に伴う政策転換は、我々がかつて経験したこ

とのないものであり、注視していかなくてはなりま

せん。 

 さらに、世界的には、アメリカのサブプライムロ

ーン問題、リーマンショックに加え、ドバイ・ショ

ックなど、金融経済危機から脱出できない状況が続

いております。すべからく、日本経済も影響を受け

厳しい状況に置かれているのであります。 

 このような極めて厳しい情勢の中、山下市長１期

４年の任期の最終年度として、職員の英知を結集し

た全会計合わせた予算287億1,887万円を提案された

ご苦労に敬意を表するものでありますが、この際で

すので何点か申し上げておきたいと存じます。 

 まず、行財政運営においては、財政構造の硬直化

が進み、特に財政基盤の弱い過疎自治体は財政破綻

への心配が常にあります。再び財政収支改善策を講

じることのないよう、財政の収支均衡を目指すこと

が肝要であります。 

 今議会では、平成20年度の市立病院事業会計決算

が資金不足比率41.1％となったことを受けて、経営

内容の抜本的な改善を図るため、深川市立病院経営

健全化計画が提案されております。責任の重さと監

視機能をさらに強めなければならないものと受けと

めているところでありますが、この計画が何とか成

就できることを願うものであります。市立病院事業

会計においては、定例会ごとで議会に報告するなど

市民、議会に対して説明責任を果たしていただきた

いものであります。 

 さらに、人口の減少に伴って行政の機構のスリム

化と職員定数の見直しも緊急課題であります。知恵

を出し合い、具現化に向けて取り組まなければなら

ないと思うところでもあります。 

 いずれにいたしましても、執行機関と議決機関、

長と議会の関係は、住民の信任を基盤とし、相互牽

制をしながら均衡を維持しつつ並列対等な立場であ

り、一定の距離を置きながら市民福祉向上に意を注

がなければなりません。加えて、経済活性化対策や

雇用対策などの新規事業や事業拡大の取り組みが本

市の経済効果に貢献するものと確信いたしているも

のでありますが、平成22年度予算執行に当たり市民

生活に大きく効果が上がるよう職員一丸となって取

り組んでいただきたいのであります。 

 最後になりますが、３日間の予算審査特別委員会

に答弁されました管理職の皆さん、さらには取り組

みをされた職員の皆さんのご苦労に感謝の誠をささ

げるものであります。 

 以上、議案第３号平成22年度深川市一般会計予算

ないし議案第15号平成22年度深川市病院事業会計予

算の13件について賛成を申し上げ、討論を終わりま

す。 

〇川中委員長 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第３号平成22年度深川市一般会計予算ないし

議案第15号平成22年度深川市病院事業会計予算の13

件を採決します。 

 初めに、議案第３号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり可決すべきものと決定するこ
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とに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 次に、議案第４号を採決します。 

 本件は原案のとおり可決すべきものと決定するこ

とに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、よって議案第４号は原案のとお

り可決すべきものと決定されました。 

 次に、議案第５号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり可決すべきものと決定するこ

とに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数。 

 よって、議案第５号は原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

 次に、議案第６号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり可決すべきものと決定するこ

とに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数。 

 よって、議案第６号は原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 次に、議案第７号ないし議案第15号の９件を採決

します。 

 本件は原案のとおり可決すべきものと決定するこ

とに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、よって議案第７号ないし議案第

15号は原案のとおり可決すべきものと決定されまし

た。 

 次に、長野委員外３人から提出のありました議案

第３号平成22年度深川市一般会計予算に対する附帯

決議案を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本附帯決議案を決定し、本議会に提出することに

賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数。 

 よって、本附帯決議案は本議会に提出することに

決定いたしました。 

 閉会に当たりまして、一言委員各位並びに山下市

長を初めとする説明員の皆さん方にお礼を申し上げ

たいと存じます。 

 予算審査に当たりましては、予定どおり期日内に

全予算議案を審査できましたことにまずもって厚く

お礼を申し上げる次第であります。３日間の審査に

当たり、委員各位におかれましては、特に数多くの

質疑をしていただきましたし、その答弁に立たれま

した課長職を初めとする説明員の皆さん方には、熱

心な答弁をちょうだいいたしました。今ほど、全議

案が可決すべきものと決定をみたところであります

が、いずれにいたしましても、議会側あるいは理事

者側も求めるものは市民の生活の安定あるいは福祉

の向上であります。議会は議会としての判断がされ

たものと思いますが、今後の行政推進に当たりまし

ては、理事者側を初め議会、そして市民一体となっ

た形の中で推進されますことを心から念願しつつ閉

会に当たりましてのあいさつにかえさせていだきま

す。大変どうもありがとうございました。 

（拍手） 

 以上で予算審査特別委員会を終わります。 

（午後 ６時３３分 散 会） 
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